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様式１－１－１ 中期目標管理法人 年度評価 評価の概要様式 

 

１．評価対象に関する事項 

法人名 独立行政法人中小企業基盤整備機構 

評価対象事業年

度 

年度評価 令和４年度（第四期） 

中期目標期間 令和元～５年度 

 

２．評価の実施者に関する事項 

主務大臣 経済産業大臣（法人全般に関する評価） 

産業基盤整備業務については財務大臣と共同して担当 

 法人所管部局 中小企業庁 担当課、責任者 長官官房総務課長 宮本 岩男 

 評価点検部局 大臣官房 担当課、責任者 業務改革課長 福本 拓也 

主務大臣 財務大臣（産業基盤整備業務に関する評価） 

経済産業大臣と共同して担当 

 法人所管部局 大臣官房 担当課、責任者 政策金融課長 芹生 太郎 

 評価点検部局 大臣官房 担当課、責任者 文書課政策評価室長 阪井 聡至 

 

 

３．評価の実施に関する事項 

評価のために実施した手続き等については、次のとおり。 

・令和５年６月２９日（木）～７月７日（金） ユーザー９先（中小企業：４、公的支援機関：３、民間支援機関（信金）：１、ファンド：１）へのヒアリングの実施 

     ６月２２日（木） 中小機構理事長ヒアリングの実施 

６月２３日（金） 中小機構監事ヒアリングの実施 

     ７月１１日（火） 外部有識者からの意見聴取の実施（財務省） 

     ７月１２日（水） 外部有識者からの意見聴取の実施（経済産業省） 

 

 

 

４．その他評価に関する重要事項 

－ 
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様式１－１－２ 中期目標管理法人 年度評価 総合評定様式 

 

１．全体の評定 

評定 

（Ｓ、Ａ、Ｂ、Ｃ、

Ｄ） 
A ：中期計画における所期の目標を上回る成果が得られていると認められる。 

（参考）本中期目標期間における過年度の総合評定の状況 

令和元年度 ２年度 ３年度 ４年度 ５年度 

Ａ Ｂ Ａ Ａ ― 

評定に至った理由 項目別評定は、「事業承継・引継ぎ」が A、「生産性向上」が A、「新事業展開の促進・創業支援、事業再構築支援」が B、「経営環境の変化への対応の円滑化」が A、「業務運

営の効率化に関する 事項」が B、「財務内容の改善に関する事項」が B、「その他の事項」が B となり、全体の評定は A とした。 

 

 

２．法人全体に対する評価 

法人全体の評価 「Ⅰ．国民に対して提供するサービスその他業務の質の向上に関する事項」の項目について、「新事業展開の促進・創業支援、事業再構築支援」を除く全項目において定量指標

を高いレベルで達成し、特に、事業承継案件支援促進に向けた仕組みの強化による広域成約件数の拡大、IT 導入支援における税理士に的を絞ったプロモーションによる IT プ

ラットフォーム活用率の向上、小規模企業共済の商工団体等の非会員や創業予定者への働きかけによる共済在籍率の上昇、コロナ禍における補助金事業等により全中小企業の

約 60％（延べ 219 万社（推計値））を支援する等、所期の目標を上回る成果を達成していると認められることから、「A」評定と判断した。また、「Ⅱ．業務運営の効率化に関す

る事項、Ⅲ．財務内容の改善に関する事項、Ⅳ．その他業務運営に関する重要事項」の全ての項目について、中期計画に基づき、着実な業務運営がなされ、所期の目標を達成

していると認められることから、それぞれ「B」評定 と判断した。以上を踏まえ総合的に勘案した結果、法人全体として令和 4 年度における所期の目標を上回る成果が得られ

ているものと評価し、全体の評定を A とした。 

 

全体の評定を行う上で

特に考慮すべき事項 

－ 

 

３．項目別評価における主要な課題、改善事項など 

項目別評定で指摘した

課題、改善事項 

－ 

その他改善事項 － 

主務大臣による改善命

令を検討すべき事項 

－ 

 

４．その他事項 

監事等からの意見 ・大型補助金について、令和元年補正から開始して４年目が経過したが、チームの熟練度も上がり運営にも安定感が見られる。一方で、基金の積み増しや累計申請枠の新設、

新たな事務負担が発生している。委託先事務ミス対応や不正受給者への対応、前払金利払いの回収業務など、事務処理面での作業が増え、現場の新たな負担となっている。

こうした事態に対応するために、今年度からイノベーション助成グループを申請し、主な補助金に集約、債権回収業務に特化する債権管理指数を作るなどの対応をしてい

る。大型補助金は、コロナの緊急対応としては必要不可欠。また、申請件数や採択件数を拝見し、この施策が中小企業者の支援に繋がっていることを実感した。この膨大な

数字の背景に、機構職員の働きに対しても正当な評価をしていただきたい。今後大型補助金を必要とする際（非常時・緊急時対応）には、組織を通じてノウハウを地域へ共

有し、次につなげていくことをお願いしたい。 

・地域経済における機構の役割について、地域における中小企業者の経営課題というのは地域経済の衰退そのものと直結しているものが多い。解決に当たって地域経済の底上

げが必要。こうした中で、理事長は着任後から様々な施策（全国本部を扱う３センター事業と我々地域本部との連携、地元の金融機関等での連携強化、人材支援事業につい
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て、大学校施設を中心にオーダーメイド研修やサテライト研修など、こちらから地域に出向いて大学校と同レベルの研修を提供するなど）を講じてきた。今までにない成果

につながっているということを実感している。 

・こうした活動の中で、機構がこれまで直接支援の形で培ってきたいろんなノウハウを、もっと自然な形で地域に伝えていくことが大切だと感じている。つまり地域社会との

一体運営の方向性が、実際に地域社会を抱える課題解決に繋がるため、次期中期目標を策定する中で確実に引き継いでいただきたい。 

 

その他特記事項 － 
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様式１－１－３ 中期目標管理法人 年度評価 項目別評定総括表様式 

中期計画（中期目標） 年度評価 項目別 

調書№ 

備考 

 

 中期計画（中期目標） 年度評価 項目別

調書№ 

備考 

 

 元 

年度 

２ 

年度 

３ 

年度 

４ 

年度 

５ 

年度 

    元 

年度 

２ 

年度 

３ 

年度 

４ 

年度 

５ 

年度 

  

Ⅰ．国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する事項  Ⅱ．業務運営の効率化に関する事項  

 事業承継・引継ぎ Ａ〇重 Ａ〇重 Ａ〇重 Ａ〇

重 

 １－１    業務運営の効率化 Ｂ Ｂ Ｂ Ｂ  ２－１  

生産性向上 Ａ〇 Ｃ〇 Ａ〇 Ａ〇  １－２            

新事業展開の促進・創業支援、事

業再構築支援 

Ａ〇 Ａ〇 Ｂ〇 Ｂ〇  １－３            

経営環境の変化への対応の円滑化 Ｓ Ａ Ｓ Ａ  １－４            

                  

                   

                  

                  

                  

                   

          Ⅲ．財務内容の改善に関する事項  

           財務内容の改善 Ｂ Ｂ Ｂ Ｂ  ３－１  

                  

                  

                  

                   

          Ⅳ．その他の事項  

           その他業務運営に関する重要事項 Ｂ Ｂ Ｂ Ｂ  ４－１  

                  

                  

                  

                   

 

※１ 重要度を「高」と設定している項目については、各評語の横に「○」を付す。 

※２ 困難度を「高」と設定している項目については、各評語に下線を引く。 

※３ 重点化の対象とした項目については、各標語の横に「重」を付す。 

※４ 「項目別調書ＮＯ．」欄には、●年度の項目別評定調書の項目別調書ＮＯ．を記載。 
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様式１－１－４－１ 中期目標管理法人 年度評価 項目別評定調書（国民に対して提供するサービスその他業務の質の向上に関する事項）様式 

 

１．当事務及び事業に関する基本情報 

１―１ 事業承継・事業引継ぎの促進 

業務に関連する政策・施

策 

全国の事業承継・引継ぎ支援センター及び地域の中小企業支援機関

等における事業承継・事業引継ぎ支援に関する支援ノウハウの提

供、支援上の課題への助言、事業の円滑な承継・事業再編を対象と

したファンドへの出資等。 

当該事業実施に係る根拠（個

別法条文など） 

独立行政法人中小企業基盤整備機構法第１５条第１項第１号、５号、２３号 

当該項目の重要度、困難

度 

【重要度：高】現状を放置し、中小企業・小規模事業者の廃業が急

増すると、今後１０年間の累計で約６５０万人の雇用、約２２

兆円のＧＤＰが失われるおそれがあると言われているなか、

「新しい経済政策パッケージ」及び「未来投資戦略２０１８」

において、１０年間程度を事業承継の集中実施期間とした取組

の強化を掲げており、事業承継・事業引継ぎを促進していくこ

とは重要である。 

【優先度：高】中小企業・小規模事業者の廃業が急増すると、日本

経済に多大な影響を及ぼしかねないことから、事業承継・事業

引継ぎの促進は最優先で取り組むべき課題である。 

【難易度：高】事業承継・事業引継ぎが進んでいない要因としては、

後継者の不足、経営者の認識不足、小規模な事業引継ぎ案件を

担う専門家の不在、金融機関から事業引継ぎ支援センターへの

つなぎや広域の事業引継ぎ案件の対応が不十分といった多種

多様８な課題が挙げられる。これらの複合的な課題の解決に向

けて、事業承継・事業引継ぎニーズの一層の掘り起こしや早期・

計画的な取組の促し、さらには、専門家の育成、事業引継ぎ支

援センターへの送客、広域の事業引継ぎ案件の増加に向けた取

組など、幅広い対応が求められることから、達成の難易度は高

い。 

関連する政策評価・行政事業

レビュー 

行政事業レビューシート番号 ０３７８ 

注１）重点化の対象としない項目については、法人の業務管理に活用しやすい単位ごとに、複数の項目をまとめて作成することが可能 

２．主要な経年データ 

 ①主要なアウトプット（アウトカム）情報   ②主要なインプット情報（財務情報及び人員に関する情報） 

指標等 達成目標 基準値 

（前中期目

標期間最終

年度値等） 

元 

年度 

２ 

年度 

３ 

年度 

４ 

年度 

５ 

年度 

  元 

年度 

２ 

年度 

３ 

年度 

４ 

年度 

５ 

年

度 

事業引継ぎにおけ

る広域の成約件数

【基幹目標】 

２０２１年度

までに２０１

８年度比２倍

以上、中期目

標期間におい

 ２１５件 ２６１件 ３２０件 ３４２件   予算額（千円） 7,187,553 

千円 

17,536,956

千円 

22,723,927

千円 

25,912,107 

千円 
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て、１，１００

件以上 

令和３年度２

６０件以上 

機構が支援した事

業承継・引継ぎ支

援者数 

１０，０００

者以上 

 １７，４４３

件 

１７，３２７

件 

２１，６４９

者 

２４，３２７

者 

  決算額（千円） 5,794,408千

円 

3,247,859 

千円 

13,616,790

千円 

13,334,212 

千円 

 

         経常費用（千円） 1,493,941千

円 

1,185,038

千円 

2,616,300千

円 

2,420,760

千円 

 

         経常利益（千円） △649,048 

千円 

△ 354,240

千円 

△ 1,667,554

千円 

△1,340,248

千円 

 

         行政コスト（千円） 1,493,941千

円 

1,185,038

千円 

2,618,868千

円 

2,420,760

千円 

 

         従事人員数 ７１５人の

内数 

７２７人の

内数 

７３１人の

内数 

７４９人の

内数 

 

注２）複数の項目をまとめて作成する場合には、適宜行を追加し、項目ごとに主要な経年データを記載                       注３）予算額、決算額は支出額を記載。人件費については共通経費分を除き各業務に配賦した後の金額を記載 

注４）上記以外に必要と考える情報があれば欄を追加して記載しても差し支えない 

３．各事業年度の業務に係る目標、計画、業務実績、年度評価に係る自己評価及び主務大臣による評価 

 中期目標 中期計画 年度計画 主な評価指標 法人の業務実績・自己評価 主務大臣による評価 

業務実績 自己評価 

 １．事業承継・事業

引継ぎの促進 

２０２５年まで

に７０歳を超える

中小企業・小規模事

業者の経営者は約

２４５万人存在し、

うち約半数の１２

７万人が後継者未

定であり、現状を放

置し、廃業が急増す

ると、今後１０年間

の累計で約６５０

万人の雇用、約２２

兆円のＧＤＰが失

われるおそれがあ

ると言われている。  

こうした状況を

踏まえ、「新しい経

済政策パッケージ」

及び「未来投資戦略

１．事業承継・事業

引継ぎの促進 

２０２５年まで

に７０歳を超える

中小企業の経営者

は約２４５万人存

在し、うち約半数の

１２７万人が後継

者未定であり、現状

を放置し、廃業が急

増すると、今後１０

年間の累計で約６

５０万人の雇用、約

２２兆円のＧＤＰ

が失われるおそれ

があると言われて

いる。 

こうした状況を

踏まえ、政府は、「新

しい経済政策パッ

ケージ」及び「未来

 ＜主な定量的指 

標＞ 

【指標１－１】 

・事業引継ぎに

おける広域の成

約件数を２０２

１年度までに２

０１８年度比２

倍以上、中期目標

期間において、

１，１００件以上

とする。【基幹目

標】（［参考］２０

１７年度実績：１

００件） 

 

【指標１－２】 

・中期目標期間

において、機構が

支援した事業承

継・事業引継ぎ支

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

評定： Ａ 

根拠：  

中期目標・中期計画上の指標に基づく数値目

標２項目において全項目で達成率１２０％以

上の実績を達成。また、機構が支援した事業承

継・引継ぎ支援者数において、直近過去２年実

績平均との比較において１２０％を達成。 

中小企業・小規模事業者の喫緊の課題である

事業承継に対応するため、事業者の身近に存 

在する地域の中小企業支援機関の事業承継支

援能力の向上及び支援を実施するための仕組

みの構築のための相談・助言、講習会を実施し

てきたところ。令和 4年度は、他事業で培った

支援機関とのネットワークを活用し、新規支援

機関等へアプローチを実施したほか、支援機関

向けの講習会や各事業承継・引継ぎ支援センタ

ー向け研修・アドバイス等を大幅に拡充した結

果、事業承継・引継ぎ支援件数は過去最高とな

る２４，３２７者を達成(目標達成率２４３．

２%、過去２年平均比１２４．８％)。また、事

業承継・引継ぎ案件の発掘から各事業承継・引

評定 A 

＜評定に至った理由＞ 

定量的に A の基準を満たしており、特に、支援

機関支援の展開により支援のリーチを拡大すると

ともに、案件を繋ぐ仕組みを強化した結果、事業承

継・引継ぎセンターへの相談が増加し、広域の成約

件数（アウトカム）を増加させた取組を踏まえ、所

期の目標を上回る水準として「A」評定と判断。 

 

＜指摘事項、業務運営上の課題及び改善方策＞ 

－ 

＜その他事項＞ 

（経営に関する有識者からのコメント） 

・経営者の高齢化、後継者不足、コロナ禍や物価高

に伴う経営状況悪化、専門的知識の欠如等、今後

とも事業承継引継ぎ支援は重要な分野であり、

そのニーズに応えるための基盤強化を着々と進

めていることを高く評価。 

・後継者不在にコロナ禍による営業不振が追い討

ちとなる中、今後はゼロゼロ融資の返済本格化

により中小企業を取り巻く状況は一層と厳しさ
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２０１８」におい

て、１０年間程度を

事業承継の集中実

施期間とした取組

の強化を掲げたと

ころ。  

機構は、中小企業・

小規模事業者の事

業承継・事業引継ぎ

を総合的に支援す

るため、全国の事業

引継ぎ支援センタ

ー及び地域の中小

企業支援機関等へ

の支援ノウハウの

提供、支援上の課題

への助言、施策情報

の提供、事業引継ぎ

マッチング支援の

促進、事業の円滑な

承継・事業再編を対

象としたファンド

への出資等を行う。 

投資戦略２０１８」

において、１０年間

程度を事業承継の

集中実施期間とし

た取組の強化を掲

げたところ。 

機構は、中小企

業・小規模事業者が

直面している事業

承継・事業引継ぎに

関する問題を総合

的に解決するため、

全国の事業引継ぎ

支援センター及び

地域の中小企業支

援機関等における

事業承継・事業引継

ぎ支援に関する支

援ノウハウの提供、

支援上の課題への

助言、施策情報の提

供、事業引継ぎマッ

チング支援の促進

等を行う。また、事

業承継・事業引継ぎ

等に対する資金の

供給を円滑にする

ため、事業の円滑な

承継・事業再編を対

象としたファンド

への出資を図る。 

令和２年度補正

予算（第１号）によ

り措置された出資

金については、「新

型コロナウイルス

感染症緊急経済対

策」（令和 2 年 4 月

7 日閣議決定）に基

づいて措置された

ことを認識し、新型

援者数を５０，０

００者以上とす

る。（［参考］２０

１５～２０１７

年度実績：２３，

９７６者） 

 

＜目標水準の考

え方＞ 

○指標１－１に

ついて 

事業引継ぎの成

約件数は、２０１

８年度末で約１，

０００件（見込

み）であり、うち

広域の成約件数

は１３０件（見込

み）である。事業

引継ぎに係る目

標として、中小企

業庁は「２０２１

年度に事業引継

ぎ支援センター

における事業引

継ぎ件数２，００

０件／年」を設定

しているが、２，

０００件は、２０

１８年度末見込

みの約１，０００

件の２倍に当た

ることから、広域

の成約件数につ

いても、同様に２

０２１年度末に

おいて、２０１８

年度末の２倍と

なる２６０件を

目指し、中期目標

期間において計

 

 

 

 

 

継ぎ支援センターへ繋ぐエリアコーディネー

ターを全国に前年度１．３倍となる１８９名を

配置し、県境を越えた承継・引継ぎの促進のた

め、近隣の複数センターを対象に案件検討会や

情報交換会を開催した結果、広域成約も３４２

件（目標達成率１３１．５％）と過去最高。 

更に２・３年度補正予算により、「中小企業

経営力強化支援ファンド」に係る出資金が措置

されたことを受け、「中小企業経営力強化支援

ファンド」の組成を促進。新規組成数２ファン

ド以上の年度目標に対して、新型コロナウイル

ス感染症による影響下で事業承継等に取り組

む地域の中堅・中小企業を支援する政策的意義

の高い８ファンドを新たに組成。事業承継の新

たな形態であり、我が国でも先進的な取組みと

して注目を集める「サーチファンド型ファン

ド」への出資と合わせ、円滑な事業承継の促進

に資する事業承継ファンドの裾野拡大に貢献。 

 

以上のように、各業務において高い水準で目標

を達成していることからＡ評価と判断。 

を増してくることが予想される。円滑なＭ＆Ａ

や廃業に資する専門家派遣の拡充など更なる支

援を期待する。 

 



8 

 

コロナウイルスの

影響により業況が

悪化した、地域の核

となる事業者の再

生・第三者承継を支

援する「中小企業経

営力強化支援ファ

ンド」の創設に活用

する。 

令和２年度補正

予算（第２号）によ

り措置された出資

金については、新型

コロナウイルス感

染症対策の強 

化を図るために

措置されたことを

認識し、新型コロナ

ウイルスの影響に

より業況が悪化し

た、地域の核となる

事業者の再生・第三

者承継を支援する

「中小企業経営力

強化支援ファンド」

の拡充のために活

用する。 

令和２年度補正

予算（第１号及び第

２号）により実施す

る事業は令和２年

度の途中から講じ

られるが、同年度及

びそれ以降の業務

実績等報告書に実

施状況を記載する。 

令和３年度補正

予算（第１号）によ

り追加的に措置さ

れた出資金につい

ては、「コロナ克服・

１，１００件以上

と設定する。 

 

○指標１－２に

ついて 

機構は、以下の取

組を通じて、事業

承継・事業引継ぎ

支援機関の支援

能力向上を図っ

ている。 

・地域本部の事

業承継コーディ

ネーターによる

地域の中小企業

支援機関等向け

講習会 

・中小企業事業

引継ぎ支援全国

本部による事業

引継ぎ支援セン

ター専門家向け

研修 

・中小企業事業

引継ぎ支援全国

本部による事業

引継ぎデータベ

ース登録機関等

向け研修 

・中小企業事業

引継ぎ支援全国

本部による事業

引継ぎ支援セン

ター向け高度・専

門的相談対応 

これらの取組に

よる前中期目標

期間における支

援者数実績は年

間８，０００者、

５年間換算では
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新時代開拓のため

の経済対策」（令和

３年 11月 19日閣議

決定）に基づき措置

されたことを認識

し、長期化するコロ

ナ禍の影響により

業況が悪化した地

域経済の中核とな

る中小企業等の経

営力強化と成長を

支援する「中小企業

経営力強化支援フ

ァンド」の拡充のた

めに活用する。 

 令和３年度補正

予算（第１号）によ

り実施する事業は、

令和３年度の途中

から講じられるが、

同年度及びそれ以

降の業務実績等報

告書に実施状況を

記載する。 

４０，０００者と

なるが、その１．

２５倍に相当す

る５０，０００者

を支援すること

を目指す。 

 

＜想定される外

部要因＞ 

想定される外部

要因として、初年

度を基準として、

事業遂行上必要

な政策資源が安

定的に確保され

ること、国内の政

治・経済及び世界

の政治・経済が安

定的に推移し、着

実に成長するこ

と、急激な株価や

為替の変動がな

いことなどを前

提とし、これら要

因に変化があっ

た場合には評価

において適切に

考慮する。 

 （１）事業承継・事

業引継ぎへの支援 

機構は、より多くの

中小企業・小規模事

業者の円滑な事業

承継・事業引継ぎを

促進するため、以下

の取組を行う。  

事業承継において

は、経営に関するノ

ウハウの継承や後

継者の育成のため

に早期・計画的な準

（１）事業承継・事

業引継ぎへの支援 

①地域の中小企業

支援機関等への支

援を通じた事業承

継の促進 

より多くの中小企

業・小規模事業者の

事業承継・事業引継

ぎを促進するため、

機構の知見とノウ

ハウを結集し、地域

の中小企業支援機

（１）事業承継・事業

引継ぎへの支援 

①地域の中小企業支

援機関等への支援 

 

 

・より多くの中小企

業・小規模事業者の

事業承継・事業引継

ぎを促進するため、

国や都道府県が実

施する支援施策等

や事業承継・引継ぎ

 （１）事業承継・事業引継ぎへの支援 

 

①地域の中小企業支援機関等への支

援 

○地域の中小企業支援機関に対する

講習会等 

・各地域本部等において、地域の中小

企業を支える支援機関や金融機関

に対し、事業承継に関する支援能力

の向上や支援の仕組み作りをサポ

ートするための、相談・助言、講習

会を実施。 

地域本部の中小企業アドバイザ
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備着手の必要があ

るが、準備を先送り

にしているケース

が多い。また、潜在

的に事業承継の問

題を抱えているに

もかかわらず、誰に

も相談せずに承継

時期を迎えてしま

い、廃業してしまう

といった実態があ

る。こうした実態に

対して、地域の中小

企業支援機関等で

は、相談を待ち受け

るだけではなく、事

業承継に係る問題

を認識しているも

のの相談をしない

経営者や事業承継

に係る問題を認識

していない経営者

に対して率先して

声掛けを行うなど、

問題解決のための

支援が課題となっ

ている。しかしなが

ら、このような課題

について地域の中

小企業支援機関等

の認識が必ずしも

十分ではないこと

から、機構では支援

能力向上や継続的

な支援ができる体

制構築に向けて、専

門家の派遣等によ

る助言、研修、優良

事例の情報共有等

の支援を積極的に

行う。  

関等が能動的に事

業承継支援を行う

ために必要な支援

能力の向上や継続

的な支援を行うた

めの仕組み作り等、

地域の中小企業支

援機関等が抱える

支援上の課題解決

に向けて、専門家の

派遣等による相談・

助言、講習会、優良

事例の情報共有等

の支援を積極的に

行う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

支援センターとの

連携を図りつつ、地

域の中小企業支援

機関等の職員等が

能動的に事業承継

支援を行うために

必要な支援能力の

向上や支援の仕組

み作り及び中小企

業・小規模事業者等

への事業承継への

支援の実施に関す

る相談・助言、講習

会等を行う。 

これらの取組を通

じ、機構が支援した

事業承継に関する

支援者数を５，００

０者以上とする。 

・地域の中小企業支

援機関等の支援能

力の向上のため、中

小企業・小規模事業

者の経営者・後継者

に対し専門家を派

遣し、相談・助言等

を行う。 

 

・事業承継・事業引継

ぎを促進するため、

中小企業・小規模事

業者等への事業承

継の早期・計画的な

取組の必要性に関

する気付きを与え

るためのツール等

の提供を行うとと

もに、施策情報の普

及・啓発を図るため

のフォーラム等を

行う。 

ーによる地域の中小企業支援機関

等向け講習会等 

支援者数：１４，０７５者 

講習会開催数：４４４回 

 

〇中小企業・小規模事業者に対する専

門家派遣 

・経営者・後継者等に対する専門家

派遣を通じ、事業者の円滑な事業

承継と同席する地域の中小企業

支援機関への支援ノウハウの移

管を実施。 

支援企業数：６４先 

支援回数：１５３回 

 

○事業承継フォーラムの開催 

・事業承継を経験した経営者の取

組を参考として、円滑な事業承継

を促進するため、中小企業・小規

模事業者、支援機関等を対象とし

たフォーラムを完全オンライン

化し、開催。 

フォーラムの動画完全視聴数 

：２７５，２６５回 

 

【事例】Ｋ信用金庫 

・当金庫では、預金や融資等の金融サ

ポートに加え、取引先との信頼関係

を強化し、営業圏が重なる競合との

差別化を図れるサービスを模索中、

中小機構近畿本部による小規模共

済やジェグテックによるビジネス

マッチング等の提案がきっかけと

なり、事業承継支援やＩＴ化に関す

る支援を要請。 

・得意先から事業承継に関する相談

を受けるも、当金庫で直接支援する

体制ができておらず、事業承継・引

継ぎ支援センター等の専門機関へ

紹介するという受動的な対応にと

どまっており、事業承継の取組み強
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また、事業引継ぎに

おいては、親族や従

業員、後継者がいな

い中小企業・小規模

事業者の経営者に

とって、Ｍ＆Ａ等の

第三者承継が有効

な解決策であると

の認識や第三者承

継に関する知識を

有していないため

に、廃業してしまう

という実態もある。

国が都道府県ごと

に設置する中小企

業・小規模事業者に

対する一義的な支

援機関である事業

引継ぎ支援センタ

ー（以下「センター」

という。）が個々の

中小企業・小規模事

業者を支援してい

るが、機構はセンタ

ーがどのような課

題に直面し、それに

対応するために機

構に対してどのよ

うな支援ニーズを

持っているかを把

握することが重要

である。具体的に

は、難度の高いＭ＆

Ａ案件に対応する

ため、各地のセンタ

ーが蓄積した支援

情報の相互共有や

法務・税制面等を踏

まえた高度・専門的

な助言への支援、各

地のセンターが独

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

②全国の事業引継

ぎ支援センターへ

の支援 

 

後継者不足に問題

を抱えている中小

企業・小規模事業者

に対し、全国の事業

引継ぎ支援センタ

ーが実施する相談・

助言及びマッチン

グ支援を通じた事

業引継ぎを促進す

るため、中小企業事

業引継ぎ支援全国

本部として、各地の

事業引継ぎ支援セ

ンターの支援能力

向上や体制構築の

ための助言等を実

施する。 

また、マッチングに

至る機会を増加さ

せるため、広域マッ

チング支援に取り

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

②全国の事業承継・引

継ぎ支援センターへ

の支援 

 

・後継者不足に問題

を抱えている中小

企業・小規模事業者

の円滑な事業承継・

引継ぎを支援する

ため、全国の事業承

継・引継ぎ支援セン

ター等に対して、支

援能力向上のため

の相談・助言、研修

等を実施する。ま

た、事業承継・引継

ぎの重要性の周知、

事業承継・引継ぎ支

援センターの認知

度向上及び事業承

継・引継ぎ支援の担

い手の育成等を目

的として、地域の中

小企業支援機関等

に対して講習会等

化が組織全体としての課題と認識。 

・全５回の研修で、内４回は事業承継

全般の基礎知識等を学び、残り１回

のグループワークでは、傾聴力・対

話力の強化を実施。研修を通し、事

業承継についての課題を見逃さず、

課題抽出・掘り起し・提案型アプロ

ーチ等が出来るノウハウを習得。 

・研修等の支援を受け、２０２１年度

には９件だった事業承継事案が２

０２２年度は３５件以上に増加。具

体的にサポートした案件は６件に

とどまるが、融資に繋がる案件もあ

るなど、取引先の課題に気付く力、

対話する意欲・能力向上に貢献。 

 

②全国の事業承継・引継ぎ支援センタ

ーへの支援 

〇事業承継・引継ぎ支援センター等へ

の研修等 

・各都道府県の事業承継・引継ぎ支援

センターに対して、中小企業事業承

継・引継ぎ支援全国本部として、実

施体制や中小企業・小規模事業者の

Ｍ＆Ａに関する高度・専門的な相談

助言を実施。 

・中小企業事業承継・引継ぎ支援全国

本部による事業承継・引継ぎ支援セ

ンター向け高度・専門的相談対応 

 支援者数：５，３００者 

・事業承継・引継ぎ支援事業における

支援能力の向上のため、事業承継・

引継ぎ支援センターの専門家等に

対して研修を実施。 

・中小企業事業承継・引継ぎ支援全国

本部による事業承継・引継ぎ支援セ

ンター専門家向け研修 

 支援者数：１，０５５者 

開催数：９０回 

・事業承継・引継ぎ支援の担い手育成

のため、データベースに登録してい
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力では把握が困難

な、他のセンター

や、地域金融機関、

民間仲介会社等の

民間支援機関（以下

「民間支援機関等」

という。）が保有す

る売り手側企業と

買い手側企業の企

業情報数の増加や、

各地のセンターが

保有する売り手側

企業と買い手側企

業の事業引継ぎの

条件等に係る情報

を補完するため、民

間支援機関等が保

有する企業情報の

的確な内容と鮮度

の高い情報の活用

といったニーズが

ある。 

これらを踏まえ、機

構が担う中小企業

事業引継ぎ支援全

国本部（以下「全国

本部」という。）で

は、各地のセンター

に対して、Ｍ＆Ａ案

件に対応するため

のノウハウや法務・

税制面に係る知識

を相談・助言、研修、

優良事例の情報共

有等を通じて提供

する。  

また、全国本部で

は、各地のセンター

や民間支援機関等

に寄せられている

売り手・買い手の情

組むとともに、事業

引継ぎ支援データ

ベースの情報量及

び情報の質の充実

に向けて、相談者数

の増加に資する広

報の実施や、質の高

い案件情報を保有

する地域金融機関、

民間仲介会社等の

民間支援機関によ

るデータベースへ

の案件登録及びマ

ッチングへの参加

を促す。 

さらに、登録民間支

援機関やマッチン

グコーディネータ

ー等の地域におけ

る事業引継ぎ実務

の担い手の育成等

を含め、マッチング

の促進に向けた体

制整備を行う。 

なお、事業引継ぎ支

援センターへの相

談案件の一定割合

が経営改善・事業再

生を必要としてい

る現状に鑑み、中小

企業事業引継ぎ支

援全国本部と中小

企業再生支援全国

本部の緊密な連携

が取れる体制での

事業マネジメント

を行うとともに、各

地の事業引継ぎ支

援センターが中小

企業再生支援協議

会に経営改善が必

を実施する。 

これらの取組を通

じ、機構が支援した

支援者数を５，００

０者以上とする。 

・事業承継・引継ぎ支

援センターへの相

談者数を増加させ

るため、ダイレクト

メール送付、事例動

画等の広報施策の

実施により、経営者

及び地域の中小企

業支援機関等に対

して幅広く訴求す

る。 

・事業承継・引継ぎの

促進を図るために、

地銀・信金や民間の

Ｍ＆Ａ仲介会社等

にとっても魅力的

な多くの案件を有

する利便性・信頼性

の高いデータベー

スを構築・運営する

ほか、創業に係る支

援機関等と連携し

つつ、後継者人材バ

ンクの効果的な活

用を促進する。 

・ノンネーム情報連

絡会等を通じ、県域

をまたいだマッチ

ング支援の強化に

取り組む。 

・以上の取組を通じ、

事業引継ぎにおけ

る広域の成約件数

を２６０件以上と

する。 

 

る地域の支援機関等に対する講習

会を実施。 

・中小企業事業承継・引継ぎ支援全国

本部による事業承継・引継ぎデータ

ベース登録機関等向け研修 

支援者数：３，８９７者 

開催数：７４回 

 

〇事業承継・引継ぎ支援センターの周

知活動 

・事業承継・引継ぎ支援センターの認

知度向上のため、ポータルサイトリ

ニューアル、フリーペーパー制作３

作品、事例動画６本、ダイレクトメ

ール（送付件数１４０万件）、新聞

広告掲載、雑誌広告等を実施。 

 

〇事業承継・引継ぎ支援データベース

の運営及びノンネームデータベー

スの稼働による効率的なマッチン

グ支援体制の構築 

・適切な情報管理の元で事業承継・引

継ぎ支援データベースを運営。 

 事業承継・引継ぎ支援データベース

登録件数 

：１００，９５６件 

（前年度比１２８．４％） 

・登録支援機関に開示するノンネー

ムデータベースの活用を促進。 

 ノンネームデータベース登録件数： 

１３，５４０件 

（前年度比１１６．２％） 

・上記データベース等の活用による

県域をまたいだマッチング支援を

実施。 

 事業引継ぎにおける広域の成約件

数：３４２件 

（前年度比１０６．８％） 

 

【事例】Ｍ＆Ａ成約事例（飲食店の例） 

・飲食店の創業者であるＡ氏は７０
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報を、他のセンター

が検索･閲覧等する

ことによって、手持

ち案件のマッチン

グに至る機会を増

やすことができる

よう、事業引継ぎ支

援データベースに

掲載する相談企業

数を増加させると

ともに、全国本部に

て注力する広域マ

ッチング支援を推

進する。  

さらに、全国本部で

は、各地のセンター

の手持ち案件につ

いて、民間支援機関

等が把握している

独自情報も活用す

ることでマッチン

グに至る機会を増

やすため、事業引継

ぎ支援データベー

スにおいて民間支

援機関等が有する

企業情報の的確な

内容と鮮度の高い

情報を取り込むこ

とによって、売り案

件と買い案件の希

望条件等の情報の

質を充実させる。  

なお、業況や財務内

容等が芳しくない

ことで現状のまま

では売り手側企業

としての魅力に乏

しい相談者につい

ては、マッチング先

の探索の前に経営

要な案件を紹介す

るなど、双方の一層

の連携強化を図る。 

歳を超え、コロナ禍による影響と自

身の体調から、第三者への事業引継

ぎ（Ｍ＆Ａ）を決意。よろず支援拠

点からの紹介で事業承継・引継ぎ支

援センターへ相談。 

・当センターで紹介をした学習塾を

経営するＢ社が、新規事業への参入

と塾の利用者への食事提供による

シナジー効果を想定し譲受を希望。 

・交渉の過程ではセンターと地域金

融機関の連携により譲受者への資

金調達支援も実施し、複数回の交渉

を経てＡ氏との事業譲渡契約を締

結。 

・各地域支援機関の連携により、Ａ社

のレシピと商号が引き継がれた。 
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改善が必要である

ため、各地のセンタ

ーが中小企業再生

支援協議会に経営

改善が必要な案件

を紹介することな

どができるよう、中

小企業再生支援全

国本部との一層の

連携強化を図る。 

 

 （２）事業承継ファ

ンドへの出資の強

化 

機構は、事業承継・

事業引継ぎ等に対

する資金の供給を

円滑化するため、地

域金融機関等と連

携し、事業承継・事

業再編を対象とし

たファンドへの出

資の強化を通じて

これらの円滑な進

展を図る。 

 

（２）事業承継ファ

ンドへの出資の強

化 

地域金融機関等と

連携し、事業承継・

事業再編を対象と

したファンドへの

出資の強化を通じ

てこれらの円滑な

進展を図り、事業承

継・事業引継ぎ等に

対する資金の供給

を円滑化する。組成

したファンドに対

しては、継続的なモ

ニタリング等を徹

底することにより

ガバナンスを向上

させるとともに、各

種情報提供や事業

引継ぎ支援センタ

ーとの連携等を行

うことにより、中小

企業・小規模事業者

の事業承継を支援

する。 

（２）事業承継ファン

ドへの出資の強化 

 

・地域金融機関等と

連携し、事業承継・

事業再編を対象と

したファンドへの

出資を通じてこれ

らの円滑な進展を

図り、事業承継・事

業引継ぎ等に対す

る資金の供給を円

滑化する。具体的に

は事業承継ファン

ドを２ファンド以

上組成する。 

・組成後のファンド

に対しては投資委

員会へのオブザー

バー参加やファン

ド運営者との面談

等を通じて、投資決

定プロセスや利益

相反の確認、投資先

支援活動の実態把

握を行うなど、継続

的なモニタリング

等を徹底するとと

もに、各種情報提供

や事業承継・引継ぎ

 （２）事業承継ファンドへの出資の強

化 

■中小企業経営力強化支援ファンド

の組成促進 

・２・３年度補正予算により措置され

た出資金を活用し、新たに創設した

「中小企業経営力強化支援ファン

ド」への出資事業について、ファン

ド運営者の公募により組成を促進。 

・コロナの影響により業況が悪化し

た地域経済の中核となる中小企業

等の経営力強化と成長を支援すべ

く、地域金融機関等と連携し、「中

小企業経営力強化支援ファンド」８

ファンド（総額１１６０．７億円）

に対して、計２６０億円の出資契約

を実施。うち２件は、昨年度公募を

行った「サーチファンド型ファン

ド」。 

 

■出資実績累計 

○事業承継ファンド（中小企業経営力

強化支援ファンドを除く） 

・出資ファンド数累計 ４ファンド 

・ファンド総額累計  ６８４億円 

・機構出資契約額累計 １９４億円 

・４年度投資先企業数    ８社 

（累計３６社） 

・４年度投資金額   １００億円 

（累計４０２億円） 
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支援センターとの

連携等を行うこと

により、中堅企業、

中小企業・小規模事

業者の事業承継を

支援する。 

・ファンドからの投

資後には、投資から

２年経過後の投資

先の売上高及び従

業者数の増減率等

の調査・分析等を行

う。 

・令和２年度補正予

算（第１号）により

措置された出資金

については、「新型

コロナウイルス感

染症緊急経済対策」

（令和 2 年 4 月 

7 日閣議決定）に基

づいて措置された

ことを認識し、新型

コロナウイルスの

影響により業況が

悪化した、地域の核

となる事業者の再

生・第三者承継を支

援する「中小企業経

営力強化支援ファ

ンド」の創設に活用

する。 

・令和２年度補正予

算（第２号）により

措置された出資金

については、新型コ

ロナウイルス感染

症対策の強化を図

るために措置され

たことを認識し、新

型コロナウイルス

 

○中小企業経営力強化支援ファンド 

・出資ファンド数累計 １５ファンド 

・ファンド総額累計 ２，２２１億円 

・機構出資契約額累計  ５７０億円 

・４年度投資先企業数   ３８社 

（累計５３社） 

・４年度投資金額   ２８４億円 

（累計５５６億円） 

 

■出資後のモニタリング・フォローア

ップの強化 

○ファンド運営状況のモニタリング 

・出資ファンドの組合員集会への出

席（３４回）のほか、投資委員会へ

のオブザーバー参加や投資の事前

検討会への参加（６７回）、その他

キーマンとの随時面談等を通じフ

ァンドごとのモニタリングシート

を整備、運営状況を適時・的確に把

握。 

・ファンドからの投資報告により投

資状況を定期的に把握するととも

に、ファンドの決算資料により投資

先企業の財務状況等を確認し、企業

の成長段階を把握。必要に応じて、

経営支援を行う部署等と機構の支

援ツールの活用についての情報交

換を実施。 

 

■投資先企業に対する支援 

（支援事例） 

・後継者不在で、事業承継問題を抱え

る創業約 80 年の中小企業（建築木

材卸売業）に対し、機構出資ファン

ドが株式を取得し、円滑な事業承継

に向けた支援を実施。ファンドから

役員を派遣し、経営管理体制の強化

を図るとともに、非住宅事業展開強

化等の事業拡大に向けた取組みや

ＳＤＧｓ経営を推進。約７年に及ぶ
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の影響により業況

が悪化した、地域の

核となる事業者の

再生・第三者承継を

支援する「中小企業

経営力強化支援フ

ァンド」の拡充のた

めに活用する。 

・令和３年度補正予

算（第１号）により

追加的に措置され

た出資金について

は、「コロナ克服・新

時代開拓のための

経済対策」（令和３

年 11 月 19 日閣

議決定）に基づき措

置されたことを認

識し、長期化するコ

ロナ禍の影響によ

り業況が悪化した

地域経済の中核と

なる中小企業等の

経営力強化と成長

を支援する「中小企

業経営力強化支援

ファンド」の拡充の

ために活用する。 

支援の結果、４年９月にはこうした

取組みを高く評価する大手ハウス

メーカーとの資本業務提携に至り、

円滑な事業承継を果たした。 

 

○地域毎の企業への投資状況 

・４年度の事業承継ファンドの投資

先 合計 

東京都    １７社（累計３１社） 

関東地域（東京除く）  ８社（累計

１５社） 

近畿地域   １０社（累計１８社） 

その他地域  １０社（累計２５社） 

 【指標１－１】 

・事業引継ぎにおけ

る広域の成約件数

を２０２１年度ま

でに２０１８年度

比２倍以上、中期目

標期間において、

１，１００件以上と

する。【基幹目標】

（新規設定）（［参

考］２０１７年度実

績：１００件） 

 

【指標１－１】 

・事業引継ぎにおけ

る広域の成約件数

を２０２１年度ま

でに２０１８年度

比２倍以上、中期目

標期間において、

１，１００件以上と

する。【基幹目標】

（新規設定）（［参

考］２０１７年度実

績：１００件） 

 

【指標】 

・事業引継ぎにおけ

る広域の成約件数：２

６０件以上【基幹目

標】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 【指標】 

・事業引継ぎにおける広域の成約件

数：３４２件【基幹目標】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【指標】 

■事業引継ぎにおける広域の成約件数（基幹目

標） 

事業承継・引継ぎ案件の発掘から各事業承継・

引継ぎ支援センターへ繋ぐエリアコーディネ

ーターを全国に前年度１．３倍となる１８９名

を配置し、県境を越えた承継・引継ぎの促進の

ため、近隣の複数センターを対象に案件検討会

や情報交換会を開催した結果、広域成約件数は

年度目標２６０件に対し、３４２件であり、対

年度目標１３１．５％と目標を達成。 
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【指標１－２】 

・中期目標期間にお

いて、機構が支援し

た事業承継・事業引

継ぎ支援者数を５

０，０００者以上と

する。（新規設定）

（［参考］２０１５

～２０１７年度実

績：２３，９７６者） 

 

【指標１－２】 

・中期目標期間にお

いて、機構が支援し

た事業承継・事業引

継ぎ支援者数を５

０，０００者以上と

する。（新規設定）

（［参考］２０１５

～２０１７年度実

績：２３，９７６者） 

 

 

・機構が支援した事

業承継・引継ぎ支援者

数：１０，０００者以

上 

 

 

 

 

 

 

 

・事業承継ファンド

新規組成数：２本 

 

・機構が支援した事業承継・引継ぎ支

援者数：２４，３２７者 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・事業承継ファンド新規組成数：２本 

 

■機構が支援した事業承継・引継ぎ支援者数 

全国の事業承継・引継ぎ支援センター及び地域

の中小企業支援機関等に対しては、新規支援 

機関等へのアプローチと事業承継支援能力の

向上のための相談・助言、講習会を実施。事業 

承継・引継ぎ支援者の支援目標１０，０００者

に対し２４，３２７者（対数値目標１２４． 

８％）と目標を大きく上回る実績を達成。また、

直近過去２年実績平均との比較においても 

１２４．８％を達成。 

注５）複数の項目をまとめて作成する場合には、適宜行を追加し、項目ごとに評定と評定に至った理由を明記。ただし、「主な評価指標」や「業務実績」欄については、複数の項目にまたがってまとめて記載することが可能 

４．その他参考情報 
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様式１－１－４－１ 中期目標管理法人 年度評価 項目別評定調書（国民に対して提供するサービスその他業務の質の向上に関する事項）様式 

 

１．当事務及び事業に関する基本情報 

１―２ 生産性向上 

業務に関連する政策・施

策 

ＩＴ導入促進支援、多様な経営課題を解決するための相談・助言、

ハンズオン支援、経営の基盤となる人材の育成、地域の中小企業支

援機関等への支援機能及び能力の強化・向上支援、中小企業・小規

模事業者の連携・共同化の促進等。 

当該事業実施に係る根拠（個

別法条文など） 

独立行政法人中小企業基盤整備機構法第１５条第１項第１号～６号、８号

～１５号、１７号、２０号、２２号、２４号 

当該項目の重要度、困難

度 

【重要度：高】「２０２０年までの３年間で約１００万社に対してＩ

Ｔツール導入促進を目指す」という政府目標の達成に向けて、

ＩＴプラットフォームを通じたＩＴ導入促進が重要である。ま

た、人手不足の環境下においては、労働生産性を向上させるた

め、人材育成にも積極的に取り組むことが重要である。 

【難易度：高】生産性向上に向けた支援は、機構として新規の取組

となること、特にＩＴ導入促進支援については、専門家の不在

や情報不足など、中小企業・小規模事業者のＩＴ導入に向けた

環境が未整備である現状を踏まえると、難易度は極めて高い。 

関連する政策評価・行政事業

レビュー 

行政事業レビューシート番号 ０３７８ 

 

注１）重点化の対象としない項目については、法人の業務管理に活用しやすい単位ごとに、複数の項目をまとめて作成することが可能 

２．主要な経年データ 

 ①主要なアウトプット（アウトカム）情報   ②主要なインプット情報（財務情報及び人員に関する情報） 

指標等 達成目標 基準値 

（前中期目

標期間最終

年度値等） 

元 

年度 

２ 

年度 

３ 

年度 

４ 

年度 

５ 

年

度 

  元 

年度 

２ 

年度 

３ 

年度 

４ 

年度 

５ 

年度 

ＩＴプラット

フォームを活

用した中小企

業支援機関数

【基幹目標】 

中期目標期間にお

いて、６，２００機 

関以上 

令和４年度１，６

００機関以上 

 ４４５機関 １，５３５

機関 

１，８００

機関 

２，００９

機関 

  予算額（千円） 440,235,489 

千円 

488,794,334 

千円 

217,791,482 

千円 

226,407,312 

千円 

 

機構が支援し

たＩＴ導入促

進支援者数 

中期目標期間にお

いて、機構が支援

したＩＴ導入促進

支援者数を２８，

０００人以上 

令和４年度６，６

２９人以上 

 ６，０２８

人 

７，２３０

人 

７，０３４

人 

９，５０２

人 

  決算額（千円） 67,145,634 

千円 

151,340,154 

千円 

245,245,980 

千円 

192,454,599 

千円 

 

中小企業大学

校が実施する

研修に研修生

８０％以上  ９７．２％ ９６．０％ ９６．２％ ９６．２％   経常費用（千円） 49,187,750 

千円 

87,965,335 

千円 

240,304,922 

千円 

184,998,071 

千円 
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を派遣した企

業に対して、研

修終了の一年

経過後にフォ

ローアップ調

査を実施し、研

修生が研修内

のゼミナール

で取り上げた

自社の課題研

究テーマにつ

いて、「自社に

持ち帰った課

題を解決済み、

又は取組中」と 

回答した企業

の比率 

中小企業・小規

模事業者向け

及び中小企業

支援機関等向

け研修受講者

数 

中期目標期間にお

いて、７５，０００

人以上 

令和４年度１５，

３００人以上 

 １７，１０

５人 

９，７６３

人 

１７，９２

２人 

２３，８４

２人 

  経常利益（千円） △66,323 

千円 

△59,990 

千円 

△1,034,531 

千円 

△1,216,538 

千円 

 

         行政コスト（千円） 49,863,181 

千円 

88,373,107 

千円 

240,655,922

千円 

185,419,963

千円 

 

         従事人員数 ７１５人の

内数 

７２７人の

内数 

７３１人の

内数 

７４９人の

内数 

 

注２）複数の項目をまとめて作成する場合には、適宜行を追加し、項目ごとに主要な経年データを記載                       注３）予算額、決算額は支出額を記載。人件費については共通経費分を除き各業務に配賦した後の金額を記載 

注４）上記以外に必要と考える情報があれば欄を追加して記載しても差し支えない 

３．各事業年度の業務に係る目標、計画、業務実績、年度評価に係る自己評価及び主務大臣による評価 

 中期目標 中期計画 年度計画 主な評価指標 法人の業務実績・自己評価 主務大臣による評価 

業務実績 自己評価 

 ２．生産性向上 

少子高齢化によ

る人口減少、人手不

足に対し、十分な対

応ができず、中小企

業・小規模事業者の

労働生産性は伸び

悩み、大企業との労

働生産性の格差が

２．生産性向上 

少子高齢化によ

る人口減少、人手不

足に対し、十分な対

応ができず、中小企

業・小規模事業者の

労働生産性は伸び

悩み、大企業との労

働生産性の格差が

２．生産性向上 ＜主な定量的指標

＞ 

【指標２－１】 

・中期目標期間に

おいて、ＩＴプラ

ットフォームを活

用した中小企業支

援機関数を６，２

００機関以上とす

 評定： Ａ 

根拠：  

中期目標・中期計画上の指標に基づく数値

目標４項目のうち、全項目で達成率１２０％

以上の実績を達成。また、３項目で直近過去

２年実績平均との比較において１２０％を

達成。 

日本の国際競争力維持・向上のためには、

中小企業事業者の生産性の向上が不可欠で

評定 A 

＜評定に至った理由＞ 

定量的に A の基準を満たしており、特に、イン

ボイス対応やＤＸ等支援機関の関心が高いテー

マの講習会開催、税理士に的を絞ったプロモーシ

ョン等のアウトカム拡大に資する取組を踏まえ、

所期の目標を上回る水準として「A」評定と判断。 

 

＜指摘事項、業務運営上の課題及び改善方策＞ 
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拡大している状況

にあり、中小企業・

小規模事業者は生

産性向上の課題を

抱えている。  

今後、更なる人口

減少が見込まれる

なか、日本経済の成

長のためには、第４

次産業革命技術の

社会実装などによ

り中小企業・小規模

事業者が労働生産

性を高め、「Ｓｏｃ

ｉｅｔｙ５．０」の

実現や「Ｃｏｎｎｅ

ｃｔｅｄ Ｉｎｄｕ

ｓｔｒｉｅｓ」への

変革などを図って

いくことが重要で

ある。  

そのため、「新し

い経済政策パッケ

ージ」及び「未来投

資戦略２０１８」に

おいて「生産性革

命」を掲げ、日本経

済全体の生産性の

底上げを図ること

とされたところ。  

機構は、中小企

業・小規模事業者の

生産性向上に貢献

し、イノベーション

や地域経済の競争

力強化・活性化に資

する観点から、ＩＴ

導入促進支援、多様

な経営課題を解決

するための相談・助

言、ハンズオン支

拡大している状況

にあり、中小企業・

小規模事業者は生

産性向上の課題を

抱えている。 

今後、更なる人口

減少が見込まれる

なか、日本経済の成

長のためには、第４

次産業革命技術の

社会実装などによ

り中小企業・小規模

事業者が労働生産

性を高め、「Ｓｏｃ

ｉｅｔｙ５．０」の

実現や「Ｃｏｎｎｅ

ｃｔｅｄ Ｉｎｄ

ｕｓｔｒｉｅｓ」へ

の変革などを図っ

ていくことが重要

である。 

そのため、政府

は、「新しい経済政

策パッケージ」及び

「未来投資戦略２

０１８」において

「生産性革命」を掲

げ、日本経済全体の

生産性の底上げを

図ることとしたと

ころ。 

機構は、中小企

業・小規模事業者の

生産性向上に貢献

し、イノベーション

や地域経済の競争

力強化・活性化に資

する観点から、ＩＴ

導入促進支援、多様

な経営課題を解決

するための相談・助

る。【基幹目標】（新

規設定） 

 

【指標２－２】 

・中期目標期間に

おいて、機構が支

援したＩＴ導入促

進支援者数を２

８，０００人以上

とする。（新規設

定） 

 

【指標２－３】 

・中小企業大学校

が実施する研修に

研修生を派遣した

企業に対して、研

修終了の一年経過

後にフォローアッ

プ調査を実施し、

研修生が研修内の

ゼミナールで取り

上げた自社の課題

研究テーマについ

て、「自社に持ち帰

った課題を解決済

み、又は取組中」と

回答した企業の比

率を８０％以上と

する。（新規設定） 

 

【指標２－４】 

・中期目標期間に

おいて、中小企業

大学校等による中

小企業・小規模事

業者向け及び中小

企業支援機関等向

け研修受講者数を

７．５万人以上と

する。（前中期目標

あるとの認識から、ＩＴ導入促進支援、多様

な経営課題を解決するための相談・助言、ハ

ンズオン支援、経営の基盤となる人材の育

成、地域の中小企業支援機関等への支援機能

及び能力の強化・向上支援等及び人材育成の

促進を図った。 

 

（１）地域の中小企業支援機関等へのＩＴ導

入促進支援 

ＩＴ導入促進支援者数の増加を図るべ

く、インボイス対応やＤＸ、伴走型支援、

ＩＴ活用などの支援機関の関心が高いテ

ーマ設定や受講者の利便性が高いオンデ

マンド形式での講習会を実施した結果、Ｉ

Ｔ導入促進支援者数は９，５０２人と過去

最高(目標達成率１４３．３％、過去２年平

均比１３３．２％)。 

また、ＩＴプラットフォームを活用した

支援機関数の増加に向けて①税理士を含

めた支援機関向け情報提供サイト「ここか

らＩＴサポート」の利用者を増やすことや

電子帳簿法等政策課題に対応することを

目的として、アプリや活用事例等を拡充し

た「税理士ＩＴサポート」へリニューアル。

加えて、②日本税理士会連合会と連携して

全国の全ての税理士会へのアプローチを

行うとともに、ＤＭ等を１６，２２０先へ

配信し、税理士ＩＴサポート等を周知。税

理士法人によるＩＴプラットフォームの

活用率は４７．５％→６６．２％へと向上

した。更にＩＴプラットフォームの利便性

向上のため、ＩＴプラットフォームに、ア

プリ掲載２３１件、特集記事２２４件、IT 

導入事例２２０件、動画６０件とコンテン

ツを充実化。その結果、ＩＴプラットフォ

ームを活用した支援機関数は過去最高と

なる２，００９機関を達成（目標達成率１

２５．５％、過去２年平均比１２０．４％）。 

ＩＴプラットフォーム以外の取組みと

して、ＩＴ経営サポートセンターの開設に

着手したほか、ＩＴ補助金の公募回数を倍

－ 

 

＜その他事項＞ 

（経営に関する有識者からのコメント） 

・顧客減少等の課題を抱えている中小税理士事務

所も多いので、このような連携は双方にとって

有意義。 

・講習会や税理士に的を絞ったプロモーション等

により税理士法人による IT プラットフォーム

の活用率が 47.5％から 66.2％へと大幅に向上

している点を高く評価。税理士は、中小企業の

身近な支援者であり、ここに注力して成果を生

み出したことは適切である。 

・オンライン型研修の定着により研修受講者が過

去最大となったことは高く評価できる。これは

社会のニーズに適合した研修の提供できてい

るということ。また、研修による課題解決も

96.2％と高い点も評価。 
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援、経営の基盤とな

る人材の育成、地域

の中小企業支援機

関等への支援機能

及び能力の強化・向

上支援等を行う。 

言、ハンズオン支

援、経営の基盤とな

る人材の育成、地域

の中小企業支援機

関等への支援機能

及び能力の強化・向

上支援、中小企業・

小規模事業者の連

携・共同化の促進等

を行う。 

 令和２年度補正

予算（第１号）によ

り追加的に措置さ

れた交付金につい

ては、「新型コロナ

ウイルス感染症緊

急経済対策」（令和 2

年 4 月 7 日閣議決

定）に基づいて措置

されたことを認識

し、新型コロナウイ

ルス感染症が事業

環境に与える特徴

的な影響を乗り越

えるため、以下の事

業のために活用す

る。 

・中小企業生産性革

命推進事業の特

別枠創設 

・中小企業・小規模

事業者のデジタ

ル化対応を支援

するＩＴ専門家

への補助や中小

企業・小規模事業

者が自ら経営課

題を認識し、解決

するための支援

ツール等の整備

（以下「中小企業

期間実績（２０１

７年度末実績）：２

０．７万人（無料セ

ミナー及び無料研

修含む。無料分除

くと５．６万人。）） 

 

＜目標水準の考え

方＞ 

○指標２－１につ

いて 

中小企業・小規模

事業者の中にはＩ

Ｔ導入に対する苦

手意識や適切な導

入規模等を知らな

いといった経営者

も多く、そのよう

なＩＴに知見がな

い中小企業・小規

模事業者でも容易

にＩＴの活用がで

きるよう、使いや

すいアプリや活用

事例などをＩＴプ

ラットフォームに

掲載し、快適な閲

覧性を追求すると

ともに、地域の中

小企業支援機関等

と連携して積極的

な情報発信を行

う。その上で、中小

企業・小規模事業

者１００万社に対

するＩＴ導入促進

に向けて、その１

００万社にＩＴプ

ラットフォームを

活用した支援が届

くよう、全国の主

増やデジタル化基盤制度枠を創設し、中小

企業者等のＩＴ化を支援。 

  

（２）生産性向上に向けた多様な経営課題へ

の円滑な対応と経営の基盤となる人材の

育成 

  オンライン型や施設外で行う研修等、多

様な受講ニーズに対応するため、研修体制

を拡充したほか、国が推進する『経営力再

構築伴走支援』において中小企業支援担当

者や認定支援機関等に伴走支援のスキル

修得に向けた研修を実施。結果、過去最多

となる１，２３２回の研修を実施し、研修

受講者も過去最多の２３，８４２人（目標

達成率１５５．８％、過去２年平均比１７

２．２％）を達成。  

  また、長期研修のインターバル期間中に

講師を派遣し、受講者の課題整理を行う助

言指導を行った他、研修終了後にアドバイ

ザーが対面で課題解決のためフォローア

ップを実施。結果、課題解決率も９６．２％

と目標達成率１２０．２％を達成。   

 

 

以上のように、各業務において高い水準で目

標を達成していることからＡ評価と判断。 
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デジタル化応援

隊事業」） 

令和２年度補正

予算（第２号）によ

り追加的に措置さ

れた交付金につい

ては、新型コロナウ

イルス感染症 

対策の強化を図る

ために措置された

ことを認識し、業種

別ガイドライン等

に基づく中小企業・

小規模事業者の事

業再開を支援する

ため、中小企業生産

性革命推進事業の

事業再開支援パッ

ケージの実施に活

用する。 

令和２年度補正

予算（第３号）によ

り追加的に措置さ

れた交付金につい

ては、新型コロナウ

イルス感染拡大の

影響を受け、現下及

びポストコロナの

状況に対応したビ

ジネスモデルへの

転換に向けた中小

企業・小規模事業者

の取組を支援する

ために措置された

ことを認識し、令和

２年度補正予算（第

１号及び第２号）で

措置した中小企業

生産性革命推進事

業の特別枠を改編

した新特別枠（低感

な中小企業支援機

関等（約２，５００

機関）に対し、ＩＴ

プラットフォーム

を活用した中小企

業・小規模事業者

へのＩＴ導入促進

の取組を実施する

よう働きかけ、５

年間でのべ６，２

００機関が活用す

ることを目指す。 

 

○指標２－２につ

いて 

政府目標である１

００万社に対する

ＩＴ導入促進への

貢献の一つとし

て、地域の中小企

業支援機関等を通

じたＩＴ化支援に

取り組む。具体的

には、「ＩＴ導入に

よる生産性向上」

に有用なＩＴ導入

事例などの情報や

コンテンツを掲載

したＩＴプラット

フォームを整備

し、地域の中小企

業支援機関等向け

に同プラットフォ

ームの活用方法を

説明する講習会を

開催する。講習会

では、ＩＴに知見

のない地域の中小

企業支援機関等の

職員であっても、

プラットフォーム
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染リスク型ビジネ

ス枠）の創設及び小

規模事業者の販路

開拓のために活用

する。 

令和２年度補正

予算（第１号、第２

号及び第３号）によ

り実施する事業は

令和２年度の途中

から講じられるが、

同年度及びそれ以

降の業務実績等報

告書に実施状況を

記載する。 

令和３年度補正

予算（第１号）によ

り追加的に措置さ

れた交付金につい

ては、「コロナ克服・

新時代開拓のため

の経済対策」（令和

３年 11月 19日閣議

決定）に基づき措置

されたことを認識

し、生産性向上に取

り組む中小企業・小

規模事業者を支援

し、将来の成長を下

支えするため、中小

企業生産性革命推

進事業において、現

行の通常枠の拡充・

見直しや新たな特

別枠の創設に活用

するとともに、円滑

な事業承継・引継ぎ

の推進に活用する。

また、課題設定型の

伴走型支援に必要

な知識やノウハウ

を活用すること

で、容易かつ効果

的なＩＴ化支援が

可能となることを

理解してもらうこ

とを狙いとする。 

機構による地域の

中小企業支援機関

等への営業努力と

講習会内容の充実

により、参加者数

１０人、年間２０

０回以上開催し、

５年間で１０，０

００人以上を目指

す。 

 

○指標２－３につ

いて 

人手不足の環境下

において労働生産

性を向上させるに

は、人材育成や業

務効率化に積極的

に取り組むことが

必須である。人材

育成は中小企業・

小規模事業者にと

って重要な経営課

題の一つであり、

特に強化すべきで

あるとともに、中

小企業・小規模事

業者の経営の存続

や持続的成長につ

ながる点で対応が

急務となってい

る。 

機構の役割は、中

小企業・小規模事

業者の経営者や管
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をオンライン等の

研修プログラムと

して企画・開発、提

供するために活用

する。  

令和３年度補正

予算（第１号）によ

り実施する事業は、

令和３年度の途中

から講じられるが、

同年度及びそれ以

降の業務実績等報

告書に実施状況を

記載する。 

令和４年度補正予

算（第２号）により

追加的に措置され

た交付金及び補助

金については、「物

価 高克服・経済再

生実現のための総

合経済対策」（令和

４年 10 月 28 日

閣議決定）に基づき

措置されたことを

認識し、新たな申請

類型の創設、補助上

限額の引上げ、要件

緩和、補助対象範囲

の拡大 を行う中小

企業生産性革命推

進事業に活用する。 

令和４年度補正予

算（第２号）により

実施する事業は、令

和４年度の途中か

ら講じられるが、 

同年度及びそれ以

降の業務実績等報

告書に実施状況を

記載する。 

理者のニーズを踏

まえた専門性の高

い、実践的な研修

を実施することで

ある。研修の効果

は、研修で学んだ

内容を自社で実践

することで初めて

得られるものであ

ることから、効果

を検証する仕組み

を構築するもので

ある。 

具体的には、研修

について、「課題解

決済み」「課題解決

に取組中」「課題解

決に向け検討中」

「課題解決に取り

組んでいない」の

４肢のうち、上位

２項目を回答した

割合をもって、課

題解決率とし、８

０％以上を目指

す。 

 

○指標２－４につ

いて 

目標の達成に向け

て、ニーズを踏ま

えた専門性の高

い、実践的な研修

を実施する。受講

者の的確な評価を

捕捉し、研修内容

に活かすため、無

料セミナー受講者

数は除くものとす

る。目標数は、前中

期目標期間の実績
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を５千人上回るこ

とを目指す。 

 

＜想定される外部

要因＞ 

想定される外部要

因として、初年度

を基準として、事

業遂行上必要な政

策資源が安定的に

確保されること、

国内の政治・経済

及び世界の政治・

経済が安定的に推

移し、着実に成長

すること、急激な

株価や為替の変動

がないことなどを

前提とし、これら

要因に変化があっ

た場合には評価に

おいて適切に考慮

する。 

 

 （１）中小企業・小 

規模事業者へのＩ 

Ｔ導入促進支援 

中小企業・小規模

事業者のＩＴ化は、

コスト削減・省力化

のみならず、売上拡

大・販路拡大にも効

果をもたらし、中小

企業・小規模事業者

の生産性向上に貢

献するものである。  

このため、「新し

い経済政策パッケ

ージ」及び「未来投

資戦略２０１８」に

おいて、３年間で中

（１）中小企業・小

規模事業者へのＩ

Ｔ導入促進支援 

中小企業・小規模

事業者のＩＴ化は、

コスト削減・省力化

のみならず、売上拡

大・販路拡大にも効

果をもたらし、中小

企業・小規模事業者

の生産性向上に貢

献するものである。 

このため、政府

は、「新しい経済政

策パッケージ」及び

「未来投資戦略２

０１８」において、

（１）中小企業・小

規模事業者へのＩ

Ｔ導入促進支援 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 （１）中小企業・小規模事業者へのＩＴ

導入促進支援 
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小企業・小規模事業

者の約３割に当た

る約１００万社に

対するＩＴツール

導入促進を掲げた

ところ。  

こうした状況を踏

まえ、機構は、ＩＴ

プラットフォーム

（２０１９年度稼

働予定）による情報

提供、地域の中小企

業支援機関等によ

るＩＴプラットフ

ォーム活用の促進、

機構の支援のツー

ルによるＩＴ導入

促進支援により、中

小企業・小規模事業

者のＩＴツール導

入を促進し、中小企

業・小規模事業者の

生産性向上に貢献

する。 

３年間で中小企業・

小規模事業者の約

３割に当たる約１

００万社に対する

ＩＴツール導入促

進を掲げたところ。 

こうした状況を

踏まえ、機構は、具

体的に以下の取組

を実施する。 

 

①ＩＴプラットフ

ォームによる情報

提供及び地域の中

小企業支援機関等

によるＩＴプラッ

トフォーム活用の

促進 

機構は、中小企

業・小規模事業者の

ＩＴ導入の裾野を

広げるため、ＩＴ導

入に係る中小企業・

小規模事業者支援

のプラットフォー

ムとして、中小企

業・小規模事業者の

ＩＴ活用の事例、中

小企業・小規模事業

者が安全・安心に使

えるＩＴツール情

報等を中小企業・小

規模事業者や地域

の中小企業支援機

関等に届けること

とする。 

また、地域の中小

企業支援機関等に

よるＩＴプラット

フォームを活用し

たＩＴ導入促進を

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

①ＩＴプラットフ

ォームによる情報

提供及び地域の中

小企業支援機関等

によるＩＴプラッ

トフォーム活用の

促進 

・機構は、中小企業・

小規模事業者のＩ

Ｔ導入の裾野を広

げるため、生産性向

上に関する経営課

題をＩＴ導入によ

り解決に導くため

の情報等を提供す

るウェブサイトと

して、ＩＴ導入に係

る中小企業・小規模

事業者支援のプラ

ットフォーム（ＩＴ

プラットフォーム）

を構築し、中小企

業・小規模事業者の

ＩＴ活用の事例、中

小企業・小規模事業

者が安全・安心に使

えるＩＴツール情

報等を中小企業・小

規模事業者や地域

の中小企業支援機

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

①ＩＴプラットフォームによる情報提供

及び地域の中小企業支援機関等によるＩ

Ｔプラットフォーム活用の促進 

■サイトリニューアル及びコンテンツの

拡充 

・ＩＴプラットフォームへのアクセス数

を向上すべく、５年２月に機構ホーム

ページ内にサイトを移設（日平均アク

セス数：移設前比１３６．８％） 

・特集記事、ミニ動画等、多数の有用な

コンテンツを配する「ここからアプリ」

について、ユーザビリティを向上させ、

アクセス件数及び支援機関の利用件数

の増加に繋げるため、レイアウト構成

の見直しを行った。（直帰率が８２.

０％から５０．３％へ低下） 

・支援機関によるＩＴプラットフォーム

を活用したＩＴ化支援事例を取材・記

事化の上、発信したことに加えて、「イ

ンボイス対応に向けた補助金制度（Ｉ

Ｔ導入補助金）」、「改正電子帳簿保存

法」、「ＩＴ人材」など、時機に応じた

テーマのコンテンツを拡充。 

・ＩＴプラットフォームの支援機関向け

エッセンシャルサイト「ここからＩＴ

サポート」をリニューアルする形で、

税理士のための情報提供サイト「税理

士ＩＴサポート」を４年１０月に開設。

税理士によるＩＴ化支援に係る取組事

例の取材、記事化など、税理士のＩＴ
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支援するため、当該

支援機関等に対し、

相談・助言、講習会

等を行う。 

関等に届けること

とする。 

・地域の中小企業支

援機関等によるＩ

Ｔプラットフォー

ムを活用したＩＴ

導入促進を支援す

るため、当該支援機

関等に対し、相談・

助言、講習会等を行

う。 

これらの取組を通

じて、機構が支援し

たＩＴ導入促進支

援者数を６,６２９

人以上とする。 

また、ＩＴプラッ

トフォームを活用

した中小企業支援

機関数を１,６００

機関以上とする。 

化支援の促進に資するコンテンツを拡

充。 

・「ＩＴ戦略ナビ」のページから「ここか

らアプリ」のコンテンツへのリンク追

加（導入のヒント）や、「Ｅ－ＳＯＤＡ

Ｎ」へのインボイスＱ＆Ａ追加による

「ここからアプリ」のコンテンツへの

リンク追加等、ツール間の連携を強化

する仕掛けを整備。 

 

■他機関との連携 

・中小企業の身近な相談相手である税理

士への施策普及を図るため、日本税理

士会連合会へのアプローチを強化。日

本税理士会連合会を通じ、傘下の税理

士会へＩＴプラットフォームの周知依

頼等を要請。 

日本税理士会連合会から税理士会への

周知文書発出２回機構職員による全国

の税理士会への訪問（１５箇所） 

税理士会での研修３回（東京税理士会

芝支部・千葉県税理士会・北陸税理士

会） 

税理士会での講習会４回（東北税理士

会・東海税理士会・中国税理士会呉支

部及び山口支部） 

・ＴＫＣ会員の税理士に対する活用促進

のため、新たに専門家２名を登用し、

関東・中部・北陸・近畿地区において

当該専門家のネットワークを活用して

個別訪問、地域会や支部例会などの場

でＩＴプラットフォームの活用促進に

係る説明等を実施。（訪問事務所：１８

７箇所、地域会・支部例会参加回数：

２６回、調査票による活用回答：１０

５件獲得） 

・「税理士ＩＴサポート」を普及させるた

め、税理士法人向けダイレクトメール

の送付を実施。このほか、これまで支

援機関職員等を対象として月２回程度

配信していたメールマガジンの配信先
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を「税理士法人」と「それ以外の支援

機関」に分割し、それぞれにメールマ

ガジンを配信する形態に変更すること

で税理士法人へのアプローチを強化。 

税理士会によるチラシ配布、バナー貼

付 

税理士法人向けＤＭ送付３，６９８通 

税理士法人向けメールＤＭ送付２,２

９０通 

税理士向けメルマガ配信３回 

・Ｗｅｂ広告や業界誌等の購読者を対象

としたターゲティングメールの実施に

より、広告出稿以前の「税理士ＩＴサ

ポート」の１日平均のページビュー数

が１８０件→１，４１２件へと増加。 

 

■講習会等を通じたＩＴプラットフォー

ムの活用促進 

・地域の中小企業支援機関等に対し、Ｉ

Ｔ導入支援をテーマとした相談・助言、

講習会等を実施。また、日本商工会議

所や全国商工会連合会、全国中小企業

団体中央会等の全国組織に対して、Ｉ

Ｔプラットフォーム活用の働きかけを

行い、支援の裾野の拡大を図った。 

 

ＩＴ導入促進支援者数：９，５０２人（対

前年度比１３５．０％） 

ＩＴプラットフォームを活用した中小企

業支援機関数： 

２，００９機関（対前年度比１１１．６％） 

 

・地域の中小企業支援機関等によるＩＴ

プラットフォームを活用したＩＴ導入

促進を支援するため、インボイス、セ

キュリティ等のトピックスをテーマと

したオンデマンド講習会を計１１回開

催。 

（４年度実績：受講者数１，９３０名、

対前年度比２３３．３％） 

・オンライン講習会参加後のフォローア
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ップとして、支援機関同士の意見交換

が可能なオンライン交流会を開催し、

支援機関が抱える課題や成功事例等の

情報交換等を通じて、更なる支援力向

上に繋げる取組みを試行。交流会で得

られた意見については、ここからアプ

リのコンテンツ制作に活用した。 

（５回開催、１７支援機関） 

  ②機構の支援ツー

ルによるＩＴ導入

促進支援 

機構は、中小企

業・小規模事業者の

生産性向上に資す

るＩＴ導入を促進

するため、地域中

核・成長企業等に対

する企業経営とＩ

Ｔに精通した専門

家による相談・助

言、ハンズオン支援

による長期的かつ

一貫した支援、中小

企業・小規模事業者

及び地域の中小企

業支援機関等向け

のＩＴ関連研修、ｅ

コマース活用のた

めの情報提供、相

談・助言等を行う。 

 

②機構の支援ツー

ルによるＩＴ導入

促進支援 

・中小企業・小規模

事業者の生産性向

上に資するＩＴ導

入を促進するため、

地域中核・成長企業

等に対する企業経

営とＩＴに精通し

た専門家による相

談・助言、ハンズオ

ン支援による長期

的かつ一貫した支

援を行う。 

これらの取組を

通じ、ハンズオン支

援については、派遣

終了後の支援先に

対して所期の目標

達成状況に関する

調査を実施し、５段

階評価において上

位２段階の評価を

得る割合を７０％

以上とし、派遣開始

から２年経過後の

「売上高」又は「経

常利益」の伸び率

が、中小企業実態基

本調査のデータを

１割以上、上回るこ

ととする。 

 ②機構の支援ツールによるＩＴ導入促進

支援 

○ＩＴ経営簡易診断 

・専門家との３回の面談を通じて、全体

最適の観点から経営課題・業務課題を

整理・見える化し、最適なＩＴツール

の提案を実施し、中小企業・小規模事

業者のＩＴ導入を支援 

・支援企業数３９２社、支援回数：１，

１８２回 

 

（支援事例）ＩＴ経営簡易診断  

・食品スーパー向けに包装資材の販売を

手掛ける卸売・小売事業者。食品スー

パーはバックヤードが小さく、中でも

包装資材のストックスペースは限られ

ている。同社では、事務所より５km圏

内を商圏と定め、取引先を丁寧に巡回

することで在庫状況を把握し、きめ細

かく放送資材の補充を行うことで差別

化を図っている。巡回サービスを継続

的に実施するため、本事業の活用に活

路を求めた。専門家によるヒアリング

の結果、既存の販売管理システムのオ

プション機能を活用することや、取引

先の対応状況を管理・共有できるＩＴ

ツールの導入による生産性向上を提案

した。ＩＴ化による課題解決の提案を

受け、既存ＩＴシステムの利活用や新

たなＩＴツールの導入に向けた検討を

進めている。 

 

○戦略的ＣＩＯ育成支援事業 
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・中小企業・小規模

事業者及び地域の

中小企業支援機関

等向けのＩＴ関連

研修を行う。 

・ＩＴやｅコマース

を活用した中小企

業・小規模事業者の

経営力の充実を図

り、生産性向上や国

内外の販路開拓の

拡大を目指すため、

関係団体、民間団体

等と連携を図り、中

小企業・小規模事業

者向けの相談・助

言、セミナー、ＩＴ

サービス提供事業

者等とのマッチン

グイベントを実施

する。 

 

・ＩＴシステム導入による経営課題の解

決・経営改革を計画的に実現するため、

経営戦略に基づくＩＴ化計画の策定及

びその実施に取り組む中小企業・小規

模事業者に対して専門家によるアドバ

イスを行うとともに、企業内ＣＩＯ候

補者の育成を支援。 

・支援件数７１件、支援回数６０４回、 

・４年度に派遣を終了した支援件数４３

件、所期の目標達成率１００.０％ 

 

（支援事例）戦略的ＣＩＯ育成支援事業 

・昭和４０年創業のアパレル小売業で、

婦人服を中心に専門店９店舗を展開。

３０年前に導入したオフコンシステム

で顧客情報・販売情報を管理していた

が、データ入力負荷や販売促進へのデ

ータ活用が不十分といった課題を抱え

ていた。金融機関からの紹介で、本事

業によりＩＴ経営実現のための情報化

構想の策定を支援。その後、現状業務

を分析し、ＲＦＩ（情報提供依頼書）

を発行してクラウド型パッケージのデ

モを体験して導入を決定した。パッケ

ージに実装の無い機能はアドオンツー

ルで補完することを決め、アジャイル

開発手法でアドオン機能の実装し、ユ

ーザー教育、運用後の効果測定までを

支援。全体で 1名分の省人化を実現し

た他、新たに 1名システム担当者を増

員する等、ＩＴ経営の基盤構築に繋が

った。 

 

（ハンズオン支援事業全体の実績） 

・売上高の伸び率：０．４％ 

・経常利益の伸び率：１９．１％ 

 

○生産工程スマート化診断 

・専門家との３回の面談を通して、生産

工程の自動化、ロボット化等に向けた

設備投資やデジタル技術活用の提案を
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実施し、中小企業の生産工程の効率化、

可視化、管理体制の確立を支援、 

・支援企業数６０社、支援回数１８５回 

 

（支援事例）生産工程スマート化診断事

業 

・半世紀以上歴史のある金属製品製造

業。精密部品、医療部品、工業用部品、

半導体部品を提供。生産工程の進捗管

理や設備稼働状況、在庫管理が把握で

きていない課題があり、本事業の活用

に活路を求めた。専門家によるヒアリ

ングの結果、システム導入により、生

産工程や在庫の見える化を提案した。

提案を受け、既存システムの利活用や

新たなシステム導入に向けた検討を進

めている。 

 

■ＩＴ・ＥＣ活用支援事業 

〇セミナー・ワークショップ          

・中小企業・小規模事業者がモール出店

や自社ＥＣサイトを構築するために必

要な基礎知識や、生産性向上や販路開

拓のためのノウハウを習得することを

目的としたセミナーおよびワークショ

ップを開催。 

【セミナー】 

 開催回数：５２回 

 参加者数：５，７１７人 

【ワークショップ】 

 開催回数：３６回 

 参加者数：４１６人 

〇マッチングイベント 

【オンライン】 

・ＥＣにおける課題解決、ＩＴ活用等に

よる生産性向上に資する民間支援事業

者と中小企業とのマッチングイベント

「ＥＣ Ｃａｍｐ２０２２」を開催。 

 事前申込者数・・・・１，５２７人 

 参加者数・・・・・・１，０４３人 

 双方向交流数・・・・ ７８４件 
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 出展社との面談数・・・２４７件 

〇ＥＣ活用支援パートナー制度 

・中小企業・小規模事業者のＥＣ、ＩＴ

の導入等を推進するには、支援する事

業者の協力が不可欠であることから、

支援事業者をＥＣ活用支援パートナー

として登録する制度を設置。 

・ＥＣ活用支援パートナー制度の４年度

末累計登録者数１４１社  

 

○ＥＣ活用支援アドバイス 

・前期に続き週５日実施、オンライン面

談またはメールによる相談を実施。 

・アドバイス件数・・・・・３９５件 

 ［内訳］国内ＥＣ相談・・・２１９件 

     越境ＥＣ相談・・・１７６件 

     役立ち度・・・・・９９．１％ 

 

○モール活用型ＥＣマーケティング支援

事業 

・ＥＣを活用した販路開拓を促進するた

め、ｅｂｉｚ上にオンライン講座／コ

ラム（ＥＣ市場動向記事）／ＥＣ活用

支援事例集を展開。ＥＣ活用に係るノ

ウハウを手軽に知るツールを充実。 

・オンライン講座・・・・・累計４０本 

・コラム・・・・・・・・・累計３０本 

・ＥＣ活用支援事例集・・・累計２０本 

・前年度に続き、中小企業・小規模事業

者のＥＣ活用の自立化の支援を行う出

品企業数の積上を実施。 

 国内モールの出品企業数（累計）：６９

０社 

 越境モールの出品企業数（累計）：３４

２社 
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 （２）生産性向上に

向けた多様な経営

課題への円滑な対

応と経営の基盤と

なる人材の育成 

中小企業・小規模

事業者が事業活動

を円滑に行ってい

く上で直面する経

営上の多様な課題

に適切に対応し、生

産性向上を図って

いくためには、中小

企業・小規模事業者

に対する専門的な

相談・助言や経営の

基盤となる人材の

育成が必要不可欠

である。  

多様な経営課題

への相談・助言につ

いては、従来からの

取組に加え、ＡＩ・

ＩＴを活用した新

たな経営相談の仕

組みを構築し、効果

的・効率的に支援を

提供する。また、機

構は、イノベーショ

ンや地域経済の競

争力強化・活性化に

資する地域経済を

牽引するような地

域中核・成長企業等

を支援するため、生

産性向上支援など

の政策意義・要請が

大きく、より難度・

専門性の高い分野

の支援に重点を置

き、専門家による相

（２）生産性向上に

向けた多様な経営

課題への円滑な対

応と経営の基盤と

なる人材の育成 

中小企業・小規模

事業者が事業活動

を円滑に行ってい

く上で直面する経

営上の多様な課題

に適切に対応し、生

産性向上を図って

いくためには、中小

企業・小規模事業者

に対する専門的な

相談・助言や経営の

基盤となる人材の

育成が必要不可欠

である。 

そのため、機構

は、具体的に以下の

取組を実施する。 

 

①多様な経営課

題への円滑な対応 

中小企業・小規模

事業者に対する多

様な経営課題への

相談・助言について

は、従来からの取組

に加え、ＡＩ・ＩＴ

を活用した新たな

経営相談の仕組み

を構築し、効果的・

効率的に支援を提

供する。 

また、ＩＴ化、販

路開拓、海外展開、

成長分野参入、事業

承継・引継ぎ、知的

財産、ものづくり、

（２）生産性向上に

向けた多様な経営

課題への円滑な対

応と経営の基盤と

なる人材の育成 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

①多様な経営課題へ

の円滑な対応 

・中小企業・小規模事

業者に対する多様な

経営課題への相談・

助言については、従

来からの取組に加

え、ＡＩ・ＩＴを活用

した新たな経営相談

の仕組みを活用し、

効果的・効率的に支

援を提供する。 

・また、ＩＴ化、販路

開拓、海外展開、成長

分野参入、事業承継・

引継ぎ、知的財産、も

のづくり、製品開発、

営業力の強化等の生

 （２）生産性向上に向けた多様な経営課

題への円滑な対応と経営の基盤となる人

材の育成 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

①多様な経営課題への円滑な対応 

○経営相談事業 

・全国９地域本部において日常的に経営

相談を実施。 

・ＳＤＧｓ、カーボンニュートラルの相

談窓口を設置し、対応を行った。 

※ＳＤＧｓ窓口設置地域本部 

北海道本部、東北本部、関東本部、近

畿本部、北陸本部、中国本部、九州本

部 

※カーボンニュートラル窓口設置地域本

部 

北海道本部、東北本部、中部本部、近

畿本部、中国本部、九州本部、本部 

・経営相談件数４，８１４件 うち３８．

６％をＷｅｂ相談で対応 

※地域本部別経営相談件数 

北海道本部２５３件、東北本部３１２
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談・助言、ハンズオ

ン支援を行う。  

また、生産性向上に

資する多様な経営

課題解決のため、経

営者、管理者及びこ

れらの候補となる

人材などに対し、Ｗ

ｅｂを活用した研

修や地域の中小企

業支援機関等と連

携した研修などの

提供方法を通じて、

事例研究や演習な

どによる実践的な

研修等を行う。 

製品開発、営業力の

強化等の生産性向

上に関する経営課

題を抱えるイノベ

ーションや地域経

済の競争力強化・活

性化に資する地域

経済を牽引するよ

うな地域中核・成長

企業等を支援する

ため、生産性向上支

援などの政策意義・

要請が大きく、より

難度・専門性の高い

分野の支援に重点

を置き、専門家によ

る相談・助言、ハン

ズオン支援による

長期的かつ一貫し

た支援を行う。 

産性向上に関する経

営課題を抱えるイノ

ベーションや地域経

済の競争力強化・活

性化に資する地域経

済を牽引するような

地域中核・成長企業

等を支援するため、

生産性向上支援など

の政策意義・要請が

大きく、より難度・専

門性の高い分野の支

援に重点を置き、専

門家による相談・助

言、ハンズオン支援

による長期的かつ一

貫した支援を行う。 

これらの取組を通

じ、相談・助言につい

ては、その利用者に

対して「役立ち度」に

関する調査を実施

し、５段階評価にお

いて上位２段階の評

価を得る割合を７

０％以上とする。ハ

ンズオン支援につい

ては、派遣終了後の

支援先に対して所期

の目標達成状況に関

する調査を実施し、

５段階評価において

上位２段階の評価を

得る割合を７０％以

上とし、派遣開始か

ら２年経過後の支援

先の「売上高」又は

「経常利益」の伸び

率が、中小企業実態

基本調査のデータを

１割以上、上回るこ

件、関東本部３２３件、中部本部７２

６件、北陸本部２８７件、近畿本部８

４３件、中国本部７２６件、四国本部

３３４件、九州本部３６３件、本部６

４７件 

・利用者の役立ち度 ９９．１％ 

・今後の利用希望度 ９９．０％ 

 

○経営相談チャットサービス「Ｅ－ＳＯ

ＤＡＮ」 

・中小企業者及びその支援者を対象とし

た、ＡＩチャットボットを活用した経

営相談チャットサービス「Ｅ－ＳＯＤ

ＡＮ」により、２４時間３６５日オン

ラインで相談対応を行っている。 

・機構が保有する経営相談Ｑ＆Ａデータ

等を活用したＦＡＱの作成に加え、事

業継続力強化に関わるＱ＆Ａやインボ

イスに関するＱ＆Ａなど、中小企業者

に届けたい情報や関心が高いと思われ

るテーマについて、Ｑ＆Ａの拡充を行

った。 

・ＡＩチャットボットでは対応が難しい

相談については有人チャットの利用を

案内し、専門家が直接チャットで相談

に答えている。 

・利用者増加を目的に、４年１２月には、

ＬＩＮＥのアカウントを開設し、ＬＩ

ＮＥからもＥ－ＳＯＤＡＮが利用でき

るようになった。 

・チャットボットの利用者数６，３４１

人、うち、有人チャットで４６９人に

対応。 

 

○ＩＴ経営簡易診断（再掲） 

・専門家との３回の面談を通じて、全体

最適の観点から経営課題・業務課題を

整理・見える化し、最適なＩＴツール

の提案を実施し、中小企業・小規模事

業者のＩＴ導入を支援 

・支援企業数３９２社、支援回数：１，
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ととする。 

・中小企業・小規模事

業者は、働き方改革

や被用者保険の適用

拡大、賃上げ、インボ

イスの導入など、相

次ぐ各種の制度変更

に継続的に対応して

いく必要があること

に鑑み、令和元年度

補正予算（第 1 号）

により追加的に措置

された交付金につい

ては、中小企業・小規

模事業者の生産性向

上を図るために措置

されたことを認識

し、中小企業・小規模

事業者の設備投資、

販路開拓、IT ツール

の導入等への支援を

行う中小企業支援機

関等への助成の制度

対応や生産性向上の

取組状況等に応じた

機動的な実施、制度

の内容や支援策、優

良取組事例の周知・

広報並びにこれらの

事業者の制度対応や

生産性向上に係る相

談対応及び国内外へ

の事業拡大やＩＴ化

促進等に係るハンズ

オン支援（中小企業

生産性革命推進事

業）のために活用す

る。 

・令和２年度補正予

算（第１号）により追

加的に措置された交

１８２回 

 

○生産工程スマート化診断（再掲） 

・専門家との３回の面談を通して、生産

工程の自動化、ロボット化等に向けた

設備投資やデジタル技術活用の提案を

実施し、中小企業の生産工程の効率化、

可視化、管理体制の確立を支援 

・支援企業数６０社、支援回数：１８５

回 

 

○専門家継続派遣事業 

・ＩＴ化、販路開拓、製品開発、生産性

の向上、営業力の強化等、多様な経営

課題へ円滑に対応するため、経営基盤

強化に取り組む中小企業・小規模事業

者に対して、経営課題 を適格に把握

し、ニーズに応じた支援を実施。 

・全国規模の専門家ネットワークから最

適な専門家を選定し、職員と専門家で

チームを編成。案件毎に、支援計画を

策定し、企業の社内チームと一体的な

プロジェクトチームで支援に取り組

み、企業の自立的な成長基盤を強化。

支援件数２３８件、支援回数２，１１

８回、 

・４年度に派遣を終了した支援件数１８

０件、初期の目標達成率：９８．９％ 

 

（支援事例）専門家継続派遣事業 

・明治１７年創業の住設機器卸売業者。

給湯器やサッシといった住宅設備販売

や太陽光発電の施工、ＬＥＤ照明器の

製造と事業を展開していたが、代理店・

下請け業の体質で、収益性の高い新規

事業の創出が課題となっていた。本事

業では２期の支援を展開。８件の新規

事業のアイデアを創出し、１期目では

「児童福祉サービス」の事業化に取り

組んだ。自社の遊休施設のショールー

ムを再利用し、地元で保育士を採用、
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付金については、「新

型コロナウイルス感

染症緊急経済対策」

（令和 2 年 4 月 7 

日閣議決定）に基づ

いて措置されたこと

を認識し、新型コロ

ナウイルス感染症が

事業環境に与える特

徴的な影響を乗り越

えるため、中小企業

生産性革命推進事業

の特別枠創設のため

に活用する。 

・令和２年度補正予

算（第２号）により追

加的に措置された交

付金については、新

型コロナウイルス感

染症対策の強化を図

るために措置された

ことを認識し、業種

別ガイドライン等に

基づく中小企業・小

規模事業者の事業再

開を支援するため、

中小企業生産性革命

推進事業の事業再開

支援パッケージの実

施に活用する。 

・令和２年度補正予

算（第３号）により追

加的に措置された交

付金については、新

型コロナウイルス感

染拡大の影響を受

け、現下及びポスト

コロナの状況に対応

したビジネスモデル

への転換に向けた中

小企業・小規模事業

新会社を設立して児童発達支援施設を

開業した。2期目では「省エネ・脱炭素

ＺＥＢ事業」として断熱材・蓄電器・

高機能空調器・地中熱空調システムの

事業拡大に取り組み、２０社からの引

き合いを得るに至った。 

 

○戦略的ＣＩＯ育成支援事業（再掲） 

・ＩＴシステム導入による経営課題の解

決・経営改革を計画的に実現するため、

経営戦略に基づくＩＴ化計画の策定及

びその実施に取り組む中小企業・小規

模事業者に対して専門家によるアドバ

イスを行うとともに、企業内ＣＩＯ候

補者の育成を支援。 

・支援件数７１件、支援回数６０４回 

・４年度に派遣を終了した支援件数４３

件、所期の目標達成率１００.０％  

 

○経営実務支援事業 

・中小・小規模事業者の経営課題の解決

を図るため、大企業・中堅企業で豊富

な実務経験を積んだ専門家を派遣して

支援を実施。 

・支援件数５２件、支援回数３８５回、 

・４年度に派遣を終了した支援件数４７

件、所期の目標達成率：９３．６％ 

 

（支援事例）経営実務支援事業 

・昭和２１年創業の県下で１０店舗を展

開する食品スーパー。地元に道の駅の

建設が計画されたことで、地域貢献も

考えて物販部門と飲食部門の出店を決

意したが、ノウハウがなく出店準備が

進んでいなかった。本事業では「道の

駅」の運営に知見のある専門家を派遣

し、物販と飲食店舗のコンセプトを策

定し、事業戦略とロードマップの策定

を支援した。また、店舗レイアウトや

飲食のメニュー構成、レシピ、原価を

検討し、接客オペレーションや製品カ
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者の取組を支援する

ために措置されたこ

とを認識し、令和２

年度補正予算（第１

号及び第２号）で措

置した中小企業生産

性革命推進事業の特

別枠を改編した新特

別枠（低感染リスク

型ビジネス枠）の創

設のために活用す

る。 

・令和３年度補正予

算（第１号）により追

加的に措置された交

付金については、「コ

ロナ克服・新時代開

拓のための経済対

策」（令和３年 11 月 

19 日閣議決定）に基

づき措置されたこと

を認識し、生産性向

上に取り組む中小企

業・小規模事業者を

支援し、将来の成長

を下支えするため、

中小企業生産性革命

推進事業において、

現行の通常枠の拡

充・見直しや新たな

特別枠の創設に活用

するとともに、円滑

な事業承継・引継ぎ

の推進に活用する。

また、課題設定型の

伴走型支援に必要な

知識やノウハウをオ

ンライン等の研修プ

ログラムとして企

画・開発、提供するた

めに活用する。 

ルテを整備し、スケジュール通りの物

販部門と飲食部門の 2店舗の開店を実

現した。開店後は顧客動向調査を実施

し、人員配置のフレキシブル化といっ

た重点改善項目を抽出までを支援した

ことで、店舗の自立的運営体制の整備

を実現した。 

 

○販路開拓コーディネート事業 

・新規性の高い優れた新製品・新技術・

新サービスを持ちながら販路開拓が困

難な中小企業・小規模事業者に対し、

マーケティング企画のブラッシュラッ

プの支援を行い、首都圏若しくは近畿

圏を舞台とした支援を実施。 

・支援件数１１６件、支援回数６５１回 

・４年度に派遣を終了した支援件数９６

件、所期の目標達成率９５．８％ 

 

（支援事例）販路開拓コーディネート事

業 

・昭和４４年創業の写真製版業者。印刷

工程の製版・色校正を本業にしてきた

が、市場が縮小する中で事業転換を模

索していた。社内で「膜厚管理装置の

販売」や「商品撮影サービス」といっ

た 7つの新規事業案を生み出したが、

経営資源を集中する事業の絞込み、顧

客ニーズの確認が必要となっていた。

本事業では、東京・名古屋・大阪の遠

隔地メンバーでプロジェクトを組成

し、オンラインで活動を進めた。その

結果、新規事業を「軟包装試作サービ

ス」に絞込み、５つの業界１４社にテ

ストマーケティング活動を展開。仮説

検証を進めた結果、３Ｄ技術と熱圧着

技術の融合した「シュリンクパッケー

ジ」による可能性も拡がり、今後の市

場投入の道筋が明確になった。 

 

○事業再構築ハンズオン支援事業 
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・令和４年度補正予

算（第２号）により追

加的に措置された交

付金及び補助金につ

いては、「物価高克

服・経済再生実現の

ための総合経済対

策」（令和４年 10 月 

28 日閣議決定）に基

づき措置されたこと

を認識し、新たな申

請類型の創設、補助

上限の引上げ、要件

緩和、補助対象範囲

の拡大を行う中小企

業生産性革命推進事

業に活用する。 

・成長・発展を目指す中小企業・小規模

事業者の新分野展開や事業転換等の事

業再構築が円滑に進むよう相談・助言

及びハンズオン支援を実施 

 

・事業再構築相談・助言支援企業数４２

７社、支援回数：１，０２８回  

・再構築ハンズオン：支援件数１４６件、

支援回数１，０４１回 

 

（ハンズオン支援事業全体の実績） 

・売上高の伸び率：０．４％ 

・経常利益の伸び率：１９．１％ 

 

○研究開発・技術の高度化に取組むもの

づくり中小企業に対する支援 

・各地域本部にものづくり支援の専門家

を配置。研究開発・技術の高度化に取

組むものづくり中小企業に対して、Ｇ

ｏ-Ｔｅｃｈを中心とした研究開発計

画のブラッシュアップ支援及び事業化

に向けたサポートを実施。 

 支援件数 １，３５８件 

・各地域本部において、経済産業局等と

連携しながら研究開発の成果普及や事

業化の促進等を目的としたセミナー・

フォーラム・ビジネスマッチング等を

オンラインも活用しながら開催。 

 開催回数 ２５回。支援企業数 ２５

６社 

・ものづくり中小企業の支援ニーズに対

応すべく、地域支援機関や経済産業局

と連携した地域支援機関関連会議、Ｇ

ｏ-Ｔｅｃｈ管理機関向け勉強会等を

開催するなど、各支援機関等と連携し

た活動を展開。 

・またＧｏ-Ｔｅｃｈの個別プロジェク

トの事業化を促進すべく、機構が有す

る各種支援ツールを紹介、提供。 

 

〇ものづくり補助金 
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ものづくり補助金の採択 

・元年度補正予算（第１号）により、中

小企業・小規模事業者の設備投資支援

を実施。 

・２年度補正予算（第１号）により、補

助率を引き上げた「特別枠」を設け、

２年度補正予算（第２号）では、更な

る補助率の引き上げ及び業種別ガイド

ライン等に基づいて行う感染防止対策

等の取組への支援を拡充。 

・２年度補正予算（第３号）により、補

助率を引き上げた「新特別枠」を創設。 

・３年度補正予算（第１号）により、現

行の通常枠の一部見直しを行うととも

に、経済対策に基づき、デジタル枠、

グリーン枠を創設し限られた時間の中

で事業実施体制を迅速に整備し、公募

を開始。 

・４年度補正予算（第２号）により、グ

リーン枠に３段階の補助上限額を設

け、グローバル展開型は支援内容を拡

充しグローバル市場開拓枠を創設し、

大幅賃上げ促進のための定額補助を上

乗せする特例を措置。 

・５年１月公募以降、補助事業終了後３

～５年で大幅な賃上げに取り組む事業

者に対して補助上限額の上乗せを実

施。 

 

申請件数 

 通常枠：    １１，７８３件 

（累計３５，１３４件） 

 特別枠：         ０件 

（累計１４，９８４件） 

 新特別枠：       ０件 

（累計１１，４１７件） 

 デジタル及びグリーン枠  

：３，９１７件（累計 ３，９１７件） 

採択件数 

 通常枠：     ６，８０６件 

（累計１９，７６５件） 
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 特別枠：         ０件 

（累計 ４，５９７件） 

 新特別枠：        ０件 

（累計 ５，４９５件） 

 デジタル及びグリーン枠 

：２，４８２件（累計 ２，４８２件） 

 

〇持続化補助金の採択 

・元年度補正予算（第１号）により、小

規模事業者等が取組む販路開拓支援を

実施。 

・２年度補正予算（第１号）により、補

助上限を引き上げた「特別枠」を設け、

２年度補正予算（第２号）では、補助

率の引き上げ及び業種別ガイドライン

等に基づいて行う感染防止対策等の取

組への支援を拡充。 

・２年度補正予算（第３号）により、補

助上限を引き上げた「新特別枠」を創

設。 

・３年度補正予算（第１号）により、現

行の通常枠の一部見直しを行うととも

に、新たに事業者の利便性重視を目的

に「賃金引上げ枠」、「卒業枠」、「後継

者支援枠」、「創業枠」、「インボイス枠」

を創設し公募を開始。 

 

申請件数： 

 通常枠：    ２７，３６６件 

（累計１０７，７８１件） 

 特別枠：        ０件 

（累計１６４，１９８件） 

 新特別枠 ： １１，７２１件 

（累計 ５２，２６０件） 

 賃金引上げ枠：９，１２４件 

（累計  ９，１２４件） 

 卒業枠：     ２０２件 

（累計    ２０２件） 

 後継者支援枠：   １１件 

（累計     １１件） 

 創業枠：     ３，７２２件 
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（累計  ３，７２２件） 

 インボイス枠：  ２，０８０件 

（累計  ２，０８０件） 

採択件数： 

 通常枠：    １８，３８５件 

（累計 ６６，５３１件） 

 特別枠：         ０件 

（累計 ６９，９１９件） 

 新特別枠：   ８，０４０件 

（累計 ３１，８５３件） 

 賃金引上げ枠：  ５，８３４件 

（累計  ５，８３４件） 

 卒業枠：       １０４件 

（累計    １０４件） 

 後継者支援枠：      ８件 

（累計      ８件） 

 創業枠：    ２，１８８件 

（累計  ２，１８８件） 

 インボイス枠： １，０７２件 

（累計  １，０７２件） 

 

○ＩＴ導入補助金の採択 

・元年度補正予算（第１号）により、中

小企業・小規模事業者等が生産性向上

に資するＩＴツールの導入支援を実

施。 

・２年度補正予算（第１号）により、補

助率を引き上げた「特別枠」を設け、

２年度補正予算（第２号）では、更な

る補助率の引き上げを実施。 

・２年度補正予算（第３号）により、補

助率を引き上げた「新特別枠」を創設

し、業務の非対面化やテレワークに取

り組む中小企業を優先的に支援すると

ともに、遡及申請も認めるなど、中小

企業が直面する喫緊の課題解決に資す

る制度設計を実施。 

・３年度補正予算（第１号）により、現

行の通常枠の一部見直しを行うととも

に、インボイス制度への対応を見据え、

補助率を引き上げ、ハードの導入費も
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補助対象となる「デジタル化基盤導入

枠」を創設。本枠は事業者の利便性向

上を目的に毎月２回程度の採択を実

施。 

・４年４月の「コロナ禍における『原油

価格・物価高騰等緊急経済対策』」を受

け、サーバー攻撃によって生産性向上

を阻害するリスクを低減することを目

的とした「セキリティ対策推進枠」を

創設。 

 

申請件数 

 通常枠 ：  ２４，３９２件 

（累計５４，６６７件） 

 特別枠：        ０件 

（累計６６，０７２件） 

 新特別枠：       ０件 

（累計３８，２４０件） 

 デジタル化基盤導入枠 

デジタル化基盤導入類型 

：４５，８３６件 

（累計４５，８３６件） 

複数社連携ＩＴ導入類型 

：７件（累計   ７件） 

採択件数 

 通常枠 ：   １４，２４６件 

（累計２８，６０７件） 

 特別枠：         ０件 

（累計２１，１８１件） 

 新特別枠：        ０件 

（累計２３，１２３件） 

デジタル化基盤導入枠 

デジタル化基盤導入類型 

：３７，６３９件 

（累計３７，６３９件） 

複数社連携ＩＴ導入類型 

： ４件（累計 ４件） 

 

〇事業承継・引継ぎ補助金 

・３年度補正予算（第１号）により、中

小企業・小規模事業者等の生産性向上
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や円滑な事業承継・引継ぎを一層強力

に推進するために、中小企業等の事業

承継・引継ぎ支援を実施。 

・４年度補正予算（第２号）により、事

業承継・事業再編・事業統合等を契機

として一定の賃金引上げを実施する事

業者や事業承継前の後継者の取組への

支援を拡充するため、「経営革新事業」

の補助上限の引き上げを実施。 

 

申請件数 

 経営革新事業：    ８５０件 

（累計  ８５０件） 

 専門家活用事業： ２，１３８件 

（累計２，１３８件） 

 廃業・再チャレンジ事業：１１２件 

（累計 １１２件） 

採択件数 

 経営革新事業：     ４６３件 

（累計  ４６３件） 

 専門家活用事業： １，１６５件 

（累計１，１６５件） 

 廃業・再チャレンジ事業：５１件 

（累計   ５１件） 

 

  ②経営の基盤とな

る人材の育成 

中小企業・小規模

事業者がその経営力

を強化し、生産性を

向上させることを支

援するため、経営者、

管理者及びこれらの

候補となる人材など

に対し、経営戦略、組

織マネジメント、人

事・労務、マーケティ

ング・営業強化、ＩＴ

活用・業務効率化、国

の政策課題への対応

など経営課題解決に

②経営の基盤とな

る人材の育成 

・中小企業・小規模

事業者がその経営

力を強化し、生産性

を向上させること

を支援するため、経

営者、管理者及びこ

れらの候補となる

人材などに対し、経

営戦略、組織マネジ

メント、人事・労務、

マーケティング・営

業強化、ＩＴ活用、

デジタル化、生産性

向上、国の政策課題

 ②経営の基盤となる人材の育成 

・経営戦略、組織マネジメント、人事・

労務、マーケティング・営業強化や、

事業承継、ITを活用した生産性向上、

BCP や事業再構築など国の政策課題に

対応した、経営課題解決に資する実践

的な研修を、新型コロナウイルスの感

染防止策を講じた上で実施。研修回数

８０６回、受講者数１３，２３８人（「中

小企業大学校等の研修を通じた支援能

力の向上」との合計は、研修回数１，

２３２回、受講者数２３，８４２人） 

・自社の経営課題抽出と解決策の策定を

少人数ゼミナールや課題研究を通じて

検討し、講師によるきめ細かい指導を

通して、自社の経営革新を実現する実
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資する実践的な研修

を事例研究や演習な

どを交え実施する。

研修は、基盤となる

経営知識の修得に加

え、経営に関する分

析力、洞察力、意思決

定力などの経営に必

要な能力の向上と専

門知識の修得などと

する。 

研修の提供方法

は、受講のための利

便性に配慮し、Ｗｅ

ｂを活用した研修、

地域の中小企業支援

機関等と連携した研

修、地域の都市部な

どでの研修及び中小

企業大学校を活用し

た研修などとする。 

また、研修を受講

した企業に対して経

営指標など研修の具

体的成果の調査・分

析等を行い、研修の

効果を確認・検証す

ることとする。 

加えて、中小企業・

小規模事業者や地域

の中小企業支援機関

等に対し、今後中小

企業・小規模事業者

の課題となり得る環

境変化に係る情報提

供等を行う。 

 

への対応など経営

課題解決に資する

実践的な研修を事

例研究や演習など

を交え実施する。研

修は、基盤となる経

営知識の修得に加

え、経営に関する分

析力、洞察力、意思

決定力などの経営

に必要な能力の向

上と専門知識の修

得などとする。 

・これらを踏まえて

実施する研修は、次

代の経営者を目指

す経営後継者に必

要な基本的能力や

知識を実践的に修

得する経営後継者

研修、経営能力全般

を向上させる経営

管理者研修、ケース

メソッド教授法を

取り入れ経営に関

する分析力や意思

決定力を養うこと

ができる高度実践

型経営力強化コー

ス、国の政策課題を

踏まえた「働き方改

革」等に対応した人

事・労務研修、「生産

性向上」に向けたＩ

Ｔの活用に資する

研修、特定の経営課

題や経営に関する

能力や知識を修得

するために、グルー

プディスカッショ

ンや講師による指

践力を身に付けることに重点を置いた

経営後継者研修、経営管理者研修・工

場管理者研修、高度実践型経営力強化

コースを実施。 

（フォローアップ調査での課題解決

例） 

(1)積込み作業短縮によるコスト削減に

より、残業代の大幅な削減を実現。ま

た新しい人材の育成や効率化の追求に

より、月当たり１００万円以上を削減。 

(2)製造部と営業部の中に入り、利益確保

のための顧客への値上げ交渉や現場の

生産性向上を実施しながら５年の中期

計画を作成。売上高２０億、経常利益

率６％を目指せる状況に成長。 

・国の政策課題に対応し、働き方改革等

を踏まえた組織風土づくりや、ＩＴを

活用した生産性向上を目指す中小企業

経営者等に対する研修等を実施。 

・Ｗｅｂを活用して少人数ゼミナール方

式で双方向型リアルタイムのオンライ

ンで行う研修を実施。（研修回数１３６

回、受講者数１，１６０人） 

・中小企業等のアクセスを改善するた

め、各地域で中小企業支援機関等と連

携した「サテライト・ゼミ」を実施。

（研修回数９７回、受講者数１，１９

６人） 

・中小企業等のアクセスを改善するた

め、地域の都市部など地域本部等で研

修を実施。（研修回数１５２回、受講者

数２，４３９人） 

・機構の知見やノウハウを活用し全国団

体、業界団体、商工団体および中小企

業等からの要請に基づく自主研修を実

施。（研修回数４３回、受講者数１，０

０７人） 

・小規模事業者などの学習意欲の喚起や

ノウハウの習得に資する講座「ちょこ

ゼミ」をＹｏｕ Ｔｕｂｅで配信（１４

１講座、再生回数約４２１，０００回） 



45 

 

導などの研修など

とする。 

・Ｗｅｂを活用した

研修は、Ｗｅｂ会議

システムを活用し

経営課題の解決に

向け遠隔地間でデ

ィスカッションを

するゼミナールと

経営管理に関する

動画を組み合わせ

た研修を行う。 

・地域の中小企業支

援機関等と連携し

た研修である「サテ

ライト・ゼミ」に加

えて、地域の都市部

など地域本部等で

も研修を実施する。 

・地域の中小企業支

援機関等や企業に

働きかけ、機構の知

見・ノウハウを活用

した自主研修を実

施する。 

・Ｗｅｂを活用して

小規模事業者など

の学習意欲の喚起

やノウハウの習得

に資するような動

画を配信する。 

・中小企業大学校が

実施する研修に研

修生を派遣した企

業に対して、研修終

了の一年経過後に

フォローアップ調

査を実施し、研修生

が研修内のゼミナ

ールで取り上げた

自社の課題研究テ

・中長期間の研修内ゼミナール等で取り

上げた自社の課題研究テーマに関する

取組状況のフォローアップ調査を実施

した結果、課題解決率（実施済、実施

中）は９６．２％。 

・中長期間の研修等を受講した企業と、

「中小企業実態基本調査」（中小企業庁

調べ）の回答企業における３年間での

１企業当たりの売上高・従業者数の伸

び率を比較。中長期間の研修等を受講

した企業の伸び率は売上高▲３．５％、

従業員数で４．６％、「中小企業実態基

本調査」回答企業の伸び率は売上高▲

９．７％、従業員数▲７．９％。 

・中小企業・小規模事業者等に対し、Ｖ

ＵＣＡ時代を乗り越えていく経営に必

要な人材獲得や新商品開発等のテー

マ、また脱炭素や海外展開といった話

題性の高い経営手法等など環境変化に

係る情報を提供するセミナー等を機構

本部等において実施。（開催回数２８

回、受講者数９６７名） 

 

■中小企業・小規模事業者向け及び中小

企業支援機関等向け研修受講者数合計 

研修回数１，２３２回 

受講者数２３，８４２人 

研修受講者の役立ち度９８．０％ 

今後の利用希望９７．１％ 
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ーマについて、「自

社に持ち帰った課

題を解決済み、又は

取組中」と回答した

企 業 の 比 率 を ８

０％以上とする。 

・中小企業大学校施

設での研修、地域本

部等での研修、サテ

ライト・ゼミ、Ｗｅ

ｂを活用した研修

等を推進し、地域の

中小企業・小規模事

業者、地域の中小企

業支援機関等のニ

ーズを把握しつつ、

研修品質の向上を

図るとともに、関係

機関との協力・連携

等の取組により研

修の受講促進を図

ることで、第４期中

期目標に対応する

２０２２年度の受

講者の総数を１５，

３００人以上とす

る。 

・中長期間の研修等

を受講した企業に

対し、売上高や利益

等について、他の企

業群と比較し、研修

の具体的成果の調

査・分析等行い、分

析結果の確認・検証

することとする。 

・中小企業・小規模

事業者や地域の中

小企業支援機関等

に対し、今後中小企

業・小規模事業者の
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課題となり得る政

策課題、経済動向や

話題性の高い経営

手法等など環境変

化に係る情報提供

等をセミナーによ

り実施する。 

 （３）地域の中小企

業支援機関等への

支援機能及び能力

の強化・向上支援 

生産性向上に向け

た中小企業・小規模

事業者の経営課題

は、より複雑化、多

様化、高度化してき

ており、地域の中小

企業支援機関等に

は、より専門的な知

識、具体的な提案能

力、幅広いネットワ

ーク等が求められて

いる。  

機構は、地域の中

小企業支援機関等

に対する施策情報

等の提供、支援課題

に対する相談・助

言、国の政策課題に

則した支援能力向

上のための講習会、

中小企業大学校等

による地域の中小

企業支援機関等の

支援人材への研修

等を通じた地域の

中小企業支援機関

等の支援機能及び

能力の強化・向上を

支援する。また、経

（３）地域の中小企

業支援機関等への

支援機能及び能力

の強化・向上支援 

生産性向上に向

けた中小企業・小規

模事業者の経営課

題は、より複雑化、

多様化、高度化して

きており、地域の中

小企業支援機関等

には、より専門的な

知識、具体的な提案

能力、幅広いネット

ワーク等が求めら

れている。 

そのため、機構

は、具体的に以下の

取組を実施する。 

 

①地域の中小企

業支援機関等への

支援機能の強化 

地域の中小企業

支援機関等の更な

る支援機能及び能

力の強化・向上に資

するため、機構の知

見とノウハウを結

集し、地域の中小企

業支援機関等に対

する施策情報等の

提供、支援課題に対

（３）地域の中小企

業支援機関等への

支援機能及び能力

の強化・向上支援 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

①地域の中小企業

支援機関等への支

援機能の強化 

１）地域の中小企業

支援機関等への訪

問活動、講習会等を

通じた支援機能及

び能力の強化・向上 

・地域の中小企業

支援機関等の支援

機能及び能力の強

化・向上に資する

ため、当該支援機

 （３）地域の中小企業支援機関等への支

援機能及び能力の強化・向上支援 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

①地域の中小企業支援機関等への支援機

能の強化 

・地域の中小企業支援機関等が中小企

業・小規模事業者に対して生産性向上

に対応するための支援等を行うにあた

り、必要な知識・能力・ネットワーク

等を把握し、施策情報等の提供、支援

課題に対する相談・助言や国の政策課

題等に則した支援能力向上のための講

習会を実施。 

接触先数 １，４３３機関 

開催回数 ５８８回 

（対前年度比１１８．５％） 
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営課題等に関する

情報収集、調査・研

究等を行う。 

する相談・助言、国

の政策課題に則し

た支援能力向上の

ための講習会等を

行う。 

 

関等が中小企業・

小規模事業者に対

して生産性向上の

ための支援を行う

にあたり、必要な

知識・能力・ネット

ワーク等を把握

し、施策情報等の

提供、支援課題に

対する相談・助言、

国の政策課題等に

則した支援能力向

上のための講習会

を実施する。 

上記講習会につ

いては、受講者数を

６，０００人以上と

する。また、講習会

の実施後において、

講習会による受講

機関の課題解決率

を確認し、５段階評

価において上位２

段階の評価を得る

割合を７０％以上

とする。 

 

 

参加者数 １８，４０４人（対前年度

比１４５．６％） 

役立ち度 ９５．７％ 

課題解決率 ９９．１％ 

 

・日本商工会議所、全国商工会連合会等、

支援機関全国組織に対して情報提供等

を実施。（８１回） 

 

○認定経営革新等支援機関への支援 

・認定経営革新等支援機関が抱える支援

上の課題等に対して、専門家による助

言、情報提供等を実施。 

 

○事業分野別経営力向上推進機関への支

援 

・事業分野別経営力向上推進機関が実施

する生産性向上の取組を普及拡大する

ことを目的として開催したセミナーに

対して講師として専門家を派遣。 

 

〇金融庁監督局地域金融支援室と連携

し、同室が設置している地域金融機関

が事業者支援のノウハウや知見を共有

できるプラットフォームに参加してい

る金融機関の職員を対象に以下のテー

マで勉強会を開催。（全４回） 

①中小・小規模事業者のＩＴ化・ＤＸ

スタート支援 

②中小自動車部品サプライヤーのチャ

レンジ応援メニュー 

③中小企業×ＳＤＧｓ取組支援 

④聞かせて！事業再生のホントのとこ

ろ 

 

   ２）よろず支援拠点

全国本部事業の実

施 

・よろず支援拠点の

２０２２年度の体

制と地域の実情等

 ２）よろず支援拠点全国本部事業の実施 

■よろず支援拠点への支援 

○拠点ごとのきめ細かな支援の実施 

・本部に担当職員と専門家、地域本部に

も担当職員と専門家を配置し、よろず

支援拠点全国本部として各拠点の活動

  



49 

 

を踏まえ、よろず支

援拠点の全国本部

としてよろず支援

拠点への支援体制

等の充実、研修の実

施、施策等の活用に

ついての情報提供、

課題への助言、優れ

た支援事例の共有

等を行うことによ

り、よろず支援拠点

が設定する事業目

標を達成できるよ

う支援を行う。ま

た、よろず支援拠点

が実施する業務の

評価等を行う。 

なお、評価に際して

は、拠点が活動基本

方針を踏まえた事

業計画に基づき、行

動指針に従いなが

ら事業を遂行して

いるかをフォロー

し、適切に評価を実

施する。 

よろず支援拠点へ

の研修については、

受講者数を６００

人以上とする。ま

た、研修の実施後に

おいて、研修による

受講機関の課題解

決率を確認し、５段

階評価において上

位２段階の評価を

得る割合を７０％

以上とする。 

支援等を実施する組織体制を整備。 

・全国本部専門家が担当拠点を訪問する

などして、問題の把握に努め、その解

決に向けた支援を実施。なお、４年度

においてもコロナ禍に対応し、訪問に

替えてオンラインを活用するなど非接

触の方法を積極的に導入して、実施。 

各拠点への巡回訪問回数３６５回（オ

ンラインを含む） 

・３年度の評価結果等に基づき要改善点

がある拠点に対して、全国本部専門家

が拠点を訪問するなどして、改善計画

の策定やその実施のための課題整理、

解決のためのフォローを実施。 

・支援スキル向上、支援ノウハウの共有

化等を目的として各拠点が実施する研

修等に専門家を派遣する「サポーター

派遣事業」を実施。 

サポーター派遣回数 ２４回 

・中小企業活性化全国本部、中小企業事

業承継・引継ぎ支援全国本部との連携

については、３全国本部の連携の具体

化策として、適時の情報提供等を通じ

て各事業の理解を促し、各地の中小企

業活性化協議会や事業承継・引継ぎ支

援センターとの連携促進を支援。 

 

○環境変化等を踏まえ支援に役立つ実践

的な研修の実施 

・各拠点のチーフコーディネーター等を

対象に４年度の事業実施方針の浸透に

加え、最新の施策情報を提供する全国

研修や、着任以降に適切に拠点運営及

び相談対応を行うことができるよう、

全国本部職員及び専門家、サポーター

を講師とした新任チーフコーディネー

ター研修や新任コーディネーター研

修、「知的財産」「人手不足対応」「ＩＴ

活用」等、政策要請に基づくテーマ別

の研修、更に、支援能力を向上させる

ことを目的として、コーディネーター
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が他の支援機関等における支援ノウハ

ウを学ぶＯＪＴ研修等を実施。 

・研修の実施にあたっては、現状の問題

への気づきと、具体的な相談対応への

イメージが得られるよう、カリキュラ

ムに事例研究やディスカッションを適

宜盛り込むとともに、先進的な拠点の

取組の共有化を実施。相談者数の増加

策や拠点マネジメント力の向上等に向

けた活動を後押し。 

・上記研修実績の累計 

研修回数６２回 

受講者数１，８７５人 

役立ち度９３．８％ 

課題解決率９７．９％ 

 

○各拠点の広報支援 

・よろず支援拠点と他の支援機関との連

携促進のため、商工団体、金融機関等

の全国組織を通じたＰＲを実施したほ

か、支援機関向けセミナー等において

よろず支援拠点事業を紹介。 

・機関誌等でよろず支援拠点をＰＲして

もらう等の連携を促進。（全国中小企業

団体中央会「中小企業と組合」、日本屋

根経済新聞社「日本屋根経済新聞」等） 

・よろず支援拠点の成果事例集を作成

（５２事例）し、関係機関に配布（６

７先、約９,６９０部）。併せて、機構

ホームページで公開。 

・よろず支援拠点事業の理解促進を図る

ため、ホームページで支援事例や支援

実績等の情報を適宜発信。 

 

○各拠点の評価の実施 

・４年度評価方針を策定及び評価委員会

を全国本部に設置し、各都道府県のよ

ろず支援拠点事業を受託している実施

機関及びチーフコーディネーターへの

ヒアリングや実績確認により定性的・

定量的な観点から評価を実施。 
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・評価にあたっては、顧客満足度調査及

び地域の支援機関による拠点の役立ち

度調査を実施。その結果については、

評価に活用するだけでなく、各拠点に

フィードバックすることにより各拠点

の業務改善に向けた取組を促進。 

 

  ②中小企業大学校

等の研修を通じた

支援能力の向上 

地域の中小企業

支援機関等の支援

人材に対し、実践的

な研修と国の政策

課題に対応した研

修を行う。研修の実

施に当たっては、中

小企業・小規模事業

者の成功事例、機構

や地域の中小企業

支援機関等の支援

事例等を取り入れ

た研修教材を開発

し、実践的な研修を

行う。 

②中小企業大学校

等の研修を通じた

支援能力の向上 

・都道府県や地域の

中小企業支援機関

等の職員等に対し、

支援人材の育成及

び支援能力の向上

を目的とした実践

的な研修や政策課

題に対応した研修

を実施する。研修の

実施に当たっては、

中小企業・小規模事

業者の成功事例等

を取り入れた研修

教材を開発し、演習

等を交えた実践的

な研修をするとと

もに、ＩＴ活用の内

容も含む生産性向

上支援、販路開拓支

援、事業承継などの

政策課題に対応し

た研修も実施する。 

・中小企業等経営強

化法（平成１１年法

律第１８号）第３１

条に規定する認定

経営革新等支援機

関の中小企業支援

能力の向上のため

の研修を実施する。 

・中小企業等経営強

 ②中小企業大学校等の研修を通じた支援

能力の向上 

・都道府県、地域の中小企業支援機関、

および認定経営革新等支援機関等の職

員等に対し、支援人材の育成及び支援

能力の向上を目的とした実践的な研修

や政策課題に対応した研修を、新型コ

ロナウイルスの感染防止策を講じた上

で、実施。研修回数４２６回、受講者

数１０，６０４人（「経営の基盤となる

人材の育成」との合計 研修回数１，

２３２回、受講者数２３，８４２人） 

・中小企業のＩＴ化支援に関する相談対

応能力を向上させるため、ＩＴ化の相

談ケースをもとに、対応方法、支援方

法について演習を交えて習得する研修

やＩＴ活用による生産性向上の事例研

究等を交えた研修を実施。 

・中小企業の販路開拓や事業承継等に関

する相談対応力や支援手法習得のた

め、演習等を交えた研修を実施。 

・中小企業経営改善計画策定支援研修の

演習用ケース教材を開発。 

・中小企業等経営強化法における経営革

新等支援機関として認定を受けるため

に必要な専門的知識や実務経験に関す

る認定申請の資格要件を付与するため

の中小企業経営改善計画策定支援研修

を実施。（研修回数１３回、受講者数５

６７人） 

（受講アンケート調査での支援取組例） 

(1)東京校の「小規模企業支援能力向上研

修」を受講して、現状把握・分析・今

後の計画立案ができる経営分析手法を
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化法における経営

革新等支援機関の

認定に必要となる

中小企業経営改善

計画策定支援研修

を実施する。 

・地域の中小企業・

小規模事業者、地域

の中小企業支援機

関等のニーズを把

握しつつ、研修品質

の向上を図るとと

もに、関係機関との

協力・連携等の取組

により研修の受講

促進を図ることで、

第４期中期目標に

対応する２０２２

年度の受講者の総

数を１５，３００人

以上とする。（再掲 

 

学び、企業支援に役立った。 

 

■中小企業・小規模事業者向け及び中小

企業支援機関等向け研修受講者数合計

（再掲） 

研修回数１，２３２回 

受講者数２３，８４２人 

研修受講者の役立ち度９８．０ 

  ③情報収集・提供の

積極的な推進 

中小企業・小規模事

業者の経営環境や

業況の把握、支援事

例や先進事例の成

功要因等に関する

調査・研究を行い、

中小企業・小規模事

業者や地域の中小

企業支援機関等に

対し、中小企業・小

規模事業者の経営

課題に即応するた

めに必要な情報提

供を行う。 

③情報収集・提供の

積極的な推進 

・中小企業・小規模

事業者の景気動向

を業種別・地域別に

把握するための「中

小企業景況調査」を

行うとともに、調査

結果の更なる活用

と、集計等業務の再

構築を進めるほか、

調査業務の効率化

を検討する。また、

政策課題や支援の

あり方に関する調

査を実施しＷｅｂ

等での情報提供を

行う。 

 

 ③情報収集・提供の積極的な推進 

○中小企業景況調査 

・約１９，０００社の中小企業を対象に

四半期毎に業況判断、売上高、経常利

益等の動向を産業別・地域別等に把握

する「中小企業景況調査」を実施し、

全国及び地域別の結果を公表。 

・調査結果は、中小企業白書に活用され

たほか、日本銀行、総務省統計局、地

方公共団体等に提供。 

 提供先数 １，５２２機関 

 マスメディア掲載件数 延べ６４件 

 

○政策課題や支援のあり方に関する調査 

・中小企業の経営課題に関する最新の情

報や支援ノウハウ、経営ノウハウ等に

関する調査研究を実施。また、機構の

業務に関する政策課題や、施策の有効

性に関する調査研究を実施。 
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（調査研究テーマ） 

・中小企業のＤＸ推進に関する調査 

・中小企業における円安の影響に関する

調査 

・中小企業のＳＤＧｓ推進に関する実態

調査 

 マスメディア掲載件数 延べ１６件 

・２６年度までに作成した中小企業診断

士養成課程向けのケース教材について

は、中小企業診断士養成研修で活用の

ほか、教育機関等に提供。 

 提供回数 ２５回 

 

 （４）中小企業・小

規模事業者の連携・

共同化、経営の革

新、産業集積活性化

の促進 

中小企業・小規模

事業者の生産性向上

のための連携・共同

化、経営の革新の取

組に対し、機構は、

高度化事業の周知・

支援能力向上研修の

強化やこれまでの事

業で培ったノウハウ

を最大限活かすこと

を通じて、新規案件

の組成促進を図ると

ともに、都道府県等

と連携して事業成果

向上のための診断・

助言と資金支援を行

う。  

また、中心市街

地・商店街等が地域

社会・経済に果たす

役割を踏まえ、これ

らの活性化の支援

を行う。 

（４）中小企業・小

規模事業者の連携・

共同化、経営の革

新、産業集積活性化

の促進 

①高度化事業の推

進（都道府県等と連

携・協働した診断・

助言と資金支援） 

都道府県等と連

携・協働して、中小

企業・小規模事業者

の生産性向上等の

ための連携・共同

化、経営の革新を資

金面から支援する。

そのため、中小企

業・小規模事業者、

地域の中小企業支

援機関等への事業

周知活動の強化、都

道府県等の診断等

の支援能力向上の

ための研修等の充

実を図るほか、これ

までに培った診断

等の経験とノウハ

ウを最大限に活か

（４）中小企業・小

規模事業者の連携・

共同化、経営の革

新、産業集積活性化

の促進 

①高度化事業の推

進（都道府県等と連

携・協働した診断・

助言と資金支援） 

・都道府県等と連

携・協働して、中小

企業・小規模事業者

の生産性向上等の

ための連携・共同

化、経営の革新を資

金面と経営支援の

面から支援する。 

特に、中小企業・小

規模事業者の経営

課題の解決に向け

た高度化事業実施

事例を発信するな

ど事業周知活動を

強化するとともに、

都道府県等を対象

とした診断等の支

援能力向上のため

の研修等を企画・開

 （４）中小企業・小規模事業者の連携・

共同化、経営の革新、産業集積活性化の

促進 

■制度の普及・ＰＲ及び現地支援 

○説明会・研修の実施 

・支援機関職員を対象とした東京校での

研修において、高度化事業の貸付制度

について講義。 

・支援機関職員、中小企業組合等に対し

て現地またはＷＥＢにより高度化事業

の説明会を開催（計１８回） 

○都道府県と連携した診断・助言の実施 

・実施計画作成等についての診断・助言

を実施（支援件数１５件、支援先１３

先、支援日数１２１人日）。 

 

■個人・法人保証に依存しない債権保全

手段 

・３年２月に、個人・法人保証を劣後さ

せ債務者から要請があった場合に限定

する目的で作成した「都道府県の債権

保全に係る運用指針」に追随する形で、

各都道府県が貸付規則等を変更するよ

う助言と情報提供を実施。 

・２６都道府県（３／３１現在）の貸付

規則で、金融機関保証による債権保全

方法を規定している。 

・全国卸商業団地協同組合連合会、全国
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し、事業計画の構想

段階から都道府県

等と連携し相談・助

言等を積極的に行

い、新規案件を組成

する。 

また、貸付先の経営

状況を把握するこ

とにより、経営支援

が必要な貸付先に

対しては、都道府県

等と連携し、相談・

助言及び専門家の

派遣等を行い、経営

状況の改善に努め

る。 

催し、中小企業者・

小規模事業者が高

度化事業を円滑に

実施できるための

基盤整備を図る。 

また、高度化事業の

利用が見込まれる

中小企業・小規模事

業者に対しては、事

業構想の初期段階

から都道府県、中小

企業団体中央会等

の中小企業支援機

関、株式会社商工組

合中央金庫（以下、

商工中金）等の金融

機関等と連携して

説明会、相談助言、

専門家の派遣を実

施するなど、構想の

具体化から事業実

施計画の策定まで

を支援し、案件組成

につなげる。事業者

が策定した事業計

画に対しては相談

助言・診断助言、経

営サポート事業等

を通じてブラッシ

ュアップや計画ど

おりの事業実現を

支援する。 

・個人・法人保証に

依存しない債権保

全手段となるよう、

令和２年度に改正

した「都道府県の債

権保全に係る運用

指針」について、中

小企業庁及び全国

卸商業団地協同組

工場団地協同組合連合会が主催する会

議等で、その趣旨等を説明。 

商団連：ブロック会議（７回） 

事務局長会議（１回） 

工団連：ブロック会議（５回） 

役員意見交換会（１回） 

共同店舗連盟：意見交換会（１回） 

 

■４年度貸付実績 

○一般高度化事業 

貸付決定額 ５９．０億円、貸付決定先１

９先 

※うち貸付決定額３．１億円、貸付決定

先１件は貸付決定後に取下げ申請あ

り。 

資金交付額 ４９．９億円、資金交付先

１４先 

○小規模企業者等設備貸与事業の着実な

実施 

・小規模企業者等に対する設備貸与制度

（割賦・リース事業）の実施に必要な

財源の一部として、１２道府県に対し

て ２５．８億円を貸付け。 

・小規模企業者等に対して、４０６件、

５３．２億円の設備貸与（割賦・リー

ス）を決定。 

 

■貸付先へのフォローアップ体制と経営

支援 

○成果調査の実施 

・貸付後一定期間（３年）経過した利用

者に対する事業目的の達成度、有効度、

満足度に関する高度化成果調査を実

施。 

・３０年度貸付先に対するアンケート調

査結果 

目的達成度１００．０％（４年度訪問

７先による結果） 

（事業者の声） 

・事業者は「施設・店舗の更新・拡張」

や「狭隘化の解消」などを目的に高度



55 

 

合連合会、全国工場

団地協同組合連合

会と連携して、その

主旨の浸透や金融

機関保証の導入事

例の共有を図る。 

 

化事業を実施。「組合の求心力や組合員

の結束力が高まった」「省エネ等環境対

策を実感できた」等、事業者の経営課

題の解決が図られたなどの調査結果を

得た。 

 

  ②中心市街地、商店

街等への支援 

中心市街地・商店

街等が地域社会・経

済に果たす役割を

踏まえ、これらの活

性化の支援を行う。 

②中心市街地、商店

街等への支援 

・中心市街地や商店

街等が抱える課題

の解決を支援する

ため、その解決に資

する情報提供を行

う。さらに、必要に

応じ、中心市街地活

性化協議会等に対

して、外部専門家を

派遣し適切な助言

等を行うほか、中心

市街地の活性化に

資する事業等に対

し、効率性を高める

ため、外部専門家を

中心とした支援体

制で支援を行う。 

 

 ②中心市街地、商店街等への支援 

■情報提供 

まちづくり推進室内に設置されている

「中心市街地活性化協議会支援センタ

ー」の活動含め、以下の情報提供を実

施。 

・中心市街地活性化協議会等からの相談

受付：２４２件 

・まちづくりサイト「まちかつ」からの

情報提供：３０５，４１４ビュー 

・メルマガ有効配信先数：２３，７３３

先 

・研究会・交流会の開催件数：７回、参

加者１６８名 

■支援実績 

【中心市街地経済活性化診断・サポート

事業】 

○中心市街地活性化協議会の活動に資す

るセミナー等の開催支援やプロジェク

ト形式による長期的な専門家派遣を実

施。 

・巡回支援：７６地域 

・セミナー型支支援：１４地域、開催数

２１回 

・パッケージ型支援：２地域 

【中小企業アドバイザー（中心市街地活

性化）派遣事業】 

○中心市街地活性化に関わる様々な課題

解決を推進するため、相談内容に精通

した専門家の派遣を実施。 

・支援回数：１１地域、２８回 

・アドバイスの役立ち度：１００．０％ 
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   ③その他 

・産業用地事業の全

ての用地に企業立

地画実現したこと

を踏まえ、事業終了

に向けた取組みを

着実に実施する。 

 

 ③その他 

・未譲渡となっている賃貸用地につい

て、賃貸先企業と譲渡に関する協議を、

継続して行った。 

  

 【指標２－１】 

・中期目標期間にお

いて、ＩＴプラット

フォームを活用し

た中小企業支援機

関数を６，２００機

関以上とする。【基

幹目標】（新規設定） 

 

 

 

【指標２－２】 

・中期目標期間にお

いて、機構が支援し

たＩＴ導入促進支

援者数を２８，００

０人以上とする。

（新規設定） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【指標２－１】 

・中期目標期間にお

いて、ＩＴプラット

フォームを活用し

た中小企業支援機

関数を６，２００機

関以上とする。【基

幹目標】（新規設定） 

 

 

 

【指標２－２】 

・中期目標期間にお

いて、機構が支援し

たＩＴ導入促進支

援者数を２８，００

０人以上とする。

（新規設定） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【指標】 

・ＩＴプラットフォ

ームを活用した中

小企業支援機関数：

１，６００機関以上

【基幹目標】 

 

 

 

 

 

 

・機構が支援したＩ

Ｔ導入促進支援者

数：６，６２９人以

上 

 

 

 

・窓口相談の役立ち

度：７０％以上 

・ハンズオン支援に

おける支援先企業

の課題解決率：７

０％以上 

・ハンズオン支援に

おける支援先企業

の「売上高」又は「経

常利益」の伸び率：

中小企業実態基本

調査のデータを１

割以上、上回る 

 

 【指標】 

・ＩＴプラットフォームを活用した中小

企業支援機関数：２，００９機関【基

幹目標】 

 

 

 

 

 

 

 

 

・機構が支援したＩＴ導入促進支援者

数：９，５０２人 

 

 

 

 

 

・窓口相談の役立ち度：９９．１％ 

 

・ハンズオン支援における支援先企業の

課題解決率：９７．５％ 

 

 

・ハンズオン支援における支援先企業の

「売上高」又は「経常利益」の伸び率 

売上高の伸び率：０．４％ 

経常利益の伸び率：１９．１％ 

（参考指標） 

・「中小企業実態基本調査」（中小企業庁

調べ）結果による中小企業（法人）の

売上高等の状況（３０年度調査と４年

【指標】 

■ＩＴプラットフォームを活用した中小企

業支援機関数（基幹目標） 

インボイス等の喫緊の政策課題を受け税理

士法人へのアプローチの強化や IT プラッ

トフォーム（ITPF）のコンテンツの充実など

により、ＩＴプラットフォームの活用支援機

関数は目標１６００機関以上に対し２，００

９機関、（目標達成率１２５．５％）を達成。 

また、直近過去２年実績平均との比較におい

ても１２０．４％を達成。 

 

■機構が支援したＩＴ導入促進支援者数 

支援機関の関心が高いテーマ設定、オンデマ

ンドでの提供等受講者の利便性向上に取組

んだ結果、機構が支援したＩＴ導入促進支援

者数は目標の６，６２９人以上に対して９，

５０２人（目標達成率１４３．３％）と大き

く目標を上回る実績を達成。また、直近過去

２年実績平均との比較においても１３３．

２％を達成。 
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【指標２－３】 

・中小企業大学校が

実施する研修に研

修生を派遣した企

業に対して、研修終

了の一年経過後に

フォローアップ調

査を実施し、研修生

が研修内のゼミナ

ールで取り上げた

自社の課題研究テ

ーマについて、「自

社に持ち帰った課

題を解決済み、又は

取組中」と回答した

企 業 の 比 率 を ８

０％以上とする。

（新規設定） 

 

【指標２－４】 

・中期目標期間にお

いて、中小企業大学

校等による中小企

業・小規模事業者向

け及び中小企業支

援機関等向け研修

受講者数を７．５万

人以上とする。（前

中期目標期間実績

（２０１７年度末

実績）：２０．７万人

（無料セミナー及

び無料研修含む。無

料分除くと５．６万

人。）） 

 

 

 

【指標２－３】 

・中小企業大学校が

実施する研修に研

修生を派遣した企

業に対して、研修終

了の一年経過後に

フォローアップ調

査を実施し、研修生

が研修内のゼミナ

ールで取り上げた

自社の課題研究テ

ーマについて、「自

社に持ち帰った課

題を解決済み、又は

取組中」と回答した

企 業 の 比 率 を ８

０％以上とする。

（新規設定） 

 

【指標２－４】 

・中期目標期間にお

いて、中小企業大学

校等による中小企

業・小規模事業者向

け及び中小企業支

援機関等向け研修

受講者数を７．５万

人以上とする。（前

中期目標期間実績

（２０１７年度末

実績）：２０．７万人

（無料セミナー及

び無料研修含む。無

料分除くと５．６万

人。）） 

 

 

 

 

 

・中小企業大学校が

実施する研修に研

修生を派遣した企

業に対して、研修終

了の一年経過後に

フォローアップ調

査を実施し、研修生

が研修内のゼミナ

ールで取り上げた

自社の課題研究テ

ーマについて、「自

社に持ち帰った課

題を解決済み、又は

取組中」と回答した

企業の比率：８０％

以上 

 

 

・中小企業大学校等

による中小企業・小

規模事業者向け及

び中小企業支援機

関等向け研修受講

者数：１５，３００

人以上 

 

 

 

 

 

 

 

 

・地域の中小企業支

援機関等向け講習

会による受講機関

度調査の比較） 

売上高の伸び率：－９．７％ 

経常利益の伸び率：５．６％ 

 

 

・中小企業大学校が実施する研修に研修

生を派遣した企業に対して、研修終了

の一年経過後にフォローアップ調査を

実施し、研修生が研修内のゼミナール

で取り上げた自社の課題研究テーマに

ついて、「自社に持ち帰った課題を解決

済み、又は取組中」と回答した企業の

比率：９６．２％ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・中小企業大学校等による中小企業・小

規模事業者向け及び中小企業支援機関

等向け研修受講者数：２３，８４２人

以上 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・地域の中小企業支援機関等向け講習会

による受講機関の課題解決率：９９．

１％ 

 

 

 

 

 

■中小企業大学校が実施する研修に研修生

を派遣した企業に対して、研修終了の一年経

過後に丁寧な受講者フォローアップ等によ

る研修効果の向上策等に取り組んだ結果、目

標８０％以上に対して９６．２％（目標達成

率１２０．２％）を達成。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■中小企業大学校等による中小企業・小規模

事業者向け及び中小企業支援機関等向け

研修受講者数 

多様な研修をオンライン等の受講者のニー

ズに合わせて提供した結果、中小企業者・支

援者研修受講者数は過去最高。目標１５，３

００人以上に対して２３，８４２人（目標達

成率１５５．８％）を達成。 
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の課題解決率：７

０％以上 

・地域の中小企業支

援機関等向け講習

会の受講者数：６，

０００人以上 

・よろず支援拠点向

け研修による受講

機関の課題解決率：

７０％以上 

・よろず支援拠点向

け研修の受講者数：

６００人以上 

 

 

・地域の中小企業支援機関等向け講習会

の受講者数：１８，４０４人 

 

 

・よろず支援拠点向け研修による受講機

関の課題解決率：９７．９％ 

 

 

・よろず支援拠点向け研修の受講者数：

１，８７５人 

 

 

 

注５）複数の項目をまとめて作成する場合には、適宜行を追加し、項目ごとに評定と評定に至った理由を明記。ただし、「主な評価指標」や「業務実績」欄については、複数の項目にまたがってまとめて記載することが可能 

４．その他参考情報 
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様式１－１－４－１ 中期目標管理法人 年度評価 項目別評定調書（国民に対して提供するサービスその他業務の質の向上に関する事項）様式１．当事務及び事業に関する基本情報 

１―３ 新事業展開の促進・創業支援、事業再構築支援 

業務に関連する政策・施

策 

イノベーションや地域活性化の担い手の創出・成長などイノベーシ

ョンや地域経済の競争力強化・活性化に資する観点から、新たな成

長発展を目標とする中小企業・小規模事業者に投資を行うファンド

の組成、インキュベーション施設の入居企業に対する新事業創出に

向けた事業化の促進等、地域中核企業等の創出のためのベンチャー

企業等に対する支援ネットワークの構築と機構の多様な支援ツー

ル等を活用した資金調達及び事業提携並びに事業再構築等の実現

に向けた支援等。 

当該事業実施に係る根拠（個

別法条文など） 

独立行政法人中小企業基盤整備機構法第１５条第１項第１号、２号、５号、

６号、９号、１５号、２１号、２４号 

当該項目の重要度、困難

度 

【重要度：高】国内の少子高齢化や市場縮小等により、国内市場を

取り巻く環境が変化するなか、中小企業・小規模事業者が成長・

発展していくためには、海外需要を獲得することがより重要で

ある。また、日本の開業率の向上や日本経済を牽引するイノベ

ーションの担い手であるベンチャー企業の創出に向けた貢献

を図るため、地域を牽引する中小企業の創出が重要である。さ

らに、ウィズコロナ・ポストコロナの時代の経済社会の変化に

事業者が適応し、新常態において事業者が成長できる環境を整

備することが重要である。  

【難易度：高】海外企業との取引は、コスト、言語、商習慣、各種

規制、法務、税務の問題など、海外市場独特の参入障壁から難

易度が高い。また、ベンチャー企業の創出についても、上場に

至る年数は企業によりバラつきがあることや経済変動に左右

されることから、難易度が高い。さらに、事業再構築には新分

野への展開や新たな業態への転換といった思い切った取組が

必要であることから、難易度が高い。 

関連する政策評価・行政事業

レビュー 

行政事業レビューシート番号 ０３７８ 

注１）重点化の対象としない項目については、法人の業務管理に活用しやすい単位ごとに、複数の項目をまとめて作成することが可能 

２．主要な経年データ 

 ①主要なアウトプット（アウトカム）情報   ②主要なインプット情報（財務情報及び人員に関する情報） 

指標等 達成目標 基準値 

（前中期

目標期間

最終年度

値等） 

元 

年度 

２ 

年度 

３ 

年度 

４ 

年度 

５ 

年度 

  元 

年度 

２ 

年度 

３ 

年度 

４ 

年度 

５ 

年度 

中小企業・小規模

事業者と海外企業

との商談会終了後

の成約率 

【基幹目標】 

中期目標期

間の最終年

度に成約率

３３％以上 

令和４年度

 ４０．１％ ３０．８％  ３８．９％ ７１．０％   予算額（千円） 37,165,570 

千円 

27,726,173 

千円 

1,791,658,538 

千円 

1,830,847,983 

千円 
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３３％以上 

 

海外展開支援企業

数 

中期目標期

間において

２万社以上 

令和４年度

４，０００社

以上 

 ５，２０２

社 

５，３６８

社 

５，７２５

社 

８，４４２

社 

  決算額（千円） 33,960,656 

千円 

36,277,334 

千円 

60,079,702 

千円 

534,884,030 

千円 

 

機構が出資したフ

ァンドの投資先の

中期目標期間にお

ける上場時の時価

総額が５０億円以

上となる割合 

新興市場全

体の同割合

を、２割以

上、上回る 

 ５．６割 ４．７割 ２．６割 ２．３割   経常費用（千円） 8,935,550 

千円 

7,667,331 

千円 

19,756,027 千

円 

424,451,176

千円 

 

起業支援ファンド

及び中小企業成長

支援ファンド新規

組成数 

中期目標期

間において

４０本以上 

令和４年度

８本以上 

 １０本 １２本 １０本 １０本   経常利益（千円） 1,345,044 

千円 

29,857,760

千円 

5,713,827 千

円 

8,843,058 

千円 

 

         行政コスト（千

円） 

8,994,508 

千円 

8,083,859 

千円 

19,772,071 千

円 

424,554,338

千円 

 

         従事人員数 ７１５人の

内数 

７２７人の

内数 

７３１人の内

数 

７４９人の内

数 

 

注２）複数の項目をまとめて作成する場合には、適宜行を追加し、項目ごとに主要な経年データを記載                       注３）予算額、決算額は支出額を記載。人件費については共通経費分を除き各業務に配賦した後の金額を記載 

注４）上記以外に必要と考える情報があれば欄を追加して記載しても差し支えない 

 

３．各事業年度の業務に係る目標、計画、業務実績、年度評価に係る自己評価及び主務大臣による評価 

 中期目標 中期計画 年度計画 主な評価指

標 

法人の業務実績・自己評価 主務大臣による評価 

業務実績 自己評価 

 ３．新事業展開の

促進・創業支援、事

業再構築支援 

更なる人口減

少、国内市場の縮

小を踏まえると、

中小企業・小規模

事業者が成長・発

展していくために

は、新たな事業展

開や需要の取り込

みが必要となって

３．新事業展開の

促進・創業支援、

事業再構築支援 

更なる人口減

少、国内市場の縮

小を踏まえると、

中小企業・小規模

事業者が成長・発

展していくために

は、新たな事業展

開や需要の取り込

みが必要となって

３．新事業展開の

促進・創業支援、

事業再構築支援 

 

＜主な定量的

指標＞ 

【指標３－１】 

・中期目標期間

において、中小

企業・小規模事

業者と海外企

業との商談会

終了後の成約

率（商談継続中

を含む。）を最

終年度に成約

 ＜評定と根拠＞ 

評定： Ｂ 

根拠：  

中期目標・中期計画上の指標に基づく数値

目標４項目において目標を達成。海外展開支

援先企業数、商談会終了後の成約率（商談継

続中を含む）及び起業支援・中小企業成長支

援ファンド新規組成本数の項目で達成率１

２０％以上の実績を達成。機構が出資したフ

ァンドの投資先の中期目標期間における上

場時の時価総額が５０億円以上となる割合

が新興市場全体の同割合を上回る割合が２．

評定 B 

＜評定に至った理由＞ 

所期の目標を達成していると認められること

から「B」評定と判断。 

 

＜指摘事項、業務運営上の課題及び改善方策＞ 

－ 

 

＜その他事項＞ 

（経営に関する有識者からのコメント） 

・世界的なコロナ禍による海外活動が萎縮され

る中にあって海外展開支援先企業数が大きく
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おり、これらの企

業が成長分野への

展開や成長著しい

海外市場等を獲得

し新たな付加価値

を創出することを

支援することによ

り、第４次産業革

命技術の社会実装

による「Ｓｏｃｉ

ｅｔｙ５．０」の実

現や「Ｃｏｎｎｅ

ｃｔｅｄ Ｉｎｄ

ｕｓｔｒｉｅｓ」

への変革などを図

っていくことが重

要である。  

そのため、特に

海外展開において

は、「未来投資戦略

２０１８」におい

て、２０２０年ま

でに中堅・中小企

業等の輸出額及び

現地法人売上高の

合計額２０１０年

比２倍を目指すこ

と及び中小企業の

海外子会社保有率

を２０２３年まで

に、２０１５年比

で１．５倍にする

ことを掲げたとこ

ろ。 

こうした状況を

踏まえ、機構は、海

外企業とのビジネ

スマッチングを推

進するなどイノベ

ーションや地域経

済の競争力強化・

おり、これらの企

業が成長分野への

展開や成長著しい

海外市場等を獲得

し新たな付加価値

を創出することを

支援することによ

り、第４次産業革

命技術の社会実装

による「Ｓｏｃｉ

ｅｔｙ５．０」の

実現や「Ｃｏｎｎ

ｅｃｔｅｄ Ｉｎ

ｄｕｓｔｒｉｅ

ｓ」への変革など

を図っていくこと

が重要である。 

そのため、政府

は、特に海外展開

においては、「未

来投資戦略２０１

８」において、２

０２０年までに中

堅・中小企業等の

輸出額及び現地法

人売上高の合計額

２０１０年比２倍

を目指すこと及び

中小企業の海外子

会社保有率を２０

２３年までに、２

０１５年比で１．

５倍にすることを

掲げたところ。 

こうした状況を

踏まえ、機構は、

イノベーションや

地域経済の競争力

強化・活性化に資

する観点から、中

小企業・小規模事

率３３％以上

とする。【基幹

目標】（新規設

定） 

 

【指標３－２】 

・中期目標期間

において、海外

展開支援企業

数を２万社以

上とする。（２

０１５～２０

１７年度実績：

１．１万社） 

 

【指標３－３】 

・機構が出資し

たファンドの

投資先の中期

目標期間にお

ける上場時の

時価総額が５

０億円以上と

なる割合が、新

興市場全体の

同割合を、２割

以上、上回るこ

ととする。（新

規設定）（［参

考］２０１４～

２０１７年：

１．８割） 

 

【指標３－４】 

・中期目標期間

において、起業

支援ファンド

及び中小企業

成長支援ファ

ンド新規組成

数（事業承継フ

３割（目標達成率１１５%）を達成。 

新事業展開の促進・創業支援については、 

イノベーションの促進や地域経済の競争力

強化・活性化の観点から、新事業展開の促進・

創業支援が極めて重要との認識で、中小企業

事業者の海外展開やベンチャー・スタートア

ップへの支援を行った。具体的には、中小企

業・小規模事業者の国内外での販路開拓を支

援するＷｅｂマッチングサイトによるビジ

ネスマッチング、これと連動した展示会・商

談会の実施、中小企業・小規模事業者のｅコ

マース活用のための支援、成長が見込まれる

中小企業・小規模事業者が行う新事業展開へ

の支援等を行った。また、イノベーションの

担い手の創出に資する観点から、中小企業・

小規模事業者へのリスクマネー供給を円滑

化するため、新たな成長発展を目指す中小企

業・小規模事業者に投資を行うファンドの組

成、機構が保有するインキュベーション施設

の入居企業に対する成長分野への参入及び

新事業創出に向けた事業化の促進、地域中核

企業等の創出のためのベンチャー企業等に

対する支援ネットワークの構築と機構の多

様な支援ツール等を活用した資金調達及び

事業提携等の実現に向けた支援、創業者及び

地域の創業支援機関等に対する支援施策・成

功事例等に関する情報提供、起業の準備者へ

のＡＩ・ＩＴを活用した情報提供・助言、中

小企業大学校施設を活用した創業者の育成

等を実施した。 

 

（１）海外展開支援 

  海外展開支援先企業の発掘に向けて、事

業再構築補助金の採択先の他、支援機関と

の連携により各地域で海外展開候補とな

る企業をリストアップし、プッシュ型で個

別アプローチを実施。また、ビジネスマッ

チングサイト「J-GoodTech（ジェグテッ

ク）」の登録企業のうち海外展開を希望す

る事業者に対し、海外向け事業紹介ページ

の作成支援やアドバイスを行った。 

増加していることは、機構による丁寧な情報

提供と徹底した伴走支援の賜物と高く評価で

きる。 

・スターアップ企業の資金調達においては直接

投資による支援が不可欠であり、特に成長型

産業の支援では機構のファンドは大きな成果

を上げていると拝察する。 

・海外展開支援先企業数は大幅超過達成、商談

会終了後の成約率も高い水準を達成してい

る。支援先へは個別アプローチを展開し、他の

機関と連携して需要の掘り起こし及び支援実

施を行っている点など高く評価出来る。 
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活性化に資する観

点から、国内外で

の販路開拓を支援

するＷｅｂマッチ

ングサイトによる

ビジネスマッチン

グ、これと連動し

た展示会・商談会

の実施、ｅコマー

ス活用のための支

援、成長が見込ま

れる中小企業・小

規模事業者が行う

新事業展開への支

援等を行う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

また、日本の開

業者の国内外での

販路開拓を支援す

るＷｅｂマッチン

グサイトによるビ

ジネスマッチン

グ、これと連動し

た展示会・商談会

の実施、中小企

業・小規模事業者

のｅコマース活用

のための支援、成

長が見込まれる中

小企業・小規模事

業者が行う新事業

展開への支援等を

行う。 

令和２年度補正

予算（第１号）に

より追加的に措置

された交付金につ

いては、「新型コ

ロナウイルス感染

症緊急経済対策」

（令和 2年 4月 7

日閣議決定）に基

づいて措置された

ことを認識し、中

小企業デジタル化

応援隊事業に活用

する。（再掲） 

令和２年度補正

予算（第１号）に

より実施する事業

は令和２年度の途

中から講じられる

が、同年度及びそ

れ以降の業務実績

等報告書に実施状

況を記載する。 

 

また、日本の開

ァ ン ド を 除

く。）を４０本

以上とする。

（前中期目標

期間実績（２０

１７年度末実

績）：５３ファ

ンド（うち、第

４期中期目標

期間には対象

としない事業

承継ファンド

１ １ 本 を 含

む。）） 

 

【指標３－５】 

・中期目標期間

終了時におい

て、中小企業等

事業再構築促

進事業により

事業再構築に

取り組んだ事

業者のうち、付

加価値額又は

従業員１人当

たり付加価値

額の年率平均

増加率が３．

０％以上とな

る者の割合を

５割以上とす

る。【基幹目標】 

 

＜目標水準の

考え方＞ 

○指標３－１

について 

商談会を通じ

て、海外での販

路開拓や現地

  さらに、令和４年１２月より経済産業

省、中小企業庁、日本貿易振興機構と連携

し、「新規輸出１万者支援プログラム」に

着手。全国の商工会や商工会議所、金融機

関等とも協力し、輸出に関心のある企業の

掘り起こし、専門家による輸出相談を実

施。日本政策金融公庫、日本貿易保険とも

連携を深め、中小企業との海外展開支援を

課題やニーズの把握から、事業計画策定、

金融支援、リスク対応等まで一体的に実

施。 

  これらの取組により、海外展開支援先企

業数は８，４４２社と過去最高を達成(目

標達成率２１１．０％、過去２年平均比１

５２．２％)。 

海外ＣＥＯ商談会の成約率向上に向け

て、海外政府機関等と連携し、日本企業の

輸出や売上拡大に繋がるよう、日本製品の

購入や発注を希望する海外企業を発掘し、

商談の機会を設定。商談に向けて、ジェグ

テックによる事前マッチングを活用した

商談目的の共有化を図ったほか、商談時の

ポイントや留意点について事前アドバイ

スを実施し、商談の確度が向上した。 

以上の取組により、商談会後の成約率

（商談継続中を含む）は、７１．０％と大

幅に目標を達成(目標達成率２１５．１％、

過去２年平均比２０３．７％)。 

 

（２）起業・創業・成長支援 

  ファンド GP 候補の案件相談から出資審

査に至るプロセスの合理化により、相談対

応件数を２５３件（前年比１７０％）とす

るなど、ファンドの新規組成の迅速化を図

った結果、目標を上回る１０本の新規組成

を達成（目標達成率１２５．０％）。 

  また、ファンド GP と１，０３０回に及

ぶ情報交換を行い、ファンド GP を通じて

投資先企業に対し、販路開拓等の機構の支

援策を紹介するなど企業価値を高める取

組を行い、より大きな IPOを目指したサポ
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業率は、微増傾向

ではあるものの４

～５％で推移し、

直近の２０１６年

度に５．６％まで

改善するも、「開

業率１０％を目指

す」とする日本再

興戦略に掲げる目

標の達成に向け、

より一層の取組が

不可欠となってい

る。 

そのため、「未

来投資戦略２０１

８」においては、

創業支援等によ

り、健全な新陳代

謝を促していくこ

とを掲げたとこ

ろ。特に、イノベ

ーションの担い手

であるベンチャー

企業については、

企業価値又は時価

総額が１０億ドル

以上となる、未上

場ベンチャー企業

（ユニコーン）又

は上場ベンチャー

企業の創出を２０

２３年までに２０

社創出という目標

を掲げた。  

こうした状況を

踏まえ、機構は、イ

ノベーションや地

域活性化の担い手

の創出・成長など

イノベーションや

地域経済の競争力

業率は、微増傾向

ではあるものの４

～５％で推移し、

直近の２０１６年

度に５．６％まで

改善するも、「開

業率１０％を目指

す」とする日本再

興戦略に掲げる目

標の達成に向け、

より一層の取組が

不可欠となってい

る。 

そのため、政府

は、「未来投資戦

略２０１８」にお

いては、創業支援

等により、健全な

新陳代謝を促して

いくことを掲げた

ところ。特に、イ

ノベーションの担

い手であるベンチ

ャー企業について

は、企業価値又は

時価総額が１０億

ドル以上となる、

未上場ベンチャー

企業（ユニコー

ン）又は上場ベン

チャー企業の創出

を２０２３年まで

に２０社創出とい

う目標を掲げた。 

こうした状況を

踏まえ、機構は、

イノベーションや

地域活性化の担い

手の創出・成長な

どイノベーション

や地域経済の競争

拠点の設立の

実現を支援す

る。商談内容に

は、製品販売以

外に、合弁会社

設立、代理店契

約、技術提携、

製造委託など

も含まれ、成約

まで数年要す

ることもある

ため、商談継続

も含めた目標

値として、３

３％以上を目

指す難易度の

高い目標であ

る。 

 

○指標３－２

について 

基幹目標の達

成に向け、中小

企業・小規模事

業者の海外展

開への取組を

補完・支援する

ため、機構の海

外展開支援ツ

ールの複合的

な活用促進を

図る。海外展開

を初めて志す

者への相談対

応から、海外と

の取引開始に

至るまで一貫

したハンズオ

ン支援を行う。

基幹目標に寄

与する重要性

ートを実施した結果、４年度は上場時の時

価総額が５０億円以上となる割合の目標

を達成。 

  さらに、ウクライナ危機や世界経済の先

行きの不透明感を背景とする市場の冷え

込み等により IPO を先送りする動きも見

られる中、上場までに必要となる資金調達

として、デットファイナンスに対するニー

ズに応えるべく、ベンチャーデット債務保

証制度の新規案件創出に向けたアプロー

チも本格実施し、４件の債務保証契約を締

結（８２．６億円）。 

 

（３）事業再構築支援 

新型コロナウイルス感染症による売上

減少や人手不足、物価高等で厳しい事業環

境に置かれている中小企業等の新分野展

開、事業転換、業種転換、業態転換又は事

業再編の事業再構築の取組を事業再構築

補助金により支援。4年度、３２回公募を

実施し、５．１万件の申請を受付け、２．

５万件（５，６１１億円）を採択。 

補助金制度に加え、事業再構築に取り組

む中小企業等を資金面とソフト面の両面

で支援。機構の支援ツール（ハンズオン支

援等）による複合的な支援を行い、事業再

構築の実効性を高める取組を実施。 

また、補助金採択者のデータを活用した

プッシュ型支援を推進。中小企業大学校に

おける人材支援や支援機関への支援にお

いて、事業者及び支援機関に対する事業再

構築のための研修・講習会を実施した。 

 

 

以上、各業務において着実に目標を達成して

いることからＢ評価と判断。 
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強化・活性化に資

する観点から、新

たな成長発展を目

標とする中小企

業・小規模事業者

に投資を行うファ

ンドの組成、イン

キュベーション施

設の入居企業に対

する新事業創出に

向けた事業化の促

進等、地域中核企

業等の創出のため

のベンチャー企業

等に対する支援ネ

ットワークの構築

と機構の多様な支

援ツール等を活用

した資金調達及び

事業提携等の実現

に向けた支援を行

う。また、創業者及

び地域の創業支援

機関等に対する支

援施策・成功事例

等に関する情報提

供、起業の準備者

へのＡＩ・ＩＴを

活用した情報提

供・助言等を行う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

また、新型コロ

ナウイルス感染症

力強化・活性化に

資する観点から、

中小企業・小規模

事業者へのリスク

マネー供給を円滑

化するための新た

な成長発展を目標

とする中小企業・

小規模事業者に投

資を行うファンド

の組成、機構が保

有するインキュベ

ーション施設の入

居企業に対する成

長分野への参入及

び新事業創出に向

けた事業化の促

進、地域中核企業

等の創出のための

ベンチャー企業等

に対する支援ネッ

トワークの構築と

機構の多様な支援

ツール等を活用し

た資金調達及び事

業提携等の実現に

向けた支援、創業

者及び地域の創業

支援機関等に対す

る支援施策・成功

事例等に関する情

報提供、起業の準

備者へのＡＩ・Ｉ

Ｔを活用した情報

提供・助言、中小

企業大学校施設を

活用した創業者の

育成を行う。 

 

また、新型コロ

ナウイルス感染症

を鑑み、２０１

５～２０１７

年度の実績で

ある１．１万社

の単年度平均

３，８００社の

５年間換算で

ある１．９万社

を上回ること

を目指す。 

 

○指標３－３

について 

ベンチャー支

援強化に係る

政府目標とし

て、「企業価値

又は時価総額

が１０億ドル

以上となる、未

上場ベンチャ

ー企業（ユニコ

ーン）又は上場

ベンチャー企

業を２０２３

年までに２０

社創出」があ

る。 

一方、機構の役

割は、メガベン

チャーの創出

に直接的に貢

献することで

はなく、地域を

牽引していく

にふさわしい

中小企業の創

出に向けて、創

業初期のベン

チャー企業等

に対して資金
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の影響により大き

な打撃を受けた中

小企業・小規模事

業者に対して、国

は、持続化給付金

や家賃支援給付

金、日本政策金融

公庫等による資金

繰り支援等により

雇用維持や事業継

続を図ってきたと

ころである。しか

しながら、新型コ

ロナウイルス感染

症の影響が長期化

し、経済社会構造

が大きく変化する

中では、事業者が

事業再構築に果敢

に挑戦し、ウィズ

コロナ・ポストコ

ロナ時代に対応し

た体制を構築する

ことが必要となっ

ている。  

こうした状況を

踏まえ、令和２年

度第３次補正予算

においては、中小

企業等事業再構築

促進事業が措置さ

れ、新型コロナウ

イルス感染症の影

響を受けた中堅企

業や中小企業・小

規模事業者等が新

分野展開、業態転

換、事業・業種転

換、事業再編又は

これらの取組を通

じた規模の拡大等

の影響により大き

な打撃を受けた中

小企業・小規模事

業者に対して、国

は、持続化給付金

や家賃支援給付

金、日本政策金融

公庫等による資金

繰り支援等により

雇用維持や事業継

続を図ってきたと

ころである。しか

しながら、新型コ

ロナウイルス感染

症の影響が長期化

し、経済社会構造

が大きく変化する

中では、事業者が

事業再構築に果敢

に挑戦し、ウィズ

コロナ・ポストコ

ロナ時代に対応し

た体制を構築する

ことが必要となっ

ている。 

こうした状況を

踏まえ、令和２年

度第３次補正予算

においては、中小

企業等事業再構築

促進事業が措置さ

れ、新型コロナウ

イルス感染症の影

響を受けた中堅企

業や中小企業・小

規模事業者等が新

分野展開、業態転

換、事業・業種転

換、事業再編又は

これらの取組を通

じた規模の拡大等

面及び経営面

から支援すべ

く、ファンドへ

の出資を通じ

てリスクマネ

ーの供給の円

滑化や経営支

援の促進を図

ることにある。 

地域を牽引し

ていく中小企

業の規模は一

般的に時価総

額５０億円程

度と言われて

いることを踏

まえ、「機構が

出資したファ

ンドの投資先

の中期目標期

間における上

場時の時価総

額が５０億円

以上となる割

合が、新興市場

全体の同割合

を、２割以上、

上回る」ことを

目指す。なお、

新興市場全体

とは、ＪＡＳＤ

ＡＱスタンダ

ード、マザー

ズ、ＪＡＳＤＡ

Ｑグロース、ア

ンビシャス、セ

ントレックス、

Ｑ－Ｂｏａｒ

ｄの６市場を

いう。 
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を行う場合に最大

１億円を補助す

る、事業再構築補

助金が創設され

た。機構は本事業

の基金設置法人を

担うことから、本

事業の適切かつ確

実な実施に貢献す

る。また、国及び事

務局と緊密に連携

して、本事業によ

る事業者の取組を

支援する。併せて、

機構の支援ツール

を用いた事業再構

築支援を行う。 

 

 

を行う場合に最大

１億円を補助す

る、事業再構築補

助金が創設され

た。機構は本事業

の基金設置法人を

担うことから、本

事業の適切かつ確

実な実施に貢献す

る。また、国及び

事務局と緊密に連

携して、本事業に

よる事業者の取組

を支援する。併せ

て、機構の支援ツ

ールを用いた事業

再構築支援を行

う。 

令和３年度補正

予算（第１号）に

より追加的に措置

された補助金につ

いては、「コロナ

克服・新時代開拓

のための経済対

策」（令和３年 11

月 19日閣議決

定）に基づき措置

されたことを認識

し、要件の見直し

や新たな申請類型

を創設した中小企

業等事業再構築促

進事業に活用す

る。 

令和３年度補正

予算（第１号）に

より実施する事業

は、令和３年度の

途中から講じられ

るが、同年度及び

○指標３－４

について 

機構からの出

資が民間資金

の呼び水とな

り、ベンチャー

企業、中小企業

等へのリスク

マネーの供給

となることを

目指す。経済環

境の変動によ

って、ファンド

の組成本数は

大きく変動す

る状況下にお

いて、機構は安

定してリスク

マネーの供給

を行うため、前

中期目標期間

と同等の本数

を目標とする。 

 

○指標３－５

について 

中小企業等事

業再構築促進

事業の成果目

標は、事業終了

後３～５年で、

付加価値額の

年率平均３．

０％以上増加

又は従業員一

人当たり付加

価値額の年率

平均３．０％以

上増加に設定

されている。事

業実施期間は
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それ以降の業務実

績等報告書に実施

状況を記載する。 

令和４年度新型

コロナウイルス感

染症対策予備費に

より追加的に措置

された補助金につ

いては、コロナ禍

における「原油価

格・物価高騰等総

合緊急対策」（令

和４年４月 26日

閣議決定）に基づ

き措置されたこと

を認識し、加点措

置や新たな申請類

型を創設した中小

企業等事業再構築

促進事業に活用す

る。    

令和４年度新型

コロナウイルス感

染症対策予備費に

より実施する事業

は、令和４年度の

途中から講じられ

るが、同年度及び

それ以降の業務実

績等報告書に実施

状況を記載する。 

令和４年度補正

予算（第２号）に

より追加的に措置

された補助金及び

出資金について

は、「物価高克

服・経済再生実現

のための総合経済

対策」（令和４年

10月 28日閣議決

２０２１年度

又は２０２２

年度であり、ま

た、事業計画は

３～５年に設

定されている

ため、中期目標

期間終了時（２

０２４年３月）

は事業計画期

間中となるが、

途中時点にお

いても５割以

上の事業者が、

目標とする付

加価値額成長

率又は一人当

たり付加価値

額成長率を順

調に達成して

いることを目

指す。 

 

＜想定される

外部要因＞ 

想定される外

部要因として、

初年度を基準

として、事業遂

行上必要な政

策資源が安定

的に確保され

ること、国内の

政治・経済及び

世界の政治・経

済が安定的に

推移し、着実に

成長すること、

急激な株価や

為替の変動が

ないこと、海外
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定）に基づき措置

されたことを認識

し、以下の事業の

ために活用する。 

・新たな申請類型

の創設、補助上限

額の引上げ、要件

緩和を行う中小企

業等事業再構築促

進事業。 

 ・将来の日本の

雇用・所得・財政

を支える新たな担

い手となるグロー

バルメガスタート

アップを 創出す

るためのグローバ

ルスタートアップ

成長投資事業。  

  令和４年度補正

予算（第２号）に

より実施する事業

は、令和４年度の

途中から講じられ

るが、 同年度及

びそれ以降の業務

実績等報告書に実

施状況を記載す

る。 

における輸入

規制、外資規制

の改善など輸

出環境の整備

が進むことな

どを前提とし、

これら要因に

変化があった

場合には評価

において適切

に考慮する。 

 

 （１）販路開拓・海

外展開支援 

販路開拓・海外

展開による中小企

業・小規模事業者

の成長・発展を支

援するため、中小

企業・小規模事業

者の国内外での販

路開拓を支援する

Ｗｅｂマッチング

サイトによるビジ

（１）販路開拓・海

外展開支援 

販路開拓・海外

展開による中小企

業・小規模事業者

の成長・発展を支

援するため、中小

企業・小規模事業

者の国内外での販

路開拓を支援する

Ｗｅｂマッチング

サイトを運営し、

（１）販路開拓・

海外展開支援 

・優れた製品、技

術、サービス等を

有する国内中小

企業・小規模事業

者と国内外企業

を繋ぐＷｅｂマ

ッチングサイト

「Ｊ－Ｇｏｏｄ

Ｔｅｃｈ（ジェグ

テック)」を運営

（１）販路開拓・海外展開支援 

■Ｗｅｂマッチングサイト「Ｊ－ＧｏｏｄＴ

ｅｃｈ（ジェグテック）」 

・国内中小企業約２３,０００社が活用して

いるビジネスマッチングのプラットフォー

ムＪ－ＧｏｏｄＴｅｃｈ（ジェグテック)を

活用し、輸出・海外展開を希望する中小企

業・小規模事業者へのプッシュ型の支援を

実施。海外企業からの商談を受けるために、

企業ページのブラッシュアップ、英語ペー

ジの作成支援を行うとともに、１,０２４件

の海外案件の WEB マッチング（前年度比約
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ネスマッチング、

販路開拓の実現性

を一層高めるため

のＷｅｂマッチン

グサイトと連動し

た展示会・商談会、

中小企業・小規模

事業者のｅコマー

ス活用のための情

報提供、相談・助

言、民間のＩＴサ

ービス提供事業者

等とのマッチン

グ、Ｗｅｂサイト

を活用した商品の

一括プロモーショ

ン等を行う。  

加えて、機構の海

外展開支援機能を

強化するととも

に、知財を活用し

た海外展開支援に

おける独立行政法

人工業所有権情

報・研修館との連

携、中小企業・小規

模事業者における

高度外国人材活用

時の独立行政法人

日本貿易振興機構

（以下「日本貿易

振興機構」とい

う。）や専門機関へ

のつなぎ、地域の

中小企業支援機関

等との連携・協働

など、他機関とも

連携して海外展開

を積極的に支援す

る。日本貿易振興

機構とは、定期的

優れた製品、技術、

サービス等情報の

検索、自社情報の

大手・中堅企業、中

小企業・小規模事

業者、海外企業へ

の発信、登録企業

間での新規取引や

提携等に関する情

報交換等のＷｅｂ

マッチング支援を

行う。また、販路開

拓の実現性を一層

高めるため、Ｗｅ

ｂマッチングサイ

トと連動した展示

会・商談会等を行

う。なお、展示会・

商談会等において

は、ＡＩ・ＩＴ、医

療・介護分野など

の国内の成長分野

に注力するなど中

小企業・小規模事

業者の販路開拓に

向け工夫を図る。 

また、中小企業・

小規模事業者のｅ

コマース活用等に

よる国内外の販路

開拓を促進するた

め、情報提供、相

談・助言、民間のＩ

Ｔサービス提供事

業者等とのマッチ

ング及びＷｅｂサ

イトを活用した商

品の一括プロモー

ション等を行う。 

加えて、中小企

業・小規模事業者

し、国内外企業と

のＷｅｂを活用

したビジネスマ

ッチングを推進

する。運営に当た

っては、機構の各

種事業や支援機

関による商談会

等との相乗効果

を図るとともに

各種Ｗｅｂコン

テンツの充実や

登録企業による

情報発信の促進、

ＳＮＳを活用し

た情報発信の強

化等によりサイ

トの活用を促進

する。 

５倍）により海外企業とのマッチングサポ

ートを実施（海外展開支援者数２，１５４

社）。 

・大手企業や海外企業等の取引ニーズ獲得

し、中小企業の登録情報の充実、新規登録

の拡大等を通じて、マッチングプラットフ

ォームとして機能を強化。４年度において

は、Ｗｅｂマッチング件数９，８９６件を

達成。 

・政策課題等に対応したマッチングの推進に

ついて、原油高、仕入・原材料費高等への

対策として、ジェグテックを活用したオン

ライン展示会・商談会を６月～１２月まで

開催。オンライン展示会には、７４社が出

展し、約 1 万件の来場があり、オンライン

商談会では、Ｗｅｂマッチング件数が１,５

２８件となった。 

・地域での特長ある取り組みとしては、ＳＤ

Ｇｓなどに焦点をあてたサステナブル・オ

ンライン商談会（関東本部等）、中小企業・

小規模事業者のイノベーション創出を目指

すオープンイノベーション・マッチングス

クエア(関東本部)、関西オープンイノベー

ション・マッチング（近畿本部）、大学との

連携によるイノベーション創出の取り組み

（北陸本部）等を行った。 

 

 

 ・また、海外展開

の実現性をより

一層高めるため、

Ｗｅｂマッチン

グサイトと連動

して、日本の中小

企業・小規模事業

者の３００社以

上を対象にパー

トナーとなる海

外企業との事業

連携を促進する

ための商談会等

 ○海外企業との商談会等を積極的に開催 

■輸出、海外展開を促進する商談会等を実施 

・新型コロナウイルス感染拡大の影響等もあ

ったが、日本の中小企業・小規模事業者の

輸出、海外進出、販路拡大等でパートナー

となりえる海外企業とのオンライン商談会

を実施。 

・海外政府機関等と連携し、日本企業の輸出

や売上拡大につながるよう日本製品の購

入、日本企業への発注を希望する海外企業

等を発掘。また、日本企業への売り込みを

極力排除し、日本企業との合弁会社設立、

共同開発など日本企業との取引意欲が高い
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に連絡調整を行っ

て連携の強化を図

り、一層効果的な

海外展開支援につ

なげていく。また、

必要に応じて海外

に展開できるポテ

ンシャルがある中

小企業・小規模事

業者を日本貿易振

興機構へ紹介する

とともに、経営相

談などの支援が必

要な中小企業・小

規模事業者を日本

貿易振興機構から

紹介を受けるな

ど、両機構の機能

を踏まえた連携を

強化する。 

がそのリスクに対

応しつつ、競争力

のある製品、技術、

サービス等を活か

した海外展開を行

うことに対し、海

外展開に関する相

談・助言、研修、さ

らに中小企業・小

規模事業者の海外

現地での企業情報

の展開やマッチン

グなどを通じた海

外グループ調査の

実施等により積極

的に支援する。 

支援の実施に当た

っては、機構の海

外展開支援機能を

強化するととも

に、知財を活用し

た海外展開支援に

おける独立行政法

人工業所有権情

報・研修館との連

携、中小企業・小規

模事業者における

高度外国人材活用

時の独立行政法人

日本貿易振興機構

（以下「日本貿易

振興機構」とい

う。）や専門機関へ

のつなぎ、地域の

中小企業支援機関

等との連携・協働

など、他機関とも

連携して海外展開

を積極的に支援す

る。日本貿易振興

を開催する。具体

的には、海外政府

機関等の協力に

よる海外企業選

定、Ｗｅｂマッチ

ングサイトを活

用した商談の事

前コーディネー

ト、商談会におけ

る通訳等サポー

ト及び商談後の

フォローアップ

を実施し、商談継

続中を含めた成

約率を３３％以

上とする。 

海外企業との商談を設定。 

・海外企業がＪ－ＧｏｏｄＴｅｃｈ（ジェグ

テック）を活用し、商談を希望する日本企

業を指名することに加え、海外企業の商談

目的をＪ－ＧｏｏｄＴｅｃｈ（ジェグテッ

ク）で開示することにより事前マッチング

を実施。また、商談実施前に全ての海外企

業に対し WEB ヒアリングによる商談目的の

深堀りを実施。全ての日本企業に対しても、

商談の進め方、課題確認、成約ゴール設定

等の支援を実施し、商談の質の向上を図っ

た。 

 日本企業の支援数 ５０７社 

 日本企業の商談会参加者数 ２８６社 

 商談件数 ３２６件 

 商談成約率 ７１．０％ 

〈開催一覧〉 

〇分野別商談会 

開

催

月 

商談会等 
海外 

企業数 

日本 

企業

数 

商談 

件数 

11

月 

医療 CEO商

談会 
４１社 

６４

社 

８４

件 

11

月 

流 通 産 業

CEO商談会 
９社 ９社 ９件 

２

月 

先 端 産 業

CEO商談会 
４９社 

９６

社 

１１

６件 

２

月 

環 境 技 術

CEO商談会 
２３社 

７０

社 

７０

件 

合

計 
 １２２

社 

２３

９社 

２７

９件 

 

〇国別商談会 

開

催

月 

商談会等 

海外 

企業

数 

日本 

企業数 

商談 

件数 

11

月 

タ イ 商 談

会 
８社 ２７社 

２７

件 

11

月 

台 湾 商 談

会 
６社 ２０社 

２０

件 
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機構とは、定期的

に連絡調整を行っ

て連携の強化を図

り、一層効果的な

海外展開支援につ

なげていく。また、

必要に応じて海外

に展開できるポテ

ンシャルがある中

小企業・小規模事

業者を日本貿易振

興機構へ紹介する

とともに、経営相

談などの支援が必

要な中小企業・小

規模事業者を日本

貿易振興機構から

紹介を受けるな

ど、両機構の機能

を踏まえた連携を

強化する。 

合

計 
 １４

社 
４７社 

４７

件 

 

〔開催事例〕 

〇医療機器 CEO商談会(オンライン)(１１月) 

・インドネシア、シンガポール、タイ、台湾、

ベトナム、フィリピン及びマレーシアの海

外企業(商社及び大規模病院等を含む。)４

１社と、医療、介護、ヘルスケア分野をテ

ーマにオンライン商談会を開催。日本企業

６４社、８４件の商談を実施。 

〇流通産業ＣＥＯ商談会(オンライン)(１１

月) 

・インドネシア、タイ、台湾、マレーシア及

びベトナムの海外企業９社と物流関連分野

をテーマにオンライン商談会を開催。日本

企業９社、９件の商談を実施。 

〇先端産業ＣＥＯ商談会(オンライン)(２月) 

・インド、インドネシア、韓国、シンガポー

ル、タイ、台湾、フィリピン、ベトナム及

びマレーシアの海外企業４９社とボーイン

グ社関連企業など航空機、ロボット、ＡＩ

関連分野等をテーマにオンライン商談会を

開催。日本企業９６社、１１６件の商談を

実施。 

〇環境技術ＣＥＯ商談会(オンライン)(２月) 

・インド、インドネシア、タイ、台湾、フィ

リピン、ベトナム及びマレーシアの海外企

業２３社と省エネ、水処理、エネルギー分

野をテーマにオンライン商談会を開催し

た。日本企業７０社、７０件の商談を実施

した。 

〇タイ商談会(オンライン)(１１月) 

・タイ企業８社と自動車部品、消費財分野等

をテーマにオンライン商談会を開催。日本

企業２７社、２７件の商談を実施。 

〇台湾商談会(オンライン)(１１月) 

・台湾企業６社と半導体、産業用機械分野等

をテーマにオンライン商談会を開催。日本

企業２０社、２０件の商談を実施。 
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 ・中小企業・小規

模事業者の販路

開拓や生産性向

上、海外展開につ

ながる支援をす

るため、展示会・

商談会の開催な

どを行う。具体的

にはＡＩ・ＩＴ、

医療・介護分野な

どの国内の成長

分野等における

中小企業・小規模

事業者が開発し

た優れた製品、技

術、サービス等を

展示し、販売先・

業務提携先など

とのマッチング

を促進する「中小

企業総合展」等を

実施する。また、

Ｗｅｂでのバー

チャル展示を実

施し、マッチング

の促進を図る。 

 ■マッチングイベントの実施 

・事業化や販路拡大等を目指す中小企業・小

規模事業者に対して、販売先・業務提携先

等の開拓を支援するマッチングの場とし

て、中小企業総合展等を開催。 

 

■マッチングの成果 

・新価値創造展２０２２及び新価値創造展２

０２２オンライン実施後、概ね２ヶ月時点

に具体的な成約に至った割合（４年度開催） 

  成約企業率１２．０％ 

 リアル展示会：成約企業率 ２１．８％ 

 （回答２４３社のうち５３社成約） 

 オンライン展示会:成約企業率 ４．２％ 

 （回答３０８社のうち１３社成約） 

 成約件数：２０６件 

 リアル展示会：１８１件 

 オンライン展示会：２５件 

 

■開催概要及び効果的な事業実施のための取

組 

○新価値創造展２０２２オンライン 

・会期：４年１２月１日～２３日 

・会場：オンライン展示会 

・出展者数：３１５社・機関 

・来場者数：４０，６９７人 

・イベントサイトにて来場者登録（参加費無

料）を行い、詳細な出展者検索システムの

ほか、ＳＮＳアカウントへのリンク、ショ

ートムービー設定、ジェグテック登録企業

を対象とした英訳ページへのリンク、オン

ライン限定セミナー、オンラインコンシェ

ルジュ、問合せ機能、リアル展示会で行わ

れた最先端事業コンテンツやステージのア

ーカイブ公開を実施。 

 

〇新価値創造展２０２２ 

・会期：４年１２月１４日～１６日 

・会場：東京ビッグサイト東展示場６ホール 

・出展者数：２５９社・機関  

・来場者数：９，１８８人 
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・「産業・技術」に関する１１カテゴリーに属

する企業や支援機関等の２５９社・機関の

出展ほか、開催テーマである「ＳＤＧｓ」、

「生産性向上」に関する最先端な講演ステ

ージや特別展示４社、専門家コンシェルジ

ュ相談など、各種サービス・展示を行った。 

【出展１１カテゴリー】 

加工・成型、表面処理・接合、機械部品・

機器、電気電子機器、測定分析・試験、情

報・通信、素材・材料、制御・ロボット、

物流・搬送、ソフトウェア、その他 

・会場内にて専門家がコンシェルジュとな

り、来場者からの問合せに対して出展者と

マッチングさせるサポートを実施。 

・オンライン展示会のみの出展企業とリアル

展示会の来場者とのオンライン商談コーナ

ーの設置 

・同日程で開催された「中小企業 新ものづ

くり・新サービス展」（東７ホール）、「中小

企業テクノロジー展」（東８ホール）２展と

の相互入場の実施。 

 

○中小企業総合展 ｉｎ Ｇｉｆｔ Ｓｈｏ

ｗ ２０２３ 

・会期：５年２月１５日～１７日 

・会場：東京ビッグサイト 東展示場５ホー

ル 

（「第１３回ＬＩＦＥ✕ＤＥＳＩＧＮ（インタ

ーナショナル・ギフト・ショー春２０２３）」

会場内 主催：株式会社ビジネスガイド社） 

・出展者数：９０社 

・雑貨・クラフト等ギフトに関する地域性豊

かな優れた製品等を保有する中小企業・小

規模事業者が出展対象。 

・民間専門展示会ウェブサイト等とは別に、

中小企業総合展特設ウェブサイトとガイド

ブックを制作、出展者とバイヤーの商談が

効率的に行われるよう、商取引希望形態を

社名版、ガイドブック壁面パネルなどに掲

示し、総合展ゾーンとしてバイヤー誘致を

実施。 
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・展示会事前支援として、展示会でのバイヤ

ー対応や展示方法、業界最新情報等の事前

収録動画によるセミナー、展示会実施にあ

たってのＶＭＤ（ビジュアルマーチャンダ

イジング）相談のほか、機構他事業で制作

する展示会関連動画を特設ウェブサイトの

出展者専用ページで提供。 

・会場ではバイヤー注目を得るための出展商

材集合展示や、通訳支援、海外展開支援課

との連携による総合展ゾーン内での海外展

開相談、招聘バイヤーによる巡回商談、経

営支援部との連携による展示会前後の虎ノ

門オンラインアドバイスを実施したほか、

期間前後のＥＣオンラインアドバイス、Ｅ

ＣＣａｍｐへの優先申込、展示会会場にお

いて商品力チェックアドバイスも併せて実

施し、総合展出展者のマッチングや海外展

開につながる支援を実施。 

 

○中小企業総合展 ｉｎ ＦＯＯＤＥＸ ２

０２３ 

・会期：５年３月７日～１０日 

・会場：東京ビッグサイト 東展示場７ホー

ル 

（「ＦＯＯＤＥＸ ＪＡＰＡＮ ２０２３」会

場内 主催：一般社団法人日本能率協会） 

・出展者数：６４社 

・食品・飲料に関する地域性豊かな優れた製

品等を保有する中小企業が出展対象。 

・民間専門展示会ウェブサイト等とは別に、

中小企業総合展特設ウェブサイトとガイド

ブックを制作、出展者とバイヤーの商談が

効率的に行われるよう、商取引希望形態を

社名版、ガイドブック壁面パネルなどに掲

示し、総合展ゾーンとしてバイヤー誘致を

実施。 

・展示会事前支援として、展示会でのバイヤ

ー対応や展示方法、業界最新情報等の事前

収録動画によるセミナー、展示会出展にあ

たってのＶＭＤ相談のほか、機構他事業で

制作する展示会関連動画を特設ウェブサイ
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トの出展者専用ページで提供。 

・会場では出展商品を紹介する PR ブースを

設置。バイヤーの興味を促し総合展への来

場を促進するため出展者自らのプレゼン

と食のプロによるプレゼンの 2 種類を実

施。通訳支援の増強、海外展開支援課との

連携による海外展開相談、招聘バイヤーに

よる巡回商談、機構経営支援部との連携に

よる展示会前後の虎ノ門オンラインアド

バイスを実施したほか、期間前後の EC オ

ンラインアドバイス、ＥＣＣａｍｐへの優

先申込、展示会会場において商品力チェッ

クアドバイスも併せて実施し、総合展出展

者のマッチングや海外展開につながる支

援を実施。 

 

   ・ＩＴやｅコマ

ースを活用した

中小企業・小規模

事業者の経営力

の充実を図り、生

産性向上や国内

外の販路開拓の

拡大を目指すた

め、関係団体、民

間団体等と連携

を図り、中小企

業・小規模事業者

向けの相談・助

言、セミナー、Ｉ

Ｔサービス提供

事業者等とのマ

ッチングイベン

ト等を実施する。

（再掲） 

 

 ■ＩＴ・ＥＣ活用支援事業 

〇セミナー・ワークショップ          

・中小企業・小規模事業者がモール出店や自

社ＥＣサイトを構築するために必要な基礎

知識や、生産性向上や販路開拓のためのノ

ウハウを習得することを目的としたセミナ

ーおよびワークショップを開催。 

【セミナー】 

 開催回数：５２回 

 参加者数：５，７１７人 

【ワークショップ】 

 開催回数：３６回 

 参加者数：４１６人 

〇マッチングイベント 

【オンライン】 

・ＥＣにおける課題解決、ＩＴ活用等による

生産性向上に資する民間支援事業者と中小

企業とのマッチングイベント「ＥＣ Ｃａ

ｍｐ２０２２」を開催。 

 事前申込者数・・・・１，５２７人 

 参加者数・・・・・・１，０４３人 

 双方向交流数・・・・ ７８４件 

 出展社との面談数・・・２４７件 

〇ＥＣ活用支援パートナー制度 

・中小企業・小規模事業者のＥＣ、ＩＴの導
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入等を推進するには、支援する事業者の協

力が不可欠であることから、支援事業者を

ＥＣ活用支援パートナーとして登録する制

度を設置。 

・ＥＣ活用支援パートナー制度の４年度末累

計登録者数１４１社 

 

○ＥＣ活用支援アドバイス 

・前期に続き週５日実施、オンライン面談ま

たはメールによる相談を実施。 

・アドバイス件数・・・・・３９５件 

 ［内訳］国内ＥＣ相談・・・２１９件 

     越境ＥＣ相談・・・１７６件 

     役立ち度・・・・・９９．１％ 

 

○モール活用型ＥＣマーケティング支援事業 

・ＥＣを活用した販路開拓を促進するため、

ｅｂｉｚ上にオンライン講座／コラム（Ｅ

Ｃ市場動向記事）／ＥＣ活用支援事例集を

展開。ＥＣ活用に係るノウハウを手軽に知

るツールを充実。 

・オンライン講座・・・・・累計４０本 

・コラム・・・・・・・・・累計３０本 

・ＥＣ活用支援事例集・・・累計２０本 

・前年度に続き、中小企業・小規模事業者の

ＥＣ活用の自立化の支援を行う出品企業数

の積上を実施。 

 国内モールの出品企業数（累計）：６９０社 

 越境モールの出品企業数（累計）：３４２社 

 （再掲） 

 

   ・競争力のある

製品、技術、サー

ビス等を活かし

た海外展開を目

指す中小企業・小

規模事業者を支

援するため、伴走

型の海外展開ハ

ンズオン支援、相

談・助言、セミナ

 ■専門家による助言 

・海外投資や国際取引等の海外ビジネスに悩

みを持つ中小企業・小規模事業者に対して

豊富な実務経験等を有する海外ビジネスの

専門家が経営支援の観点からアドバイスを

実施。また、４年 12 月 16 日より新規輸出

１万者支援プログラムを開始し、経済産業

省貿易経済協力局、中小企業庁、日本貿易

振興機構と連携し、全国の商工会・商工会

議所等とも協力し、輸出に関心のある企業
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ーの開催、情報提

供等を行い、海外

進出や国際取引

等を行う上での

経営上の課題解

決に努める。海外

展開ハンズオン

支援等の実施に

際しては、成功事

例の創出を意識

し、支援機関と連

携した支援を充

実させ、特に、独

立行政法人日本

貿易振興機構、独

立行政法人国際

協力機構、地域の

中小企業支援機

関、民間団体等と

の連携・協働した

支援に取り組む。 

 

の掘り起こし、専門家による輸出相談を実

施。 

 アドバイス件数  ７，９４９件 

 アドバイス企業数 ４，８００社 

 役立ち度  ９８．８％ 

 

■海外展開ハンズオン（長期支援） 

・海外展開を検討する中小企業・小規模事業

者に対して、そのプランを具現化するため

に支援計画を作成し、海外事業計画策定か

ら海外現地での商談・調査等についてアド

バイスを実施。 

 実施企業数：７９社 

 うち現地同行支援社数：３８社 

 

■都道府県等中小企業支援センター、金融機

関、等との連携 

・国際取引や海外展開における留意点等につ

いて、都道府県等中小企業支援センター、

金融機関等との共催または機構主催で海外

展開セミナーを開催し、海外展開を目指す

中小企業等に対して情報提供を実施。 

 セミナー回数    ６４回 

 参加人数   ２，４５６人 

 役立ち度      ９４％ 

 

   ・中小企業・小規

模事業者の海外

展開への取組を

促進するため、海

外展開の検討開

始段階の企業か

ら、計画策定、現

地パートナー獲

得等、各ステージ

に応じた各種支

援ツールの積極

的活用を図り、海

外展開支援先数

を４，０００社以

上とする。 

 ■中小企業・小規模事業者の海外展開への取

組を促進するため、海外ビジネスの専門家に

よるアドバイス、商談会など各種支援ツール

を提供し、８，４４２社の海外展開支援を実

施。 
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   ・中小企業の海

外展開等に係る

円滑な事業環境

作りに向け、日本

との間で中小企

業政策への国際

協力に関するニ

ーズが高まって

いる海外の中小

企業支援機関や

国際協力機関等

に対して、機構の

支援ノウハウの

提供や中小企業

支援の仕組み作

りへの協力など

の連携・交流を進

める。 

 ■中小企業の海外展開等に係る事業環境の整

備 

・コロナ感染収束に伴いタイで開催されたＡ

ＰＥＣ中小企業作業部会で、日本の中小企

業支援事業を紹介。また、２０２２年から

委員会に昇格したＯＥＣＤ中小企業・起業

委員会に参加し、欧米を中心とした参加国・

機関１０先に対し、中小機構及びジェグテ

ック・ＣＥＯ商談会を紹介し、連携機関を

開拓した。国内においても海外からの機構

への来訪（２２件１２７名）に対応。特に、

デジタル分野で先行しているスウェーデ

ン、フィンランド、デンマーク等の欧州の

施策先進国、アジアのＭＯＵ締結機関との

面談などにより海外機関との交流を本格化

した。 

・コロナ過でネットワーク構築した国内の各

国大使館・海外機関との関係維持を目的に

創刊した「ＳＭＲＪ Ｎｅｗｓ（英文メール

マガジン）」は新価値創造展出展企業の営業

希望国への案内含め１４回発行、機構事業

の周知に努めた。個別の連携に向けた事業

紹介も実施し、ＣＥＯ商談会に興味を持っ

た韓国中小ベンチャー企業振興公団（ＫＯ

ＳＭＥ）の推薦企業の商談会参加に繋がっ

た。また、在日フランス大使館経由で繋が

ったビジネスフランスとはＯＥＣＤ参加機

会を活用し本国本部とも面談。販路支援部

と共に、ジェグテックやＣＥＯ商談会実施

に向けた協議を進めている。 

・機構職員の国際化に向け、アメリカ大使館、

香港貿易発展局を招いた英語勉強会を実

施。事業での連携可能性も探った結果、香

港貿易発展局と販路支援部・国際交流セン

ターでのセミナー開催を実現した。また、

台湾の財団法人資訊工業策進会と経営支援

部の IT・DXに関する政策交流、北海道本部

支援企業へのドイツ商工会議所紹介等、事

業部・地域本部と海外機関との連携も促進

した。 

・(独)国際協力機構（ＪＩＣＡ）・一般財団法
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人海外産業人材育成協会（ＡＯＴＳ）から

の要請に基づく外国政府関係者等への研修

実施へ協力（１４回１２７名）。 

・ウズベキスタン政府の要請を受け、同国行

政官向け起業支援研修を、創業・ベンチャ

ー支援部及びＪＩＣＡの協力を得て３回実

施し高い評価を得た。また、ＪＩＣＡから

の要請に基づき協力している「ベトナム中

小企業支援人材育成プロジェクト」では、

昨年度、現地コンサルタントへの研修実施

後、４年度も人材支援部と連携し本格研修

のカリキュラム作成を実施。現在も研修に

向けた調整を実施中。 

・日本台湾交流協会と台湾日本関係協会との

間で締結されている中小企業協力に関する

覚書に基づき日台の中小企業支援実務者が

参加する日台中小企業協力会合では、日本

側事務局として、８月の準備会合、１１月

に台湾で開催された本会合の運営協力を行

った。また、日台中小企業協力会合の関連

イベントとして７月末に台湾中小企業処が

実施した台日アジア・パシフィックスター

トアップ交流・発表会において、創業・ベ

ンチャー支援部と連携しＪＶＡ２社の登壇

を図り、日台企業の交流・連携強化に努め

た。 

 

 （２）新事業展開

による新たな市場

開拓等への支援 

地域中核・成長企

業等が行う新事業

展開を支援する。

特に、地域から全

国展開、更には海

外展開を目指すも

のや地域経済への

波及効果が高いと

考えられるものな

どに注力する。支

援の実施に当たっ

（２）新事業展開

による新たな市場

開拓等への支援 

地域中核・成長企

業等が行う新事業

展開を支援する。

特に、地域から全

国展開、更には海

外展開を目指すも

のや地域経済への

波及効果が高いと

考えられるもの、

ＡＩ・ＩＴ、医療・

介護分野などの国

（２）新事業展開

による新たな市

場開拓等への支

援 

・地域中核・成長

企業等が行う新

事業展開を支援

する。特に、地域

から全国展開、更

には海外展開を

目指す新商品・新

サービスの開発

や既存商品の改

良、着地型観光・

 （２）新事業展開による新たな市場開拓等へ

の支援 

○多岐にわたる分野の専門家等の知見を活用 

・新事業展開を行う支援先企業の事業遂行上

の課題を解決するため、新商品・新サービ

スの開発、企画・マーケティング、販売・

営業管理、情報システム・ＩＴ、知的所有

権、着地型観光・インバウンドなどの知見

を有したアドバイザーを派遣。 

 派遣社数・回数：１９社・７８回 

 

○機構の支援ツールを組合せた総合的支援 

・新事業展開を行う支援先企業に対して、ハ

ンズオン支援との連携支援を行い、企業の
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ては、民間企業の

リソースを活用

し、事業計画の策

定等から販路開拓

まで一貫した支援

を行うとともに、

機構の支援ツール

を組み合わせた総

合的な支援を行

う。 

内の成長分野に関

連するものなどに

注力する。支援の

実施に当たって

は、民間企業のリ

ソースを活用し、

事業計画の策定か

ら販路開拓まで一

貫した支援を行う

とともに、機構の

支援ツールを組み

合わせた総合的な

支援を行う。 

インバウンドな

ど地域経済への

波及効果が高い

と考えられるも

の、ＡＩ・ＩＴ、

医療・介護分野な

どの国内の成長

分野に資するも

のなどに注力す

る。 

支援の実施に当

たっては、多岐に

わたる分野の専

門家等の知見を

活用したハンズ

オン支援等によ

り事業計画の策

定や事業化に向

けた支援を実施

する。また販路開

拓においても、支

援先企業に適し

た流通チャネル

を持つ民間企業

との連携拡充を

図り、機構の支援

ツールを組み合

わせた総合的な

支援を行う。 

成長促進を図るための総合支援を実施。 

 

○販路開拓における民間企業との連携拡充 

・大手百貨店、高級スーパー、大手食品卸等

の民間企業を「地域活性化パートナー」と

して登録し、新商品・新サービスの首都圏

等における販路開拓の機会（商談会・展示

会の開催等）を提供。商談会時には、商品

の合否だけでなく、商品評価や今後の商品

改良に向けたアドバイス等フィードバック

を併せて提供し、今後の商品改良等に繋げ

る。 

・コロナ禍等、変化する支援ニーズに対応す

るため、海外展開、ＩＴサービス業やＥＣ、

ライブコマース、通販等、パートナー分野

を拡充・強化するとともに、オンラインを

活用した企画を実施。 

 地域活性化パートナー企業登録数１５７社 

（４年度新規登録１８社） 

 地域活性化パートナー活用による支援企画

数：５８件、支援企業数：３，３２８社 

 

○虎ノ門オンラインアドバイスの実施 

・地域活性化パートナーの知見・ノウハウの

有効活用として、パートナーと機構による

商品開発や販路開拓に関する課題解決に向

けたワンポイントアドバイスをオンライン

にて行う「虎ノ門オンラインアドバイス」

を実施。さらに、他の販路マッチング企画

と組み合わせて実施することによる効果的

な支援も実施。支援企業数２３４社 

 

（企画事例） 

展示・商談会「ヒットをねらえ！地域のおす

すめセレクション２０２３」 

・４年度も引き続き、出展者は会場不在、商

品のみ展示し、来場者とオンライン接続に

て商品説明・商談を行う「リアルとオンラ

インのハイブリッド型」で実施。出展カテ

ゴリーは、観光・雑貨・食品の３分野で、

ＳＤＧｓ・ソーシャルグッドをテーマに商
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品を募集。出展者に対して、オンライン展

示に向けた動画作成支援、オンライン商談

ノウハウ支援のための事前ウェビナー及び

来場バイヤーのコメント、業界の動向等を

出展者にフィードバックするフォローアッ

プウェビナーを実施。商談機会の拡大を目

的に、会期前後に商談期間を設定したこと、

３年度試行で実施したオンライン接客機能

の強化等により、商談件数の増加、取引希

望等引き合いの増加を実現。また、新たな

試みとして、海外バイヤーの招聘や、タイ

における商談会の実施等海外販路拡大の拡

大や、地域支援機関と連携した２拠点を接

続した形での展示・商談会を実施した。 

・出展企業数：１３０社、オンライン商談数 

：３６４件 

 取引希望・商談希望・サンプル希望 

：６２２件 

・海外バイヤー１２社を招聘、４１社５８商

談を実施。 

・「虎ノ門オンラインアドバイス」において連

携した岡山県商工会連合会と商品開発支援

した７社の商品を特別出展、岡山県商工会

連合会主催の展示会場と東京の同会場をオ

ンラインで接続し、首都圏及び海外バイヤ

ーとも商談を実施した。 

 

〇新規輸出企業 1 万社支援プログラムとの連

携 

・新規輸出企業 1万社支援プログラムを受け、

ウェビナー、虎ノ門オンラインアドバイス

等を活用する形で海外現地に商流を有する

地域活性化パートナー等と連携し、海外展

開の初期段階の事業者を対象に支援を実

施。ウェビナーではアメリカ、イギリス・

ＥＵ、中国のマーケット情報や現地での日

本商品の取り扱い状況等を伝えながら、併

せて各国の商品募集を実施。また、海外輸

出商社とのマッチングや海外バイヤーとの

商談会等も実施し、新たに輸出を志向する

企業へ販路開拓の機会も提供した。 



82 

 

 海外展開企画：１３企画 

支援企業数：４１９社 

 

（支援事例） 

岡山県商工会連合会と実施した商品開発・

改良プロジェクトで麺製造業者を支援。商品

及び提案資料のブラッシュアップ等のアドバ

イスを実施。当初はアジア市場を目指してい

たものの、支援の中で、市場も大きく、麺類

輸出実績２位であるアメリカの業務用市場の

可能性をアドバイス。その後、地域活性化パ

ートナーのアメリカのスーパーマーケットに

対し商品提案を実施、会社紹介及び提案資料

のブラッシュアップ、市場定着を目指した継

続的な訴求方法等のアドバイスを実施。商品

が採用され、５年３月から店頭販売開始、５

月に期間限定イベントの実施が決定し、準備

を進めているところ。 

 

 （３）起業・創業・

成長支援 

日本の開業率の

向上や日本経済を

牽引するイノベー

ションの担い手で

あるベンチャー企

業の創出に向けた

貢献を図るため、

機構は、中小企業・

小規模事業者、地

域中核企業等への

リスクマネー供給

を円滑化するため

の新たな成長発展

を目標とする中小

企業・小規模事業

者、地域中核企業

等に投資を行うフ

ァンドの組成、機

構が保有するイン

キュベーション施

（３）起業・創業・

成長支援 

日本の開業率の

向上や日本経済を

牽引するイノベー

ションの担い手で

あるベンチャー企

業の創出に向けた

貢献を図るため、

機構は、具体的に

以下の取組を実施

する。 

①中小企業・小規

模事業者・地域中

核企業等の成長段

階に応じたリスク

マネー供給の円滑

化等（起業支援フ

ァンド、中小企業

成長支援ファンド

の組成促進等） 

成長初期段階のベ

（３）起業・創業・

成長支援 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

①中小企業・小規

模事業者・地域

中核企業等の

成長段階に応

じたリスクマ

ネー供給の円

滑化等（起業支

援ファンド、中

小企業成長支

援ファンドの

 （３）起業・創業・成長支援 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

①中小企業・小規模事業者・地域中核企業等

の成長段階に応じたリスクマネー供給の円

滑化等（起業支援ファンド、中小企業成長

支援ファンドの組成促進等） 

■ベンチャー・中小企業の成長を支援するフ

ァンドの組成促進 

・ライフサイエンス分野や、脱炭素化社会の

実現に向け、環境分野にフォーカスしたフ

ァンドなど、政策的意義の高いファンドの

組成に注力し、新たに１０件・計１７１．
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設の入居企業に対

する成長分野への

参入及び新事業創

出に向けた事業化

の促進、地域中核

企業等の創出のた

めのベンチャー企

業等に対する支援

ネットワークの構

築と機構の多様な

支援ツール等を活

用した資金調達及

び事業提携等の実

現に向けた支援を

行う。また、創業者

及び地域の創業支

援機関等に対する

支援施策・成功事

例等に関する情報

提供、起業の準備

者へのＡＩ・ＩＴ

を活用した情報提

供・助言等を行う。 

ンチャー企業や成

長分野の参入等の

新事業展開、海外

展開、健康・医療分

野の事業展開な

ど、新たな成長発

展を目標とする中

小企業・小規模事

業者、地域中核企

業等に投資を行う

ファンドを組成

し、中小企業・小規

模事業者、地域中

核企業等へのリス

クマネー供給を円

滑化する。ファン

ドへの出資に当た

っては、ファンド

組成の政策的意義

とファンドの事業

採算性の確保に考

慮したファンド出

資を行う。また、組

成したファンドに

対しては、ガバナ

ンスを向上させる

ため、出資ファン

ドごとの投資活動

の実態把握等によ

る継続的なモニタ

リングを徹底す

る。 

ファンドからの投

資後に投資先企業

のＩＰＯ達成状

況、新規のファン

ド運営者への出資

状況、地域ごとの

企業への投資状況

及び投資先の具体

的成果の調査・分

組成促進等） 

・中小企業・小規

模事業者、地域

中核企業等へ

のリスクマネ

ー供給を円滑

化するため、新

規のファンド

を運営しよう

とする者等に

対し、制度説明

や活用事例に

関する情報提

供等を行うこ

とを通じて出

資先候補の発

掘に努めるこ

とにより、成長

初期段階のベ

ンチャー企業

や成長分野へ

の参入等の新

事業展開、海外

展開、健康・医

療分野の事業

展開など、新た

な成長発展を

目標とする中

小企業・小規模

事業者、地域中

核企業等に投

資を行う政策

的意義の高い

ファンドを８

ファンド以上

組成する。 

・ファンドへの

出資に当たっ

ては、民間資金

の呼び水とし

ての役割に徹

０億円の出資契約を締結。機構出資が呼び

水となり、民間資金の出資を促進（ファン

ド総額１０５３．１億円を実現、約６．２

倍の呼び水効果）。 

 

○起業支援ファンド 

・ＩＴ分野、大学発等のシード・アーリース

テージを中心とするベンチャー企業を支援

するファンド等（総額３５６．７億円）に

対して計９１．０億円の出資契約を実施。 

 

○中小企業成長支援ファンド 

・シード・アーリーステージからレイタース

テージまで継続的に投資を行い、ユニコー

ン企業の創出を目指すファンドや、脱炭素

化社会の実現に向けた環境分野にフォーカ

スしたファンド等（総額６９６．４億円）

に対して８０．０億円の出資契約を実施。 

 

■出資実績累計 

○起業支援ファンド 

・出資ファンド数累計 １４１ファンド 

（うち清算結了済８０ファンド（組合員の地

位譲渡を含む）、清算手続中６ファンド） 

・ファンド総額累計  ５，３２６億円 

・機構出資契約額累計 １，４６８億円 

・４年度投資先企業数 ２５８社 

（累計３，９１８社） 

・４年度投資金額（追加投資額も含む） 

５７０億円（累計３，２８５億円） 

・４年度株式公開企業数 １２社 

（累計２０３社） 

 

○中小企業成長支援ファンド（事業承継ファ

ンドを除く） 

・出資ファンド数累計 １２４ファンド 

（うち清算結了済４１ファンド（組合員の地

位譲渡を含む）、清算手続中６ファンド） 

・ファンド総額累計  ９，９０９億円 

・機構出資契約額累計 ２，６６３億円 

・４年度投資先企業数 １０２社 
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析等を行う。 

また、産業競争力

強化法（平成２５

年法律第９８号）

に規定する新たな

規制の特例措置の

適用を受けて新事

業活動を行う者が

必要とする資金の

借入等、投資事業

計画の認定を受け

たベンチャーファ

ンドの借入、地域

再生法（平成１７

年法律第２４号）

に規定する地方活

力向上地域等特定

業務施設整備計

画、中小企業等経

営強化法（平成１

１年法律第１８

号）に規定する経

営力向上計画並び

に生産性向上特別

措置法（平成３０

年法律第２５号）

に規定する新技術

等実証計画及び革

新的データ産業活

用計画の認定を受

けた事業者の借入

等に対する債務保

証を行う。なお、金

融機関を中心に制

度の周知を行う。 

 

 

 

しつつリスク

分散を考慮し

事業採算性の

確保を図るた

め、ファンド運

営者の投資実

績、投資先企業

に対する経営

支援実績等を

重視したうえ

で外部有識者

等の意見を踏

まえた迅速か

つ適切な審査

を行い、投資対

象企業の成長

ステージ・業

種、ファンド運

営者の投資手

法・エグジット

戦略、組成時期

などの面で多

様なファンド

に出資を行う。 

・組成後のファ

ンドに対して

は投資委員会

へのオブザー

バー参加やフ

ァンド運営者

との面談等を

通じて、投資決

定プロセスや

利益相反の確

認、投資先支援

活動の実態把

握を行うなど、

継続的なモニ

タリング等を

徹底するとと

もに、ファンド

（累計２，０９９社） 

・４年度投資金額（追加投資額も含む） 

４４８億円（累計７，２０９億円） 

・４年度株式公開企業数 １２社 

（累計１３５社）（※） 

（※）うち３社（累計では３６社）は起業支

援ファンドとの重複投資先 

 

○起業支援ファンド、中小企業成長支援ファ

ンド（事業承継ファンドを除く） 合計 

・出資ファンド数累計 ２６５ファンド 

（うち清算結了済１２１ファンド（組合員の

地位譲渡を含む）、清算手続中１２ファン

ド） 

・ファンド総額累計 １５，２３５億円 

・機構出資契約額累計 ４，１３１億円 

・４年度投資先企業数 ３６０社 

（累計６，０１７社） 

・４年度投資金額（追加投資額も含む） 

１，０１９億円（累計１０，４９５億円） 

・４年度株式公開企業数 ２１社 

（累計３０２社） 

 

■外部有識者等の意見を踏まえた迅速かつ適

切な出資審査 

・２９年度に審査プロセスの見直しを行い導

入した事前審査（書面審査）においては、

要件の確認に加え、外部専門家から意見を

聴取し、提案内容の妥当性等について審査

を実施するとともに、概ね１ヶ月で結果の

通知を実行。 

・事前審査通過者に対する本審査において

は、監査法人による現地調査を行うととも

に、外部有識者からなる出資先候補評価委

員会を開催（１３回／事業承継ファンド・

再生ファンド含む）。出資提案を受けている

ファンド組成計画等について、出資決定の

参考とするための意見を聴取し、出資を決

定。 

 

■外部有識者によるファンド事業評価・あり
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運営者に対し

て機構の支援

ツールや他の

中小企業支援

機関等の有効

なツール等の

情報提供を行

うことで、投資

先企業の事業

成果の向上に

つなげる。 

・ファンドから

の投資後に投資

先企業のＩＰＯ

達成状況、新規の

ファンド運営者

への出資状況、地

域毎の企業への

投資状況などの

調査・分析等を行

う。また、成果目

標として、ＩＰＯ

を達成した投資

先企業の上場時

の時価総額（公開

価格ベース）が５

０億円以上とな

る割合が、新興市

場全体の同割合

を２割以上、上回

ることとする。た

だし、ＩＰＯの達

成状況や上場時

の時価総額につ

いては経済状況

に大きく影響を

受けるため、前年

度の実績も含め

た２ヵ年度の実

績により評価す

るものとする。 

方の検討 

・外部有識者からなるファンド出資事業評

価・検討委員会を開催（１回）。ファンド出

資事業の実績と取組について説明。事業評

価と課題について意見を聴取。 

 

■出資後のモニタリング・フォローアップの

強化（事業承継ファンドを除く） 

○ファンド運営状況のモニタリング 

・既存ファンドの組合員集会への出席（１１

８回）のほか、投資委員会へのオブザーバ

ー参加や投資の事前検討会への参加（４２

１回）、その他キーマンとの随時面談等を通

じファンドごとのモニタリングシートを整

備、運営状況を適時・的確に把握。 

・ファンドからの投資報告により投資状況を

定期的に把握するとともに、ファンドの決

算資料により投資先企業の財務状況等を確

認し、企業の成長段階を把握。必要に応じ

て経営支援を行う部署等と機構の支援ツー

ルの活用についての情報交換を実施。 

 

○ファンドクローズに向けた具体的な取組み 

・モニタリングシート（ファンドクローズ管

理用）を活用し、終期の近いファンドにつ

いて、計画的なクローズが行われるよう、

半年毎のモニタリングを実施。 

・４年度中にがんばれ！中小企業ファンド１

件、ベンチャーファンド２件、中小企業成

長支援ファンド２件のファンドクローズ手

続きを完了。 

 

■ファンド運営者等に対する情報提供等 

・機構が実施するＪａｐａｎ Ｖｅｎｔｕｒ

ｅ ＡｗａｒｄｓやＦＡＳＴＡＲのピッチ

イベント、海外企業とのビジネス商談会等

の開催情報等について、ファンド運営者に

対してメールマガジンを配信（年間１８

回）。 

・地域本部等、機構の支援先企業や、他支援

機関の支援先企業等のうち、ファンドから
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の資金調達ニーズを有する企業の情報を提

供。 

 

■投資先事例の収集・発信 

・出資ファンドの投資先企業２社に対しヒア

リング調査を行い、成功事例としてとりま

とめ、４年度中にホームページに公開し、

支援ノウハウを共有。 

 

■投資先企業に対する支援 

・モニタリングを通じて投資先企業の実態を

適切に把握。ファンド運営者との投資先企

業に係る情報共有と連携支援への取組を推

進。 

・ファンド投資先における４年度専門家継続

派遣事業の活用企業２社、販路開拓コーデ

ィネート事業の活用企業１社。 

・「中小企業総合展」（「新価値創造展２０２

２」）に出展したファンド投資先３社。 

・機構が運営するインキュベーション施設に

入居するファンド投資先は３１社。 

（いずれも清算結了済ファンドからの投資先

を除く） 

 

（起業支援ファンドを活用した支援事例） 

・ＡＩを活用した人材評価プラットフォーム

を企業や学校に提供するベンチャー企業に

対して、機構出資ファンドが今後のさらな

る成長に向けた資金を提供するとともに、

人事戦略の助言・経営幹部の採用サポート

等を実施。こうしたサポートを通じて採用

した人材が当社の中核として経営基盤強化

並びに業容拡大に大きく貢献し、ファンド

からの投資受入れ後、約５年でＩＰＯを果

たすまでに成長した。 

 

（中小企業成長支援ファンドを活用した支援

事例） 

・入退室管理システムを中心としたＩｏＴ機

器及びクラウドサービスの開発・提供を手

掛ける企業に対して、機構出資ファンドを
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通じて投資を実行。ファンド運営者は、取

締役派遣を通じて、事業戦略・組織戦略策

定や人材採用等の支援を実施。これらの支

援が実る形で、創業から約８年でＩＰＯを

果たした。 

 

■投資先企業の成長 

○株式公開企業数（ＩＰＯ数） 

・株式公開企業数（ＩＰＯ数）２１社 

（累計３０２社） 

・４年度の国内新興市場ＩＰＯ企業数は７５

社となっており、そのうち、機構出資ファ

ンドから投資を受けて上場を果たした企業

数は１７社。国内新興市場における機構出

資ファンドの投資先の割合は２２．７％。 

 

（ＩＰＯ事例） 

・独自プロセスを用いた化成品の製造・販売

を手掛けるベンチャー企業に対して、複数

の機構出資ファンドより投資を実行。ファ

ンド運営者は、事業開発・提携先開拓・株

式公開に向けた各種対応等の支援を実施。

また、中小機構においてもインキュベーシ

ョン施設入居企業としてハード・ソフト両

面での支援を実施。これらの支援の結果、

４年６月に東証グロース市場へのＩＰＯを

果たした。 

 

○地域毎の企業への投資状況 

・４年度の起業支援ファンド、中小企業成長

支援ファンド（事業承継ファンドを除く）

の投資先 合計 

東京都  ２５５社（累計３，４０３社） 

関東地域（東京除く）８社（累計６２７社） 

近畿地域  １１社（累計６５７社） 

その他地域 ８６社（累計１，３３０社） 

 

○「第２２回 Ｊａｐａｎ Ｖｅｎｔｕｒｅ 

Ａｗａｒｄｓ」において機構の出資ファン

ド投資先企業の経営者が経済産業大臣賞を

受賞したほか、計９者が各賞を受賞。 
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（特に断りがない場合は、起業支援ファンド

には旧ベンチャーファンドを、中小企業成

長支援ファンドには、旧がんばれ！中小企

業ファンド・事業継続ファンド・地域中小

企業応援ファンドをそれぞれ含む） 

 

   ・産業競争力強

化法（平成２５年

法律第９８号）に

規定する革新的

技術研究成果活

用事業計画の認

定を受けた新事

業活動を行う者

が必要とする資

金の借入等、並び

に特定新事業開

拓投資事業計画

または外部経営

資源活用促進投

資事業計画の認

定を受けたベン

チャーファンド

の借入、地域再生

法（平成１７年法

律第２４号）に規

定する地方活力

向上地域等特定

業務施設整備計

画、中小企業等経

営強化法に規定

する社外高度人

材活用新事業分

野開拓計画及び

経営力向上計画

の認定を受けた

事業者の借入等

に対する債務保

証を行う。審査に

ついては、制度の

 ■債務保証業務 

・事業拡大ステージにあるディープテックベ

ンチャーを対象とする債務保証制度によ

り、オンライン決済用共通プラットフォー

ムの開発事業者及び月面輸送ランダー開発

事業者、宇宙ごみ除去事業者、癌早期発見

検査キット開発事業者の４件の契約を締

結。また、指定金融機関等に新たに５機関

が指定を受け、計１０機関となった。 

・４年度末時点で保証先６件、保証残高７，

３１２百万円。（革新的技術研究成果活用事業

円滑化債務保証制度及び革新的データ産業活

用円滑化債務保証制度） 

  



89 

 

政策目的を踏ま

えつつ適切に行

う。 

・令和４年度補

正予算（第２号）

により追加的に

措置された出資

金については、

「物価高克服・経

済再生実現のた

めの総合経済対

策」（令和４年 10

月 28 日閣議決

定）に基づき措置

されたことを認

識し、将来の日本

の雇用・所得・財

政を支える新た

な担い手となる

グローバルメガ

スタートアップ

を創出するため

のグローバルス

タートアップ成

長投資事業に活

用する。 

 

  ②インキュベーシ

ョン施設における

ハイテクベンチャ

ー支援 

機構が保有するイ

ンキュベーション

施設の入居企業に

対し、施設に常駐

するインキュベー

ションマネージャ

ーがベンチャーキ

ャピタル、大企業、

大学及び地域の中

小企業支援機関等

②インキュベー

ション施設にお

けるハイテクベ

ンチャー支援 

・機構が保有す

るインキュベー

ション施設の入

居企業に対し、施

設に常駐するイ

ンキュベーショ

ンマネージャー

がベンチャーキ

ャピタル、大企

業、大学及び地域

 ②インキュベーション施設におけるハイテク

ベンチャー支援 

■入居者のニーズ・課題に対応した支援 

○インキュベーションマネージャーによる支

援 

・施設数 ２９施設 

・入居者数 ５１２者 

・インキュベーション施設における支援活動

の一環としてセミナー、ワークショップ、

勉強会等を実施。 

 開催回数１５９回、延べ参加者数５,６２６  

人 

・入居者等に対するコーディネート支援を

１,８４７件実施 
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と連携し、資金調

達・人材・販路・経

営ノウハウ等の経

営課題解決のため

に多様な支援ツー

ルを活用した総合

的な支援を行い、

成長分野への参入

や新事業創出に向

けて、事業化の促

進を行う。 

の中小企業支援

機関等と連携し、

資金調達・人材確

保・販路開拓・経

営ノウハウ等の

経営課題に対す

る相談・助言、機

構の持つ多様な

支援ツールを活

用した総合的な

支援を行い、成長

分野への参入や

新事業の創出等

に向けて、事業化

の促進を行う。 

地域のベンチャ

ー支援機関等と

連携しながら支

援ネットワーク

を強化すること

により、インキュ

ベーション施設

におけるソフト

支援の一層の充

実を図る。 

これらの取組み

を通じ、退去企業

の施設退去時に

おける売上計上

率を７０％以上

とする。また、施

設退去後２年経

過後の支援先の

売上高及び従業

者数の増減率、資

本規模、地域への

定着状況等の調

査・分析等を行

う。 

 

○機構の支援ツール等の活用 

・入居企業に対して、専門家派遣、機構出資

ファンドからの投資、マッチングイベント

への出展等、機構の支援ツールを活用して

支援（専門家継続派遣・経営実務支援・販

路開拓コーディネート事業の活用企業４

社、ファンドの投資先企業３１社、中小企

業総合展等ビジネスマッチングイベントへ

の出展企業１８社）。 

 

○他機関と連携した支援 

・地方公共団体や地域支援機関等が実施する

展示会への出展、補助金・助成金の獲得、

大学研究者とのマッチング等を支援。 

・「ＢｉｏＪａｐａｎ２０２２」に、「中小機

構ブース」として入居企業等３０社ととも

に出展。機構ブース出展社全体で１，７２

２件のマッチング（名刺交換数）、商談引き

合い１９７件。 

 

○ベンチャー・新事業開拓への社会的関心の

創出・連携構築 

・年間のメディア掲載数７７８件。入居企業

の持つ技術力、新規製品への注目向上に貢

献。 

・ベンチャーキャピタルや事業会社等の投資

機関及びクラウドファンディング事業会社

等の投資仲介機関との連携により、投資受

入金額１７,２３５百万円、銀行等の金融機

関との連携により、融資借入金額１,５１４

百万円の資金調達に貢献。 

・入居企業６社が当年度内に５億円以上のエ

クイティでの大型資金調達を実施し、ＩＰ

Ｏに向け事業を加速。他にも、大学ファン

ド等、国内外のベンチャーキャピタルや事

業会社から出資を受けるなど、入居企業に

多くの投資機関が注目。 

 

■支援の質の向上に向けた取組 

・インキュベーションマネージャーのスキル
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向上、情報・支援ノウハウの共有化、支援

ネットワークの強化等を図るため、ＢＩソ

フト支援会議を計３回開催。 

 

■他のベンチャー支援機関等とのネットワー

ク強化 

〇機構の広域ネットワークを活用し、各地域

で機構インキュベーション施設をハブとし

て、特徴的な支援リソースを保有するベン

チャー支援機関等と連携した効果的・効率

的な支援、支援対象企業の拡大を実施。 

 

（ネットワーク強化による支援事例） 

・北海道本部、北大ビジネス・スプリングが

北海道大学産学・地域協働推進機構や北大

リサーチ＆ビジネスパーク推進協議会と連

携し、「経営者に求められる資質とは」と題

するセミナーを開催。 

基調講演では、先輩ベンチャー経営者に

よる経営者の心構えについて講演。続くト

ークセッションでは、北大ビジネス・スプ

リング卒業の企業・入居企業の先輩経営者

が決断の仕方や社員とのコミュニケーショ

ン等について本音で議論。さらに、中小機

構やＮＥＤＯが「創業・スタートアップ支

援」等の起業に向けた情報提供を行い、起

業を目指す人へのモチベーションアップに

つなげた。リアル、オンライン合計で、１

４６名が参加。 

 

・東北本部が東北経済産業局、宮城県、仙台

市と連携し、東北地方から世界の頂点（Ｔ

ＯＰ）に立つオンリーワン企業の創出を目

指すピッチイベント「ａＴＯＰ」をハイブ

リッドで開催。 

「ａＴＯＰ」はディープテックなどの革新

的な技術を活用して社会ニーズの解決を目

指す東北発のスタートアップ企業と、ベン

チャーキャピタルや事業パートナー、金融

機関、支援機関の出会いの場を創出するス

タートアップイベント。 
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Ｔ－Ｂｉｚ入居企業２社を含む国公立大

学のシーズから事業化に取り組む５社が登

壇。リアル参加者は１１５名（ＶＣ／ＣＶ

Ｃ７社１７名、機構関係者１７名を含む）、

オンライン参加者は７５名（ＶＣ／ＣＶＣ 

６社８名（１社リアルと重複）、うち機構関

係者１１名を含む）が参加。 

 

■売上計上化達成企業の輩出 

・売上計上化達成企業数６０社、売上計上化

率８１．１％ 

 

（入居企業に対する支援事例） 

・東京大学で２０年以上の研究成果を基に創

業された藻類バイオテックベンチャー。 

「藻類プラットフォーマー」を目指す当社

のビジネスモデルにはマーケットイン型の

研究開発経営が不可欠である。「藻類」の裾

野を広げていくために、市場のニーズ・シ

ーズに適したプロダクトやソリューション

を開発することが不可欠。そこでインキュ

ベーション施設ではマッチング活用や事業

パートナー候補となりうる事業会社の紹介

支援や資本提携先の選定及び交渉における

支援を行った。 

その結果、４年度にはシリーズＢの資金

調達を実施し、５９０百万円の調達に成功

した。これによる藻類の産業化に向けた研

究開発が加速することに期待。 

 

（施設退去時と施設退去後２年経過後の比

較） 

・元年度にインキュベーション施設を退去し

た企業の売上高平均伸び率は７．３％、従

業者数平均伸び率は１．８％、資本金平均

伸び率は０．２％（売上高平均４，３９５

百万円→４，７１５百万円、従業者数平均

１０１．６人→１０３．５人、資本金７３

６百万円→７３７百万円）、地域への定着率

は７４．１％） 
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（参考指標） 

・「中小企業実態基本調査」（中小企業庁調べ）

結果による中小企業（法人）の売上高等の

状況（元年度調査と４年度調査の比較） 

売上高平均１７５百万円→１８０百万円 

（３．０％増） 

従業者数平均９．０人→９．２人 

（２．２％増） 

 

■インキュベーションプログラム強化・発展

事業 

・４年度より北海道大学及び東京農工大学に

インキュベーションマネージャーを派遣。 

 

  ③ベンチャー支援 

将来の地域中核企

業等の創出のた

め、地域のベンチ

ャー企業等に対

し、ベンチャーキ

ャピタル、アクセ

ラレーター、大企

業、成功起業家、大

学及び地域の中小

企業支援機関等と

の支援ネットワー

クを構築するとと

もに、機構の多様

な支援ツール等を

活用することによ

り、資金調達及び

事業提携等の実現

に向けた支援を行

う。 

③ベンチャー支

援 

・将来の地域中

核企業等の創出

のため、ベンチャ

ーキャピタル、ア

クセラレーター、

大企業、成功起業

家、大学及び地域

の中小企業支援

機関等との支援

ネットワークを

構築する。地域の

ベンチャー企業

等に対し、資金調

達及び事業提携

等の実現に向け

た経営課題の解

決を図るため、構

築した支援ネッ

トワークと機構

の多様な支援ツ

ール等を組み合

わせた相談・助

言、セミナー、マ

ッチング等によ

る複合的な支援

 ③ベンチャー支援 

■アクセラレーション事業（ＦＡＳＴＡＲ） 

・将来のユニコーン及び上場ベンチャーや、

地域中核企業に成長し得るベンチャー企業

から、起業を目指す個人までを対象に、全

国から発掘したうえで、1 年間集中支援を

行う事業を実施。 

○４年度は、一次公募・二次公募併せて１１

４社の応募の中から、２６社を採択とし、

昨年度からの継続案件１８社を含め計３４

２回の支援を実施。また、３年度採択企業

等１８社が投資家向けにプレゼンテーショ

ンを行うピッチイベントを２回開催し、マ

ッチングを促進。（参加者計４２４名） 
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を行う。 

・機構が保有す

るもの以外のイ

ンキュベーショ

ン施設等に集積

するベンチャー

企業の事業化促

進等支援ニーズ

に応えるためイ

ンキュベーショ

ンマネージャー

派遣等支援を行

う。 

 

  ④創業に対する情

報提供・助言等 

創業者及び創業を

支援する地域支援

機関等に対して、

支援施策・成功事

例等に関する情報

提供を行う。 

ＡＩ・ＩＴを活用

し、起業の準備者

への情報提供・助

言を行うととも

に、地域の創業支

援機関等を適切に

紹介するなど、よ

り効果的な起業を

促す。 

また、中小企業

大学校東京校を創

業者の育成を行う

地域の拠点とし、

創業者への施設提

供と企業経営経験

者等による相談・

助言等を一体的に

行う。 

④創業に対する

情報提供・助言等 

・起業事例とし

て模範的な経営

者等を発掘・表彰

する事業（Japan 

Venture Awards）

を行うとともに、

創業機運の向上

やアントレプレ

ナーシップの醸

成に向けて、セミ

ナー等により創

業やベンチャー

企業の取組事例

を紹介する。 

・産業競争力強

化法における創

業支援等事業計

画の認定を受け

た市町村や創業

支援機関に対し、

創業支援スキル

の向上に資する

支援ノウハウを

提供するととも

に、起業家教育な

 ④創業に対する情報提供・助言等 

■ＪＶＡ（Ｊａｐａｎ Ｖｅｎｔｕｒｅ Ａ

ｗａｒｄｓ） 

・創業の啓発と促進に向けて、モデルとなる

起業家を表彰する「第２２回ＪＶＡ（Ｊａ

ｐａｎ Ｖｅｎｔｕｒｅ Ａｗａｒｄｓ）」

を実施。応募者１６６人の中から、経済産

業大臣賞、科学技術政策担当大臣賞、中小

企業庁長官賞、機構理事長賞及び新設した

地域貢献特別賞など、計１４人のベンチャ

ー企業経営者を表彰。これに加えて、ベン

チャーキャピタリスト奨励賞を表彰し、ベ

ンチャー企業に対して成長実績を挙げてお

り、今後一層の活躍が期待されるキャピタ

リスト２人を表彰。 

・アントレプレナーシップの醸成及びチャレ

ンジ精神の普及を目的に、ＪＶＡ過去受賞

者によるキーノートスピーチ、ＶＣと起業

家によるピッチイベント及びノミネート者

によるパネルディスカッションを実施。 

 リアルの参加者：１０６名 

 オンライン視聴者の参加者：４０７名 

 参加者の満足度：９４．６％ 

 

・産業競争力強化法における創業支援等事業

計画の認定を受けた市町村や創業支援機関

に対し、創業支援スキルの向上に資する支
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どの創業無関心

者への創業機運

醸成や創業関心

者への意識啓発

など、創業に至る

までの各段階の

支援に役立つ情

報提供その他の

必要な協力を行

う。また、ＡＩ・

ＩＴを活用した

起業の準備者へ

の情報提供・助言

を行い、地域の創

業支援機関等を

適切に紹介する。 

・中小企業大学

校東京校施設の

一部を、創業者の

育成を行う地域

の拠点として運

営し、支援運営内

容の充実化を図

り、創業者への施

設提供と企業経

営経験者等によ

る相談・助言等を

一体的に行う。 

援ノウハウを提供するため、講習会を３回

実施し、認定自治体等１１５機関から１３

２人参加（リアル２６名、オンライン１０

６名）。 

また、上記の認定を受けた市町村等と共

催で創業関心者および創業希望者向けのワ

ークショップ（地方版ＴＩＰＳ）を６回実

施、１２５人が参加。 

・ＢｕｓｉＮｅｓｔのノウハウを活用し、自

治体の創業支援事業の機能強化に向けて創

業４分野の動画を作成。 

・１２万人を対象に創業無関心者から創業関

心者、創業準備者、創業者に至る各段階に

おける創業への関心や意識について、生活

環境の影響等の観点から調査を実施。 

・創業無関心者への創業機運醸成のため、高

校生向けの起業家教育事業を実施。起業家

教育プログラムに基づく支援を４校、出前

授業を５１校に対し実施。 

・創業関心者への意識啓発や創業希望者への

創業支援については、オンラインワークシ

ョップ（ＴＩＰＳ）を４３回実施、延べ９

２９人が参加。 

 

■ＡＩを活用した起業支援チャットボットに

よる情報提供 

 

・起業関連情報を学習したＡＩによる起業相

談チャットボット「起業ライダーマモル」

をＬＩＮＥ上での運用を実施。 

・ＬＩＮＥの累計友だち登録者数１０１，６

４５人（５年３月末）に対して、起業に関

する情報提供や相談対応（相談者数２６，

０３０人）、事業計画書作成支援（事業コン

セプト作成機能利用者数９，０８１人）を

実施。 

・地域の創業支援機関のニーズに対応し、起

業に関するセミナー・イベント情報を配信

し、参加を誘発。（４１回の配信を実施） 

・中小企業大学校東京校施設の一部で、創業

者の育成を行う地域の拠点（ＢｕｓｉＮｅ
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ｓｔ）を運営し、創業者等への支援を実施。 

・創業者支援・会員支援のイベントを開催。

会員を対象としたスキルアップ講座（販路

開拓、ＩＴ活用、デザイン）や他の支援機

関と連携セミナー等を実施。 

・東京校の「中小企業支援担当者等研修（上

級）」を担当部署と協議し、ＢｕｓｉＮｅｓ

ｔの創業支援ノウハウを中心とした「中小

機構ＢｕｓｉＮｅｓｔの創業支援研修」に

内容を変更し、年１回実施。 

・日本政策金融公庫のオーダーメイド「創業

マネージャー研修」においてＢｕｓｉＮｅ

ｓｔの創業支援ノウハウを提供し、担当部

署とも連携してテキストの開発と研修を実

施。 

・ＩＴ活用やブランディング構築、広告物等

のデザイン制作を担う専門家を配置するこ

とで入会希望者及びイベント参加者の増加

を図る体制を構築。 

・創業検討層を対象とした「トライアルコー

ス」と創業準備コースを卒業した者を対象

とした「アルムナイ」を創設した。 

・延べ会員数５９９人 会員数：４７人 

（５年３月末） 

・スペース利用率 約７５．９％ 

（４５．５／６０スペース） 

・セミナー１３０回 参加者数：７４７人 

・相談会  ４０回 参加者数：６４人 

 

 （４）事業再構築

支援  

中小企業等事業

再構築促進事業の

基金設置法人とし

て、機構は基金の

管理・運用を適切

かつ確実に実施す

る。また、機構は

国及び事務局と緊

密に連携して、事

業者及び認定経営

（４）事業再構築

支援 

中小企業等事業

再構築促進事業の

基金設置法人とし

て、機構は基金の

管理・運用を適切

かつ確実に実施す

る。また、機構は国

及び事務局と緊密

に連携して、事業

者及び認定経営革

（４）事業再構築

支援 

・中小企業等事

業再構築促進事

業の基金設置法

人として、機構は

基金の管理・運用

を適切かつ確実

に実施する。ま

た、機構は国及び

事務局と緊密に

連携して、事業者

 （４）事業再構築支援 

 

○事業再構築補助金の採択 

・２年度補正予算（第３号）により、ポスト

コロナ・ウィズコロナの時代の経済社会の

変化に対応するために中小企業等の事業再

構築支援を実施。 

・特に、緊急事態宣言に伴う時短営業や不要

不急の外出・移動の自粛により深刻な影響

を受け、早期に事業再構築が必要な飲食サ

ービス業、宿泊業等を営む事業者に対する

措置として、「緊急事態宣言特別枠」を設け、
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革新等支援機関・

金融機関による計

画の策定や事業者

による計画の実施

に対する支援、事

業の進捗状況の確

認や改善指導、事

業の評価その他中

小企業の事業再構

築に対する総合的

な支援を適切かつ

効果的に実施でき

るよう、情報提供

や相談対応等、所

要の推進体制を整

備した上で支援を

行う。  

さらに、中小企

業等事業再構築促

進事業の採択事業

者に留まらず、よ

り幅広い事業者の

事業再構築が進む

よう、中小企業等

事業再構築促進事

業を通じて得られ

た知見も活用しつ

つ、先進事例の普

及、専門家による

ハンズオン支援や

ノウハウ提供、事

業者間連携の促進

等の支援を行う。 

 

 

新等支援機関・金

融機関による計画

の策定や事業者に

よる計画の実施に

対する支援、事業

の進捗状況の確認

や改善指導、事業

の評価その他中小

企業の事業再構築

に対する総合的な

支援を適切かつ効

果的に実施できる

よう、情報提供や

相談対応等、所要

の推進体制を整備

した上で支援を行

う。 

さらに、令和 4年

度からの新たな取

組みとして、中小

企業等事業再構築

促進事業の採択事

業者に留まらず、

より幅広い事業者

の事業再構築が進

むよう、中小企業

等事業再構築促進

事業を通じて得ら

れた知見も活用し

つつ、先進事例の

普及、専門家によ

るハンズオン支援

やノウハウ提供、

事業者間連携の促

進等の支援を行

う。 

 

及び認定経営革

新等支援機関・金

融機関による計

画の策定や事業

者による計画の

実施に対する支

援、事業の進捗状

況の確認や改善

指導、事業の評価

その他中小企業

の事業再構築に

対する総合的な

支援を適切かつ

効果的に実施で

きるよう、制度の

内容や支援策、優

良取組事例の周

知・広報並びにこ

れら事業者の制

度対応や事業再

構築に係る相談

対応等、所要の推

進体制を整備し

た上で支援を行

う。 

・令和３年度補

正予算（第１号）

により追加的に

措置された補助

金については、

「コロナ克服・新

時代開拓のため

の経済対策」（令

和３年 11月 19日

閣議決定）に基づ

き措置されたこ

とを認識し、要件

の見直しや新た

な申請類型を創

設した中小企業

等事業再構築促

累計で１５，５０３件を支援。 

・加えて、３年度補正予算（第１号）により、

グリーン分野での事業再構築を通じて高い

成長を目指す事業者を対象に、従来よりも

補助上限額を引き上げ、売上高減少要件を

撤廃した「グリーン成長枠」を創設し、公

募を開始。ポストコロナ社会を見据えた未

来社会を切り拓くための取組を重点的に支

援。 

・４年度補正予算（第２号）により、現行の

枠組を見直し、「成長枠」・「産業構造転換

枠」・「サプライチェーン強靭化枠」の創設、

「グリーン成長枠」の要件緩和及び補助金

の上乗せを行い、公募を開始。 

 

申請件数 

 通常枠：     ３７，１３０件 

（累計  ９９，４１６件） 

 大規模賃金引上枠：    ３３件 

（累計      ６５件） 

 緊急事態宣言特別枠：４，５０９件 

（累計２４，１５１件） 

 卒業枠：         ２１件 

（累計   ２１０件） 

 グローバルＶ字回復枠：   １件 

（累計     ３件） 

最低賃金引上枠：    ７２０件 

（累計 １，５８０件） 

回復・再生応援枠： ５，０７７件 

（累計 ５，０７７件） 

グリーン成長枠：  １，０３６件 

（累計 １，０３６件） 

原油価格・物価高騰等緊急対策枠 

：２，９８０件（累計 ２，９８０件） 

  

採択件数 

通常枠：     １６，１４０件 

（累計３８，０４５件） 

大規模賃金引上枠：    １８件 

（累計    ３６件） 

 緊急事態宣言特別枠：３，００６件 
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進事業に活用す

る。 

・より幅広い中

小企業・小規模事

業者の事業再構

築が進むよう、中

小企業等事業再

構築促進事業を

通じて得られた

知見も活用しつ

つ、専門家による

ハンズオン支援

や事業再構築計

画の事業化率向

上に資する研修

等の支援を行う。 

・令和４年度新

型コロナウイル

ス感染症対策予

備費により追加

的に措置された

補助金について

は、コロナ禍にお

ける「原油価格・

物価高騰等総合

緊急対策」（令和

４年４月 26 日閣

議決定）に基づき

措置されたこと

を認識し、加点措

置や新たな申請

類型を創設した

中小企業等事業

再構築促進事業

に活用する。 

・令和４年度補

正予算（第２号）

により追加的に

措置された補助

金については、

「物価高克服・経

（累計１５，５０３件） 

 卒業枠：          ９件 

（累計   １０６件） 

 グローバルＶ字回復枠：   ０件 

（累計     １件） 

 最低賃金引上枠 ：   ５９０件 

（累計 １，２５５件） 

回復・再生応援枠： ３，２９２件 

（累計 ３，２９２件） 

グリーン成長枠：    ４１４件 

（累計   ４１４件） 

原油価格・物価高騰等緊急対策枠 

：１，６５２件（累計 １，６５２件） 
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済再生実現のた

めの総合経済対

策」（令和４年 10

月 28 日閣議決

定）に基づき措置

されたことを認

識し、新たな申請

類型の創設、補助

上限の引上げ、要

件緩和を行う中

小企業等事業再

構築促進事業に

活用する。 

 

 【指標３－１】 

・中期目標期間に

おいて、中小企業・

小規模事業者と海

外企業との商談会

終了後の成約率

（商談継続中を含

む。）を毎年度６％

以上増加させ、最

終年度に成約率３

３％以上とする。

【基幹目標】（新規

設定） 

 

【指標３－２】 

・中期目標期間に

おいて、海外展開

支援企業数を２万

社以上とする。（２

０１５～２０１７

年度実績：１．１万

社） 

 

 

【指標３－３】 

・機構が出資した

ファンドの投資先

【指標３－１】 

・中期目標期間に

おいて、中小企業・

小規模事業者と海

外企業との商談会

終了後の成約率

（商談継続中を含

む。）を毎年度６％

以上増加させ、最

終年度に成約率３

３％以上とする。

【基幹目標】（新規

設定） 

 

【指標３－２】 

・中期目標期間に

おいて、海外展開

支援企業数を２万

社以上とする。（２

０１５～２０１７

年度実績：１．１万

社） 

 

 

【指標３－３】 

・機構が出資した

ファンドの投資先

【指標】 

・中小企業・小規

模事業者と海外

企業との商談会

終了後の成約率

（商談継続中を

含む。）：３３％以

上【基幹目標】 

 

 

 

 

 

 

 

・海外展開支援

企業数：４，００

０社以上 

 

 

 

 

 

 

 

・機構が出資し

たファンドの投

 【指標】 

・中小企業・小規模事業者と海外企業との商

談会終了後の成約率（商談継続中を含む。）：

７１．０％【基幹目標】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・海外展開支援企業数：８，４４２社 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・機構が出資したファンドの投資先の上場時

の時価総額が５０億円以上となる割合が、

【指標】 

■中小企業・小規模事業者と海外企業との商

談会終了後の成約率（基幹目標） 

海外政府機関等と連携した実需を見込める

海外企業の発掘や商談会参加企業の提案力

強化等に取り組んだ結果、商談会終了後の成

約率は目標の３３％以上を達成し、７１．

０％（目標達成率２１５．１％、過去２年平

均比２０３．７％）と大幅に向上。 

 

 

 

 

 

 

■海外展開支援企業数 

補助金活用先企業等にプッシュ型でアプロ

ーチを行うとともに、「新規輸出１万者支援

プログラム」を受け、支援機関と連携した支

援を推進した結果、海外展開支援先企業数は

目標の４，０００社以上に対して８，４４２

社（目標達成率２１１．０％、過去２年平均

比１５２．２％）と大きく目標を上回る実績

を達成。 

 

■機構が出資したファンドの投資先の上場

時の時価総額が５０億円以上となる割合
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の中期目標期間に

おける上場時の時

価総額が５０億円

以上となる割合

が、新興市場全体

の同割合を、２割

以上、上回ること

とする。（新規設

定）（［参考］２０

１４～２０１７

年：１．８割） 

 

【指標３－４】 

・中期目標期間に

おいて、起業支援

ファンド及び中小

企業成長支援ファ

ンド新規組成数

（事業承継ファン

ドを除く。）を４０

本以上とする。（前

中期目標期間実績

（２０１７年度末

実績）：５３ファン

ド（うち、第４期中

期目標期間には対

象としない事業承

継ファンド１１本

を含む。）） 

の中期目標期間に

おける上場時の時

価総額が５０億円

以上となる割合の

が、新興市場全体

の同割合を、２割

以上、上回ること

とする。（新規設

定）（［参考］２０１

４～２０１７年：

１．８割） 

 

【指標３－４】 

・中期目標期間に

おいて、起業支援

ファンド及び中小

企業成長支援ファ

ンド新規組成数

（事業承継ファン

ドを除く。）を４０

本以上とする。（前

中期目標期間実績

（２０１７年度末

実績）：５３ファン

ド（うち、第４期中

期目標期間には対

象としない事業承

継ファンド１１本

を含む。）） 

 

 

【指標３－５】 

・中期目標期間終

了時において、中

小企業等事業再構

築促進事業により

事業再構築に取り

組んだ事業者のう

ち、付加価値額又

は従業員１人当た

り付加価値額の年

資先の上場時の

時価総額が５０

億円以上となる

割合：新興市場全

体の同割合を２

割以上、上回る 

 

 

 

 

 

 

 

・起業支援ファ

ンド及び中小企

業成長支援ファ

ンド新規組成数

（事業承継ファ

ンドを除く。）：８

本以上 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・インキュベー

ション施設の退

去企業の施設退

去時における売

上計上率：７０％

以上 

新興市場全体の同割合を上回る割合：２．

３割 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・起業支援ファンド及び中小企業成長支援フ

ァンド新規組成数（事業承継ファンドを除

く。）：１０本 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・インキュベーション施設の退去企業の施設

退去時における売上計上率：８１．１％ 

 

が新興市場全体の同割合を２割以上、上回

る。 

ファンド GP との情報交換を通じて投資先企

業に機構支援施策の紹介等の企業価値を高

める取り組みを行った結果、４年度は目標の

２割以上を上回る２．３割（目標達成率１１

５．０％）の目標を達成。 

 

 

 

 

 

 

■起業支援ファンド及び中小企業成長支援

ファンド新規組成数 

ファンド GP 候補の相談から出資審査迄のプ

ロセスの合理化に取り組んだ結果、ファンド

新規組成数８本以上に対して１０本（目標達

成率１２５．０％）と大きく目標を上回る実

績を達成。 
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率平均増加率が

３．０％以上とな

る者の割合を５割

以上とする。【基幹

目標】 

 

債務保証（財務省共管業務） 

事業拡大ステージにあるディープテックベ

ンチャーを対象とする債務保証制度により、

オンライン決済用共通プラットフォームの

開発事業者及び月面輸送ランダー開発事業

者、宇宙ごみ除去事業者、癌早期発見検査キ

ット開発事業者の４件の契約を締結。また、

指定金融機関等に新たに５機関が指定を受

け、計１０機関となった。４年度末時点で保

証先６件、保証残高７，３１２百万円。 

 

 

 

注５）複数の項目をまとめて作成する場合には、適宜行を追加し、項目ごとに評定と評定に至った理由を明記。ただし、「主な評価指標」や「業務実績」欄については、複数の項目にまたがってまとめて記載することが可能 

４．その他参考情報 
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様式１－１－４－１ 中期目標管理法人 年度評価 項目別評定調書（国民に対して提供するサービスその他業務の質の向上に関する事項）様式 

 

１．当事務及び事業に関する基本情報 

１―４ 経営環境の変化への対応の円滑化 

業務に関連する政策・施

策 

将来の事業の廃止等に備えるための小規模企業共済制度及び連鎖

倒産の防止のためのセーフティネットである中小企業倒産防止共

済制度の確実な運営、自主的な努力だけでは対応が困難な状況にあ

る中小企業・小規模事業者の事業再生を促進する支援等を実施。 

東日本大震災及び大規模な自然災害等への対応については、国の政

策展開と連携しつつ、これまでの知見とノウハウを活用し機動的に

復興・再生を支援。 

当該事業実施に係る根拠（個

別法条文など） 

独立行政法人中小企業基盤整備機構法第１５条第１項第１号、２号、３号、

４号、６号、９号、１３号、１５号、１６号、１８号、１９号 

当該項目の重要度、困難

度 

 関連する政策評価・行政事業

レビュー 

行政事業レビューシート番号 ０３７８ 

注１）重点化の対象としない項目については、法人の業務管理に活用しやすい単位ごとに、複数の項目をまとめて作成することが可能 

２．主要な経年データ 

 ①主要なアウトプット（アウトカム）情報   ②主要なインプット情報（財務情報及び人員に関する情報） 

指標等 達成目標 基準値 

（前中期目

標期間最終

年度値等） 

元 

年度 

２ 

年度 

３ 

年度 

４ 

年度 

５ 

年

度 

  元 

年度 

２ 

年度 

３ 

年度 

４ 

年度 

５ 

年度 

小規模企業共済

制度の在籍率 

【基幹目標】 

中期目標期

間終了時に

おいて、前中

期目標期間

終了時より

１６％ポイ

ント以上向

上 

令和４年度 

１３％ポイ

ント以上向

上 

前期中期

目標期間

末の在籍

率４９．

９％ 

３．３％ ７．０％ １１．２％ １４．４％   予算額（千円） 1,148,467,712 

千円 

3,026,117,931 

千円 

1,631,245,016 

千円 

1,477,766,205 

千円 

 

小規模企業共済

制度の委託機関

等への支援件数 

中期目標期

間において、

２万件以上 

令和４年度

４，０００件

以上 

 ８，３１９

件 

７，５２４

件 

９，９９８

件 

１１，４５

４件 

  決算額（千円） 1,191,373,805 

千円 

1,223,806,071 

千円 

1,840,767,580 

千円 

1,407,042,608 

千円 

 

         経常費用（千円） 1,226,887,042 

千円 

1,250,487,822

千円 

1,530,105,516

千円 

1,669,110,248

千円 
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         経常利益（千円） △108,248,327

千円 

418,548,921

千円 

9,982,668 

千円 

△117,208,320

千円 

 

         行政コスト（千

円） 

1,228,448,071 

千円 

1,250,495,353

千円 

1,530,111,846

千円 

1,669,116,546

千円 

 

         従事人員数 ７１５人の内

数 

７２７人の内

数 

７３１人の内

数 

７４９人の内

数 

 

注２）複数の項目をまとめて作成する場合には、適宜行を追加し、項目ごとに主要な経年データを記載                       注３）予算額、決算額は支出額を記載。人件費については共通経費分を除き各業務に配賦した後の金額を記載 

注４）上記以外に必要と考える情報があれば欄を追加して記載しても差し支えない 

３．各事業年度の業務に係る目標、計画、業務実績、年度評価に係る自己評価及び主務大臣による評価 

 中期目標 中期計画 年度計画 主な評価指標 法人の業務実績・自己評価 主務大臣による評価 

業務実績 自己評価 

 ４．経営環境の変化

への対応の円滑化 

経営資源の確保

等が困難な中小企

業・小規模事業者に

とって、必ずしも事

業者の責めに帰す

ることのできない

経済的社会的環境

の変化が経営を著

しく不安定にする

おそれがある。 

中小企業・小規模

事業者が経営環境

の変化に対し円滑

に対応し、経営の安

定が図られるよう

にするため、機構

は、将来の事業の廃

止等に備えるため

の小規模企業共済

制度及び連鎖倒産

の防止のためのセ

ーフティネットで

ある中小企業倒産

防止共済制度の確

実な運営、両共済制

度の基幹システム

の大規模な改修へ

の着手、自主的な努

４．経営環境の変

化への対応の円滑

化 

経営資源の確保等

が困難な中小企

業・小規模事業者

にとって、必ずし

も事業者の責めに

帰することのでき

ない経済的社会的

環境の変化が経営

を著しく不安定に

するおそれがあ

る。 

中小企業・小規模

事業者が経営環境

の変化に対し円滑

に対応し、経営の

安定が図られるよ

うにするため、機

構は、将来の事業

の廃止等に備える

ための小規模企業

共済制度及び連鎖

倒産の防止のため

のセーフティネッ

トである中小企業

倒産防止共済制度

の確実な運営、両

共済制度の基幹シ

４．経営環境の変化へ

の対応の円滑化 

＜主な定量的指

標＞ 

【指標４－１】 

・中期目標期間

終了時におい

て、小規模企業

共済制度の在

籍率を、前中期

目標期間終了

時より１６％

ポイント以上

向上させる。

【基幹目標】

（新規設定）

（［参考］２０

１７年度末実

績：４６．８％） 

 

【指標４－２】 

・中期目標期間

において、小規模

企業共済制度の

委託機関等への

支援件数を２万

件以上とする。

（新規設定）（［参

考］前中期目標期

間実績（２０１７

年度末実績）：役

員等による委託

４．経営環境の変化への対応の円滑化 評定： Ａ 

根拠：  

中期目標・中期計画上の指標に基づく数値目

標２項目で目標達成。また、委託機関等への支

援件数において、直近過去２年実績平均との比

較でも１３０．７％を達成。 

経営環境の変化への対応の円滑化について

は、将来の事業の廃止等に備えるための小規模

企業共済制度及び連鎖倒産の防止のためのセ

ーフティネットである中小企業倒産防止共済

制度の確実な運営、自主的な努力だけでは対応

が困難な状況にある中小企業・小規模事業者の

事業再生を促進する支援等を行った。また、大

規模な自然災害等への対応については、国の政

策展開と連携しつつ、これまでの知見とノウハ

ウを活用し機動的に復興・再生を支援した。 

 

（１）小規模企業共済 

  加入件数の半数を担う金融機関を中心に

アプローチし、共済制度の手続きや営業推進

に向けた研修を提供する等、加入促進に向け

金融機関等の活動をサポート。その結果、委

託機関等への支援件数は１１，４５４件と過

去最高（目標達成率２８６．４％、過去２年

平均１３０．７％）。また、委託機関と連携

した相談対応や全加入者に対するインボイ

ス制度等有益情報の提供により小規模企業

共済の魅力向上を図ったほか、自治体との連

携により広報誌や自治体主催の創業セミナ

ーで共済制度の説明を行い、商工団体等の非

評定 A 

＜評定に至った理由＞ 

定量的に A の基準を満たしており、また、金融

機関を中心とした委託機関や創業予定者への働き

かけによる小規模企業共済の在籍率向上に加え、

コロナ対策として各種補助金等により中小企業の

約 60％を支援した取組を踏まえ、所期の目標を上

回る水準として「A」評定と判断。 

 

＜指摘事項、業務運営上の課題及び改善方策＞ 

－ 

 

＜その他事項＞ 

（経営に関する有識者からのコメント） 

・委託機関等への支援強化により、創業初年度登録

件数（創業初年度の事業者の加入件数）及び在籍

率ともに目標を上回ったことは評価できる。 

・長期化するコロナ禍において、各種補助金等を活

用して中小企業全体の６０％以上を支援してき

た成果は大きい。また、災害発生時における事業

継続を発揮させる「事業継続力強化計画」の策定

支援に力をいれて、昨年度の１．５倍となる策定

支援結果を出せたことは大きく評価できる。 
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力だけでは対応が

困難な状況にある

中小企業・小規模事

業者の事業再生を

促進する支援等を

行う。  

また、東日本大震災

及び大規模な自然

災害等への対応に

ついては、国の政策

展開と連携しつつ、

これまでの知見と

ノウハウを活用し

機動的に復興・再生

を支援する。 

ステムの大規模な

改修への着手、自

主的な努力だけで

は対応が困難な状

況にある中小企

業・小規模事業者

の事業再生を促進

する支援等を行

う。 

また、東日本大震

災及び大規模な自

然災害等への対応

については、国の

政策展開と連携し

つつ、これまでの

知見とノウハウを

活用し機動的に復

興・再生を支援す

る。 

令和２年度補正予

算（第１号）によ

り追加的に措置さ

れた交付金及び補

助金については、

「新型コロナウイ

ルス感染症緊急経

済対策」（令和 2年

4月 7日閣議決定）

に基づいて措置さ

れたことを認識

し、以下の事業の

ために活用する。 

・新型コロナウイ

ルス感染症の影響

を受けている中小

企業・小規模事業

者・個人事業主

（事業性のあるフ

リーランス含む）

に対する、株式会

社日本政策金融公

機関等への訪問

件数４７３件） 

 

＜目標水準の考

え方＞ 

○指標４－１に

ついて 

機構発足以降

の在籍率につい

て、対前年度比の

増減率が年平均

１％ポイントで

あることを踏ま

え、毎年度１％ポ

イントずつ向上

させることを目

指す。なお、機構

が直接コントロ

ールできない脱

退者数によって

も左右される在

籍率を一定割合

で向上させるこ

とを目標とする

ことは困難を伴

うことから、達成

の難易度は高い。 

※目標水準を見

直し、令和４年度

及び令和５年度

の目標値の引き

上げを実施。 

 

○指標４－２に

ついて 

加入促進に当

たって、従来は、

機構の役員や地

域本部長による

訪問（トップセー

ルス）を中心と

会員や創業予定者の加入を促進した結果、目

標を上回る在籍率６４．３％（前中期目標期

間終了時(４９．９より１４．４％ポイント

向上）を達成（目標達成率１１０．７％）。 

 

（２）事業再生、新型コロナウイルス感染症及

び大規模災害への対応 

  事業再生に向け、協議会職員等へ研修を通

じた相談体制の強化等などにより収益力改

善・再生・再チャレンジへの支援を強化。ま

た、感染症対応の各種補助金・利子補給にお

いて、延べ２１９万者(推計値)を支援(中小

企業全体の約６０％に相当)。更に自然災害

や感染症等に対する事前対策として事業継

続力強化計画策定に取組む中小企業を支援。 

 ①事業再生 

中小企業活性化協議会の発足や中小企業

活性化パッケージ・NEXTを受け、全国本部と

して、収益力改善・再生・再チャレンジを推

進するため、協議会職員や専門家への研修を

通じた相談体制の強化や地域金融機関職員

の協議会への受け入れによるトレーニー制

度を創設し、１２８人を育成。 

②再生ファンド 

支援対象の拡大のため、ファンド運営者が

再生系サービサーと協働し再生支援を行う

ファンドに対する出資を初めて実施。５ファ

ンドを組成(前年比３件増)。 

③新型コロナウイルス感染症への対応 

政府系・民間金融機関(都道府県経由)貸付

への利子補給の実施。実質無利子化を延べ２

１２万者支援。 

新型コロナウイルス感染症の影響を受け

た事業者の販路開拓や事業の再構築を支援

するため、小規模事業者持続化補助金に特別

枠を設けた他、事業再構築補助金においても

特別枠、回復・再生枠を創設し、支援を実施。

両補助金で１．４万件支援。 

④大規模災害等への備え 

災害等発生時における事業の強靱化を推

進するため、セミナー・シンポジウムを通じ
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庫・株式会社商工

組合中央金庫等の

融資分の利子補給 

・新型コロナウイ

ルス感染症の影響

を受けている中小

企業・小規模事業

者・個人事業主

（事業性のあるフ

リーランス含む）

に対する、都道府

県等の制度融資分

の利子補給 

・認定経営革新等

支援機関による、

新型コロナウイル

ス感染症の影響を

受ける中小企業・

小規模事業者向け

の経営改善計画等

の策定支援の強化 

・再生計画策定の

指導・助言、専門

人材の紹介・派遣

等を通じた中小企

業再生支援協議会

の強化 

・新型コロナウイ

ルス感染症の影響

を受ける中小企

業・小規模事業者

の経営相談対応等

を行う支援機関等

向けの専門家派遣 

・感染症対策を含

む中小企業強靱化

対策として行う事

業継続力強化計画

等の策定支援、普

及啓発 

令和２年度補正予

し、これを実績と

して計上してき

たが、第４期中期

目標期間におい

ては、在籍率をさ

らに向上させる

ため、職員等によ

る委託機関等へ

の訪問及び説明

会の開催、業界団

体等の新規チャ

ネルの発掘等の

取組もこの対象

に加えることと

し、新たに設定し

た。 

＜想定される外

部要因＞ 

想定される外部

要因として、初年

度を基準として、

事業遂行上必要

な政策資源が安

定的に確保され

ること、国内の政

治・経済及び世界

の政治・経済が安

定的に推移し、着

実に成長するこ

と、急激な株価や

為替の変動がな

いこと、不可抗力

によるアクシデ

ントが発生しな

いことなどを前

提とし、これら要

因に変化があっ

た場合には評価

において適切に

考慮する。 

事業継続力強化計画(感染症対策を含む)策

定に取り組む事業者を掘り起こして支援を

実施。前年度比１．５倍となる１，７０２件

の計画策定を支援(単独型１，３４２件、連

携型３６０件) 

 

 

以上のように、高い水準で目標を達成している

ことからＡ評価と判断。 
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算（第２号）によ

り追加的に措置さ

れた補助金及び出

資金については、

新型コロナウイル

ス感染症対策の強

化を図るために措

置されたことを認

識し、以下の事業

のために活用す

る。 

・新型コロナウイ

ルス感染症の影響

を受けている中小

企業・小規模事業

者・個人事業主

（事業性のあるフ

リーランス含む）

に対する、株式会

社日本政策金融公

庫・株式会社商工

組合中央金庫等の

融資分の利子補給

の拡充 

・新型コロナウイ

ルス感染症の影響

を受けている中小

企業・小規模事業

者・個人事業主

（事業性のあるフ

リーランス含む）

に対する、都道府

県等の制度融資分

の利子補給の拡充 

・新型コロナウイ

ルス感染症の影響

を受け、過大な債

務を抱えた中小企

業の再生を図るた

めの中小企業再生

ファンドの拡充 
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２年度補正予算

（第１号及び第２

号）により実施す

る事業は令和２年

度の途中から講じ

られるが、同年度

及びそれ以降の業

務実績等報告書に

実施状況を記載す

る。 

令和３年度補正予

算（第１号）によ

り追加的に措置さ

れた補助金及び出

資金については、

「コロナ克服・新

時代開拓のための

経済対策」（令和３

年 11月 19日閣議

決定）に基づき措

置されたことを認

識し、以下の事業

に活用する。 

・令和２年７月豪

雨において被害を

受けた地域の中小

企業・小規模事業

者の復旧・復興を

図るためのなりわ

い再建資金利子補

給事業 

・過大な債務を抱

えた中小企業の再

生を図るための中

小企業再生ファン

ドの拡充 

 令和３年度補正

予算（第１号）に

より実施する事業

は、令和３年度の

途中から講じられ
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るが、同年度及び

それ以降の業務実

績等報告書に実施

状況を記載する。 

 （１）小規模企業共

済制度及び中小企

業倒産防止共済制

度の確実な運営 

将来の事業の廃

止等に備えるため

の小規模企業共済

制度及び連鎖倒産

の防止のためのセ

ーフティネットで

ある中小企業倒産

防止共済制度につ

いては、機構が毎年

度策定する加入促

進計画に基づき、加

入促進に取り組む。

特に、小規模企業共

済制度は、より多く

の小規模事業者に

利用してもらう政

策的な意義の観点

や制度の安定的な

運営の観点などか

ら、加入対象者数及

び脱退者数等を勘

案して前期中期目

標期間末の在籍割

合を第４期中期目

標期間末において

向上させるために、

新規加入に重点を

置き、積極的に加入

促進を行うととも

（１）小規模企業共

済制度及び中小企

業倒産防止共済制

度の確実な運営 

小規模企業共済

制度及び中小企業

倒産防止共済制度

の加入促進につい

ては、加入促進に特

に重点を置く地域

や期間を定めると

ともに、代理店・委

託団体等（以下「委

託機関等」という。）

の顧客特性を踏ま

えた加入促進計画

を毎年度策定し、こ

れに基づいた活動

を着実に実施する。

特に、小規模企業共

済制度は、より多く

の小規模事業者に

利用してもらう政

策的な意義の観点

や制度の安定的な

運営の観点などか

ら、加入対象者数及

び脱退者数等を勘

案して前期中期目

標期間末の在籍割

合を第４期中期目

標期間末において

向上させるために、

（１）小規模企業共済

制度及び中小企業倒

産防止共済制度の確

実な運営 

・小規模企業共済制

度の政策的な意義及

び安定的な運営の観

点から、２０２２年度

における在籍率につ

いて、加入対象者数及

び脱退者数等を踏ま

えたうえで、前期中期

目標期間末の在籍率

を１３％ポイント以

上向上する。 

・小規模企業共済制

度及び中小企業倒産

防止共済制度に係る

２０２２年度加入促

進計画を策定し、地方

公共団体、地域の中小

企業支援機関等の協

力の下、期間加入促進

運動（加入促進強調月

間、確定申告期運動

等）、代理店・委託団体

等（以下「委託機関等」

という。）へのトップ

セールスなどを実施

し、両共済制度の普及

及び加入促進を図る。 

・小規模企業共済制

度の普及及び加入促

 （１）小規模企業共済制度及び中小企

業倒産防止共済制度の確実な運営 

 

 

・小規模企業共済における４年度末

の在籍率は６４．３％となり、前期

中期目標期間末４９．９％を１４．

４%ポイント向上。 

 

 

 

 

 

 

 

・４年１月策定の「４年度加入促進計

画」に基づき、関係省庁、地方公共

団体、地域支援機関、中小企業団体、

金融機関等と連携、以下の加入促進

活動を実施。コロナ禍において、委

託機関を直接訪問することが困難

な状況にあったが、オンラインや電

話・メールを活用して、全国加入促

進強調月間運動（１０～１１月）、

代理店や委託団体別の加入促進運

動を実施。また併せて、地域本部長

によるトップセールスや委託機関

の関心を引き付けるために縦割り

業務の打破による複合的アプロー

チ（支援メニューの複数分野の紹

介）を実施。 

・小規模企業共済制度の普及及び加

入促進のために、複数の委託機関を
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に、代理店・委託団

体等（以下「委託機

関等」という。）に対

し、新規加入件数の

増加による在籍率

の向上に向けた支

援を行う。  

また、小規模企業

共済事業及び中小

企業倒産防止共済

事業運営の基幹シ

ステムについて、政

策要請への迅速な

対応等を含む事業

継続性の観点並び

に事務品質の向上

と顧客の利便性向

上及び運営主体と

しての生産性向上

を目的として、業務

フローの見直しに

より業務の効率化・

合理化を行うとと

もに、大規模なシス

テム改修に着手す

る。 

具体的には、シス

テム化構想・計画の

策定を早急に行い、

業務フロー及び業

務・システム要件の

定義を決定し、２０

２３年度末までに

システム開発に着

手する。その際、進

捗段階に応じて妥

当性、安全性、効率

性等を確認する体

制を構築し、進める

こととする。  

また、小規模企業共

新規加入に重点を

置き、積極的に加入

促進を行う。委託機

関等に対し、制度の

意義、施策としての

重要性を普及させ

るための説明会等

の開催や効果的な

加入促進事例の情

報提供など新規加

入件数の増加によ

る在籍率の向上に

向けた支援を行う。 

また、小規模企業

共済事業及び中小

企業倒産防止共済

事業運営の基幹シ

ステムについて、政

策要請への迅速な

対応等を含む事業

継続性の観点並び

に事務品質の向上

と顧客の利便性向

上及び運営主体と

しての生産性向上

を目的として、業務

フローの見直しに

より業務の効率化・

合理化を行うとと

もに、大規模なシス

テム改修に着手す

る。 

具体的には、シス

テム化構想・計画の

策定を早急に行い、

業務フロー及び業

務・システム要件の

定義を決定し、２０

２３年度末までに

システム開発に着

手する。その際、進

進による在籍率の向

上を図るため、委託機

関、関係機関等に対

し、制度説明会の開催

や効果的な加入促進

策の横展開等を積極

的に実施する。 

こうした取組を通じ、

小規模企業共済制度

の委託機関等への支

援件数を４，０００件

以上とする。 

・加入者へ実施して

いる認知媒体調査の

結果を今後の加入促

進施策の企画・立案、

実施の際に反映させ

ることで、より効率

的・効果的な加入促進

を実施する。 

・顧客層拡大のため、

対象者が多い業種等

に向け、加入促進を実

施する。 

・具体的には、会社役

員、農業者、飲食サー

ビス業等に対する普

及活動を継続すると

ともに、若年層が多い

フリーランスへの積

極的な普及活動を実

施する。 

・上記のほか、制度の

普及及び加入促進を

図るため、従来型のパ

ンフレット等の配布、

関係機関等の発行す

る広報誌や専門誌、メ

ールマガジン等を活

用した広報に加えイ

ンターネットを介し

集めた説明会を開催して、効果的な

加入促進を実施。また、支援機関の

共済以外の担当者にも制度を理解

してもらうために、他の中小企業施

策と合わせたセミナーに組み合わ

せ制度普及を実施。 

 

こうした取組みを通じて、委託機関等

への支援件数は、年度目標４，００

０件に対し、１１，４５４件を達成。 

 

 

・効率的・効果的な加入促進を実施す

るため、新規加入者を対象に実施し

ている認知媒体調査の結果を踏ま

え、情報収集ツールとして利用率が

高いインターネットを活用した広

報を拡大して実施。 

 

 

・顧客層拡大のために、新規創業者や

農業者へ積極的なアプローチを実

施。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・上記のほか、制度紹介のパンフレッ

トをより分かりやすいものに一新

して、委託機関へ配布。また、本部

及び地域本部の加入促進担当者に

よるオンラインによる定例会（個別

月例会）を実施して、共済制度の普

及に関する意見交換を行った他、地

域本部におけるベストプラクティ

スを横展開して、加入促進を実施。 
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済事業の運営に要

する経費について、

運営費交付金に依

拠しないことを基

本とする運営を行

うべく取組を進め

るとともに、中小企

業倒産防止共済事

業においても同様

の運営を行えるか、

その方策も含めて

検討を行っていく。 

捗段階に応じ妥当

性、安全性、効率性

等について、機構外

の専門家による確

認体制を構築し、進

めることとする。 

また、小規模企業共

済事業の運営に要

する経費について、

運営費交付金に依

拠しないことを基

本とする運営を行

うべく取組を進め、

機構の運営費交付

金の効果的な施策

への活用を行うと

ともに、中小企業倒

産防止共済事業に

おいても同様の運

営を行えるか、その

方策も含めて検討

を行っていく。 

た広報を実施する。 

・また、共済ホームペ

ージやチャットボッ

トによって共済制度

等の周知により、さら

なる加入促進等を図

る。 

・契約者等の利便性

の更なる向上及び業

務効率化・合理化のた

め、本格的なオンライ

ン化を含む、業務・シ

ステムの見直しを行

い、また、機構外の専

門家による確認体制

を構築しシステム開

発に着手する。 

・契約者の利便性向

上等を図るため、本格

的なオンライン化に

先駆けて実施する、加

入手続き及び契約変

更（住所変更等）など

の保全手続きのオン

ライン受付について

システム開発に着手

する。 

・これら業務に伴う

委託機関業務の変更

や共済契約者の手続

きの変更について、委

託機関及び共済契約

者への周知を行う。 

 

・制度の内容や加入手続きを分かり

やすく説明する共済ホームページ

の見直しに着手。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・５年９月から実施予定の加入手続

き及び契約変更（住所変更等）など

の保全手続きのオンライン受付に

ついて、システム開発に着手。 

・また、７年９月から実施予定の本格

的なオンライン化に向けたシステ

ム開発も予定どおり着手。 

・オンライン化に向けたスケジュー

ル等を案内した文書を送付。また、

委託機関向けにオンラインで説明

会を実施。 
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 （２）中小企業・小

規模事業者の事業

再生等への支援 

中小企業再生支

援全国本部として、

機構は、自主的な努

力だけでは経営再

建が困難な状況に

ある中小企業・小規

模事業者が適切な

事業再生等の支援

を受け、その活力の

再生が促進される

よう事業再生の支

援体制を強化する

取組を実施する。支

援に当たっては、中

小企業・小規模事業

者に対する一義的

な支援機関である

中小企業再生支援

協議会（都道府県ご

とに設置）が個々の

中小企業・小規模事

業者を支援する上

で、どのような課題

に直面し、それに対

応するために機構

に対してどのよう

な支援ニーズを持

っているかを把握

することが重要で

ある。具体的には、

取引金融機関数が

多数に上るケース、

株主との権利調整

が難航するケース、

支援対象がグルー

プ会社のケースな

どの困難かつ複雑

な再生案件が近年

（２）中小企業・小

規模事業者の事業

再生等への支援 

①中小企業・小規模

事業者の再生支援 

中小企業再生支

援全国本部として、

中小企業・小規模事

業者の事業再生に

貢献する。具体的に

は、自主的な努力だ

けでは経営再建が

困難な状況にある

中小企業・小規模事

業者が適切な事業

再生の支援を受け

られるようにする

ため、全国の中小企

業再生支援協議会

が行う中小企業・小

規模事業者への事

業再生支援に対し、

質の高い相談・助言

を実施するほか、中

小企業再生支援協

議会に対し、専門家

の派遣、支援体制の

ＰＤＣＡサイクル

構築に関する支援、

先進事例や案件情

報の収集・提供、統

一的な事業運営基

準の明示やＩＴを

活用したネットワ

ークシステムの提

供と情報分析等に

よる支援ノウハウ

の集約・共有や業務

の効率化に関する

支援、中小企業再生

支援協議会の支援

（２）中小企業・小規

模事業者の事業再生

等への支援 

①中小企業・小規模事

業者の再生支援 

・中小企業活性化全

国本部（以下「全国本

部」という。）として、

全国の中小企業活性

化協議会（以下「協議

会」という。）に対し

て、質の高い相談・助

言、専門家の派遣、支

援体制のＰＤＣＡサ

イクル構築に関する

支援、先進事例や案件

情報の収集・提供な

ど、中小企業・小規模

事業者から協議会に

求められる収益力改

善、経営改善、事業再

生及び廃業案件に効

率的・効果的に対応す

るための、具体的な解

決策の提案などを行

い、協議会事業を通じ

て、自主的な努力だけ

では経営再建が困難

な状況にある中小企

業・小規模事業者が適

切な収益力改善や事

業再生等の支援を受

けられるようにする。 

・全国本部の協議会

に対する相談・助言に

よる協議会の課題解

決率を７０％以上と

する。 

・協議会の支援能力

を向上させるための

専門家等に対する研

 （２）中小企業・小規模事業者の事業

再生等への支援 

 

■中小企業活性化協議会（以下「活性

化協議会」という。）による中小企

業・小規模事業者への経営改善・事

業再生支援活動に対し、中小企業活

性化全国本部（以下「活性化全国本

部」という。）による支援を実施。 

○活性化協議会に対する助言・支援事

業 

・活性化全国本部は、多様化する収益

力改善、経営改善、事業再生及び廃

業（以下「再生等支援」）案件に対応

する活性化協議会を支援するため、

２７名の高度な実践的知識・経験等

を有する専門家を配置、地区担当な

どを定め、効率的・効果的な相談・

助言等による支援を実施。 

 

・活性化協議会の現況把握のため、協

議会の窓口相談利用企業のアンケ

ートや再生計画策定支援に至った

中小企業、金融機関、外部専門家等

に対するアンケートを実施。集計・

分析・評価を行い今後の改善に繋が

るよう中小企業庁、各経済産業局、

認定支援機関、活性化協議会にフィ

ードバック。 

・協議会が抱える高度な案件につい

ては、活性化協議会からの要請を受

け、外部専門家派遣（３件）を実施。 

 

・活性化全国本部の相談・助言による

活性化協議会の課題解決率９３．

６％ 

・中小企業活性化協議会事業にかか

る業務効率化システム（ＩＴを活用

したネットワークシステム）利用の

満足度は、５５．３％ 
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増加しており、これ

らに効率的・効果的

に対応するため、各

地の中小企業再生

支援協議会が企業

の再生支援を通じ

て蓄積した支援情

報の相互共有や法

務・税制面での高度

な再生手法に係る

専門的な助言が必

要とのニーズがあ

る。これらを踏ま

え、中小企業再生支

援全国本部は、全国

の中小企業再生支

援協議会が行う中

小企業・小規模事業

者への事業再生支

援に対し、質の高い

相談・助言を実施す

るほか、中小企業再

生支援協議会に対

し、専門家の派遣、

支援体制のＰＤＣ

Ａサイクル構築に

関する支援、ＩＴを

活用したネットワ

ークシステムの提

供と情報分析等に

よる支援ノウハウ

の集約・共有や業務

の効率化に関する

支援等を実施する。

加えて、全国の地域

金融機関等との対

話を通じ、事業再生

等の支援に係る普

及・啓発・連携・協

働等を行う。  

また、産業競争力

能力を向上させる

ための専門家等に

対する研修を実施

する。 

これらに加え、全国

の地域金融機関、商

工団体、士業団体等

との対話を通じ、事

業再生等の支援に

係る普及・啓発・連

携・協働を行うとと

もに、中小企業再生

支援協議会が他の

関係支援機関と積

極的に支援制度を

相互活用できるよ

う、各関係支援機関

の全国組織等との

意見交換や勉強会

を行う。また、事業

引継ぎ支援センタ

ーへの相談案件の

一定割合が経営改

善・事業再生を必要

としている現状に

鑑み、中小企業再生

支援全国本部と中

小企業事業引継ぎ

支援全国本部の緊

密な連携が取れる

体制での事業マネ

ジメントを行うと

ともに、各地域にお

いて中小企業再生

支援協議会が事業

引継ぎ支援センタ

ーと連携・協働して

中小企業・小規模事

業者が抱える課題

の解決に寄与する

よう、双方の一層の

修については、各支援

現場に戻った受講者

が複雑化する再生案

件への対応に役立つ

よう、実践的な内容を

取り上げたものとす

る。 

・また、協議会に対し

て、統一的な事業運営

基準を明示し、ＩＴを

活用したネットワー

クシステムを提供す

ることにより、情報分

析等による支援ノウ

ハウの集約・共有や業

務の効率化に関する

支援を強化する。 

・さらに、全国の地域

金融機関、商工団体、

士業団体等への積極

的な訪問等のアプロ

ーチより事業再生等

の支援に係る普及・啓

発・連携・協働を行い、

より早期での相談・持

込みの促進に努める。

また、再チャレンジ支

援の定着化と経営者

保証ガイドライン単

独型の一層の普及に

努める。 

・また、協議会が他の

関係支援機関と積極

的に支援制度を相互

活用できるよう、各関

係支援機関の全国組

織等との意見交換や

勉強会を行う。 

・中小企業再生支援

協議会と経営改善支

援センターの統合に

○研修・セミナー・会議の実施 

・活性化協議会のプロジェクトマネ

ージャー及びサブマネージャーの

支援能力向上のため、活性化協議会

が果たすべき役割・現状、再生等支

援、先行的取組事例のノウハウ共有

及びグループワークなど実践的な

研修を実施。（プロジェクトマネー

ジャー向け研修は４７名参加、満足

度９５．６％。サブマネージャー向

け研修はオンデマンドで１９動画

配信、総視聴回数９，５４０回、満

足度９９．６％）。 

 

・抜本再生案件の支援の品質向上と

支援人材確保のため、弁護士向けの

研修を実施（申込者数４０２人、役

立ち度９９．１％）。また、新たに会

計士向けの研修をハイブリッドで

開催（申込者数４１２人、再生回数

１，４４４回、役立ち度９５．３％）。

加えて、再生支援ノウハウの地域還

元を目的として、活性化協議会が４

年度から採用しているトレーニー

（金融機関行職員、保証協会職員）

に対する集合研修を実施（受講者数

１２８人）。 

 

・各地の活性化協議会事業の円滑化

を図るため、全国４７活性化協議会

のプロジェクトマネージャー及び

サブマネージャーが一同に会する

実務者会合を１回オンラインで開

催。全国の活動状況等の実績や新た

な再生等支援施策の説明等を行い、

活性化協議会事業の適切な運営支

援を実施。 

・中小企業活性化セミナーは運営を

内製化し、オンライン配信で実施

（申込者数１,１７８人、再生回数

１，９３３回、役立ち度９７．７％）。
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強化法（平成２５年

法律第９８号）第１

３４条第２項に規

定する認定支援機

関を通じて中小企

業・小規模事業者に

よる経営改善・生産

性向上の取組を支

援する。  

さらに、地域金融機

関等と連携した再

生ファンドを組成

することで、中小企

業再生支援協議会

との連携・協働によ

る中小企業・小規模

事業者の事業再生

の取組に貢献する。 

連携強化を図る。 よる協議会の一体的

な支援体制を整備す

るとともに、事業承

継・引継ぎ支援センタ

ーとの連携を促進し、

経営者が抱える事業

再生以外の課題の解

決にも寄与する。 

先進的な取組のモデルを２３事例

発表。 

 

〇事業再生等の支援に係る普及・啓

発・連携・協働 

・中小企業庁による「中小企業収益力

改善支援研究会」及び「活性化協議

会支援事業評価指標研究会」並び

に、日本商工会議所及び全国銀行協

会による「経営者保証に関するガイ

ドライン」研究会について、統括事

業再生プロジェクトマネージャー

や副統括事業再生プロジェクトマ

ネージャーが委員として参画する

ことで、成果物のとりまとめに協

力。 

・日本商工会議所、日本政策金融公

庫、日本税理士会連合会等の外部機

関主催する研修に全国本部専門家

を１９回講師派遣（５７０機関から

２，２１３人参加）。 

・宿泊業、飲食業、運輸業について活

性化協議会による支援事例を１７

事例ホームページで公開し活用を

促進。 

・新たな活性化協議会事業の普及の

ため、日本政策金融公庫やＴＫＣの

広報誌や業界紙（事業再生と債権管

理）に計１０回の寄稿を実施。その

他新聞や業界紙（ニッキン、帝国デ

ータバンク、近代セールス計４回）

への取材協力を通じ積極的な広報

を実施。 

 

〇再チャレンジ支援、経営者保証ガイ

ドライン単独型、収益力改善支援の

普及 

・早期に事業清算を決断して新事業

に再挑戦する経営者を支援するた

め活性化全国本部では協議会の弁

護士サブマネージャーの公募等に
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より支援体制を拡充するとともに、

再チャレンジ支援の報告ツールの

改訂等により、手続の明確化や集計

作業の効率化を図り、研修等を通じ

て普及。４年度の再チャレンジ支援

は５３６件。 

・経営者保証ガイドラインの取組み

について、４年度に活性化協議会に

おけるガイドラインを利用した支

援案件数２６０件。うち単独型は９

０件 

・新たな支援策となる収益力改善支

援について、全国本部として「中小

企業収益力改善支援研究会」に委員

参画し、「収益力改善支援に関する

実務指針」の策定に関与するととも

に様式や手引きの整備等を行い、活

性化協議会の円滑な業務実施に貢

献。 

 

〇中小企業再生支援協議会と経営改

善支援センターの統合による協議

会の一体的な支援体制を整備 

・活性化協議会においては経営改善

計画策定支援事業に対する助言支

援を開始。活性化全国本部では助言

実施報告例の展開やマニュアル改

訂等、円滑な事業運用を支援。また、

両事業の研修動画を２９本配信し

一体化に伴う相互の業務理解を促

進。 

 

■経済産業大臣への報告 

・産業競争力強化法に基づき、令和３

年度再生支援協議会事業の評価を

実施、結果を取りまとめ、経済産業

大臣に報告。 
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  ②中小企業・小規模

事業者の経営改善 

経営改善の取組

を必要とする中小

企業・小規模事業者

が行う経営改善計

画策定を支援する

ことにより経営改

善・生産性向上の取

組を支援する。 

②中小企業・小規模事

業者の経営改善 

・認定経営革新等支

援機関が中小企業・小

規模事業者の依頼を

受けて実施する経営

改善計画策定支援事

業、早期経営改善計画

策定支援事業及び中

小企業の事業再生等

に関するガイドライ

ンに基づき第三者支

援専門家（認定経営革

新等支援機関に限る）

が実施する事業再生

計画策定支援事業、弁

済計画策定支援事業

の利用申請受付け等

の業務を行う認定支

援機関等に対して、統

一的な判断に資する

事業運営基準の整備、

執行効率化に向けた

業務運営方法の提案、

適切な助言・指導等を

行う。 

・令和２年度補正予

算（第１号）により追

加的に措置された補

助金については、「新

型コロナウイルス感

染症緊急経済対策」

（令和 2 年 4 月 7 日

閣議決定）に基づいて

措置されたことを認

識し、認定経営革新等

支援機関による、新型

コロナウイルス感染

症の影響を受ける中

小企業・小規模事業者

向けの経営改善計画

 ②中小企業・小規模事業者の経営改善 

■経営改善計画策定支援事業 

〇経営改善支援センター業務の改善 

・経営改善支援センターは、４年４月

１日から中小企業再生支援協議会

と統合し、活性化協議会が発足。活

性化協議会の助言機能の活用を促

進。 

また、全国本部として年２回検査を

実施し、適正な執行を確認。 

・財務状況などに経営上の課題を抱

える企業から債務を抱えるものの

今後の飛躍のため事業改善を行い

たいという企業まで、様々なニーズ

の中小企業・小規模事業者の経営改

善を行うための施策として、機構が

各認定支援機関への委託事業とし

て実施。 

・中小企業の事業再生等のための私

的整理手続が策定されたことを踏

まえ、活用促進を図るため中小版ガ

イドライン枠を新設。（補助上限最

大７００万円） 

４年度の経営改善計画策定支援事

業（以下「４０５事業」という。）に

係る利用申請受付１，９７８件（う

ち、中小版ガイドライン枠８８件）。

早期経営改善計画策定支援事業に

係る利用申請受付２，０５８件）。 
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等の策定支援の強化

のために活用する。 

・社会環境や市場環

境の影響により事業

が停滞したベンチャ

ー企業に対し、公認会

計士等の専門家が資

金調達・資本政策、事

業の大幅見直し・新た

な経営戦略策定、M&A

等に関する相談・助言

を行い、ベンチャー企

業の再発進・再挑戦を

促進する。 

 

 

 

■ベンチャーリブート支援事業 

・３年度スキームを構築し、４年度本

格的に始動。 

専門家を拡充（４名から８名）し、資

本政策を中心としたベンチャー企業

の相談に対応。相談件数５２件、支援

の役立ち度９０．９％。 

  ③再生ファンドに

よる事業再生支援

等 

地域金融機関等

と連携して再生フ

ァンドを組成し、中

小企業再生支援協

議会との連携・協働

により中小企業・小

規模事業者の事業

再生の取組に貢献

する。組成したファ

ンドに対しては、継

続的なモニタリン

グ等を通じて運営

面でのガバナンス

を向上させるとと

もに、各種情報や機

構支援ツールの提

供等を行うことに

より、投資先企業の

再生を支援する。 

また、産業競争力強

化法に規定する事

業再編や事業再生

を図るための借入

③再生ファンドによ

る事業再生支援等 

 

・中小企業活性化協

議会等との連携の下、

地域金融機関、信用保

証協会、ファンド運営

者に対して制度説明

や先進事例に関する

情報提供等を行うと

ともに、既存ファンド

の投資進捗及び新規

ファンドに対する事

業再生ニーズの把握

を踏まえ、中小企業再

生ファンドの組成促

進を行い、中小企業・

小規模事業者の事業

再生の取組に貢献す

る。 

・組成後のファンド

に対しては投資委員

会へのオブザーバー

参加やファンド運営

者との面談等を通じ

て、投資決定プロセス

 ③再生ファンドによる事業再生支援

等 

 

■中小企業再生ファンドの組成促進 

・地域のニーズに応じた中小企業再

生ファンドの組成及び活用を促進。

また、２・３年度補正予算により中

小企業再生ファンドに係る出資金

が措置されたことを受けて、ファン

ド運営者の公募により組成を促進。

地域金融機関、信用保証協会、中小

企業再生支援協議会と連携した中

小企業再生ファンド５ファンド（総

額１８８．０億円）に対して１０９．

０億円の出資契約を実施。 

 

○新規組成及び活用促進等に向けた

ファンド運営候補者等との面談 

・面談等を行ったファンド運営候補

者数 １０者 

・出資ファンド数累計 ７２ファン

ド（うち清算結了済３９ファンド、

清算手続中１ファンド） 

 

ファンド総額累計  ２，４４３億円 

機構出資契約額累計 １，１４３億円 
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等、農業競争力強化

支援法（平成２９年

法律第３５号）に規

定する事業再編や

事業参入を図るた

めの借入等及び中

小企業等経営強化

法に規定する事業

再編投資計画の認

定を受けたファン

ドの借入に対する

債務保証を行う。な

お、金融機関を中心

に制度の周知を行

う。 

や利益相反の確認、投

資先支援活動の実態

把握を行うなど、継続

的なモニタリング等

を徹底するとともに、

ファンド運営者に対

する再生事例の紹介

や機構支援ツールの

情報提供等を通じて、

事業成果の向上につ

なげる。 

・これらの取組によ

る成果の目標は、ファ

ンドからの投資先企

業の存続とし、その達

成状況を把握するた

め、投資先企業の存続

率等の調査・分析を行

う。 

・産業競争力強化法

に規定する事業再編

や事業再生を図るた

めの借入等、農業競争

力強化支援法（平成２

９年法律第３５号）に

規定する事業再編や

事業参入を図るため

の借入等及び中小企

業等経営強化法に規

定する事業再編投資

計画の認定を受けた

ファンドの借入に対

する債務保証を行う。

審査については制度

の政策目的を踏まえ

つつ適切に行う。 

・令和２年度補正予

算（第２号）により追

加的に措置された出

資金については、新型

コロナウイルス感染

４年度投資先企業数 ４６社 

（累計６８５社） 

４年度投資金額（追加投資額も含む）

１４８億円（累計１，４８９億円） 

４年度再生完了先企業 ２７社（累計

５０８社） 

 

（参考）再生完了企業の雇用者数 

１，５３１人（累計２８，７４５人） 

 

■ファンドに対するモニタリングと

情報提供 

○ファンド運営状況のモニタリング 

・既存ファンドの組合員集会への参

加（２４回）のほか、ガバナンスの

強化のため、投資委員会にもオブザ

ーバー参加（６７回）するとともに、

キーマンとの随時面談等を通じフ

ァンドごとのモニタリングシート

を整備、運営状況を適時・的確に把

握。 

・ファンドからの投資報告により投

資状況を定期的に把握するととも

に、ファンドの決算資料より投資先

企業の財務状況等を把握。 

（支援事例） 

・地域経済の低迷から経営不振を余

儀なくされていた５０年以上の業

歴を有する飲食業者に対して、機構

出資ファンドが金融支援並びにハ

ンズオン支援を行い、事業再生を支

援。ファンドは不採算店舗撤退をは

じめとした固定費の削減など様々

な改善策を実行。その結果、改善実

績をもとに政府系金融機関より劣

後ローンの調達に成功し、実質債務

超過解消に目途が立ったことから、

メインバンクのリファイナンスに

より事業再生を完了、地域雇用の確

保に大きく貢献した。 
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症対策の強化を図る

ために措置されたこ

とを認識し、新型コロ

ナウイルス感染症の

影響を受け、過大な債

務を抱えた中小企業

の再生を図るための

中小企業再生ファン

ドの拡充のために活

用する。 

・令和３年度補正予

算（第１号）により追

加的に措置された出

資金については、「コ

ロナ克服・新時代開拓

のための経済対策」

（令和３年 11月 19日

閣議決定）に基づき措

置されたことを認識

し、過大な債務を抱え

た中小企業の再生を

図るための中小企業

再生ファンドの拡充

に活用する。 

 

○ファンドクローズに向けた具体的

な取組み 

・モニタリングシート（ファンドクロ

ーズ管理用）を活用し、終期の近い

ファンドについて、計画的なクロー

ズが行われるよう、半年毎のモニタ

リングを実施。 

・４年度中に中小企業再生ファンド

２件のファンドクローズ手続きを

完了。 

 

○ファンド運営者に対する情報提供

等 

・事業承継・再生支援部の開催する、

中小企業の再生支援事業及び中小

企業活性化協議会・全国本部の活動

の啓蒙・普及を目的とした「中小企

業活性化セミナー」において、ファ

ンド事業部では、ファンドＧＰに本

セミナーの案内を行うとともに、再

生・バイアウトの担当者はファンド

ＧＰに個別で声掛けを実施。全１,

２４８件の申し込みがあり、うちフ

ァンド事業部経由での申し込みは、

１７６件。 

 

○投資先企業の存続状況 

・４年度期首での投資先企業１４８

社のうち期末での存続企業１４７

社（存続率９９．３％） 

 

○支援終了企業の雇用維持率 

・４年度支援終了企業２７社の雇用

維持率６９．５％ 

・４年度支援終了企業のうち雇用を

７割維持した企業数２１社 

（当該企業の割合７７．７％） 

 

■債務保証業務 

・産業競争力強化法に規定する事業

再編や事業再生を図るための借入
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等、農業競争力強化支援法に規定す

る事業再編や事業参入を図るため

の借入等及び中小企業等経営強化

法に規定する事業再編投資計画の

認定を受けたファンドの借入に対

する債務保証制度の取り扱いはな

し。 

・事業者からの具体的な相談対応先

９件。 

 

 （３）大規模な自然

災害等への機動的

な対応 

東日本大震災に

より被災した地域

について、機構は、

東日本大震災に対

処するための特別

の財政援助及び助

成に関する法律（平

成２３年法律第４

０号）などの関係法

令に基づく国の政

策展開と連携して、

その復興の進捗に

適合した支援を行

う。その中でも特に

原子力災害により

深刻な被害を受け

た福島の復興・再生

について、引き続き

その求められる役

割を果たし、中小企

業・小規模事業者等

の事業再開に貢献

する。  

また、大規模な自然

災害等が発生した

場合には、これまで

の知見とノウハウ

を活用して、機動的

（３）大規模な自然

災害等への機動的

な対応 

①東日本大震災の

復興・再生支援 

東日本大震災に

より被災した地域

について、東日本大

震災に対処するた

めの特別の財政援

助及び助成に関す

る法律（平成２３年

法律第４０号）など

の関係法令に基づ

く国の政策展開と

連携して、国の復

興・創生期間での出

口を目指し、その復

興の進捗度と歩調

を合わせた支援を

展開する。 

その中でも特に原

子力災害で深刻な

被害を受けた福島

の復興・再生につい

て、機構に求められ

る役割を果たすこ

とで、中小企業・小

規模事業者等の事

業再開に貢献する。 

（３）大規模な自然災

害等への機動的な対

応 

①東日本大震災の復

興・再生支援 

・「復興・創生期間」後

における東日本大震

災からの復興の基本

方針の変更（令和３年

３月９日閣議決定）を

踏まえ、地域により復

興の異なる進捗状況

に合わせ機構の知見

とノウハウを最大限

活用し、被災した地域

及び中小企業・小規模

事業者の復興と自立

化に貢献する。 

・東日本大震災に対

処するための特別の

財政援助及び助成に

関する法律（平成２３

年法律第４０号）に基

づき著しい被害を受

けた中小企業・小規模

事業者等のための工

場・事業場・店舗等の

仮設施設整備及び当

該施設の有効活用（移

設・撤去等）に係る支

援については、福島県

 （３）大規模な自然災害等への機動的

な対応 

 

■仮設施設整備事業 

○仮設施設の整備状況（完成ベース） 

・市町村 ５３市町村 

・案件数 累計６４８案件 

・区画数 累計３，６３９区画 

・面積 累計２３０，０６９㎡ 

・現事業者数 ７８事業者（前年同期

比４者減） 

・現従業員数 ６２８人（前年同期比

３４人減） 

 

■仮設施設有効活用等支援事業（助

成） 

○機構が整備し、市町村に譲渡した仮

設施設について、復興の促進と仮設

施設の有効活用を図るため、一定の

要件を満たした場合、市町村に対し

て仮設施設の移設、撤去等に係る費

用を助成。 

 

○支援実績（交付決定ベース） 

・撤去事業 ４事業 ２０６百万円 
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に支援を行う。 原子力災害被災１２

市町村からの依頼に

基づき、引き続き実施

する。 

・原子力災害により

被災した中小企業・小

規模事業者の事業・生

業の再建、自立化を支

援するため、国・福島

県・民間で設置する福

島相双復興官民合同

チームへ参画し、被災

中小企業・小規模事業

者への個別訪問等を

通じて実態の把握等

を行うとともに、これ

をきっかけとして、事

業再開や自立化に向

かって再スタートを

果たそうとする意欲

のある被災中小企業・

小規模事業者に対し、

機構の知見、ノウハウ

を活かし多様な支援

策を提供していくこ

とで福島の産業復興

の加速化に貢献する。 

・このほか原子力災

害で深刻な被害を受

けた福島の復興・再生

について、機構に求め

られる役割を果たす

ことで、被災中小企

業・小規模事業者等の

事業再開と自立化に

貢献する。 

 

 

 

・東日本大震災で被

害を受けた中小企業・

 

 

 

 

■福島の産業復興の加速化への取組 

○福島相双復興官民合同チームへの

参画 

・国・福島県・民間からなる「福島相

双復興官民合同チーム」の創設に伴

い、機構は「国」の一員として同チ

ームの事業者支援グループに参画。

同チームは総勢約２８０名の体制

で福島県内（福島、南相馬、いわき）

及び東京都内の計４支部に駐在し、

被災事業者に５,３０２回訪問。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○警戒区域等地域の復興に向けた賑

わい回復支援事業 

・原子力発電所事故に伴い、警戒区域

等に設定された福島県の１２市町

村を対象に、住民の帰還や賑わいの

回復を通じて、地元中小企業者等の

活性化を図るための復興イベント

を実施するために必要な経費を助

成。 

・助成事業数 

 1町 1回 

 

■二重債務問題への対応 

○産業復興機構（ファンド）へ出資等 
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小規模事業者等の二

重債務問題に対応す

るため、２０１１年度

に設立された産業復

興機構への出資等を

行う。加えて、産業復

興機構の運営者に対

する事務経費の支援、

令和２年度までに産

業復興相談センター

において、再生計画策

定支援・債権買取支援

の相談を受付けた被

災中小企業・小規模事

業者等に対して利子

補給を行う財団に助

成を行う基金の運営

を行う。 

・令和２年度までに

株式会社日本政策金

融公庫等の東日本大

震災復興特別貸付等

を受けた被災中小企

業・小規模事業者等に

対して利子補給を行

う財団等に助成を行

う基金の運営を行う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・東日本大震災で被害を受けた中小

企業等の二重債務問題に対応する

ため、県及び地域金融機関との共同

出資により５県（岩手・宮城・福島・

茨城・千葉）で設立した産業復興機

構（総額３７０億円）に対し、１．

５億円を出資。 

（機構出資契約額２９６億円） 

（債権買取実績） 

 債権買取先数 ０先 

（累計３３５先） 

 債権買取額 ０億円 

（累計２０６億円） 

・組合員集会への参加（２回）のほか、

ガバナンスの強化のため、投資委員

会にもオブザーバー参加（６回）す

るとともに、その他運営者との随時

面談等を通じ、運営状況を適時・的

確に把握。 

 

○各産業復興機構の運営者に対する

事務経費の支援 

・各産業復興機構の運営者に対する

事務経費の支援について、交付要領

に基づき助成を実施。 

 助成件数  ２０件 

 助成金額  ３１百万円 

 

○中小企業再生支援協議会の再生計

画策定支援等を受けた被災中小企

業者等に対して利子補給を行う基

金の運営 

・中小企業再生支援協議会（産業復興

相談センター）の支援を受けて事業

再生を図る被災中小企業者等に対

して、旧債務（再生計画等の対象と

なる債務）に係る利子の補てんを行

うための基金を創設し、その運営体

制を整備。 

 県の財団法人を経由して被災中小

企業者等に利子補給を実施。 
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・東日本大震災によ

り被害を受けた中小

企業等を対象とする

被災道県が実施する

貸付制度への支援を

継続する。 

・原子力発電所事故

によって甚大な影響

を被る中小企業。小規

模事業者等を対象と

する福島県が実施す

る貸付制度への支援

を継続する。 

 

・支援実績 

 利子補給件数 ３件 

 利子補給額 ２３百万円 

 

■東日本大震災復興特別貸付等への

対応 

○利子補給を行う基金の運営 

・日本政策金融公庫及び商工組合中

央公庫が行う「東日本大震災復興特

別貸付」等の借入行う被災中小企業

者等のうち、事業所が全壊又は流

出、または計画区域等に事業所を有

していた被災中小企業者等や、一旦

廃業した事業者であって新たに事

業を開始する中小企業者等を対象

として、借入後３年間利子補給を行

うための基金を機構に創設し、その

運営体制を整備。 

 県の財団法人等を経由して被災中

小企業者等に利子補給を実施。 

・支援実績 

 利子補給件数 １４２件 

 利子補給額 ０．７百万円 

 

■被災中小企業施設・設備整備支援事

業（３セク貸付）の実施 

・被災６道県（北海道、青森県、岩手

県、宮城県、福島県、千葉県）に対

する２３年度から累計１，４０２．

３億円の貸付。うち、４年度は１１

先の事業者に対し、５．６億円の貸

付承認。 

・被災道県及び財団が実施する貸付

審査等への助言協力を実施（対象県

３県、支援先数１０先、支援日数１

５．０人日）。 

・東日本大震災で被害を受けた中小

企業等の復旧の支援のための貸付、

条件合致先への償還猶予などの措

置を継続して柔軟に実施。 
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■特定地域中小企業特別資金貸付（原

発事故対策）の実施 

・福島県に対して、同県の原発事故に

より甚大な影響を被る中小企業等

に対して、福島県内の移転先や避難

区域が解除された地域等での事業

継続・再開に必要な事業資金を貸し

付ける融資制度の財源の一部を貸

付（２３年度からの累計７０３億円

の貸付）。 

・２３年度からの累計９３９先の事

業者に対し、１５７．４億円の貸付

決定。うち４年度は、２先の事業者

に対し１８．９百万円の貸付決定。 

 

  ②大規模な自然災

害等への対応 

大規模な自然災

害等が発生した場

合には、機構の知見

とノウハウを結集

し、中小企業・小規

模事業者等への支

援を国の政策展開

と連携し機動的に

行う。 

②大規模な自然災害

等への対応 

・大規模な自然災害

等が発生した場合に

は、関係機関と連携を

とり機構の知見とノ

ウハウを結集し、中小

企業・小規模事業者等

への支援を国の政策

展開と連携し機動的

に行う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ②大規模な自然災害等への対応 

 

■特別相談窓口等の設置 

・以下の災害について、速やかに特別

相談窓口等を設置するなどして、被

災中小企業の要望に対処するため

の体制を整備し、相談を受け付け

た。機構・関係各機関の災害支援施

策等の情報提供を実施。また、前年

度から引き続き設置している窓口

においても、相談等の対応を実施。 

 

令和４年７月１４日からの大雨によ

る災害 

７／１９  東北本部 

令和４年８月３日からの大雨による

災害 

８／４  東北本部・関東本部 

８／５  北陸本部（実績１件） 

 

令和４年台風第１４号による災害 

９／２０ 中国本部・四国本部・九州

本部 

 

令和４年台風第１５号による災害 

９／２６ 関東本部、中部本部（実績
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・令和２年７月豪雨

災害により被災した

熊本県の中小企業・小

規模事業者等に対し

て、復興の程度を勘案

しながら、専門家の派

遣等を通じた相談・助

言を行う。 

１件） 

 

令和４年１２月１７日からの大雪 

１２／２０ 関東本部 

 

令和４年１２月２２日からの大雪 

１２／２６ 北海道本部、関東本部 

 

令和５年１月２４日からの大雪 

１／２５  中国本部 

 

【新型コロナウイルスに関する経営

相談窓口】 

 ４年度実績 ２３件 

 

【ウクライナ情勢・原油価格上昇等に

関する特別相談窓口】(２０２１／

１１／２設置の原油価格上昇に関

する特別相談窓口から２０２２／

２／２５)付け改名)】 

 ４年度実績 ４件 

 

○仮設施設整備支援事業（助成） 

・被災した地域において、被災中小企

業・小規模事業者等が早期の事業活

動再開を支援するため、複数の被災

中小企業・小規模事業者等が入居す

る仮設施設を整備する費用を助成

する事業を実施。 

 

・支援実績（交付決定ベース） 

 なし 

 

令和２年７月豪雨の復興支援 

○専門家派遣事業 

・被災中小企業・小規模事業者等の経

営課題に対して、豊富な支援実績を

有する専門家のノウハウを活用し

たアドバイスを実施。 

  

・支援実績 
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・令和元年台風第１

９号災害により被災

した宮城県・福島県・

栃木県・長野県の中小

企業・小規模事業者等

に対して、復興の程度

を勘案しながら、専門

家の派遣等を通じた

相談・助言を行う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 支援回数  ６回 

 派遣人日数 ２人日 

 

 

■令和元年台風第１９号災害の復興

支援 

○専門家派遣事業 

・被災中小企業・小規模事業者等の経

営課題に対して、東日本大震災等に

おける復興支援の実績を有する専

門家のノウハウを活用したアドバ

イスを実施。 

・元年１１月から被災中小企業・小規

模事業者等に対して専門家を派遣

し、被災中小企業・小規模事業者の

経営課題についての助言の他、支援

機関等からの派遣要請に応じ補助

金申請に伴う説明会・勉強会・相談

会等に対応。 

 

・支援実績  ２７１回 

 派遣人日数 １６５．５人日 

 

（支援事例） 

・福島県内の商工会議所では、台風第

１９号により発生した域内での水

害以来、大規模地震や感染症の連鎖

も続いたことから地域的に大きな

ダメージを受け、苦境からなかなか

抜け出せない状況であった。先ずは

喫緊の課題解決のため、復興支援ア

ドバイザーを派遣し、事業計画や

BCP計画の策定が必要な事業者に対

して商工会議所が行う支援事業（相

談会等）をサポートするとともに、

更に具体的な助言が必要な複数の

事業者に対しては、商工会議所と連

携の上、計画策定に向けた支援を個

別に行った。これらにより、商工会

議所の支援力向上にも寄与すると

ともに復旧のための地域的な課題
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・令和３年２月に発

生した福島県沖地震

により被災した中小

企業・小規模事業者等

を対象とする岩手・宮

城・福島県が実施する

貸付制度への支援を

行う。 

・令和元年台風第１

９号により被災した

中小企業・小規模事業

者等を対象とする宮

城県・福島県・栃木県

が実施する貸付制度

への支援を継続する。 

 

・平成３０年７月豪

雨により被災した中

小企業・小規模事業者

等を対象とする岡山

県・広島県・愛媛県が

実施する貸付制度へ

の支援を継続する。 

 

・熊本地震により被

災した中小企業・小規

模事業者等を対象と

する熊本県が実施す

る貸付制度への支援

を継続する。 

 

・機構が有する中小

企業支援機関等との

ネットワークと緊密

な連携関係及びこれ

まで培ってきた経営

支援ノウハウを活か

し、中小企業・小規模

事業者による事業継

解決に向けた取組みの一助となっ

た。 

 

 

 

 

 

 

 

 

■令和元年台風１９号に係る被災中

小企業施設・設備整備支援事業（３

セク貸付）の実施 

・被災３県（宮城県・福島県・栃木県）

に対して３７．１億円を貸付。２先

の事業者に対し、０．７億円の貸付

承認 

 

■平成３０年７月豪雨に係る被災中

小企業施設・設備整備支援事業（３

セク貸付）の実施 

・被災３県（岡山県・広島県・愛媛県）

に対して２００．５億円を貸付。 

 

 

 

■平成２８年熊本地震に係る被災中

小企業施設・設備整備支援事業（３

セク貸付）の実施 

・熊本県に対して３８５．４億円を貸

付。 

 

 

■事業継続力強化計画の策定支援 

・企業単体による単独型の事業継続

力強化計画に加え、連携型の事業継

続力強化計画の認定を目指す連携

体等に対し、専門家を派遣し計画策

定支援を実施。 

 

事業継続力強化計画の策定支援件数 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



127 

 

続力強化計画及び複

数の中小企業・小規模

事業者による連携事

業継続力強化計画の

策定支援を行うとと

もに、これらの策定を

支援する人材の育成、

中小企業・小規模事業

者等に対する積極的

な情報提供・普及啓発

活動に取り組む。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・令和２年度補正予

算（第１号）により追

１,７０２件 

（連携型３６０件、単独型１,３４２

件） 

 

■強靱化支援人材の育成及び情報提

供・普及啓発 

・強靱化支援および人材育成のため

のセミナーを実施。 

・強靱化の取組の重要性や、事業継続

力強化計画認定制度等の理解促進

を目的とした事業者向けセミナー

を実施。４年度では、関係機関が主

催する施策説明セミナーへ講師派

遣も行った。 

 

【研修実績】 

各大学校による研修開催（１１回開

催） １４６名参加 

 

【セミナー開催実績（参加者数）】 

セミナー開催  （３３回開催） １,

２３６名参加 

講師派遣セミナー（４９回開催） １,

６３７名参加 

 

・昨年度に引き続き、計画策定の重要

性を伝えるため、実体験に基づいた

講演等によるシンポジウムを、全国

の被災地等で４回にわたり開催。ま

た、先行企業の事例等の動画コンテ

ンツを制作し、ポータルサイトにて

掲載・公開して情報を発信。 

 

【シンポジウム開催実績（視聴者数）】 

被災地開催シンポジウム（３回） １,

３５０名視聴 

動画配信シンポジウム （１回） ２,

５２８名視聴 

 

新型コロナウイルス感染症特別貸付

等への対応 
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加的に措置された交

付金及び補助金につ

いては、「新型コロナ

ウイルス感染症緊急

経済対策」（令和 2 年

4月 7日閣議決定）に

基づいて措置された

ことを認識し、以下の

事業のために活用す

る。 

・新型コロナウイル

ス感染症の影響を受

けている中小企業・小

規模事業者・個人事業

主（事業性のあるフリ

ーランス含む）に対す

る、株式会社日本政策

金融公庫・株式会社商

工組合中央金庫等の

融資分の利子補給 

・新型コロナウイル

ス感染症の影響を受

けている中小企業・小

規模事業者・個人事業

主（事業性のあるフリ

ーランス含む）に対す

る、都道府県等の制度

融資分の利子補給 

・新型コロナウイル

ス感染症の影響を受

ける中小企業・小規模

事業者の経営相談対

応等を行う支援機関

等向けの専門家派遣 

・令和２年度補正予

算（第２号）により追

加的に措置された補

助金については、新型

コロナウイルス感染

症対策の強化を図る

ために措置されたこ

○利子補給を行う基金の運営 

（新型コロナウイルス感染症特別利

子補給事業） 

・日本政策金融公庫、沖縄振興開発金

融公庫、商工組合中央公庫及び日本

政策投資銀行が行う「新型コロナウ

イルス感染症特別貸付」等の貸付に

より借入を行った中小企業者等の

うち、売上が一定の水準以上減少し

た中小企業者等を対象として、借入

後最長３年間利子補給を行うため

の基金を機構に創設（３，３７０億

円）し、その運営体制を整備。中小

企業者等に直接利子補給を実施。 

 

・交付決定件数 

１０１，３４７件 

・交付決定（補給）額 

１４，６２９百万円 

 

■新型コロナウイルス感染症制度融

資への対応 

○利子補給を行う基金の運営 

（新型コロナウイルス感染症制度融

資利子補給事業） 

・信用保証協会を有する都道府県及

び４市（横浜市、川崎市、名古屋市、

岐阜市）が実施する制度融資により

借入れを行った中小企業者等を対

象として、借入後３年間利子補給を

行うための基金を機構に創設（１

５，１２７億円。４年２月に一部国

庫返納。返納後、９，８８１億円）

し、都道府県等を経由して利子補給

を実施。 

 

・交付決定自治体数 ５１自治体 

・交付決定額 

２５０，８６４百万円 
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とを認識し、以下の事

業のために活用する。 

・新型コロナウイル

ス感染症の影響を受

けている中小企業・小

規模事業者・個人事業

主（事業性のあるフリ

ーランス含む）に対す

る、株式会社日本政策

金融公庫・株式会社商

工組合中央金庫等の

融資分の利子補給の

拡充 

・新型コロナウイル

ス感染症の影響を受

けている中小企業・小

規模事業者・個人事業

主（事業性のあるフリ

ーランス含む）に対す

る、都道府県等の制度

融資分の利子補給の

拡充 

・令和３年度補正予

算（第１号）により追

加的に措置された補

助金については、「コ

ロナ克服・新時代開拓

のための経済対策」

（令和３年 11月 19日

閣議決定）に基づき措

置されたことを認識

し、令和２年７月豪雨

において被害を受け

た地域の中小企業・小

規模事業者の復旧・復

興を図るためのなり

わい再建資金利子補

給事業に活用する。 

 

 

■新型コロナウイルス感染症の影響

を受ける中小企業・小規模事業者の

経営相談対応等を行う支援機関等

向けの専門家派遣 

・新型コロナウイルス感染症の影響

を受ける中小企業・小規模事業者の

経営相談対応等を実施する支援機

関等に対し、中小企業診断士、税理

士、企業経営や店舗経営の経験者等

の専門家を無料で派遣。 

 相談対応の専門家派遣実績 

１２３人 

 相談対応した事業者実績 

５１９社 

 

 

 

 

 

 

■令和２年７月豪雨災害への対応 

○なりわい再建資金利子補給事業 

・なりわい再建支援事業を活用し復

旧する被災事業者等に対して、政府

系金融機関による特別貸付及び熊

本県による制度融資を対象に、熊本

県を経由して借入後３年間の利子

相当額を助成。 

 

・支援実績 

 利子補給件数 ２２件 

 利子補給額 １，７４０千円 
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 【指標４－１】 

・中期目標期間終了

時において、小規模

企業共済制度の在

籍率を、前中期目標

期間終了時より１

６％ポイント以上

向上させる。【基幹

目標】（新規設定）

（［参考］２０１７

年度末実績：４６．

８％） 

【指標４－２】 

・中期目標期間にお

いて、小規模企業共

済制度の委託機関

等への支援件数を

２万件以上とする。

（新規設定）（［参

考］前中期目標期間

実績（２０１７年度

末実績）：役員等に

よる委託機関等へ

の訪問件数４７３

件） 

【指標４－１】 

・中期目標期間終了

時において、小規模

企業共済制度の在

籍率を、前中期目標

期間終了時より１

６％ポイント以上

向上させる。【基幹

目標】（新規設定）

（［参考］２０１７

年度末実績：４６．

８％） 

【指標４－２】 

・中期目標期間にお

いて、小規模企業共

済制度の委託機関

等への支援件数を

２万件以上とする。

（新規設定）（［参

考］前中期目標期間

実績（２０１７年度

末実績）：役員等に

よる委託機関等へ

の訪問件数４７３

件） 

【指標】 

・小規模企業共済制

度の在籍率：前中期目

標期間終了時より１

３％ポイント以上向

上【基幹目標】 

・小規模企業共済制

度の委託機関等への

支援件数：４，０００

件以上 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・再生支援全国本部

の再生支援協議会に

対する相談・助言によ

る再生支援協議会の

課題解決率：７０％以

上 

 

 【指標】 

・小規模企業共済制度の在籍率：前中

期目標期間終了時より１４．４％ポ

イント以上向上【基幹目標】 

・小規模企業共済制度の委託機関等

への支援件数：１１，４５４件 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・再生支援全国本部の再生支援協議

会に対する相談・助言による再生支

援協議会の課題解決率：９６．３％ 

 

【指標】 

■小規模企業共済制度の在籍率：前中期目標期

間終了時より１４．４％ポイント以上向上

【基幹目標】 

■小規模企業共済制度の委託機関等への支援

件数１１，４５４件 

より多くの小規模事業者に認知し活用して

貰うため、新規加入者の獲得に重点を置いた加    

入促進活動を引き続き強力に展開。４年度は加

入件数の半数を担う金融機関を中心にアプロ

ーチし、共済制度の手続きや営業推進に向けた

研修を提供する等、加入促進に向け金融機関等

の活動をサポート。その結果、委託機関等への

支援件数は目標４，０００件に対し、過去最高

の１１，４５４件（目標達成率２８６．４％過

去２年平均１３０．７％）を達成。 

また、委託機関と連携した相談対応や全加入

者に対するインボイス制度等有益情報の提供

により、小規模企業共済の魅力向上を図った結

果、目標を上回る在籍率６４．３％（前中期目

標期間終了時 (４９．９より１４．４％ポイン

ト向上）を達成（目標達成率１１０．７％）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注５）複数の項目をまとめて作成する場合には、適宜行を追加し、項目ごとに評定と評定に至った理由を明記。ただし、「主な評価指標」や「業務実績」欄については、複数の項目にまたがってまとめて記載することが可能 

４．その他参考情報 
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様式１－１－４－２ 中期目標管理法人 年度評価 項目別評定調書（業務運営の効率化に関する事項、財務内容の改善に関する事項及びその他業務運営に関する重要事項）様式 

 

１．当事務及び事業に関する基本情報 

２―１ 業務運営の効率化に関する事項 

当該項目の重要度、困難

度 

 関連する政策評価・行政事業

レビュー 

― 

注１）重点化の対象としない項目については、法人の業務管理に活用しやすい単位ごとに、複数の項目をまとめて作成することが可能 

２．主要な経年データ 

 評価対象となる指標 達成目標 基準値 

（前中期目標期間最終年

度値等） 

元 

年度 

２ 

年度 

３ 

年度 

４ 

年度 

５ 

年度 

（参考情報） 

当該年度までの累積値等、必要

な情報 

運営費交付金の効率

化 

毎年度平均で前年

度比１．０５％以上

の効率化 

 ▲３．５％ ▲３．３％ ▲３．４％ ▲２．９％   

注２）複数の項目をまとめて作成する場合には、適宜行を追加し、項目ごとに主要な経年データを記載    

３．各事業年度の業務に係る目標、計画、業務実績、年度評価に係る自己評価及び主務大臣による評価 

 中期目標 中期計画 年度計画 主な評価指標 法人の業務実績・自己評価 主務大臣による評価 

業務実績 自己評価 

 限りあるリソースのなか、以

上に述べた国民に対して提

供するサービスを的確に提

供し、効率的かつ着実に成果

を上げていくために、理事長

によるリーダーシップ、トッ

プマネジメントの下、以下の

取組を持続的に推進してい

く。 

限りあるリソースのなか、以上に

述べた国民に対して提供するサー

ビスを的確に提供し、効率的かつ

着実に成果を上げていくために、

理事長によるリーダーシップ、ト

ップマネジメントの下、以下の取

組を持続的に推進していく。 

限りあるリソースのなか、以上

に述べた国民に対して提供す

るサービスを的確に提供し、効

率的かつ着実に成果を上げて

いくために、理事長によるリー

ダーシップ、トップマネジメン

トの下、以下の取組を持続的に

推進していく。 

 

 

 ＜評定と根拠＞ 

評定： Ｂ 

根拠：  

■機構のＤＸへの取組 

・デジタル技術を活用し、機構の

業務を革新させることで、顧

客に寄り添うための時間及び

顧客に提供できる価値を拡大

し、サービスの向上を図るこ

とを目的とし、DX 推進計画を

策定。 

・「業務の充実」と「業務の効率

化」を両輪として１７のプロ

ジェクトに取り組んでいく。

４年度は、ＤＸに必要な環境

整備の一環として、各個別情

報システムのクラウド基盤へ

の移行を先行的に実施。 

 

■組織パフォーマンス、組織力

の向上 

・顧客重視の支援を強化するた

評定 B 

＜評定に至った理由＞ 

所期の目標を達成していると認められ

ることから「B」評定と判断。 

 

また、調達合理化の取組により、全体の

契約件数が令和３年度から令和４年度で

61 件（27.6％）増加する中、随意契約は

5 件（6.6％）増加と、全体に対する随意

契約の増加率を低く抑え、着実に調達の

合理化を進めていると評価した。 

 

＜指摘事項、業務運営上の課題及び改善

方策＞ 

－ 

 

＜その他事項＞ 

（経営に関する有識者からのコメント） 

・Ｊ－Ｎｅｔ２１の充実、各種デジタルメ

ディアの活用に加えて、人的ネットワ

ークや関係機関とのタイアップ強化に

よる情報発信により、コロナ禍におい
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め、山陰地域及び栃木県（宇都

宮）におけるエリアマネージ

ャーの活動と併せて、関東・近

畿・九州本部で導入していた

都道府県別のチーム制を中部

本部でも新たに導入し支援を

強化。 

・「みんなで改善実行運動」では、

機構内全部門・地域本部に参

加を呼びかけ、改善テーマを

設定。１０１の改善テーマが

提案され、役職員総出で取り

組んだことで、業務効率の向

上とあわせ、組織活性化にも

繋げた。 

・経営力再構築伴走型支援の推

進のため、人事交流等の連携

を深化するとともに、広報面

（J-Net21とミラサポ PLUS）や

データの連携に向けた継続的

な検討を実施するなど中小企

業庁との連携を促進。 

 

■対外的発信力の強化 

・中小機構の存在意義の周知や

支援施策の利用促進を図るた

め、従来のマスメディアのみ

ならず、社会的に浸透したデ

ジタルメディア（ＳＮＳ等）も

組み合わせた情報発信に取組

むとともに、地域本部や中小

企業応援士を通じ、対外的な

情報発信を強化。 

①「J-Net21」の充実 

・最新の補助金等の支援情報を

毎日 4本以上、ニュース形式で

発信。 

・国や自治体、支援機関も含めた

支援情報を検索可能な「支援

情報ヘッドライン」で、毎日約

１００件程度の情報を更新し

ても認知度を確実に向上させていると

拝察する。また、大手メディアへの掲載

件数が過去最大となったことは大いに

評価できる。 

・自身の DXへの取組は着実である。対外

的なコミュニケーションについてはか

なり積極的に展開しており、機構の活

動の中で非常に重要な部分だと評価で

きる。 
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て提供し、約９，５００ビュー

／日を獲得。 

・社会経済の動きに即したタイ

ムリーな特集記事を掲載。「中

小企業の人材確保」の記事で

は公開２カ月で３７万ビュー

獲得。 

・中小企業団体の取組を J-Net21

で紹介するとともに団体機関

紙で機構の事業紹介を行い、

相互乗入れ広報を実施。 

②デジタルメディア（SNS等）の

活用 

・防災・減災の事前対策や生産性

向上、IT 導入などをテーマと

した Youtube動画の作成・配信

で４３０万回再生 (3 年度作

成動画の平均再生回数:約４．

５千回)。Youtube は累計１．

１５万人のチャンネル登録、

Facebook で ３ ． １ 万 人 、

twitterで１．３万人のフォロ

ワーを獲得。 

③大手メディアへの対応 

・大手メディアへの掲載件数は

過去最大の４，７６１件(前年

比１１７．７％)。 

④自治体・関係機関やメディア

とタイアップした活動 

・事業承継ニーズの高い沖縄に

おいて、沖縄総合事務局や事

業承継・引継ぎ支援センター

等とともに地元メディア(新

聞、テレビ、ラジオ)とタイア

ップし事業承継の重要性を発

信。また、四国本部で地元ラジ

オ局との共同企画による情報

発信を実施。 

⑤中小企業応援士による情報発

信 

・２３２名の応援士の協力を得
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て、J-Net21 への記事掲載(１

３社)やテレビ番組への出演

(１６社)、新聞広告への記事

掲載 (２社)等を通じて機構

の支援情報を発信。 

 

■大規模補助金の効率的執行 

・膨大な管理業務等が発生した

補助金や無利子化利子補給に

おいて、関係機関との密な情

報共有、職員の事務局への事

務改善等の指導、債務者管理

データベースの構築等を実施

した結果、着実な業務の遂行

と効率化を推進。 

①生産性革命推進事業の４補助

金及び事業再構築補助金にお

いては、累計で採択件数が３

８万件、採択額２兆円となり、

膨大な管理業務が発生。 

これに対応するため、 

 ・各補助金事業において、国、

補助金事務局と機構の３者

で週次(事業によっては毎

日)のミーティングを開催

し、審査状況の報告、事務の

進捗管理を実施 

 ・要注意案件については、公安

当局の助言も得つつ債権を

回収 

 ・職員が補助金事務局に通っ

て事務改善等の指導を行

い、支払遅延の解消を図る 

 など、業務を遂行。 

②無利子化利子補給において、

支援件数は令和４年度末時点

で累計２１２万件(６，６００

億円)となり、貸付条件の変更

等により発生した膨大な資金

回収等の債権管理業務(請求

約９万件)に対応。また、膨大
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な請求の管理に対応するた

め、債務者管理データベース

を構築するなど、手続きの漏

れ防止や業務効率化を推進。 

※補助金事業及び利子補給事業

の膨大な管理及び債権管理業

務を統括して対応するため、

令和５年４月にイノベーショ

ン助成グループ債権管理室を

設置。 

 

■「調達等合理化計画」に基づく

取組 

・契約については一者応札・応募

削減に向けた取組をはじめ、

障害者就労施設等への優先調

達、随意契約に関する内部統

制を確立し、適正化が図られ

るよう努めた。 

・なお、一者応札・応募削減に向

けて入札公告掲載までに６か

月以上の期間を設けた年間調

達計画の公表、年６回の契約

担当者情報共有会議で一者応

札・応募削減の意識づけを行

い、調達等合理化計画にある

１１項目のチェックシート活

用を徹底したが、契約件数の

増加やＤＸ推進によるシステ

ム開発会社の人手不足、半導

体不足等の影響により、結果

として一者応札・応募件数が

増加した。 

（参考） 

・３年度１者応札案件：１２件 

・４年度１者応札案件：２３件 

 

■情報システムの整備管理 

・次年度の PMO設置に向けて、機

構での PMO が担う機能につい

て検討を実施。 
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・情報システムの開発案件につ

いて委員会を開催し、投資対

効果の観点も含めて案件の是

非を検討し、質の向上を図っ

た。 

・オンプレミスで運用していた

共通基盤上の各種システムに

ついて、新たにクラウド環境

を用意し、旧共通基盤上から

移行することで、運用にかか

る手間・時間的コストを軽減。 

・データ利活用については、5年

度オープンに向けて開発を進

めている。 

 

以上の取組を踏まえ、Ｂ評価と

判断。 

 

 

 

 

 １．顧客重視 

（１）顧客重視の業務運営 

・顧客重視を第一とし、中小

企業・小規模事業者や地域の

中小企業支援機関等が時間・

距離・コストの制約を越えて

アクセスできるようＡＩ・Ｉ

Ｔを活用し、３５８万の中小

企業・小規模事業者に対する

支援施策のより一層の利用

促進と支援の質の向上を図

る。  

・業務運営の効率化を図りつ

つ実効性のある質の高い支

援を実現するため、現場主義

を徹底し、現場ニーズの吸い

上げを行い、不断に制度・業

務を改善するとともに、経済

産業大臣等に対し、現場の

「気付き」を迅速に提言する

１．顧客重視 

（１）顧客重視の業務運営 

・中小企業・小規模事業者や地域

の中小企業支援機関等が時間・距

離・コストの制約を越えてアクセ

スできるようＡＩ・ＩＴを活用し、

３５８万の中小企業・小規模事業

者に対する支援施策のより一層の

利用促進と支援の質の向上を図

る。 

・支援現場における地域や中小企

業・小規模事業者のニーズの吸い

上げを行い、顧客視点で支援の現

場ニーズに即した前例にとらわれ

ない柔軟な発想による取組や支援

施策への反映を積極的に推進する

こととし、不断に制度・業務を改

善するとともに、経済産業大臣等

に対し、現場の「気付き」を迅速に

提言することで施策の改善や新た

１．顧客重視 

（１）顧客重視の業務運営 

・中小企業・小規模事業者や地

域の中小企業支援機関等が時

間・距離・コストの制約を越え

てアクセスできるようＡＩ・Ｉ

Ｔを活用し、３５８万の中小企

業・小規模事業者に対する支援

施策のより一層の利用促進と

支援の質の向上を図る。 

・顧客視点で前例にとらわれな

い柔軟な発想による取組を積

極的に推進することとし、制

度・業務の改善や新たな施策に

反映するため、支援現場におけ

る地域や中小企業・小規模事業

者のニーズの吸い上げを行う。 

・顧客重視を第一とし、経営方

針の徹底及び組織全体に関わ

る重要課題への対応を行う。ま

 １．顧客重視 

（１）顧客重視の業務運営 

・コロナ禍の影響により我が

国産業・社会に大きな変化

が生じたが、今後もこの変

化の流れは一過性に終わる

ことはないという認識及び

機構の業務を革新させ、最

前線で顧客による総ため時

間、顧客に提供できる価値

の拡大を図り、サービスの

向上を図ることを目的とし

て、３月に全機構で「ＤＸ推

進計画」を策定。 

・情報の一元化・共有化、提供

するサービスの迅速化、ユ

ーザーアクセスの容易化、

付加価値業務への集中化な

どを図り、機構の強みであ

る総合力を発揮するための
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ことで施策の改善や新たな

施策への反映を図る。  

・広域的な実施体制を効果的

かつ効率的に運用し、機構自

らがカバーできていない中

小企業・小規模事業者への支

援の拡大やより効果的・効率

的な支援の提供などの観点

から、引き続き政府関係機

関、独立行政法人、地方公共

団体、地域の中小企業支援機

関、民間企業等と連携・協働

を図るとともに、既存の連携

先のみならず、これらの中の

新たな機関との連携・協働に

ついて模索していくことで、

中小企業・小規模事業者に対

し機動的な支援を行う。 

な施策への反映を図り、実効性の

ある質の高い支援の実現を目指

す。 

・顧客重視を第一とし、地域本部

等をはじめとした広域的な実施体

制を、効果的かつ効率的に運用す

る。 

・機構自らがカバーできていない

中小企業・小規模事業者への支援

の拡大やより効果的・効率的な支

援の提供などの観点から、引き続

き政府関係機関、独立行政法人、

地方公共団体、地域の中小企業支

援機関、民間企業等と連携・協働

を図るとともに、既存の連携先の

みならず、これらの中の新たな機

関との連携・協働について模索す

ることで多様な支援の担い手等と

のネットワークを強化し、機構は

その専門的な知見を活かして、中

小企業・小規模事業者に対し機動

的な支援を行う。 

 

た、そのために必要な組織体制

の見直しを図る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

情報基盤を整備。これによ

り、部門の枠を超えた顧客

本位のサービスの充実と機

構自体の組織変革、機構に

おける働きがい改革を目指

す。 

・中小企業が SDGs・カーボン

ニュートラル等の社会的課

題に対応するため、セミナ

ー・研修、経営相談窓口、オ

ンライン商談会等により支

援を実施。 

 

■組織体制の見直し 

・地域における支援機能の強

化を目的に、５年４月の施

行に向けて、静岡県を管轄

する地域本部の関東本部か

ら中部本部への変更及び静

岡県浜松市へのエリアマネ

ージャーとしての常駐職員

の配置について準備。 

・機構が実施する補助金事業

の効果的かつ効率的な運用

のため、５年４月の施行に

向けて、機構内で複数の部

門に分散する補助金事業を

集約する組織の見直しを図

った。 

 

■地域プレゼンスの強化 

・遠隔地における支援機能強

化のため、対面での関係構

築、信頼性確保を組み合わ

せた対応を横展開。 

・具体的には、都道府県等別

にチーム制による支援体制

の整備を関東本部、近畿本

部、九州本部に加え、中部本

部でも新たに開始。遠隔地

の地方公共団体、支援機関
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等との協力関係を強固に

し、サービス向上と業務パ

フォーマンスの向上を図っ

た。 

・地域経済振興ユニットの下

で実施する地域産業振興

（面的支援）の取組に係り、

各地域本部において部署横

断的なプロジェクトを推進

する等、地方公共団体及び

支援機関等と連携の上、遠

隔地における地域の中小企

業群に対するより効果的な

面的支援を実施。 

 

■地域ニーズに対応した事業

展開（創意工夫による地域

本部独自の取組） 

〇業務運営の効率化を進めつ

つ、関係機関との協力、独自

の創意工夫により地域ニー

ズに対し、組織横断的な取

組又は他機関との協力を進

め、より質の高い支援を展

開。 

 

[北海道本部] 

・日高地方の経済の将来を担

う若手経営者、後継者、経営

幹部等（２８名）を対象とし

た「次世代経営人材育成支

援プログラム」を実施。地域

内での連携関係構築や地元

支援機関や自治体との関係

強化も図ることにより、縮

小傾向の地域経済が将来に

向けて発展するよう支援す

ることが目的。本プログラ

ム終了後も地元支援機関や

自治体が参加者の経営をバ

ックアップできるよう、主
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として日高信用金庫と連携

するとともに、北海道経済

産業局、北海道（日高振興

局）、自治体、商工団体等も

協力し実施。プログラムで

は、大学校研修（経営者育

成、財務・会計、経営戦略

等）を組み合わせて展開。受

講者には、管理会計や事業

計画の重要性に対する意識

が醸成された。プログラム

終了後も事業計画書、事業

継続力強化支援計画等、受

講企業に対しフォローアッ

プ支援中。 

 

[東北本部] 

・東北地域のスタートアップ

支援のため、東北経済産業

局、宮城県、仙台市との共催

でピッチイベント「ａＴＯ

Ｐ」をリアルとオンライン

のハイブリッド型で開催。

国公立大学の事業化シーズ

のスタートアップ企業５社

が登壇。参加者はリアル１

１５名、オンライン７５名。

革新的な技術を活かした事

業化に取り組むディープテ

ック（先端研究開発型）スタ

ートアップを対象に、地元

中小企業及びベンチャーキ

ャピタルとの新たなビジネ

スチャンスを創出。また、金

融機関のスタートアップに

対する積極的な資金提供及

びキャピタリスト育成も併

せて企図。 

 

[関東本部] 

・ＳＤＧｓ、カーボンニュー
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トラルへの取組推進による

「経済と環境の好循環」達

成への貢献を目的に、ジェ

グテックを活用した「サス

テナブル・オンライン商談

会」を実施。近畿本部との共

催による他、本部関係部、各

地域本部と連携し、横断的

な取組として実施。グリー

ン、サステナブル、カーボン

ニュートラルに関連する分

野を対象とし、大手企業３

１社、８８件の技術開発ニ

ーズに対し、中小企業から

自社の得意とする既存製

品・技術を活かした提案が

１,１００件寄せられ、新た

なビジネスチャンスを提

供。 

 

[中部本部] 

・地域金融機関に対する企業

の目利き力、経営改善の提

案力育成支援を通じ、地域

産業競争力の一層の強化を

図る「中小企業応援プログ

ラム」を実施。製造業に対す

る支援能力向上を軸に、金

融機関職員が伴走支援を行

う上で必要な要素（事業性

評価の着眼点、政策課題：事

業承継・Ｍ＆Ａ、ＤＸ、ＳＤ

Ｇｓ、ＢＣＰ等）をパッケー

ジ化。４年度は２１機関、２

７名が受講。参加金融機関

における、女性経営者支援、

ローカルベンチマーク活用

等をテーマとした企業支援

プロジェクトチーム組成に

寄与。 
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[北陸本部] 

・連携型事業継続力強化計画

認定事業者に対し、計画認

定後の災害対応状況を確認

の上、フォローアップ支援

を実施。４年８月の豪雨災

害の影響を受けた認定先２

１件を対象に災害発生後の

電話による被害状況確認と

事後の訪問面談を実施。計

画策定により、連携事業者

間の役割が明確化され、慌

てずに初動対応ができてい

ることを確認。「強靱化支援

ポータルサイト」にも一部

を取組事例として掲載。ま

た、４年度に認定期限を迎

える北陸管内の認定先に対

し、取組状況を確認の上、計

画見直し及び再計画策定支

援をプッシュ型で実施。 

 

[近畿本部] 

・「ＩＴ経営簡易診断」事業案

件増加のため地域支援機関

がＩＴ診断を企業へのドア

ノックツールとして活用し

てもらうよう連携を強化。

近畿管内の信用金庫、(株)

商工組合中央金庫、(株)日

本政策金融公庫から支援に

つながった件数は全体の約

７０％となった。支援内容

として、導入しやすいＩＴ

ツールを提案する工夫によ

り、ＩＴ実装化率の向上に

寄与。また、ＩＴツールの実

装以外に表面化した経営課

題に対しては、ハンズオン

支援等で積極的なフォロー

アップを実施。結果として、
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年間の診断実施件数は７５

件となり、うち約２０％の

案件はハンズオン支援につ

ながった。また、事業間横断

連携による機構支援の総合

力を活かし、海外展開や事

業継続力強化計画策定等の

幅広い経営課題の支援にも

つなげた。 

 

[中国本部] 

・中国経済産業局と連携し、

「第三者承継」及び「ベンチ

ャー型事業承継」をテーマ

としたリアルとオンライン

のハイブリッド型セミナー

を中国地方５県で計７回実

施。各開催回では、事業の継

続と成長・展開に向けた多

様なスキームや事例を紹

介。トークセッションでは、

第三者承継又はアトツギベ

ンチャーとして事業を引き

継いだ方からの体験談の紹

介の他、各県の事業承継・引

継ぎ支援センターの取組や

サーチファンド取組事例等

についても紹介。全７回の

開催を通じ、３６８名が参

加（リアル１０６名、オンラ

イン２６２名）。 

 

[四国本部] 

・愛媛県において、地域の事

業承継課題に対応するた

め、東予信用金庫と連携し、

信用金庫職員向けに実践型

の講習会を実施。４回の座

学と実際の相談案件を題材

にした個別相談会を実施

し、信用金庫職員の支援能
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力向上を図ると共に、事業

承継・引継ぎ支援センター

の案件掘り起こしにつなが

る仕組みを構築。加えて、当

該信用金庫とは個別に業務

連携・協力に係る合意書を

締結し、創業・ベンチャー、

ＩＴ・脱炭素・ＤＸ、人材育

成等、政策課題に係る支援

において協力することと

し、次年度以降の支援体制

を強化。 

 

[九州本部] 

・九州地域では、人事制度構

築に係るテーマでのハンズ

オン支援利用の相談が１

５％前後を占め、他地域に

比して高い状況。特に、人事

制度構築及び研修実施に対

する企業からのニーズが多

い。このため、人材育成を切

口とした複合支援の取組を

推進。個々の支援ニーズを

踏まえ、オーダーメイド研

修とハンズオン支援を組み

合わせて実施。具体的には、

新市場進出、ＤＸ化の推進、

ＳＤＧｓ等をテーマとした

支援を展開。支援先企業に

おいて、専門家派遣終了後

の定着化の促進又は研修受

講後の専門家派遣による計

画実行につなげた。 

 

■関係機関との連携・協働の

強化 

〇金融庁・金融機関・支援機

関との連携の更なる強化 

・金融庁及び財務局との連携

を引き続き強化。具体的に
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・政府関係機関、独立行政法人、

地方公共団体、地域の中小企業

支援機関、民間企業、ＮＰＯ等

の多様な支援の担い手等との

ネットワークを強化し、機構は

その専門的な知見を活かして、

これらの関係機関との連携・協

働を一層強化する。 

・オンラインを活用した非対面

型の支援方法を導入すること

により、時間的・距離的制約を

超えた支援を実現し、中小企業

や支援機関における機構の支

援施策の利用機会を拡大させ、

利便性向上につなげる。 

 

 

は、次のとおり、各財務局長

等への企業業務説明を実施

し、連携の推進を依頼。 

 ７月：新任財務局長業務説

明会（金融庁主催） 

 

・金融機関等の全国団体（（一

社）全国地方銀行協会、（一

社）第二地方銀行協会、（一

社）全国信用金庫協会、（一

社）全国信用組合中央協会、

（一社）全国信用保証協会

連合会、（一社）大学技術移

転協議会）との連携を強化。

具体的には、次のとおり、機

構の施策情報を定期的に提

供。 

 ６月：ＩＴプラットフォー

ム（ＩＴ戦略ナビ、Ｅ-ＳＯ

ＤＡＮ、ここからアプリ、ｅ

ｂｉｚ）、地域活性化パート

ナー、カーボンニュートラ

ル相談窓口、経営自己診断

システム、新価値創造展、ジ

ェグテック、海外ＣＥＯ商

談会、海外展開ハンズオン

支援、人材育成オンライン

相談窓口、ベンチャーリブ

ート支援事業、中小企業生

産性革命推進事業、中小企

業等事業再構築促進事業、

経営相談アドバイザー派遣 

 ９月：経営自己診断システ

ム、地域活性化パートナー、

ＩＴプラットフォーム（Ｉ

Ｔ戦略ナビ、Ｅ-ＳＯＤＡ

Ｎ、ここからアプリ、ｅｂｉ

ｚ）、ＩＴ導入補助金、ジェ

グテック、海外ＣＥＯ商談

会、海外展開ハンズオン支

援、人材育成オンライン相
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談窓口、経営力再構築伴走

支援研修、ＶＵＣＡ時代を

乗り越えていく経営陣に向

けた研修シリーズ、ベンチ

ャーリブート支援事業 

 １２月：自動車部品サプラ

イヤー事業転換支援事業、

経営自己診断システム、カ

ーボンニュートラル相談窓

口、ＩＴプラットフォーム

（ＩＴ戦略ナビ、Ｅ-ＳＯＤ

ＡＮ、ここからアプリ、ｅｂ

ｉｚ）、ＩＴ導入補助金、Ｅ

Ｃ ＣＡＭＰ２０２２、ジ

ェグテック、地域活性化パ

ートナー（海外販路開拓支

援企画）、中小企業総合展ｉ

ｎ Ｇｉｆｔ Ｓｈｏｗ 

２０２３、中小企業総合展

ｉｎ ＦＯＯＤＥＸ ２０

２３、海外ＣＥＯ商談会、海

外ハンズオン支援、人材育

成オンライン相談窓口、経

営力再構築伴走支援研修、

ベンチャーリブート支援事

業、中小企業生産性革命推

進事業、中小企業等事業再

構築促進事業、経営相談ア

ドバイザー派遣 

 ３月：経営自己診断システ

ム、カーボンニュートラル

相談窓口、ＩＴプラットフ

ォーム（ＩＴ戦略ナビ、Ｅ-

ＳＯＤＡＮ、ここからアプ

リ、ｅｂｉｚ）、ＩＴ導入補

助金、ジェグテック、地域活

性化パートナー、海外ハン

ズオン支援、ＷＥＢｅｅＣ

ａｍｐｕｓ、人材育成オン

ライン相談窓口、ちょこっ

とゼミナール、ベンチャー
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デット債務保証制度、ベン

チャーリブート支援事業、

ＦＡＳＴＡＲ、インキュベ

ーション事業、中小企業生

産性革命推進事業、中小企

業等事業再構築促進事業、

経営相談アドバイザー派遣 

 

○業務提携の締結 

・４年度における新たな業務

提携締結機関 ２４機関 

 

 支援機関等１０機関 

 （（独）工業所有権情報・研

修館・(株)地域経済活性化

支援機構・(株)産業革新投

資機構（「スタートアップ・

エコシステムの形成に向け

た支援に関する協定」）、（公

社）２０２５年日本国際博

覧会協会、（一社）中小企業

産学官連携センター、中小

企業庁・経済産業省中部経

済産業局（「石川県中小企業

者等支援に関する連携協

定」）、経済産業省近畿経済

産業局・（独）日本貿易振興

機構大阪本部（「近畿地域に

おけるスタートアップ支援

に係る連携協定書」）） 

 

 金融機関等１１機関 

 （(株)国際協力銀行・(株)

日本貿易保険・(株)日本政

策金融公庫・(株)日本政策

投資銀行（「スタートアッ

プ・エコシステムの形成に

向けた支援に関する協定」

新規参入機関）、東京海上日

動火災保険(株)、第四北越

銀行、静岡県信用保証協会、
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紀陽銀行・(株)日本政策金

融公庫和歌山支店（近畿本

部との３者連携）、東予信用

金庫、 (株)日本政策金融公

庫（福井支店、大津支店、京

都支店、大阪支店、神戸支

店、奈良支店、和歌山支店の

連名：「近畿地域におけるス

タートアップ支援に係る連

携協定」）） 

   

 地方公共団体２機関（石川

県（「石川県中小企業者等支

援に関する連携協定」）、浜

松市） 

 

 大学等１機関（学校法人国

際大学） 

 

・業務提携締結機関（累計）３

８２機関 

 金融機関等２３６機関、支

援機関等８７機関、大学１

５大学、地方公共団体２６

機関、海外支援機関等１８

機関 

 

 （２）機構の認知度向上によ

る支援施策の利用促進 

 支援施策の利用促進には、

中小企業・小規模事業者にそ

れぞれの課題や対応の必要

性に気付いてもらうことが

前提となる。その上で、機構

の提供するサービスを知っ

てもらうことが必要となる

が、これには機構の存在、利

用価値を含めた機構自身の

認知度向上を図っていくこ

とが不可欠である。その情報

発信には、中小企業・小規模

（２）機構の認知度向上による支

援施策の利用促進 

支援施策の利用促進には、中小

企業・小規模事業者に生産性向上

や海外需要の獲得、円滑な事業承

継・事業引継ぎなどそれぞれの課

題や対応の必要性に気付いていた

だくことが前提となる。その上で、

機構の提供するサービスを知って

いただくことが必要となるが、こ

れには機構の存在、利用価値を含

めた機構自身の認知度向上を図っ

ていくことが不可欠である。また、

情報・メッセージの発信は、中小

（２）機構の認知度向上による

支援施策の利用促進 

・ロゴデザイン及び「Be a 

Great Small.」を活用した発信

を継続し、機構の利用価値を浸

透させ、支援施策の利用促進を

図る。 

・機構からの情報・メッセージ

は、ＳＮＳや動画配信等のウェ

ブメディア及びローカルテレ

ビ等のマスメディア活用やパ

ブリシティ活動等を通じて、中

小企業・小規模事業者に限ら

ず、その家族、従業員、中小企

 （２）機構の認知度向上によ

る支援施策の利用促進 

■情報発信の強化による支援

施策の利用促進 

・中小企業・小規模事業者及

び地域の中小企業支援機関

等に機構の存在意義や利用

価値を浸透させ、支援施策

の利用促進を図るため、ロ

ゴデザイン及びコミュニケ

ーションワード「Ｂｅ ａ 

Ｇｒｅａｔ Ｓｍａｌｌ．」

を用いた統一的なコンセプ

トの下、機構の組織名称と
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事業者に限らず、その家族、

従業員、中小企業・小規模事

業者を支援する者、中小企

業・小規模事業者と取引をす

る者など幅広い層を対象に

していくことが重要となる。  

第４期中期目標期間におい

ては、ＳＮＳや動画配信など

のウェブメディアやローカ

ルテレビなどのマスメディ

アといった様々なツールや

機会を通じて周知啓発を強

化し、機構の認知度に関する

アンケート調査や支援施策

の利活用状況などにより適

切にその効果を把握・検証

し、改善することにより、支

援施策の普及展開を図る。さ

らに、機構ホームページ及び

中小企業ビジネス支援サイ

ト「Ｊ－Ｎｅｔ２１」などに

ついて、それぞれの役割、機

能の見直しを行いつつ、更な

る利便性向上と内容の充実

を図り、中小企業庁の「ミラ

サポ」をはじめとする他機関

の中小企業・小規模事業者支

援ポータルサイトとの一層

の効果的な連携を取りなが

ら、事業者・支援者等のユー

ザー目線に立って最適な情

報提供を行う環境を整備す

る。  

また、中小企業支援メニュー

が大幅に拡充され、事業者か

らの関心が一層高まってい

ることに加え、中小企業庁で

は、申請手続の全面電子化に

向けた検討やミラサポｐｌ

ｕｓを活用した官民の支援

サービスを連携させるプラ

企業・小規模事業者に限らず、そ

の家族、従業員、中小企業・小規模

事業者を支援する者、中小企業・

小規模事業者と取引をする者など

幅広い層を対象にしていくことが

重要となる。 

こうした考えのもと、機構では、

設立１５周年となる２０１９年よ

り、これまでのロゴデザインを一

新し、機構ブランドの確立を通じ

た戦略的な認知度向上に取り組ん

でいるところ。第４期中期目標期

間においては、機構からの情報や

メッセージをＳＮＳや動画配信な

どのウェブメディアやローカルテ

レビなどのマスメディアを通じて

周知するとともに、積極的なパブ

リシティ活動を展開していく。こ

れらの取組を通じて幅広く情報発

信するとともに、機構の認知度に

関するアンケート調査や支援施策

の利活用状況の把握などにより適

切にその効果を把握・検証し、改

善することにより、支援施策の普

及展開を図る。さらに、機構ホー

ムページ及び中小企業ビジネス支

援サイト「Ｊ－Ｎｅｔ２１」など

について、それぞれの役割、機能

の見直しを行いつつ、更なる利便

性向上と内容の充実を図り、中小

企業庁の「ミラサポ」をはじめと

する他機関の中小企業・小規模事

業者ポータルサイトとの一層の効

果的な連携を取りながら、事業者・

支援者等のユーザー目線に立って

最適な情報提供を行う環境を整備

する。 

また、中小企業支援メニューが大

幅に拡充され、事業者からの関心

が一層高まっていることに加え、

中小企業庁では、申請手続の全面

業・小規模事業者を支援する

者、中小企業・小規模事業者と

取引をする者など幅広い層を

対象に発信していく。 

・上記の取組については、その

効果を機構の認知度に関する

アンケート調査や支援施策の

利活用状況の把握等により適

切に把握・検証して改善する。 

 

 

 

 

 

・中小企業ビジネス支援サイト

「Ｊ－Ｎｅｔ２１」のコンテン

ツは、働き方改革など制度改正

に係る情報や生産性向上、事業

継続・強靭化、事業承継・事業

引継ぎなど中小企業・小規模事

業者の重点的な経営課題の解

決に役立つものにするととも

に、ユーザビリティのより一層

の向上を図る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・機構の両サイトは、中小企業

庁の「ミラサポ plus」や、各省

庁の施策目的特設サイトなど

の中小企業・小規模事業者支援

に資するサイト等との一層の

効果的な連携を取りつつ、事業

者・支援者等のユーザー目線に

立って最適な情報提供を行う

事業内容の一体的な発信を

実施。 

・情報発信は、事業引継ぎ、円

安、資源高等の社会的関心

の高い課題や重点政策に関

する情報を積極的に発信

し、従来型のマスメディア

だけではなく、機構の調査

でも利用者が急増している

デジタルメディア（ウェブ、

ソーシャル）の活用を強化、

パブリシティ活動も積極的

に推進。 

・Ｊ－Ｎｅｔ２１は、コロナ

禍への対応情報は継続しな

がら、人材確保、ＳＤＧｓ等

の経営課題への対応に取り

組む中小企業・小規模事業

者に対し、その解決に資す

る情報を積極的に発信する

とともに、新たにグローバ

ルメニューを設け、ユーサ

ビリティ向上を実現した。 

・これらの結果、メディア掲

載件数は４，７６１件（前年

度４，０２１件）と大幅に増

加した。また、機構の認知度

は３３．１％（前年度：３

６．１％）と高い水準を確

保。 

 

■関係府省等による支援施策

の横断的な情報発信 

・Ｊ－Ｎｅｔ２１等、機構の

運営するサイトでは関係府

省や関係機関、地方公共団

体等のコロナ関連支援情報

を集約して掲載。特に地方

公共団体の情報は、都道府

県、政令指定都市等に加え、

市町村まで情報を掲載し、
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ットフォームの構築が進め

られている。これを受け、「Ｊ

－Ｎｅｔ２１」についても、

「ミラサポｐｌｕｓ」との一

体的運用により、より利便性

の高い情報提供を行うこと

とし、早急に中小企業庁と連

携して具体的な目標と取組

を定め、その実行を通じて具

体的な成果の創出を図る。 

電子化に向けた検討やミラサポｐ

ｌｕｓを活用した官民の支援サー

ビスを連携させるプラットフォー

ムの構築が進められている。これ

を受け、「Ｊ－Ｎｅｔ２１」につい

ても、「ミラサポｐｌｕｓ」との一

体的運用により、より利便性の高

い情報提供を行うこととし、早急

に中小企業庁と連携して具体的な

目標と取組を定め、その実行を通

じて具体的な成果の創出を図る。 

 

環境を整備する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

中小企業・小規模事業者の

ほか、関係機関や民間プラ

ットフォーマーから、我が

国唯一の総括的な情報源と

評価を受けている。今年度

の閲覧数は、コロナ前の元

年の約３倍となる１,２２

１万セッション（前年１,３

０９万）。前年はコロナでア

クセスが急増していた事も

あり、対前年では微減とな

ったが高い水準を維持して

いる。 

・ｅ－中小企業庁＆ネットワ

ーク推進協議会の事務局と

して、巻頭コラムなど読者

に関心の高いコンテンツを

執筆するなどして、「ｅ－中

小企業ネットマガジン」を

配信。実配信先数は、前年と

比べて２千増加し、３月末

現在の配信先数約は５万９

千となった。 

 

■機構自らが実施する支援情

報の発信 

・機構ホームページの特設ペ

ージや各施策の特設サイ

ト、約１２万１千（前年１０

万７千）の登録者に配信し

ているメルマガ「中小機構

インフォメーション」の配

信、ＳＮＳ、ＹｏｕＴｕｂｅ

による動画等、様々なメデ

ィアから積極的な情報発信

を実施。 

・機構内の様々な支援情報を

取りまとめ、「中小機構に聞

こう！」（偉人シリーズ）を

キャッチフレーズに、事業

横断的な普及啓発業務を実
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・「Ｊ－Ｎｅｔ２１」と「ミラサ

ポｐｌｕｓ」との一体的運用に

よる利便性の高い情報提供を

行うため、中小企業庁と連携し

て具体的な目標と取組を定め、

その実行を通じて具体的な成

果の創出を図る。 

施。中小企業・小規模事業者

の身近な事例動画や記事を

作成したほか、新聞やイン

ターネット等を通じた情報

発信を実施。 

・こうした取組の結果、中小

企業・小規模事業者、地域の

中小企業支援機関等へ必要

な情報をタイムリーに発信

することができ、大きな成

果を得た。 

機構ホームページセッショ

ン数：１，１７９万セッショ

ン（前年度１，４３１万セッ

ション） 

機構公式ＳＮＳ（Ｆａｃｅ

ｂｏｏｋ・Ｔｗｉｔｔｅｒ

等）フォロワー合計：４５，

４０３（前年度：３８，０１

６） 

 

■中企庁との連携による情報

の発信 

・中小企業庁と緊密に連携

し、コンテンツを協働して

作成するともに、J-Net21の

新規記事や企業事例をミラ

サポ plusにも掲載し、ミラ

サポ plus ユーザーにメー

ル配信を行うなど、中小企

業・小規模事業者等に利便

性の高い情報提供を行った

（計４０回配信 前年２３

回）。 

 

 ２．組織パフォーマンス、組

織力の向上 

・行動指針を策定し、研修等

を通じて浸透を図り、各役職

員のパフォーマンス及び機

構の組織力の向上を図り、顧

２．組織パフォーマンス、組織力

の向上 

・行動指針を策定し、研修等を通

じて浸透を図り、各役職員のパフ

ォーマンス及び機構の組織力の向

上を図り、顧客の期待と信頼に応

２．組織パフォーマンス、組織

力の向上 

・機構の行動指針をテーマとし

た、階層別研修をはじめとした

職員研修やイントラネット・機

構内ポータルサイト等を通じ

 ２．組織パフォーマンス、組

織力の向上 

・役職員が行動指針を具体的

に理解し、主体的に行動で

きるよう、新入職員研修及

び階層別研修において行動
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客の期待と信頼に応え、質の

高いサービスを提供する。  

・業務効率を向上し、組織を

活性化することにより顧客

のニーズに一層迅速かつ効

果的に対応できる体制を構

築する。  

・機構が保有する企業情報、

支援事例情報及びノウハウ

等（ナレッジ）の組織横断的

共有、支援への効果的・効率

的な活用などを図るため、企

業情報データベースを強化

するとともに、事業者情報の

秘匿性も踏まえた情報共有

ルールに基づき、企業情報デ

ータベースを中小企業庁や

中小企業支援機関等とも連

携させ、事業者データを活用

した効果的な支援施策の展

開可能性を検討する。  

・職員に対する業績評価制度

を適正に運用し、その評価結

果を処遇に適正に反映する。 

え、質の高いサービスを提供する。 

・業務効率を向上し、組織を活性

化することにより顧客のニーズに

一層、迅速かつ効果的に対応でき

る体制を構築する。具体的には、

必要に応じて組織の柔軟かつ機動

的な見直しを行うとともに、組織

内の情報共有の強化、意思決定の

迅速化等を強化する観点からＩＴ

を活用したシステムを構築するな

どの多様な取組を行い、業務の生

産性向上を図り、より働きやすく

働きがいのある職場環境を構築す

る。 

・機構が保有する企業情報、支援

事例情報及びノウハウ等（ナレッ

ジ）の組織横断的共有、支援への

効果的・効率的な活用などを図る

ため、企業情報データベースを強

化するとともに、事業者情報の秘

匿性も踏まえた情報共有ルールに

基づき、企業情報データベースを

中小企業庁や中小企業支援機関等

とも連携させ、事業者データを活

用した効果的な支援施策の展開可

能性を検討する。 

・職員に対する業績評価制度は、

職員の自主性を伸ばし、やりがい

や努力が報われるという観点か

ら、必要に応じて改善を行うとと

もに、その評価結果を賞与や昇給・

昇格等の処遇へ反映させる。 

 

て浸透・徹底を図り、各役職員

のパフォーマンス及び機構の

組織力の向上により、顧客の期

待と信頼に応え、質の高いサー

ビスを提供する。 

 

 

 

・業務効率向上と組織活性化の

ため、業務改善やコミュニケー

ションの円滑化等を推進し、必

要に応じて組織を見直す。 

 

 

 

 

 

 

 

・機構が保有する企業情報、支

援事例情報及びノウハウ等（ナ

レッジ）の組織横断的共有及び

事業者情報の秘匿性も踏まえ

た情報共有・活用のための基準

を整備するとともに、データ分

析・活用のための人材育成を行

う。 

・中小企業・小規模事業者支援

や施策提供等の支援ツールと

して運営する「小規模事業者統

合データベース」について、事

業データの拡充等により企業

情報データベースとしての更

なる利便性向上に努める。ま

た、事業者データを活用した効

果的な支援施策を展開してい

く。 

 

 

 

 

指針をテーマとした研修を

実施。併せて執務室での掲

示や機構内ポータルサイト

でのバナー掲載により、役

職員が行動指針を日頃から

目にする機会を作り、浸透

と定着を図った。 

・業務効率向上と組織活性化

のため、「みんなで改善実行

運動」を実施し、業務改善や

コミュニケーションの円滑

化等を推進。また、業務改善

に係る社内報「かいぜんだ

より」での職場紹介の実施

などにより、役職員間の業

務理解及びコミュニケーシ

ョンの活性化を図った。 

・令和４年度の活動として、

中小機構のＤＸおよび各部

門におけるＤＸを推進する

にあたり、職員のＤＸに対

する意識の向上や全社的な

変革推進が不可欠であると

の認識から、以下の取組み

を実施した。 

①ＤＸセミナー・勉強会等の

開催（役職員のＤＸに対す

る意識醸成） 

【参考：開催実績】 

・ＤＸセミナー 全２回（参

加者数：２２４名） 

・ＤＸミニ動画セミナー 全

８回 

②開発システム説明会の実施

（役職員に対する啓蒙、周

知） 

【参考：開催実績】 

・共通申込システム 全１回

（参加者数：６７名） 

・支援機関営業管理システム 

全２回（参加者数：１９５
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・人事評価制度による２０２１

年度評価結果を職員の賞与及

び昇給・昇格の処遇に反映させ

る。 

 

名） 

③機構役職員向け e ラーニン

グの実施（基本的な IT基礎

スキル向上）（２０２２年２

月～２０２３年２月までで

総勢１７９名が受講） 

ＩＴパスポート取得者数 ６

６名（前年度比３７．５％

増） 

・２０２１（令和３）年度に実

施した人事評価制度の評価

結果について、２０２２（令

和４）年度の職員の賞与及

び昇給の処遇に反映。 

 ３．業務改善と新たなニーズ

への対応 

・ＰＤＣＡサイクルをより一

層徹底し、不断の業務改善を

推進していくとともに、新た

なニーズに対応した業務や

より効果の見込まれる新た

な手法での業務に資源を集

中すべく、歴史的使命を終え

た事業や成果が十分に得ら

れていない事業、民間企業・

他の中小企業支援機関等と

の類似サービスについては

改善又は廃止を実施する。  

・施策利用者等の情報をもと

に、「企画」「実施」「評価・検

証」「事業の再構築等」による

事業評価を適切に行い、事業

成果を向上する。 

３．業務改善と新たなニーズへの

対応 

・ＰＤＣＡサイクルをより一層徹

底し、不断の業務改善を推進して

いくとともに、歴史的使命を終え

た事業や成果が十分に得られてい

ない事業、民間企業・他の中小企

業支援機関等との類似のサービス

については、改善又は廃止し、新

たなニーズに対応した事業やより

効果の見込まれる新たな手法での

事業に資源を集中する。 

・事業の進捗状況を財務会計情報

や事業の評価指標等の内部指標に

より把握し、日々の的確な経営判

断に活用する。業務遂行上の問題

は早期に発見し、迅速に対応する。 

・本計画における事業評価等は、

施策利用者等の情報をもとに、「企

画」「実施」「評価・検証」「事業の

再構築等」により適切に行い、事

業成果を向上させる。 

３．業務改善と新たなニーズへ

の対応 

・ＰＤＣＡサイクルをより一層

徹底し、不断の業務改善を推進

していくとともに、歴史的使命

を終えた事業や成果が十分に

得られていない事業、民間企

業・他の中小企業支援機関等と

の類似のサービスについては、

その必要性を検討し、改善又は

廃止することで、新たなニーズ

に対応した事業やより効果の

見込まれる新たな手法での事

業に資源を集中することを検

討する。 

・業務遂行上の問題を早期に発

見し、迅速に対応することがで

きるよう、四半期ごとの損益状

況等の確認や事業の評価指標

等の内部指標により、事業の進

捗状況を把握する。 

・本計画における事業評価等

 ３．業務改善と新たなニーズ

への対応 

・業務におけるＰＤＣＡサイ

クルの更なる向上を図るた

めに、職員個人の業績評価

制度を実施。 

・業務遂行上の問題を早期に

発見し、迅速に対応するこ

とができるよう、四半期ご

との損益状況等の確認や事

業の評価指標等の内部指標

により、事業の進捗状況を

把握。 
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 は、施策利用者等の情報をもと

に、「企画」「実施」「評価・検証」

「事業の再構築等」により適切

に行い、事業成果を向上させ

る。 

 

 ４．業務経費等の効率化 

・運営費交付金を充当して行

う業務については、一般管理

費（人件費及びその他の所要

額計上を必要とする経費を

除く。）及び業務経費（人件費

及びその他の所要額計上を

必要とする経費を除く。）の

合計について、新規追加分、

拡充分及び一般勘定資産の

国庫納付に伴って当該年度

に新規に運営費交付金で手

当される分を除き、毎年度平

均で前年度比１．０５％以上

の効率化を図る。  

・新規追加分、拡充分及び一

般勘定資産の国庫納付に伴

って当該年度に新規に運営

費交付金で手当される分は

翌年度から１．０５％以上の

効率化を図ることとする。  

・国家公務員の給与水準を考

慮し、手当も含めた役員報

酬、職員給与のあり方につい

て厳しく検証した上で、その

適正化に計画的に取り組む

とともに、検証結果や取組状

況を対外的に公表する。 

 

 

 

 

 

 

 

４．業務経費等の効率化 

・運営費交付金を充当して行う業

務については、第４期中期目標期

間中、一般管理費（退職手当を除

く）及び業務経費（退職手当を除

く）の合計について、新規追加部

分及び一般勘定資産の国庫納付に

伴って当該年度に新規に運営費交

付金で手当される分を除き、毎年

度平均で前年度比１．０５％以上

の効率化を図る。 

・新規追加部分及び一般勘定資産

の国庫納付に伴って当該年度に新

規に運営費交付金で手当される分

は翌年度から１．０５％以上の効

率化を図ることとする。 

・役職員の給与水準については、

国家公務員及び機構と就職希望者

が競合する業種に属する民間事業

者等の給与水準との比較などによ

り、手当も含め厳しく検証した上

で、その適正化に計画的に取り組

むとともに、検証結果や取組状況

を対外的に公表する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４．業務運営の効率化 

・運営費交付金を充当して行う

業務については、第４期中期目

標期間中、一般管理費（退職手

当を除く）及び業務経費（退職

手当を除く）の合計について、

新規追加部分及び一般勘定資

産の国庫納付に伴って当該年

度に新規に運営費交付金で手

当される分を除き、毎年度平均

で前年度比１．０５％以上の効

率化を図る。 

 

 

 

 

 

 

・給与水準の適正化に引き続き

取組み、その検証や取組状況を

公表する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ４．業務運営の効率化 

・運営費交付金を充当して行

う業務については、第４期

中期目標期間平均で２．

９％の削減（新規追加分等

を除く）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○給与水準の適正化とコスト

削減に向けた改革の取組み 

・地域手当の適用率を自主的

に抑制（国家公務員は１級

地（東京特別区）２０％の

ところ１２％を維持。）。 

・広域異動手当の適用率を自

主的に抑制（国家公務員は

３００ｋｍ以上１０％のと

ころ３％を維持。）。 

○対国家公務員給与比較 

１１３．９ポイント（３年度

１１４．８ポイント） 

・地域勘案１０７．４ポイン

ト 

・学歴勘案１１１．５ポイン

ト 
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・独立行政法人会計基準（平

成１２年２月１６日独立行

政法人会計基準研究会策定、

平成３０年９月３日改訂）等

により、運営費交付金の会計

処理として、業務達成基準に

よる収益化が原則とされた

ことを踏まえ、引き続き収益

化単位の業務ごとに予算と

実績を管理する。  

・「独立行政法人における調

達等合理化の取組の推進に

ついて」（平成２７年５月２

５日付け総務大臣決定）を踏

まえ、機構が定めた「調達等

合理化計画」に基づく取組を

着実に実施し、引き続き外部

有識者等からなる契約監視

委員会による点検、主務大臣

からの評価の「調達等合理化

計画」への反映等により、適

切かつ効率的な調達等の実

施に努める。 

 

 

 

・「独立行政法人会計基準」（平成

１２年２月１６日独立行政法人会

計基準研究会策定、平成３０年９

月３日改訂）等により、運営費交

付金の会計処理として、業務達成

基準による収益化が原則とされた

ことを踏まえ、引き続き収益化単

位の業務ごとに予算と実績を管理

する。 

・「独立行政法人における調達等

合理化の取組の推進について」（平

成２７年５月２５日付け総務大臣

決定）を踏まえ、毎年度策定する

「調達等合理化計画」に掲げた取

組を着実に実施し、引き続き外部

有識者等からなる契約監視委員会

による点検、主務大臣からの評価

の「調達等合理化計画」への反映

等により、適切かつ効率的な調達

等の実施に努める。 

 

 

 

 

 

 

 

・「独立行政法人会計基準」等に

より、運営費交付金の会計処理

として、業務達成基準による収

益化が原則とされたことを踏

まえ、引き続き収益化単位の業

務ごとに予算と実績を管理す

る。 

 

 

 

・令和４年度調達等合理化計画

に基づき、本年度重点的に取り

組む分野である競争性のある

契約における一者応札・応募案

件回避に向けた調達の取組み

として、複数回に亘り繰り返し

実施している案件については、

仕様書にて前年度実績報告書

等をサンプルとして例示する

こととする。また、企画書提出

型の調達においては、類似の内

容でかつ調達時期の近い案件

は、調達時期を調整することに

より競争参加の機会を拡大す

る。 

なお、契約事務実務マニュアル

にあるチェックシートの活用

を徹底することにより、発注担

当者に対して競争性の確保に

向けた意識付けを行なうこと

とする。 

 

 

 

 

・地域・学歴勘案１０５．９

ポイント 

 

・「独立行政法人会計基準」

等により、運営費交付金の

会計処理として、業務達成

基準による収益化が原則と

されたことを踏まえ、収益

化単位の業務ごとに予算と

実績を管理。 

 

 

■４年度調達等合理化計画に

基づき、競争性のある契約

における一者応札・応募回

避に向けた調達の取組みと

して、複数回に亘り繰り返

し実施している案件につい

ては、仕様書にて前年度実

績報告書等をサンプルとし

て例示した。 

 その結果、同計画に定める

評価指標に対する実績は次

のとおりである。 

○一者応札・応募削減に向け

た取組 

＜４年度実績＞       

４年度の新規競争契約にお

ける一者応札件数は２３件

であり、前年度より１１件

増加した。 

（参考） 

・３年度競争性のある契約：

１４５件に対して１２件

（８．３％） 

・４年度競争性のある契約：

２０７件に対して２３件

（１１．１％） 

 

○事務処理効率化等を目的と

した調達の改善 
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障害者就労施設等への優先調

達については、「障害者就労施

設等からの物品等の調達の推

進に関する基本方針」に即して

定めた同計画の調達方針に基

づき前年度実績を上回る調達

に努めるものとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

調達に関するガバナンスの徹

底の取組として、随意契約に関

・年６回の契約担当者情報共

有会議を開催し、調達等合

理化計画の浸透を図るなど

事務処理の効率化を図っ

た。 

・さらに４年度をもって機構

独自の競争参加資格審査

（物品製造等）を廃止し、

国の全省庁統一資格を有す

ることを競争参加の資格要

件とし、事業者による機

構、国への二重登録の解消

及び職員の審査事務負担の

軽減を図った。 

 

○障害者就労施設等への優先

調達 

【評価指標】前年度実績額を

上回ること 

＜４年度実績＞ 

４年度調達方針を地域本部等

と共有したことにより当該

年度実績は１５５．０百万

円の調達となり、前年度よ

り１１.３百万円の減少。 

（参考） 

・３年度実績：１６６.３百

万円 

・４年度実績：１５５.０百

万円 

 

○随意契約に関する内部統制

の確立 

【評価指標】入札・契約手続

委員会による点検の実施 

＜４年度実績＞ 

入札・契約手続委員会で、新

たに随意契約を締結した案

件は９件。 

（参考） 

・３年度新たな随意契約：２
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する内部統制の確立のために

新たに随意契約を締結する案

件については、「入札・契約手続

委員会」で検証を行うこととす

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

不祥事の発生の未然防止・再発

防止については、各会計機関の

契約担当職員を対象として、定

期的に研修を行うとともに、本

部調達担当者による指導や情

報交換を通じて、契約担当職員

のスキルアップを図る。さら

に、入札談合を未然に防止する

ために必要な知識、法制度につ

いて、役職員等を対象とした研

修を実施し、不祥事の未然防止

等に努めることとする。 

一定基準以上の案件の調達方

針については「入札・契約手続

委員会」に事前に諮ることによ

り契約手続きの適正性を確保

するとともに、事後評価につい

ては外部有識者や監事を委員

とする「契約監視委員会」にお

いて点検を行う。契約監視委員

会等で指摘された事項につい

ては、実効性等を検討しその後

の調達手続きに反映するなど、

契約手続きの一層の改善に向

けた不断の見直しに引き続き

取り組むとともに、地域本部等

の契約担当職員への周知徹底

件 

・４年度新たな随意契約：９

件 

 

○不祥事の発生の未然防止・

再発防止のための取組 

【評価指標】研修等の実施回

数および各地域本部等への

訪問指導回数 

＜４年度実績＞ 

各会計機関の会計担当職員を

対象とした「契約担当者情

報共有会義」を６回、「官

製談合防止法研修会」（２

月）を１回実施。 

○大規模調達案件に係る再委

託、外注に関する費用の適

切性の確認 

・契約監視委員会において、

事業承継・引継ぎ補助金に

係る事務局の履行体制の適

切性について事後的に評価

した。 

・「大規模案件調達事務実務

マニュアル」（３年４月策

定）については、大規模案

件の判定基準の明確化やチ

ェックシートの新設等を内

容とするマニュアル改訂を

８月１０日に行い、Ｓｈａ

ｒｅＰｏｉｎｔに掲載する

とともに対象部署（生産性

革命推進事業室、事業承

継・再生支援部）に改訂し

たマニュアルを周知し、ル

ールに沿った運用を図って

いる。 

 

・４年度調達等合理化計画及

び自己評価結果、契約監視

委員会審議概要、関連法人
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及び情報共有を図る。 

また、入札・契約の適正な実施

については、監事等による監査

を受けるものとする。 

 

 

 

 

 

なお、調達等合理化計画及び自

己評価結果、契約監視委員会審

議概要、関連法人との契約等に

ついては、機構のホームページ

で公表する。 

 

との契約等については、機

構ホームページで公表。 

 

 ５．業務の電子化の推進 

・中小企業・小規模事業者や

地域の中小企業支援機関等

が時間・距離・コストの制約

を越えてアクセスできるよ

うＡＩ・ＩＴを活用し、デジ

タル・ガバメントの趣旨を踏

まえた各種支援制度の利用

手続きの電子化など支援業

務のＩＴ化を進めると同時

に、データベースに蓄積され

る事業者データも活用し、３

５８万の中小企業・小規模事

業者に対する支援施策のよ

り一層の利用促進と支援の

質の向上を図る。  

・機構が保有する企業情報、

支援事例情報及びノウハウ

等（ナレッジ）の組織横断的

共有、支援への効果的・効率

的な活用などを図るため、企

業情報データベースを強化

する。 

５．業務の電子化の推進 

・中小企業・小規模事業者や地域

の中小企業支援機関等が時間・距

離・コストの制約を越えてアクセ

スできるようＡＩ・ＩＴを活用す

るとともに、政府が進めるデジタ

ル・ガバメントの趣旨を踏まえた

各種支援制度の利用手続きの電子

化など支援業務のＩＴ化を進める

と同時に、データベースに蓄積さ

れる事業者データも活用し、３５

８万の中小企業・小規模事業者に

対する支援施策のより一層の利用

促進と利便性・支援の質の向上を

図る。 

・機構が保有する企業情報、支援

事例情報及びノウハウ等（ナレッ

ジ）の組織横断的共有、支援への

効果的・効率的な活用などを図る

ため、企業情報データベースを強

化する。 

・定型業務を自動化など事務業務

へのＩＴ技術の積極的な活用や、

無線ＬＡＮ環境、モバイルワーク

環境などの業務ネットワークイン

フラやＷｅｂ会議などのコミュニ

５．業務の電子化の推進 

・中小企業・小規模事業者や地

域の中小企業支援機関等が時

間・距離・コストの制約を越え

てアクセスできるようＡＩ・Ｉ

Ｔを活用し、３５８万の中小企

業・小規模事業者に対する支援

施策のより一層の利用促進と

支援の質の向上を図る。また、

支援手続きのオンライン化を

推進する。 

・令和３年度に法人文書管理シ

ステムに追加した内部手続き

の申請・届出機能について、必

要に応じて改善等を実施し、一

層の業務の円滑化を図る。  

・中小企業・小規模事業者支援

や施策提供等の支援ツールと

して運営する「小規模事業者統

合データベース」について、事

業データの拡充等により企業

情報データベースとしての更

なる利便性向上に努める。ま

た、事業者データを活用した効

果的な支援施策展開を展開し

ていく。（再掲） 

 ５．業務の電子化の推進 

・中小企業の申込のオンライ

ン化を進めて、中小企業の

申込に係る利便性の向上、

ワンスオンリーの実現、顧

客接点の集約化を目指して

いるところであり、その実

現に向けて、共通申込シス

テムの開発を進めた。また、

法人文書管理システムの活

用促進やはんこレスの推進

を通じて、文書決裁や文書

管理、各種手続きの電子化

を推進し、一層の業務の円

滑化を図った。 

 

・小規模事業者統合データベ

ースでは、定期的な企業情

報更新と支援実績データの

月次名寄せと併せ、ＵＩや

検索の利便性改善や、ファ

ンド出資事業や事業承継補

助金の項目追加を行い、よ

り効率的かつ効果的な支援

施策の実施を可能とする機

能等の追加を行った。 
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ケーションインフラの利活用によ

り、業務の更なる生産性向上や効

率化、ミスの防止を図る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・機構ＷＡＮの大規模なシステ

ム更改にあわせ、業務の更なる

生産性向上や効率化、ミスの防

止を目的とした、定型業務の自

動化、情報・経験の収集・蓄積、

円滑なコミュニケーションや

モバイルワーク環境の実現を

図る。 

 

・事業再構築補助金の採択事

業者の申請データを有効活

用するため、採択事業者の

経営課題・関心施策につい

ても統合データベースに法

人名寄せを行い、当補助金

採択事業者の経営課題等に

応じた施策周知を行った。 

・機構ＷＡＮの大規模なシス

テム更改を終え、旧仮想化

共通基盤に所在するシステ

ムについて、すべて新仮想

化共通基盤への移行を完

了。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ６．情報システムの整備管

理 

・デジタル庁が策定した

「情報システムの整備及び

管理の基本的な方針」（令和

３年 12月 24 

日デジタル大臣決定）に則

り、情報システムの適切な

整備及び管理を行う。 

・情報システムの整備及び

管理を行う PJMO

（ProjectManagementOffice

(プロジェクト推進組織)）

を支援するため PMO

（PortfolioManagementOffi

ce（全体管理組織））の設置

等の体制整備を行う。 

・情報システムについて

は、投資対効果を精査した

上で整備する。 

・機構の情報システムにつ

いて、クラウドサービスを

効果的に活用する。 

６．情報システムの整備管理 

ジタル庁が策定した「情報システ

ムの整備及び管理の基本的な方

針」（令和３年 12月 24日デジタ

ル大臣決定）に則り、情報システ

ムの適切な整備及び管理を行う。 

・情報システムの整備及び管理を

行う PJMO

（ProjectManagementOffice(プロ

ジェクト推進組織)）を支援する

ため PMO

（PortfolioManagementOffice

（全体管理組織））の設置等の体

制整備を行う。 

・情報システムについては、投資

対効果を精査した上で整備する。 

・機構の情報システムについて、

クラウドサービスを効果的に活用

する。 

・機構の情報システムの利用者に

対する利便性向上（操作性、機能

性等の改善を含む。）や、データ

の利活用及び管理の効率化に継続

６．情報システムの整備管理 

・デジタル庁が策定した「情

報システムの整備及び管理の

基本的な方針」（令和３年 12

月 24日デジタル大臣決定）に

則り、情報システムの適切な

整備及び管理を行う。 

・情報システムの整備及び管

理を行う PJMO

（ProjectManagementOffice(

プロジェクト推進組織)）を支

援するため PMO

（PortfolioManagementOffice

（全体管理組織））の設置に向

けて、体制構築の検討を実施

する。 

・情報システムについては、

投資対効果を精査した上で整

備する。 

・機構の情報システムについ

て、クラウドサービスを効果

的に活用する。 

・機構の情報システムの利用

 ６．情報システムの整備管理 

・情報システムの整備及び管

理を行う PJMO を支援する

ため、次年度の PMO 設置に

向けて、機構での PMO が担

う機能について検討し整

理。 

・情報システムの開発案件に

ついて、委員会を開催して、

投資対効果の観点も含めて

議論したうえで、案件の調

達に着手すべきかを判断。 

・オンプレミスで運用してい

た共通基盤上の各種システ

ムについて、新たにクラウ

ド環境を用意し、旧共通基

盤上から移行。 

・クラウドサービスの利用率

は、現状で93.5%となってい

る。 

・オンライン手続きについて

は、５年度オープンに向け

て開発を進めている。 
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・機構の情報システムの利

用者に対する利便性向上

（操作性、機能性等の改善

を含む。）や、 

データの利活用及び管理の

効率化に継続して取り組

む。 

上記の取組の実施に際し

て、以下を指標とする。 

 

・情報システムにおけるク

ラウドサービスの利用率に

ついて 

・オンライン手続（申請

等）の利用実績について 

して取り組む。 

上記の取組の実施に際して、以下

を指標とする。 

 

・情報システムにおけるクラウド

サービスの利用率について 

・オンライン手続（申請等）の利

用実績について 

者に対する利便性向上（操作

性、機能性等の BU改善を含

む。）や、データの利活用及び

管理の効率化に継続して取り

組む。 

上記の取組の実施に際して、

以下を指標とする。 

・情報システムにおけるクラ

ウドサービスの利用率につい

て 

・オンライン手続（申請等）

の利用実績について 

注３）複数の項目をまとめて作成する場合には、適宜行を追加し、項目ごとに評定と評定に至った理由を明記。ただし、「主な評価指標」や「業務実績」欄については、複数の項目にまたがってまとめて記載することが可能 

４．その他参考情報 
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様式１－１－４－２ 中期目標管理法人 年度評価 項目別評定調書（業務運営の効率化に関する事項、財務内容の改善に関する事項及びその他業務運営に関する重要事項）様式 

 

１．当事務及び事業に関する基本情報 

３―１ 財務内容の改善に関する事項 

当該項目の重要度、困難

度 

 関連する政策評価・行政事業

レビュー 

― 

注１）重点化の対象としない項目については、法人の業務管理に活用しやすい単位ごとに、複数の項目をまとめて作成することが可能 

２．主要な経年データ 

 評価対象となる指標 達成目標 基準値 

（前中期目標期間最終年

度値等） 

元 

年度 

２ 

年度 

３ 

年度 

４ 

年度 

５ 

年度 

（参考情報） 

当該年度までの累積値等、必要

な情報 

         

注２）複数の項目をまとめて作成する場合には、適宜行を追加し、項目ごとに主要な経年データを記載    

３．各事業年度の業務に係る目標、計画、業務実績、年度評価に係る自己評価及び主務大臣による評価 

 中期目標 中期計画 年度計画 主な評価指標 法人の業務実績・自己評価 主務大臣による評価 

業務実績 自己評価 

 １．財務内容の改善

その他の財務の健

全性の確保に関す

る取組 

・小規模企業共済資

産の運用において

は、小規模企業共済

法（昭和４０年法律

第１０２号）第２５

条第１項に基づき、

機構が「基本方針」

を定めることとさ

れている。この基本

方針に沿って安全

かつ効率的な運用

を図るとともに、定

期的に外部有識者

等で構成する「資産

運用委員会」の評

価・助言を受け、必

要に応じ、基本ポー

トフォリオ（運用に

係る資産の構成）等

の見直しを行う。 

１．財務内容の改善

その他の財務の健

全性の確保に関す

る取組 

・小規模企業共済資

産の運用において

は、小規模企業共済

法（昭和４０年法律

第１０２号）第９条

に基づき小規模企

業共済法施行令第

２条に定める共済

金等の支給に必要

な流動性と、中期的

に小規模企業共済

事業の運営に必要

な利回り（予定利率

に従って増加する

責任準備金等の額

及び業務経費とし

て必要な額の合計

の資産に対する比

率をいう。）を勘案

したうえで、安全か

１．財務内容の改善

その他の財務の健

全性の確保に関す

る取組 

・小規模企業共済資

産の運用において

は、法令に定める共

済金等の支給に必

要な流動性と中期

的に小規模企業共

済事業の運営に必

要な利回りを勘案

しながら、安全かつ

効率的な運用を図

るために「運用の基

本方針」に沿って実

施する。 

資産運用状況につ

いては、基本ポート

フォリオの効率性

や自家運用資産及

び委託運用資産に

係る収益率等につ

いて検証・評価を行

 １．財務内容の改善その他の財務の健

全性の確保に関する取組 

 

 

・運用の基本方針に基づき、共済制度

を安定的に運営していく上で必要

とされる収益を長期的に確保する

ため、共済金の支払いに必要な流動

性を十分に確保するとともに、安全

かつ効率的な運用を行った。 

・３年度の運用状況を６月の資産運

用委員会に報告し、適切な運用と評

価を受けた。また、４年度上期の運

用状況についても１２月の資産運

用委員会に報告した。 

・基本ポートフォリオに関しては、３

年度に実施した検討を踏まえて、新

しい基本ポートフォリオを策定し

た（４年５月施行）。 

・運用受託機関と四半期ごとのミー

ティングを行うとともに運用状況

を適切にモニタリングし、評価基準

に基づく運用評価を実施した。ま

た、自家運用資産においては生命保

＜評定と根拠＞ 

評定： Ａ 

根拠 

 

国内株式市況等経済情勢が不透明な中、ファ

ンド事業等の着実な運営により、機構全体で黒

字(８９億円)を計上し、安定的な財務基盤を確

保。 

 

①一般勘定 

・ファンド事業の期間損益は、各ファンドの投

資実績等を勘案した審査によるパフォーマ

ンスの再現性の確認や出資先ファンドへの

適切なモニタリング等を実施。４年度損益で

８７．３億円の黒字、累積損益でも６８０．

７億円の累積利益を確保。 

・日銀のマイナス金利政策で約４兆円弱の資

金を普通預金として保有することができな

い中、日々の入出金を注視しつつ、財投預託

や債券の購入などの多様な手段により収益

を損なわずに資金を運用。また、このノウハ

ウを他独法にも提供。   

・機構の一般財源の一部の運用において、収益

を損なうことなく、環境負荷の低減、防災対

評定 B 

＜評定に至った理由＞ 

所期の目標を達成していると認められること

から「B」評定と判断。 

 

＜指摘事項、業務運営上の課題及び改善方策＞ 

－ 

 

＜その他事項＞ 

（経営に関する有識者からのコメント） 

・ファンド事業におけるパフォーマンスの再現

性確認や適切なモニタリング等により、株式

市況が不安定ながらも健全な財務基盤を維持

していることは高く評価できる。 
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・施設整備等勘定及

び出資承継勘定に

ついては、収支を改

善するための取組

を着実に実行する。 

・施設整備等勘定に

ついては、必要に応

じ、賃貸施設の賃貸

料の見直しを行う

などにより、自己収

入確保を図る。 

・出資承継勘定のベ

ンチャー企業に対

する出資は、適切な

配当を求めるとと

もに、必要に応じ、

株式処分の着実な

実行を図る。同勘定

の出資先法人（三セ

ク）に対する出資

は、毎年度の決算の

報告等を通じて、適

切に経営状況の把

握を行うとともに、

適切な配当を求め

る。必要に応じ、事

業運営の改善を求

めることや関係省

庁及び他の出資者

との協議による早

期の株式処分等の

対応を図る。 

・その他の財務の健

全化を確保すべき

業務について、特に

ファンド出資事業

ではＧＰ（無限責任

組合員）に対する目

利きの強化に取り

組むなど、適切な審

査や債権管理の徹

つ効率的な運用を

図るよう定める「運

用の基本方針」に沿

った運用を行う。 

資産運用状況を踏

まえ、基本ポートフ

ォリオの効率性や

自家運用資産及び

委託運用資産に係

る収益率等につい

て検証・評価を行

い、定期的に外部有

識者等で構成する

「資産運用委員会」

に報告し、評価を受

けるとともに、運用

の基本方針や基本

ポートフォリオな

ど重要事項につい

て助言を受け、必要

に応じこれらの見

直しを行う。 

・中小企業倒産防止

共済制度に係る共

済貸付金の回収は、

着実な債権回収を

進める。 

・施設整備等勘定及

び出資承継勘定に

ついては、収支を改

善するための取組

を着実に実行する。 

・施設整備等勘定に

ついては、必要に応

じ、賃貸施設の賃貸

料の見直しを行う

などにより、自己収

入確保を図る。 

・出資承継勘定のベ

ンチャー企業に対

する出資は、適切な

い、定期的に外部有

識者等で構成する

「資産運用委員会」

に報告し、評価を受

けるとともに、運用

の基本方針や基本

ポートフォリオな

ど重要事項につい

て助言を受ける。 

特に、基本ポートフ

ォリオに関しては、

令和３年度に実施

した検討の結果を

踏まえて見直しを

推進する。 

・中小企業倒産防止

共済制度に係る共

済貸付金回収につ

いては、回収専門人

材（債権保全調査

員）の活用及び専門

的なノウハウの導

入など回収管理体

制の強化を実施し、

着実な債権回収を

進める。 

特に、高額貸付者に

対する貸付直後の

現況確認の実施や

延滞発生直後の早

期対応、貸付先への

継続的なモニタリ

ングなど、要回収債

権に係る管理措置

を確実に行う。 

・施設整備等勘定及

び出資承継勘定に

ついては、収支を改

善するための取組

を着実に実行する。 

・施設整備等勘定に

険資産の予定利率が５年度から低

下するため同資産を一部解約する

方針を決定し、外国株式の委託運用

においては投資スタイルの偏りを

是正するために新たなファンドの

採用を実施した。 

・運用利回り ４年度 ０．３６％ 

（３年度 １．４０％） 

・当期総利益 ２億円 

・利益剰余金 ４年度 ４，６３０億

円 

 （３年度 ５，７９８億円） 

 

 

 

・中小企業倒産防止共済制度におけ

る共済金貸付回収については回収

専門の人材を活用し、債権回収の専

門的ノウハウを導入した債権管理

体制を引き続き強化した。特に高額

貸付者に対する貸付後の現況確認、

延滞発生直後の早期対応、長期延滞

者に対する法的措置は着実に実施

した。 

・債務者の状況を的確に把握するた

めの継続的なモニタリングは、モニ

タリング結果について、本部及び地

域本部の全ての債権保全調査員と

面談を実施し、個別案件の状況確認

を行うとともに債権管理・回収方針

を擦り合わせた。 

・オンラインを活用した研修を全国

の担当者向けに４回実施した。 

・また、財務の健全化に寄与すべく、

債権分類額に応じた貸倒引当金を

計上するとともに、回収不能分は適

切に不良債権処理を実施した。 

（累計回収率の推移：Ｈ２０：８５．

２％、Ｈ２１：８５．３％、Ｈ２２：

８５．３％、Ｈ２３：８５．３％、

Ｈ２４：８５．３％、Ｈ２５：８５．

策等を発行目的とする SDGs 債を購入(７２

億円)し、社会課題の解決・達成に対して間

接的に貢献。 

・高度化事業において、都道府県に対する債権

管理、債権回収に係る支援策の拡充により不

良債権全体で３９億円減少させるなどの効

果があった。 

・政府のスタートアップへの公共調達参画拡

大の方針を踏まえ、発注促進重点分野を定め

るなど、先行的な取り組みを行った結果、新

規中小企業発注比率は２．６９％を達成（全

府省庁等の合計１．０１％）。 

 

②小規模共済勘定 

・小規模企業共済勘定共済金等の支給に対し、

掛金等の収入の収支差は約２，１８２億円の

プラスとなっており、安定した財務状況を確

保。 

・小規模企業共済資産について、資産運用の基

本方針に基づき、法令に定める共済金等の支

給に必要な流動性と、中期的に小規模企業共

済事業の運営に必要な利回りを勘案しなが

ら、安全かつ効率的に運用。 

・この結果、４年度末の利益剰余金は、４，６

３０億円となり財務基盤を維持。 

 

③産業基盤整備勘定（財務省共管業務） 

・債務保証先に対しては、その業況に応じた層

別管理を実施し、貸付金融機関と連携して保

証先の業況や返済状況を確認するなど適切

に対応。 

・また、三セクおいて、経営状況の把握、配当

要求、株式処分の申入れ及び経営健全化計画

の進捗状況の管理については、適切に実施。 

・１社において配当収入（７百万円）を計上。 

 

■保有資産の見直し 

・施設整備等勘定の頭脳三セク（鹿児島頭脳セ

ンター、５．４億円）の株式の売却を実現。 

・中心市街地都市型産業基盤施設については、

売却に向け地方公共団体（三鷹市）と協議等
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底等を行うなど適

切な措置を講じる。 

配当を求めるとと

もに、必要に応じ、

株式処分の着実な

実行を図る。同勘定

の出資先法人（三セ

ク）に対する出資

は、毎年度の決算の

報告等を通じて、適

切に経営状況の把

握を行うとともに、

適切な配当を求め

る。必要に応じ、事

業運営の改善を求

めることや関係省

庁及び他の出資者

との協議による早

期の株式処分等の

対応を図る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

・高度化事業におけ

る新規案件につい

ては、事業性評価を

含め融資先の返済

能力を踏まえた償

還可能性等につい

ての確実な審査を

行い、また、貸付後

については、管理方

法の改善を通じた

貸付先の経営状況

の適切な把握に努

め、支援が必要な貸

付先については、都

道府県に働きかけ

ついては、必要に応

じ、賃貸施設の賃貸

料の見直しを行う

などにより、自己収

入確保を図る。 

 

 

・産業投資特別会計

による出資承継勘

定の出資先法人（三

セク）に対する出資

については、毎年度

の決算の報告等を

通じて、適切に経営

状況の把握を行う

とともに、適切な配

当を求める。また、

経営健全化計画の

実行状況を管理す

るなど、事業運営の

改善を求めること

や、関係省庁及び他

の出資者とも協議

の上、可能な限り早

期の株式処分を図

る。 

・高度化事業におけ

る新規の貸付案件

については、事業計

画の根拠を精緻に

把握し、実現可能

性・返済財源（キャ

ッシュフロー）の妥

当性を精査するな

どして、事業性評価

を含め貸付先の返

済能力を踏まえた

償還可能性等につ

いての確実な審査

を行う。また、貸付

後は、都道府県と連

３％、Ｈ２６：８５．４％、Ｈ２７：

８５．４％、Ｈ２８：８５．５％、

Ｈ２９：８５．６％、Ｈ３０：８５．

７％、Ｒ１：８５．７％、Ｒ２：８

５．７％、Ｒ３：８５．７％、Ｒ４：

８５．７％ 

 

○出資事業（構造転換三セク、繊維三

セク） 

・旧構造転換法、旧繊維法に基づき出

資している４社を管理した。 

・コロナの影響により業績悪化が依

然として認められる中、経営状況を

適切に把握し適切な配当を求める

とともに、行動制限が一部緩和され

る中で、株主総会に出席し、株式処

分に向けての申入れや、経営健全化

計画の進捗状況の確認を行うなど、

適切な管理を実施した。また、㈱マ

イントピア別子については社長と

株式処分に向けての交渉を行った。 

・１社において配当を実施。配当収入

７百万円。 

 

 

 

■高度化事業 

○新規貸付 

・新規貸付決定先Ａ方式１４件、Ｂ方

式７件について決算書及び診断報

告書から事業計画、償還能力の妥当

性を検証し確実な審査を実施した。 

・貸付けにあたっては、事業計画の進

捗に合わせて複数回の現地支援を

実施し、財務状況の精査、償還能力

の確認等のほか、診断・助言への対

応状況の確認を行うことにより適

切な審査を実施した。 

○正常償還先の経営状況の把握 

・正常償還先先については、都道府県

ヒアリング、決算書による財務分

を行い、大幅に前進。 

 

 

以上の取組を踏まえ、Ａ評価と判断。 
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を行い、連携して経

営支援を行うこと

で新たな不良債権

の発生を抑制する

とともに、不良債権

の管理においては

不良債権の削減を

図るため、専門家の

派遣等により積極

的に都道府県に対

して関与・協力す

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

携して貸付先の経

営状況の実態把握

に努め、支援が必要

な貸付先について

は、都道府県に働き

かけを行い、より適

切な経営支援を行

うことで新たな不

良債権の発生を抑

制する。 

・高度化事業におけ

る貸付先の債権管

理においては、都道

府県に対して、専門

家の派遣や回収委

託支援業務などに

よる債権回収業務

の支援を行い、債権

回収への早期着手

や回収促進に向け

て働きかける。 

これらの取組を通

じて、不良債権の削

減を図る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

析・実態バランスの把握、貸付先に

対する個別ヒアリングの実施など

により適切な経営状況の把握を実

施した。 

○条件変更先に対するアドバイザー

による経営支援の実施 

・条件変更を行っている貸付先の経

営力強化や課題解決を支援するた

め、職員及び専門家による経営支援

等を実施。 

 支援先２５先、支援日数２２３人

日。 

○新型コロナウィルス感染症の影響

を受けた貸付先への対応 

・新型コロナウイルス感染症の影響

を受けた貸付先について運営診断

等を省略し簡易な書類確認のみで

１年間の償還猶予を認めることに

対する特例準則を制定。通常、時間

を要する貸付条件変更の手続きを

簡略化することで、貸付先への緊急

の信用供与に対応した。 

・１９都道府県で計７２口（５４先）

／８６．８億円の償還猶予を実施。 

○都道府県に対する債権管理、債権回

収に係る支援策の拡充 

・高度化事業の債権の回収について

は、今年度も償還状況や完済の見通

しに基づく貸付先の分類化を継続

して、定期ヒアリング等を通じて貸

付先ごとの分類を都道府県と共有

したうえで、都道府県との回収方針

の明確化を推し進めた。 

・コロナ禍により対面での会議が困

難である現状を踏まえて、定期ヒア

リングや回収困難な貸付先を抱え

る都道府県との個別具体的な協議

をオンライン会議システムにより

実施。 

・債権管理、回収に係る都道府県への

支援策として、債権管理アドバイザ
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・債務保証業務は、

新規保証に係る代

位弁済率の抑制を

図るための確実な

審査の実施を行う

とともに、債務保証

先の業況に応じた

適切な層別管理の

実施、求償権の回収

管理の徹底・適切な

償却処理を行う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・債務保証業務の実

施に当たっては、各

制度趣旨に鑑み利

用の促進を行い、代

位弁済率が抑制さ

れるよう、確実な審

査を実施する。 

また、債務保証先の

業況に応じた適切

な層別管理を実施

するとともに、求償

権の回収管理の徹

底を図り、適切な償

却処理を行う。 

 

 

 

 

 

 

ー業務、調査・アドバイザリー業務

及び回収委託支援業務を引き続い

て実施した。 

a) 機構サポーター（債権管理）業務 

都道府県に対して機構サポーター（債

権管理）による債権管理・回収に係

るアドバイスを４回実施。 

b) 調査・アドバイザリー業務 

債権回収調査会社による調査・アドバ

イザリー業務を１１県で２０件実

施。 

c) 回収委託支援業務 

債権回収会社及び弁護士法人による

回収委託支援業務を４県で２０件

実施したことにより、債務の削減に

大きく貢献。 

○不良債権の削減額 

 不良債権全体では約５５１億円か

ら約５１２億円へと約３９億円削

減 

 

○債務保証業務 

・債務保証先に対しては、その業況に

応じた層別管理を実施し、貸付金融

機関と連携して保証先の業況や返

済状況を確認するなど適切に対応。 

・自己査定を的確に実施。 

・４年度の保証履行（代位弁済）はな

し。 

※機構設立以降の新規保証３２社／

２１３億円 代位弁済１．９億円 

代位弁済率０．９％ 

・求償権管理については、債権管理・

回収の専門的知識と経験を有する

専門員を活用し、求償先の状況を経

常的に把握し、状況に応じた回収を

実施。 

 ４年度 求償権回収額：５社１１百

万円 

・求償権残高 １，５４６百万円 
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・その他出資事業

は、出資先の経営状

況を適切に把握す

るとともに、出資者

として、当該事業の

政策的意義、地域経

済への諸影響に留

意しつつ、業務の改

善を求めることや、

出資先の事業が機

構の出資を必要と

しない程度にまで

達成されるなど株

式を処分すること

が適当と認められ

る場合は、関係省庁

及び他の出資者と

の協議により、早期

の株式処分等の対

応を図る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・その他の財務の健

全化を確保すべき

業務について、特に

ファンド出資事業

ではＧＰ（無限責任

組合員）に対する目

利きの強化に取り

組むなど、適切な審

査や債権管理の徹

底等を行うなど適

・その他出資事業

は、出資先の経営状

況を適切に把握す

るとともに、出資者

として、当該事業の

政策的意義、地域経

済への諸影響に留

意しつつ、業務の改

善を求めることや、

出資先の事業が機

構の出資を必要と

しない程度にまで

達成されるなど株

式を処分すること

が適当と認められ

る場合は、関係省庁

及び他の出資者と

の協議により、早期

の株式処分等の対

応を図る。 

・産業用地事業にお

ける土地譲渡割賦

債権等については、

債務者の業況等の

モニタリングを実

施し、個別債務者の

財務内容を分析す

る等により、状況に

応じた適切な措置

を講じ、回収を進め

る。 

・その他の財務の健

全化を確保すべき

業務について、特に

ファンド出資事業

ではＧＰ（無限責任

組合員）に対する目

利きの強化に取り

組むなど、適切な審

査や債権管理の徹

底等を行うなど適

○出資事業（高度化三セク、中心市街

地三セク、工配三セク） 

・旧中小企業総合事業団法、改正前中

心市街地活性化法、旧地域公団法に

基づき出資している４５社を管理

した。 

・決算時及び日常的なヒアリングを

通じて、経営状況を適切に把握する

とともに、事業の政策的意義、地域

経済への諸影響に留意しつつ、行動

制限が一部緩和される中で、株主総

会に出席して、株式処分に向けての

申入れや、業務の改善を求めるな

ど、株主としての権利を活用して適

切に対処した。 

・高度化三セク１社及び工配三セク

１社おいて清算が完了した。清算分

配金９４百万円。 

・高度化三セク１社及び中心市街地

三セク１社において配当を実施。配

当収入７．５百万円。 

○出資事業（ＦＡＺ三セク）  

・旧輸入・対内投資法に基づき出資し

ている６社を管理した。 

・決算時及び日常的なヒアリングを

通じて、経営状況を適切に把握する

とともに、事業の政策的意義、地域

経済への諸影響に留意しつつ、行動

制限が一部緩和される中で、株主総

会に出席して、株式処分に向けての

申入れや、業務の改善を求めるな

ど、株主としての権利を活用して適

切に対処した。 

・なお、㈱仙台港貿易センターについ

ては、株式処分の協議を行い、引き

続き継続することとなった。 

・２社において配当を実施。配当収入

５．７百万円。 

 

○出資事業（頭脳三セク及びＯＡ三セ

ク） 
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切な措置を講じる。 切な措置を講じる。 

 

・旧頭脳立地法及び地方拠点法に基

づき出資している１７社を管理し

た。 

・決算時及び日常的なヒアリングを

通じて、経営状況を適切に把握する

とともに、事業の政策的意義、地域

経済への諸影響に留意しつつ、行動

制限が一部緩和される中で、株主総

会に出席して、株式処分に向けての

申入れや、業務の改善を求めるな

ど、株主の権利を活用して適切に対

処した。 

・頭脳三セク１社において株式譲渡

を実施。譲渡価額５４２百万円。 

・頭脳三セク１社において配当を実

施。配当収入１．９百万円。 

 

○出資事業（新事業三セク） 

・旧新事業創出促進法に基づき出資

している４社を管理した。 

・決算時及び期中のヒアリングを通

じて、経営状況を適切に把握すると

ともに、事業の政策的意義、地域経

済への諸影響に留意しつつ、行動制

限が一部緩和される中で、株主総会

に出席して、株式処分に向けての申

入れや、業務の改善を求めるなど、

株主の権利を活用して適切に対処

した。 

・２社において配当を実施。配当収入

６．５百万円。 

 

■出資三セク事業（出資承継勘定を含

む）全体のまとめ  

・機構が株式を保有する第三セクタ

ーについては、４年度期首時点では

７６社、４年度期末時点では７３

社。 

・地方公共団体等との情報交換や協

議は、本部担当部と地域本部等とで

５３社に対して延べ８２回実施。経
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営改善等協議を行ったものは４０

社で延べ５９回。 

 ２．保有資産の見直

し等 

・保有資産の見直し

等について、その利

用度のほか、本来業

務に支障のない範

囲での有効利用可

能性、経済合理性と

いった観点に沿っ

て、その保有の必要

性について不断の

見直しを行うとと

もに、既往の閣議決

定等で示された政

府方針を踏まえた

措置を講じる。 

・一般勘定において

は、第２期中期目標

において国庫納付

することとした２，

０００億円（第３期

目標期間迄に９４

９億円国庫納付済）

について、残余額の

納付を年度ごとに

検討する。その際、

機構全体の債務超

過や緊急の中小企

業・小規模事業者対

策等に必要な資金

の不足に陥ること

がないよう、財務の

健全性を確保する

２．保有資産の見直

し等 

・保有資産の見直し

等について、その利

用度のほか、本来業

務に支障のない範

囲での有効利用可

能性、経済合理性と

いった観点に沿っ

て、その保有の必要

性について不断の

見直しを行うとと

もに、既往の閣議決

定等で示された政

府方針を踏まえた

措置を講じる。 

・一般勘定において

は、第２期中期目標

において国庫納付

することとした２，

０００億円（第３期

目標期間迄に９４

９億円国庫納付済）

について、残余額の

納付を年度ごとに

検討する。その際、

機構全体の債務超

過や緊急の中小企

業・小規模事業者対

策等に必要な資金

の不足に陥ること

がないよう、財務の

健全性を確保する

２．保有資産の見直

し等 

・保有資産の見直し

等について、その利

用度のほか、本来業

務に支障のない範

囲での有効利用可

能性、経済合理性と

いった観点に沿っ

て、その保有の必要

性について不断の

見直しを行うとと

もに、既往の閣議決

定等で示された政

府方針を踏まえた

措置を講じる。 

・２０２２年度の一

般勘定資産の国庫

納付の適否及び金

額については、今

後、機構全体が債務

超過に陥ったり、あ

るいは緊急の中小

企業対策等に必要

な資金の不足に陥

ったりすることの

ないよう、主務省と

協議を行い、決定す

る。 

 

 

 

 

 ２．保有資産の見直し等 

 

・施設整備等勘定の頭脳三セク（鹿児

島頭脳センター、５．４億円）の株

式の売却を実現。 
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ことに留意するも

のとする。 

・産業基盤整備勘定

においては、債務保

証のニーズや実績

等を踏まえ、改めて

適正な事業規模、代

位弁済率を精査し、

本債務保証業務に

真に必要な金額を

割り出し、必要額を

超える部分につい

ては、事務費の確保

に留意しつつ第４

期中期目標期間中

に国庫返納する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

・施設整備等勘定に

おいては、業務運営

等に必要となる資

産額の検討を行い、

償還期限を迎えた

保有有価証券等の

うち、必要額を超え

る分に係る政府出

資金については、国

庫納付を行うこと

とする。 

ことに留意するも

のとする。 

・産業基盤整備勘定

においては、債務保

証のニーズや実績

等を踏まえ、改めて

適正な事業規模、代

位弁済率を精査し、

本債務保証業務に

真に必要な金額を

割り出し、必要額を

超える部分につい

ては、事務費の確保

に留意しつつ第４

期中期目標期間中

に国庫返納する。 

・産業基盤整備勘定

の第２種信用基金

においては、経過業

務に係る債務保証

残高の減少に応じ

て、不要額が生じれ

ば随時国庫納付す

る。 

・施設整備等勘定に

おいては、業務運営

等に必要となる資

産額の検討を行い、

償還期限を迎えた

保有有価証券等の

うち、必要額を超え

る分に係る政府出

資金については、国

庫納付を行うこと

とする。 

・中小企業大学校の

施設は、研修を実施

することや、本来業

務に支障のない範

囲での利用の促進

に向けた取組を実

 

 

・産業基盤整備勘定

においては、債務保

証のニーズや実績

等を踏まえ、改めて

適正な事業規模、代

位弁済率を精査し、

本債務保証業務に

真に必要な金額を

割り出し、必要額を

超える部分につい

ては、事務費の確保

に留意しつつ国庫

返納する。 

 

・産業基盤整備勘定

の第２種信用基金

においては、経過業

務に係る債務保証

残高の減少に応じ

て、不要額が生じれ

ば随時国庫納付す

る。 

・施設整備等勘定に

おいては、業務運営

等に必要となる資

産額の検討を行い、

償還期限を迎えた

保有有価証券等の

うち、必要額を超え

る分に係る政府出

資金については、国

庫納付を行うこと

とする。 

・中小企業大学校の

施設は、研修を実施

することや、本来業

務に支障のない範

囲での利用の促進

に向けた取組を実

 

 

○債務保証業務 

・経済産業省と債務保証業務のあり

方等について継続的な情報交換を

実施している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・中小企業大学校の施設について、省

エネに資するＬＥＤ化の工事、快適

性等の向上に係る空調機器やエレ

ベータ等の改修工事を実施。 

・広島校において、企業からの依頼に

応じた現場改善のオーダーメイド
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施すること、ニーズ

に対応した改修を

することにより、有

効利用を図る。 

・中小企業大学校東

京校の土地につい

て、東京都都市計画

道路３・４・１７号

桜街道線の整備に

係る一部土地の処

分に関し適切に対

応する。 

・中心市街地都市型

産業基盤施設につ

いては、地方公共団

体等への売却等に

向けた協議等を進

める。 

 

施すること、ニーズ

に対応した改修を

することにより、有

効利用を図る。 

・中小企業大学校東

京校の土地につい

て、東京都都市計画

道路３・４・１７号

桜街道線の整備に

係る一部土地の処

分に関し適切に対

応する。 

・中心市街地都市型

産業基盤施設につ

いては、売却等に向

け地方公共団体等

と協議等を進める。 

研修を実施。洗い出した課題への改

善活動を進め、その改善結果報告の

場として広島校の施設を利用して

企業独自でフォローアップ研修を

実施。 

・中小企業大学校東京校の土地につ

いて、東京都都市計画道路３・４・

１７号桜街道線の整備に係る一部

土地の処分に関し、東大和市へ所有

権移転譲渡を実施。 

 

 

・中心市街地都市型基盤施設につい

ては、売却に向け地方公共団体（三

鷹市）と協議等を実施し、市におい

て施設取得費を含む５年度予算が

措置されるまでに至った。 

        

注３）複数の項目をまとめて作成する場合には、適宜行を追加し、項目ごとに評定と評定に至った理由を明記。ただし、「主な評価指標」や「業務実績」欄については、複数の項目にまたがってまとめて記載することが可能 

４．その他参考情報 
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様式１－１－４－２ 中期目標管理法人 年度評価 項目別評定調書（業務運営の効率化に関する事項、財務内容の改善に関する事項及びその他業務運営に関する重要事項）様式 

 

１．当事務及び事業に関する基本情報 

４―１ その他業務運営に関する重要事項 

当該項目の重要度、困難

度 

 関連する政策評価・行政事業

レビュー 

― 

注１）重点化の対象としない項目については、法人の業務管理に活用しやすい単位ごとに、複数の項目をまとめて作成することが可能 

２．主要な経年データ 

 評価対象となる指標 達成目標 基準値 

（前中期目標期間最終年

度値等） 

元 

年度 

２ 

年度 

３ 

年度 

４ 

年度 

５ 

年度 

（参考情報） 

当該年度までの累積値等、必要

な情報 

         

注２）複数の項目をまとめて作成する場合には、適宜行を追加し、項目ごとに主要な経年データを記載    

３．各事業年度の業務に係る目標、計画、業務実績、年度評価に係る自己評価及び主務大臣による評価 

 中期目標 中期計画 年度計画 主な評価指標 法人の業務実績・自己評価 主務大臣による評価 

業務実績 自己評価 

 １．内部統制の充実

及びコンプライア

ンスの推進等 

・「「独立行政法人

の業務の適正を確

保するための体制

等の整備」につい

て」（平成２６年

１１月２８日総務

省行政管理局長通

知）に基づき、業

務方法書に定めた

事項の運用を着実

に行うとともに、

必要に応じ、関連

規程等の見直しを

行う。 

・財務の健全性及び

適正な業務運営の

ため、金融業務に

係る内部ガバナン

スの維持・向上を

図る。 

・公的使命を有する

１．内部統制の充実

及びコンプライア

ンスの推進等 

・内部統制について

は、その維持・向上

を図るため、「「独立

行政法人の業務の

適正を確保するた

めの体制等の整備」

について」（平成２

６年１１月２８日

総務省行政管理局

長通知）を踏まえた

業務方法書及び関

連規程等に定めた

事項に基づき着実

に運用するととも

に、必要に応じて体

制や規程等の見直

しを行う。 

・財務の健全性及び

適正な業務運営の

確保のため、金融業

務に係る内部ガバ

１．内部統制の充実

及びコンプライア

ンスの推進等 

・内部統制の維持・

向上を図るため、引

き続きリスクの把

握、評価及び対応を

行い、内部統制委員

会及びリスク管理

委員会で報告する

とともに、必要に応

じて体制や規程等

の見直しを行い、適

正なガバナンスを

確保する。 

 また、関係部署と

連携して、機構のＢ

ＣＰの充実を図り、

実効的な事業継続

力を高める。 

・金融業務に係る内

部ガバナンスの維

持・向上を図るた

め、金融業務ごとの

 １．内部統制の充実及びコンプライア

ンスの推進等 

・各部門におけるリスクの把握・評価

を実施し、機構全体としてのリスク

対応計画を更新。これを内部統制委

員会及びリスク管理委員会で報告。

両委員会では、情報セキュリティや

コンプライアンス・プログラムにつ

いても審議し、内部統制の維持・向

上に向けた取組を実施。 

・非常時優先業務マニュアルを策定

し、マニュアルに基づいた訓練を実

施。夜間休日に災害が発生した場合

を想定し、災害対策本部の立ち上げ

や、全役職員の安否確認、非常時優

先業務の初動を確認。併せて、非常

時優先業務の確実な実施のため、Ｂ

ＣＰ用のノートＰＣとモバイルバ

ッテリー、非常用大容量電源を調

達・配備。 

・高度化事業等リスク管理評価委員

会を開催し、信用リスク管理体制の

強化に向けた対応状況等について

審議。審議結果及び高度化事業を含

評定： Ｂ 

根拠： 

■内部統制の充実及びコンプライアンスの

推進等 

・全部門のリスクを洗い出して評価すると

ともに、金融リスクの管理状況を把握し、

内部統制委員会及びリスク管理委員会に

おいて審議することを通して、機構全体

のリスク管理を実施。 

・防災・業務継続計画の具体的行動を非常

時優先業務マニュアルに落とし込んで訓

練を実施し、事業継続力を強化。 

・コンプライアンス・プログラムに基づく

研修や情報提供等を実施。継続的な取組

により、職員等のコンプライアンス意識

の浸透・定着を図った。 

・機構ＷＡＮ業務において、ヘルプデスク

を通じてのユーザーからの要求対応、監

視システムによるイベント管理、ＣＳＩ

ＲＴによるインシデント管理の内容をふ

まえ、機構ＷＡＮ業務の運用マニュアル

の見直し・整備を進めることで、引き続き

安定稼働を実現できた。 

 

評定 B 

＜評定に至った理由＞ 

所期の目標を達成する見込みと認められること

から「B」評定と判断。 

 

＜指摘事項、業務運営上の課題及び改善方策＞ 

○会計検査院指摘を踏まえた取組 

・指摘を踏まえて、事業の準則を改正し、貸付実施

期間終了前に県貸付金の規模の見直しを出来る

よう整備。また、使用見込みのない貸付金の償還

について福島県と協議を進めるなど、適切に対

応している。 

 

＜その他事項＞ 

－ 
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組織として、コン

プライアンスを徹

底する体制、諸規

程、研修メニュー

等の更なる充実を

図り着実に実行す

る。 

・その他、政府方針

に基づく取組及び

会計検査院等の指

摘を着実に実施す

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ナンスについて維

持・向上を図る。具

体的には、金融業務

のリスクを的確に

管理するための内

部規程等について

必要に応じた見直

しを行うとともに、

外部専門家等によ

る職員研修の充実、

事業別収支情報等

の情報公開を行う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

・内部監査は、法令

遵守に関する監査

の強化、業務の一層

の適正化・効率化を

行うため、監査計画

を策定の上、監事や

会計監査人との連

携を密に行いなが

ら実施するものと

し、監査結果に基づ

く改善内容につい

て、モニタリングを

適切に実施する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

特性に応じたリス

ク管理状況につい

て内部統制委員会

及びリスク管理委

員会で報告すると

ともに、必要に応じ

て関連規程等の見

直しを行う。 

また、高度化事業等

リスク管理委員会

も開催し、当該委員

会の意見や助言を

踏まえて適切な業

務運営を行う。 

外部専門家等を活

用して職員の能力

向上を図り、事業別

収支情報等につい

ては引き続き情報

公開を行う。 

・内部監査について

は、業務の一層の適

正化・効率化を行う

ためリスクベース

に基づいた監査テ

ーマや監査対象部

署を選定し、ポイン

トを明確にした監

査計画を策定する。

さらに、監事や会計

監査人との連携を

密に行うとともに、

外部専門機関から

の助言等を受け、よ

り適切な監査を実

施する。また、過去

の監査結果に基づ

く改善内容の確実

な実施を確保する

ため、改善措置状況

のモニタリングを

む金融関連業務に関するリスク管

理状況を内部統制委員会及びリス

ク管理委員会へ報告。各委員会での

意見や助言を踏まえ、適切な業務運

営を実施。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・内部監査は、リスクベースに基づき

監査テーマを選定し、年度内部監査

計画を作成。個別監査テーマ毎に事

前調査等により監査ポイントを明

確にした内部監査実施計画を作成

し、効率的に監査を実施。情報セキ

ュリティ監査は、より高度な専門的

知見を必要とするため、外部専門機

関を活用して監査を実施。また、監

査結果に対する被監査部門の改善

措置について、適時フォローアップ

を行い状況確認。監事と定期的に情

報交換を実施し、監事・会計監査人

による三様監査連絡会も５回開催

し、情報共有を推進。 

 

 

 

 

 

 

■社会課題への対応 

・ＳＤＧｓ・カーボンニュートラル支援を

本格的に実施。 

①ＳＤＧｓやカーボンニュートラルをテ

ーマとしたセミナーを省庁・金融機関・

業界団体等と連携し、全国各地で８２

回実施(前年比１７４％)し、事業者や

支援機関のニーズに応じた普及・啓発

を積極的に展開。 

②事業者からのより実践的な相談に対

応。また、カーボンニュートラル研修事

業と連携し、研修のインターバル期間

にオンライン相談を実施することで、

各社の実情を踏まえた脱炭素経営の検

討をサポート。 

③サスティナブル・オンライン商談会（ジ

ェグテック）として、成長市場（グリー

ンエコノミー）に関連する大手企業か

らの技術開発等のニーズと中小企業の

マッチングを通じ、販路拡大を支援。中

小企業５２３社延べ１，１００件の提

案があり、うち１９８社・２５８件が大

手企業と商談。 

 

■機構内人材育成 

・従来の研修制度に加え、各種勉強会・セミ

ナー等(DX、経済安全保障等)を開催し、自

己研鑽の機会を提供(延べ受講者数４，３

５５人) 

 

 

■情報公開による透明性の確保 

・業務実績等報告書をはじめ、財務、監査、

入札・契約関連情報、給与実態等の情報を

迅速に機構ホームページにおいて公表。 

 

■情報セキュリティの確保 

・内閣サイバーセキュリティセンターによ

る監査での指摘事項をうけた情報セキュ

リティ管理規程や関連する規定・要領等

の改正、それに伴う情報発信や教育、標的
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・コンプライアンス

への対応は、単に法

令遵守にとどまら

ず、広くステークホ

ルダーとの関係に

おいて社会的使命

を果たすため、コン

プライアンスを徹

底する体制、諸規

程、研修メニュー等

の更なる充実を図

り着実に実行する。

機構役職員は、法

令・社会理念はもと

より、機構の基本理

念・経営方針に基づ

き積極的に行動・実

践する。 

・機構ＷＡＮ業務

は、ＩＴ技術の積極

的な導入、業務ネッ

トワークインフラ

及びコミュニケー

ションインフラの

利活用を図るため、

適切かつ安定的な

構成機器の運用・保

守、操作マニュアル

等の整備・周知等に

取り組む。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・その他、政府方針

適切に実施する。 

・コンプライアンス

を徹底するため、令

和４年度コンプラ

イアンス・プログラ

ムを策定し、これに

基づき研修等を実

施する。機構役職員

は、法令・社会理念

はもとより、機構の

基本理念・行動指針

に基づき積極的に

行動・実践する。 

 

 

 

 

 

 

・機構ＷＡＮ業務

は、ＩＴ技術の積極

的な導入、業務ネッ

トワークインフラ

及びコミュニケー

ションインフラの

利活用を図るため、

ヘルプデスクを通

じてのユーザーか

らの要求対応、監視

システムによるイ

ベント管理（状態の

変化の察知）、ＣＳ

ＩＲＴによるイン

シデント管理を行

うことで、適切かつ

安定的な構成機器

の運用・保守を行う

とともに、マニュア

ル等の見直しや整

備に取り組む。 

・その他、政府方針

 

・４年度コンプライアンス・プログラ

ムに基づき、研修等を実施。具体的

には、階層別研修や全役職員・専門

家・派遣職員、大学校業務委託先を

含むｅラーニング、インサイダー取

引防止研修に加え、本部各分門及び

地域本部に対し、直近の事例等を提

供して注意喚起と再発防止のディ

スカッションを実施するとともに、

啓発を目的としたメールマガジン

を毎月配信。また、１１月を推進月

間に設定し、コンプライアンスをテ

ーマとした特別講義やメールマガ

ジンの臨時配信など、集中的な取組

を行い、役職員のコンプライアンス

意識を醸成。 

 

 

・機構ＷＡＮ業務において、ヘルプデ

スクを通じてのユーザーからの要

求対応、監視システムによるイベン

ト管理、ＣＳＩＲＴによるインシデ

ント管理の内容をふまえ、機構ＷＡ

Ｎ業務の運用マニュアルの見直し・

整備を進めた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

型攻撃メール訓練、定期的なセキュリテ

ィ研修、自己点検を実施したことで、役職

員の情報セキュリティに関する知識や情

報管理に対する意識を維持・向上させる

ことができた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【指摘事項への対応】 
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に基づく取組及び

会計検査院等の指

摘を着実に実施す

る。 

 

に基づく取組及び

会計検査院等の指

摘を着実に実施す

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■会計検査院法第３６条の規定により改善

の処置を要求された事項に対する処置状況 

○特定地域中小企業特別資金事業に係る貸

付金の規模について（中小企業庁及び中小

機構） 

・指摘事項： 

 中小企業庁及び中小機構において、必

要に応じて福島県と協議を行うなどし

て、使用見込みのない機構貸付金の額の

償還を受けて機構が実施する他の事業に

活用することなどができるよう、次のと

おり改善の処置を要求する。 

 ア 県貸付金の規模の見直しを行い、使

用見込みのない機構貸付金の額を算出

して償還するよう、同県に対して求め

ること 

 イ 県貸付金の規模の今後の見直しが貸

付実施期間の終了前にも同県において

見直しが定期的に行われたり、貸付実

績、事務費充当基金の収支等の実績や

制度をめぐる環境の変化に応じて機構

が同県に見直しを求めたりすることを

準則に規定することにより、今後も適

時に見直しがおこなわれるようにする

こと 

・対応状況： 

指摘を踏まえて、県貸付金の規模の今

後の見直しが貸付実施期間の終了前にも

同県において定期的に行われたり、貸付

実績、事務費充当基金の収支等の実績や

制度をめぐる環境の変化に応じて機構が

同県に県貸付金の規模の見直しを求めた

りすることを、「原子力発電所事故に伴う

「特定地域中小企業特別資金」事業に係

る福島県に対する資金の貸付けに関する

準則（平成２３年規程２３第１２号）」に

規定する改正を行った。また、改正準則第

１４条第１項に基づき、福島県に対し、貸

付金の適正な規模を確認するための調査

依頼文書（令和５年６月２日付 23.05.31

中機高第 1号）を発出した。 
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・中小企業が SDGs・カーボンニュート

ラル等の社会的課題に対応するた

め、セミナー・研修、経営相談窓口、

オンライン商談会等により支援を

実施。（再掲） 

 

今後、福島県の回答を踏まえて、使用見

込みのない機構貸付金の償還について、

中小企業庁及び福島県とともに適切に対

応していく。 

 ２．様々な専門スキ

ルを持った人材の

確保・育成 

機構がこれまで

に果たしてきた中

小企業・小規模事業

者に対する創業か

ら成長・発展、事業

再生、事業引継ぎま

でを総合的に支援

する役割、地域の中

小企業支援機関等

の支援機能の向上・

強化を支援する役

割について、これら

の役割を果たしつ

つ、時代の要請に応

えてメリハリの付

いた取組を行って

いく必要がある。 

こうした考えの下、

限りあるリソース

のなか、戦略的に専

門人材の確保・育成

を行うため、人材確

保・育成方針を策定

する。具体的には、

国民に対して提供

するサービスを的

確に提供し、効率的

２．様々な専門スキ

ルを持った人材の

確保・育成 

・機構がこれまでに

果たしてきた中小

企業・小規模事業者

に対する創業から

成長・発展、事業再

生、事業引継ぎまで

を総合的に支援す

る役割、地域の中小

企業支援機関等の

支援機能の向上・強

化を支援する役割

について、これらの

役割を果たしつつ、

時代の要請に応え

てメリハリの付い

た取組を行ってい

く必要がある。こう

した考えのもと、限

りあるリソースの

なか、戦略的に専門

人材の確保・育成を

行うため、人材確

保・育成方針を策定

する。具体的には、

国民に対して提供

するサービスを的

確に提供し、効率的

２．様々な専門スキ

ルを持った人材の

確保・育成 

・職員の専門性の向

上を図るため、オ

ン・ザ・ジョブ・ト

レーニング、研修の

実施及び資格取得

の支援を行う。具体

的には、階層ごとに

求められる役割を

効果的に発揮する

ための階層別研修、

支援施策を理解し

適切に対応できる

力を養うための現

場力強化研修、事業

部門別人材育成体

系に定められた業

務遂行能力向上の

ための各種研修を

はじめ、中小企業診

断士養成課程、外部

機関や関係省庁が

実施する研修等へ

の派遣、通信教育、

ｅラーニングなど

多様な手段を講じ、

人事グループと事

業部門が連携して

 ２．様々な専門スキルを持った人材の

確保・育成 

確保・強化を実施。 

・マネジメント力の維持・向上及び業

務遂行マネジメント能力の開発を図

るため、管理職員及び課長代理級職員

に対して、人事グループが指定するカ

テゴリーから自ら選択したテーマに

ついて、外部機関が主催する研修を 2

年間に 1 回受講することを必須とし

て令和 4年 7月より運用し開始し、61

名が受講。 

・４年度研修計画に基づき、職員の適

性や能力開発段階に応じた育成を図

るため多様な研修制度を運用。コロナ

禍の中、オンライン研修を柔軟に取り

入れながら、６６テーマ、研修回数８

９回、受講者数延べ３，１６４人。業

務能力開発教育制度は、延べ１２４人

が活用。 

・入構４年目の職員を対象者とした

販路支援、経営支援及び事業承継支援

の知見習得とデジタルトランスフォ

ーメーションをテーマとした研修を

実施したほか、各階層に求められる職

務遂行能力向上を図った。また、２６

年度から組織的に取り組んでいる新

入職員に対するＯＪＴについて、職場

で実際に指導するトレーナー向け研

修を実施。 
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かつ着実に成果を

上げていくため、内

部人材の育成に関

する規程に基づき、

計画的に人材を育

成し職員の専門性

の向上を図る。特に

中小企業・小規模事

業者の海外展開ニ

ーズへの対応力を

向上させるため、職

員の国際感覚の更

なる醸成に努める。

また、高度な支援施

策の企画立案や実

効性のある業務遂

行を推進していく

ため、機構職員のプ

ロジェクトマネー

ジャーなどへの登

用に向けた専門性

向上やファンド出

資事業におけるリ

スクマネー管理に

精通する人材の育

成などに取り組む。

さらに、定期の新卒

採用にこだわらな

い採用や民間を含

む地域の中小企業

支援機関等との人

事交流を行うこと

により、様々な専門

スキルを持った人

材を確保・育成す

る。 

かつ着実に成果を

上げていくため、内

部人材の育成に関

する規程に基づき、

計画的に人材育成

し職員の専門性の

向上を図る。 

・事業承継・事業引

継ぎ支援、生産性向

上支援、ＩＴ化支

援、人材育成支援、

販路開拓・海外展開

支援及び起業・創業

支援などの業務で

求められる専門性

を高めるため、実務

経験と職員個々の

適性や段階に応じ

た研修を通じ、専門

性の高い職員を計

画的に育成する。 

・特に中小企業・小

規模事業者の海外

展開ニーズへの対

応力を向上させる

ため、職員の国際対

応能力の向上、国際

感覚の更なる醸成

に努める。また、高

度な支援施策の企

画立案や実効性の

ある業務遂行を推

進していくため、機

構職員のプロジェ

クトマネージャー

などへの登用に向

けた専門性向上や

ファンド出資事業

におけるリスクマ

ネー管理に精通す

る人材の育成など

計画的に職員の専

門性向上に努める。 

・若手職員には将来

のキャリアパスを

描くための業務経

験を積ませ、中堅職

員には専門性を磨

かせる人事に努め

る。 

・業務効率を向上

し、組織を活性化す

ることによりお客

様のニーズに一層、

迅速かつ効果的に

対応できる体制を

構築する。具体的に

は、管理職層のマネ

ジメント力の向上

のための研修等を

行う。また、女性の

職業生活における

活躍の推進に関す

る法律（平成２７年

法律第６４号）の制

定に伴い、女性職員

の意識やスキルの

向上のため、外部機

関の研修等を活用

するなど、女性の能

力発揮の推進に取

り組む。 

・職員の国際対応能

力の向上、国際感覚

の更なる醸成に努

めるため、海外研修

等の機会を提供す

る。 

・事業ニーズに適合

する高度な専門性

を有する優秀な人

材を確保するため、

・職員の専門性向上、施策や支援ノウ

ハウ習得、研修を通じたネットワーク

構築や視野の拡充を図るため、中小企

業診断士養成課程へ５人、省庁や外部

研修機関が実施する新政策、会計事

務、内部監査、プロジェクトマネジメ

ント、システム開発等の専門分野の研

修にのべ６６人の職員を派遣。 

・若手職員に関しては、将来の機構職

員としてのキャリアパスが描きやす

くなるよう、在籍２，３年の職員を中

心に各部門の体制を考慮したうえで、

機構職員に必要な共通的・基盤的専門

性を習得できる様な配置換えを推進。

一方、中堅職員に関しては適材適所の

配置を踏まえて人事調書をもとにし

た本人の意向、職歴及び保有資格を総

合的に勘案し、各々の専門性を高める

人事異動を推進。 

・機構の事業ニーズに適合する実務

経験を有する人材を２５名採用した

ほか、外部機関への職員派遣を実施。 

・高い専門性と支援意欲を持つ外部

専門家３，３７０人を登録・活用し、

機構全体としての専門性・多様性の確

保・強化を実施。 
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に取り組む。さら

に、定期の新卒採用

にこだわらない採

用や民間を含む地

域の中小企業支援

機関等との人事交

流を行うことによ

り、様々な専門スキ

ルを持った人材を

確保・育成する。 

・ＡＩ・ＩＴ活用、

販路開拓・海外展

開、起業・創業及び

成長分野など特定

分野での高い専門

性と支援意欲を持

つ外部専門家を積

極的に登用・活用

し、機構全体として

の専門性・多様性の

確保・強化を行うと

ともに、外部専門家

を適切にマネジメ

ントすることで機

構の組織力向上を

図る。 

 

新卒採用にこだわ

らない採用や民間

を含む地域の中小

企業支援機関等と

の人事交流を行う。 

 ３．情報公開による

透明性の確保 

組織・業務・財務等

に関する情報、資産

保有状況、入札・契

約に関する情報、報

酬・給与等の水準そ

の他の報告事項を

迅速に分かりやす

く公表する。 

３．情報公開による

透明性の確保 

組織・業務・財務等

に関する情報、資産

保有状況、入札・契

約に関する情報、報

酬・給与等の水準そ

の他の報告事項を

迅速に分かりやす

く公表する。 

３．情報公開による

透明性の確保 

・組織・業務・財務

等に関する情報そ

の他の報告事項を

迅速に分かりやす

く公表する。 

 ３．情報公開による透明性の確保 

・独立行政法人通則法に基づく業務

実績等報告書を機構ホームページ

に公表（４年６月）。業務方法書を

改正した際には、同方法書を通則

法に基づき認可後速やかに機構ホ

ームページに公表（４年４月及び

５年１月）。 

・その他法律や閣議決定等に基づ

き、財務、監査、入札・契約関連

情報、給与実態等の情報を機構ホ

ームページにおいて迅速にわかり

やすく公表。 
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 ４．情報セキュリテ

ィの確保 

「サイバーセキュ

リティ戦略」（平成

３０年７月２７日

閣議決定）、「政府機

関等の情報セキュ

リティ対策のため

の統一基準」等を踏

まえ、規程及びマニ

ュアル等を適切に

整備し、見直すとと

もに、政府・関係機

関等と情報を共有

し、新たな脅威等に

常に対応できるよ

うシステム面での

対策、人的・組織的

対策を行う。 

４．情報セキュリテ

ィの確保 

「サイバーセキュ

リティ戦略」（平成

３０年７月２７日

閣議決定）、「政府機

関等の情報セキュ

リティ対策のため

の統一基準」等を踏

まえ、適切な情報セ

キュリティ対策を

実施する。具体的に

は、規程、マニュア

ル及び対策等を整

備・見直し、新たな

脅威等に常に対応

できるようシステ

ム面での対策、人

的・組織的対策を行

う。加えて、研修等

により、役職員の情

報セキュリティ・情

報管理意識の維持・

向上を図る。 

４．情報セキュリテ

ィの確保 

・最近のサイバー攻

撃の動向及び「サイ

バーセキュリティ

戦略」（令和３年９

月 ２ ８ 日 閣 議 決

定）、「政府機関等の

情報セキュリティ

対策のための統一

基準」等を踏まえ、

情報セキュリティ

管理規程や関連す

る規程・要領等を踏

まえた情報セキュ

リティ管理規程等

に基づき、新たな脅

威等に常に対応で

きるよう必要な場

合はシステム面で

の対策、人的対応、

ＣＳＩＲＴによる

組織的対策を行う。

加えて、標的型攻撃

メール訓練や研修

や自己点検により、

役職員の情報セキ

ュリティ・情報管理

意識の維持・向上を

図る。 

 ４．情報セキュリティの確保 

 

・内閣サイバーセキュリティセンタ

ーによる監査での指摘事項をふま

え、情報セキュリティ管理規程や関

連する規定・要領等の改正を行うと

ともに、指摘事項や改正点について

理解を促すための情報発信や教育

を実施した。また、標的型攻撃メー

ル訓練や定期的なセキュリティ研

修、自己点検を引き続き実施した。 

  

注３）複数の項目をまとめて作成する場合には、適宜行を追加し、項目ごとに評定と評定に至った理由を明記。ただし、「主な評価指標」や「業務実績」欄については、複数の項目にまたがってまとめて記載することが可能 

４．その他参考情報 

－ 

 


